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第１章 一般原則 

 

Ｑ０－１ 国立大学法人会計基準、同注解及び本実務指針に詳細な規定がないものの取扱

いについては、原則として一般に公正妥当と認められた企業会計原則に依拠した会計処

理及び表示によることでよいか。 

Ａ 

１ 国立大学法人及び大学共同利用機関法人（以下「国立大学法人等」という。）の会計

は、原則として、企業会計原則によること（国立大学法人法第３５条において準用する

独立行政法人通則法（以下「準用通則法」という。）第３７条）とされており、国立大学

法人会計基準（以下「基準」という。）は、企業会計原則に準拠しつつ、公的な性格を有

し、主たる業務内容が教育・研究である等の国立大学法人等の特性を考慮し、必要な修

正を加えたものである。また、基準は、国立大学法人等に共通に適用される一般的かつ

標準的な基準を示すものであり、この基準に定められていない事項については、一般に

公正妥当と認められている企業会計原則に従うことになる。（「国立大学法人会計基準」

及び「国立大学法人会計基準」報告書について ５参照） 

２ また、ここでいう企業会計原則とは、昭和２４年７月９日に設定された「企業会計原

則」のほか、「金融商品に関する会計基準」、「退職給付に係る会計基準」等の企業会計

審議会又は企業会計基準委員会で設定された会計基準及び適用指針や、「金融商品会計

に関する実務指針」等の日本公認会計士協会会計制度委員会報告等が含まれる広い概念

である。 

 

Ｑ２－１ 国立大学法人等が備えるべき会計帳簿の体系は何か。 

Ａ 

１ 基準では、国立大学法人等の会計は、正規の簿記の原則に基づいて、その財政状態及び

運営状況に関する全ての取引その他の事象について、複式簿記により体系的に記録し、

正確な会計帳簿を作成しなければならないとされている。（基準第２参照） 

２ 複式簿記における基本的帳簿体系は以下のとおり。 

 

        主要簿 

仕訳帳 → 総勘定元帳 → 試算表 → 会計単位の結合など → 財務諸表 

(会計伝票) 

取引 

 

補助簿 → 照合 

 

現金出納帳 

         預金出納帳 

         各種収益内訳帳 

         資産・負債内訳帳 

 

３ 上記の帳簿体系に関する補足説明は、以下のとおり。 

① 取引 

国立大学法人等の取引は全て証憑書類に基づいて行われ、証憑書類は、取引の裏付

けとなる証拠書類で、会計記録の正確性、真実性を保証するものである。 

② 仕訳帳 
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取引の発生順に仕訳を整理する帳簿であるが、伝票制度の発達に伴い、現在では、

伝票（入金伝票、出金伝票、振替伝票）がこれに代わっている。なお、決算整理仕訳

も仕訳帳で整理する。 

③ 総勘定元帳 

取引の発生順に仕訳された仕訳帳から、各勘定科目別に整理するために、総勘定元

帳に転記する。そのため、総勘定元帳には各勘定口座が設けられており、仕訳をした

時の勘定科目を勘定科目ごとに再集計するために、総勘定元帳の各勘定口座に転記し

てその増減及び残高を記録する。 

④ 補助簿 

主要簿（仕訳帳及び総勘定元帳）の記録を補完するために詳細な記録が行われ、お

おむね各勘定項目の内訳帳の役目を果たす。補助簿には、取引内容を詳細に記録する

補助記入帳と特定の勘定ごとに内訳（主として相手先別、品目別などに口座を設ける。)

を記録する補助元帳がある。その他、総勘定元帳の対応勘定との照合、突合を行い相

互検証を行う目的もある。 

⑤ 会計単位の結合など 

本部・支部会計の結合などの複数の会計単位の合算を行うとともに、計算表の勘定

科目から財務諸表の項目（表示科目）への科目の組替えを行う。 

 

Ｑ３－１ 「国民の需要に応じた教育研究を実施」とあるが、この「教育研究」に、大学

附属病院における診療も含まれるのか。 

Ａ 

１ 診療は、国立大学法人等が実施する教育研究に含まれる。大学附属病院の診療で培っ

た経験、知識、情報等が国立大学法人等の教育研究の基礎を形成し、教育研究で生み出

し蓄積した知識、技術等が診療や更なる教育研究を通じて社会的に還元される。診療を

重要な要素として含んだ教育研究の流れ全体で国立大学法人等の業務が一体として形成

されており、附属病院における診療は国立大学法人等の教育研究に係る国の業務の一部

と位置付けられる。 

２ なお、損益計算書等で一定の基準に基づき国立大学法人等の業務に係る費用を教育・

研究・診療等に分類するのは、費用をその発生源に基づき明瞭に分類することで、国立

大学法人等に負託された経済資源に関する情報を適切に開示するためであり、国立大学

法人等の教育研究に係る国の業務の範囲及び内容を規定するものではない。（基準第３、

基準第５６、基準第５８参照） 

 

Ｑ４－１  重要性の原則の適用の仕方については、企業会計原則の注解で例示されている

ような取扱いと同じと考えてよいか。 

Ａ  

重要性の原則については、基準第４及び注解３において、以下のとおり記載されてい

る。 

① 取引その他の事象の金額的側面及び質的側面の両面から重要性を判断すること。 

② 重要性の判断は、記録、計算及び表示について行われること。 

③ 質的側面の考慮については、国立大学法人等の公共的性格に基づく判断も加味して

行うこと。 

④ 重要性の乏しいものについては、本来の方法によらないで他の簡便な方法によるこ

とも認められること。 

⑤ 国立大学法人等間における比較可能性の確保の観点から、一定の事項については、
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統一的な取扱いをする必要があること。 

設問にあるように、企業会計原則注解においても、重要性の原則が規定されているが、

その内容は、主として重要性の乏しいものについて、会計処理の観点から、簡便な取扱

いの具体的な例示が行われているものである。基準においても、上記④で述べるように

企業会計原則注解と同様、重要性の乏しいものについての簡便な取扱いを認めており、

上記③及び⑤に該当する場合などの特段の問題がない限り、企業会計原則注解が例示す

るような取扱いが認められる。 

 

Ｑ４－２ 重要性の原則における「重要性に乏しいもの」とはどのようなものか。また、

「質的側面の考慮」における判断基準とはどのようなものか。 

Ａ 

１ 基準における重要性の原則は、国立大学法人等が持つ公共的性格、並びに多数の法人

が同種の業務を行う等の特性を踏まえ、基準に従い適切な会計処理及び表示を行い、法

人相互間の比較可能性を確保することが必要であることを示した識閾に関する基本原則

として位置付けられている。すなわち、経済性等を勘案した企業会計原則の「重要性の

原則」以上に、規範性が強い点に留意すべきである。 

２ 以上を踏まえた上で、「重要性に乏しいもの」の判断基準は、簡便な会計処理を行っ

た結果が目的適合性（国（納税者）等情報利用者の意思決定に役立つ情報）や信頼性（表

現の忠実性、検証可能性、中立性等が確保された有用な情報）の観点から国立大学法人

等に求められる真実な報告に従い、会計情報としての有用性を確保するものであるか否

かに求められる。具体的には、統一的取扱いを要する「一定の事項」（注解３参照）を

除き、「取引その他の事象の金銭的側面」及び「取引その他の事象の質的側面」の両面

から個々の国立大学法人等が判断することになる。なお、基準に明確な規定がない場合

であっても、「取引その他の事象の金銭的側面」及び「取引その他の事象の質的側面」

から重要性がないと判断できる事項は、一般に公正妥当と認められている企業会計原則

に従うことになる。 

３ 「取引その他の事象の金銭的側面」とは、会計行為の対象となる国立大学法人等の経

済活動やそれに関連する経済事象の金銭的多寡による判断である。「多寡」についての

絶対的水準はなく、資産総額等全体の規模との関係等から判断される。具体例としては、

固定資産の貸借対照表における表示基準（Ｑ２５－１参照）等がある。 

４ 「質的側面の考慮」における判断基準は、「会計的見地からの判断」と「国立大学法

人等の持つ公共的見地からの判断」に分けられる。金銭的側面同様、相対的なものであ

り他の項目との比較等により判断される。「会計的見地からの判断」とは、具体的な会

計行為の対象となる取引や財務諸表における表示科目などが、金額の多寡に関係なく国

立大学法人等の財務内容を明らかにし、国（納税者）、債権者等国立大学法人等に対す

る利害関係者の財務的判断を誤らせることがないか否かを判断するものである。これに

対して、「公共的見地からの判断」とは、国立大学法人等が本来的に有している公共性

から判断して簡便な会計処理をすることが認められない場合があることを意味してい

る。 

５ 「質的側面の考慮」の具体例として、「余裕金の運用」、「有価証券の取得」、「出資

金」、「借入金」等が挙げられる。会計的見地からの判断では重要性を持たない場合で

あっても、国立大学法人等の公共性の面から制度として設けられている、余裕金の安全

性資産への運用限定、元本の償還及び利息の支払について保証されている有価証券への

取得限定（準用通則法第４７条参照）、出資対象の限定などについてその実態を金額等

にかかわらず明確にすることが求められる。したがって、こうした事項については質的



 

- 4 - 

 

 

側面からの重要性があり、簡便な会計処理をすることは認められない。 

 

Ｑ４－３ 統一的取扱いをする必要がある「一定の事項」とはどういったものか。 

Ａ 

１ 「一定の事項」とは、多数の法人が同種の業務を行う国立大学法人等の特性から求め

られる法人間の比較可能性を確保するため、個々の法人の判断を認めることなく、国立

大学法人等として統一した会計処理等を必要とする事項である。したがって、「一定の

事項」に該当する場合、個々の法人の判断で重要性がないことを理由に簡便な会計処理

をすることは認められない。 

２ 具体的には、国立大学法人等の基本構造に関する会計情報の事項のうち、特に法人間

の比較可能性を確保するために必要と判断される事項である。例えば、教育・研究の基

礎を形成する、図書、美術品・収蔵品等に関する事項（注解３２及び注解３３参照）、

たな卸資産の評価方法（基準第２９参照）等が挙げられる。 

 

Ｑ６－１ 「会計処理の原則及び手続に関する選択性は原則として排除される」とあるが、

具体的にはどのような取扱いになるのか。 

Ａ 

１ 個々の国立大学法人等の業務内容や規模が多種多様であることに加え、法人運営の在

り方は各法人の長の裁量に委ねられていることから、各国立大学法人等が運営において

多様性を持つことは当然の前提となる。その面からは、同一の会計事実に対して複数の

会計処理の原則や手続が認められることが必要となる。しかし、同時に各国立大学法人

等は「教育・研究に係る国の業務の実施」を通じて実現すべき共通の公共性を有してい

る。このため、各法人間の比較可能性の面から会計情報に関する恣意性の排除等が強く

担保される必要がある。そのため、基準では、重要性の原則と同様に、企業会計原則に

比べて会計処理の原則及び手続に関する選択適用の範囲を限定する考え方をとってい

る。 

２ 具体的には、教育・研究の基礎を形成する事項を含めた国立大学法人等の「基本構造

に関する原則」について選択適用は認められない。「基本構造に関する原則」とは、資

産、負債、純資産、費用、収益等の定義や分類、取得原価主義、発生主義の原則などを

意味する。また、「教育・研究の基礎を形成する事項」として、授業料債務や図書の計

上等が挙げられる。 

 

Ｑ７－１ 「予測される将来の危険」及び「過度に保守的な会計処理」とはどのようなこ

とか。また、これは基準にどう反映されるのか。 

Ａ 

１ 国立大学法人等は、利益の獲得を目的とするものではなく、教育・研究に係る国の業

務の実施を担う機関である。このことから、利益の過大計上を避ける会計処理を求める

企業会計原則における重要性の原則とは異なり、国立大学法人等の会計に求められる保

守主義は、教育・研究に係る国の業務を確実に実施する観点から「不健全な財政状況に

陥ることを回避するため、予測される将来の危険に備えて慎重な判断に基づく会計処理」

を要請するものである。保守主義の要請は、国立大学法人等の会計制度の理論的構造及

び実際の計算面において理論的に不可避に発生する事項に対する措置である。 

２ 「予測される将来の危険」とは、将来の支出の増加や将来の収入の減少等について引

当金等を適切に計上しない場合、国立大学法人等の財政を不健全な状況にする危険が生

じることを意味する。有価証券の評価方法（基準第３０）等も保守主義の要請に基づく
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ものである。 

３ 「過度に保守的な会計処理」とは、例えば、貸倒れの過大計上や過大な減価償却を行

い、資産や利益の過小表示を行うことである。これは、国立大学法人会計制度の理論構

造及び実際の計算面において不可避に発生する事項に対応するための「保守主義」とは

異なり、意識的に国立大学法人等の財政状況及び運営状況の真実な報告を歪めるもので

あり、本質的に認められない。 

 

第２章 概念 

 

Ｑ８－１ 

(1) 国立大学法人等における研究開発費は、「研究開発費等に係る会計基準」（平成１０

年３月１３日 企業会計審議会）に従って処理すべきか。その場合、特定の研究目的の

みに使用され、他の目的に使用できない償却資産は研究期間が複数年にわたる場合でも、

取得時に費用処理するのか。 

(2) 特定の研究目的のために取得した償却資産の耐用年数は何年にすべきなのか。そのプ

ロジェクトの期間なのか、それとも「研究開発費等に係る会計基準」に基づいて取得時

の費用として処理するのか。 

（関連項目；基準第７２ 運営費交付金等の会計処理） 

Ａ 

１ 基準は、研究開発費の会計処理について基準を設けていないが、基準に定められてい

ない事項については、一般に公正妥当と認められている会計原則に従う（「国立大学法

人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書について ５参照）こととされ

ているほか、注解７において「研究開発費等に係る会計基準」を引用していることから

も、「研究開発費等に係る会計基準」に準拠した会計処理を求めているものと考える。 

２ 国立大学法人等における償却資産については、税法上の法定耐用年数を採用すること

を原則としている。一方で、「研究開発費等に係る会計基準」では、研究開発費は、全

て発生時に費用として処理することを原則としており、国立大学法人等においても、特

定の研究開発目的のみに使用され、他の目的に使用できない研究装置等は研究期間が複

数年にわたる場合でも、取得時に即時償却することとなる。国立大学法人等において、

ある特定の研究目的にのみ使用される場合とは、当該機械装置等の性状や取得の目的か

ら鑑みて、明白に他の目的に使用できないと考えられる場合に限定することとする。な

お、受託研究は受託収入を獲得することが確実な活動であり、受託収入で購入した償却

資産については、このような即時償却の会計処理は適用されない。（Ｑ８－３参照)  

３ なお、ある特定の研究開発目的に使用された後、他の目的に使用できる場合には、機

械装置等として資産に計上することとなるが、この場合、他の目的に使用できる場合と

は、国立大学法人等の他の業務に使用できる場合、他の研究開発目的に使用できる場合

を含むほか、必ずしも判定の時点において他の目的への使用予定・計画が明確になって

いる場合に限ることなく、使用予定が明らかでなくても、汎用性があり他の目的に使用

することが容易な場合には、当該機械装置等を資産に計上することが認められる。（「研

究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するＱ＆Ａ」（最終改正平成２６年１１月２

８日 日本公認会計士協会会計制度委員会）参照） 

４ また、「特定の研究開発目的」とは、国立大学法人法において「業務の範囲」として

規定されているような大きな目的ではなく、「個々の具体的な研究開発目的」を意味し

ている。したがって、長期的な研究プロジェクトの研究テーマＡに使用する目的で購入

した償却資産を同一プロジェクトの研究テーマＢで使用することが想定されるような場
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合には、資産に計上することとなる。（Ｑ２５－１、Ｑ２６－７、Ｑ７２－４参照） 

 

Ｑ８－２ ある研究のために受託研究収入で償却資産を購入した場合は、どのような会計

処理を行うべきか。当初の研究が終了した後も当該資産について償却を続けなければな

らないのか。 

Ａ 

１ 設問のような受託研究は受託研究収入として収益を獲得することが確実な活動である

ため、「研究開発費等に係る会計基準」（平成１０年３月１３日 企業会計審議会）が

適用される研究活動には当たらないものと考えられる。 

２ したがって、ある研究のために受託研究収入によって償却資産を購入し、当該資産が

当該研究の終了後に他の目的に使用することが困難な場合には、購入時において当該受

託研究期間を耐用年数として償却し費用化することになる。当該研究が終了するまでの

予定の期間が１年未満の場合には、資産計上した後に償却し費用化することとなる。当

該取扱いについては、共同研究や受託事業等についても同様である。 

３ 一方、当該資産を当該研究の終了後も使用する予定である場合は、税法上の法定耐用

年数とし、残存価額は備忘価額（１円）とする。 

４ なお、Ａ３の耐用年数の取扱いは、当該受託研究の契約開始日に関わらず令和５事業

年度以降に取得する固定資産から適用することとし、それ以前に取得した固定資産の耐

用年数を修正する必要はない。 

 

Ｑ８－２－２ 受託研究収入により図書を取得した場合の取扱いはどうするのか。 

Ａ 

  国立大学法人等における図書とは、附属図書館が組織として管理する教育・研究の用

に供される図書とされており（Ｑ３６－６参照）、取得財源や金額のいかんにかかわら

ず取得価額をもって資産計上することとしている。受託研究収入により図書を取得した

場合についても同様に資産計上する取扱いとなる。研究期間終了後、なお他の目的に使

用予定の場合は、各国立大学法人における図書の管理の実態に応じ、以下の(ｱ)又は(ｲ)

のいずれかにより会計処理を行うものとする。 

(ｱ) 受託研究期間終了時に備忘価額を残して償却する取扱い。これは、受託研究収入に

より取得した償却資産は、備忘価額を残し償却する（Ｑ８－２参照）取扱いと同様で

ある。 

(ｲ) 受託研究期間終了時に全額償却せずに除却時に償却する取扱い。なお、当初の取得

価額とするのは、図書については除却時までその効用が減少するとは考えにくいため

である。 

 

Ｑ８－３ 受託研究費により固定資産を取得した場合の取扱いはどうするのか。また、受

託研究費による費用の取扱いはどうするのか。 

Ａ 

受託研究費により固定資産を取得した場合の会計処理を簡単な例で示すと次のとお

り。なお、１年契約で期首に器具備品 90（耐用年数３年）を取得したものとし、当該固

定資産の取得に係る会計処理のみを例示する。なお、当該資産は、当該受託研究契約終

了後も使用する予定である。 

（１年目） 

受領時 

（借）現金        90 （貸）前受受託研究費    90 
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取得時 

（借）器具備品      90 （貸）現金         90 

減価償却時 

（借）受託研究費     30 （貸）減価償却累計額    30 

収益化時 

（借）前受受託研究費   90 （貸）受託研究収益     90 

（２年目） 

減価償却時 

（借）受託研究費     30 （貸）減価償却累計額    30 

（３年目） 

減価償却時 

（借）受託研究費     29 （貸）減価償却累計額    29 

 

このように当該事業のみに着目すると、単年度契約の場合、初年度では利益が計上さ

れ､翌年度以降は減価償却費部分が損失として計上されることになる。なお、受託研究契

約による収入を財源として取得した固定資産であることから、受託研究契約終了後の使

用目的が受託研究期間に係る使用目的と明らかに異なる場合を除き、受託研究契約終了

後の減価償却費は受託研究費に計上することとする。 

また、上記仕訳例では、損益計算書上の表示科目を用いているが減価償却費等の勘定

科目の使用を妨げるものではない。 

 

Ｑ８－３－２ 受託研究収入とそれ以外の財源を併せて償却資産を購入した場合、当該資

産の耐用年数はどのように決定するのか。 

Ａ  

当該資産取得額のうち、受託研究収入を財源とした相当額については、購入時におい

て当該償却資産を使用する予定の期間を耐用年数として償却し費用化を行い、その他の

財源相当額分については、税法上の法定耐用年数によって償却することとなる。なお、

受託研究契約期間終了後も他の目的で使用可能な資産の耐用年数は令和５事業年度から

法定耐用年数とすることから、本設問は令和４事業年度末に廃止する。 

 

Ｑ８－４  固定性配列法としたのはなぜか。 

Ａ 

国立大学法人等の主要な財産が、建物、土地、機械装置等の固定資産から構成され、

これらが国（納税者）から国立大学法人等に負託された経済資源の基礎を形成すること

から、企業会計の貸借対照表における「流動性配列法」とは異なる「固定性配列法」を

採用している。 

なお、企業会計においても、電気通信、電気、ガス業で固定性配列法が採用されてい

る例がある。 

 

Ｑ９－１  貸借対照表における固定資産の計上基準は何万円以上か。（関連項目；第４ 

重要性の原則） 

Ａ 

１ 国立大学法人等においては、その業務目的を達成するために所有し、かつ、加工若し

くは売却を予定しない財貨で、耐用年数が１年以上のものは固定資産に計上することに

なる。（注解８第５項参照） 
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ただし、償却資産のうち、この条件を満たすものであっても、１個又は１組の金額が

一定金額以下で、重要性の乏しいものについては、貸借対照表の固定資産には計上せず、

消耗品等その性格を表す適切な費用科目を付して損益計算書に計上することも認められ

る。（基準第４参照） 

２  貸借対照表上の固定資産に計上するか損益計算書において適切な費用科目で処理する

かの判断については、図書を除き、当該資産についての今までの国の物品管理の状況等

を参考とし、特段の事由のない場合の判断基準として、１個又は１組の金額について、

国立大学法人等が取得した時の価額が５０万円未満の償却資産については重要性の乏し

いものとして貸借対照表に計上しないこととする。 

３  なお、被出資資産の中の５０万円未満の償却資産については、当該資産は貸借対照表

に計上されることに留意しなければならない。 

また、非償却資産については、金額にかかわらず、固定資産に計上することとする。 

 

Ｑ９－２  耐用年数が１年未満かつ取得時の価額が５０万円以上のものの取扱いはどうな

るのか。 

Ａ 

耐用年数が１年未満のものを取得した場合は、当該資産にもともと固定性がないため、

金額の大小にかかわらず消耗品費等として取得時に費用として処理する。 

 

Ｑ１０－１ 次の表示科目は、具体的にはどのようなものか。 

(1) 建物及び附属設備 

(2) 構築物（土地に定着する土木設備又は工作物をいう。） 

(3) 機械及び装置並びにその他の附属設備 

(4) 工具、器具及び備品 

(5) 図書 

(6) 美術品・収蔵品（標本を含む。） 

(7) 建設仮勘定 

Ａ 

具体的な科目の判断、耐用年数の決定に当たっては、実務上法人税法の取扱いを参考

に行うこととなる。 

(1) 建物及び附属設備 

建物とは、事務所、校舎、図書館、倉庫のほか宿舎その他の経営附属施設（寮・附属

病院・附属学校）をいい、附属設備とは、冷暖房・照明、通風、給排水・衛生・ガス・昇

降機などの附属設備をいう。 

(2) 構築物（土地に定着する土木設備又は工作物をいう。） 

構築物とは、ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突、その他土地に定着

する土木設備又は工作物をいう。 

(3) 機械及び装置並びにその他の附属設備 

機械及び装置とは、各種の機械・製造装置、コンベヤー、ホイスト、起重機等の運搬

設備その他の附属設備をいう。 

(4) 工具、器具及び備品 

工具とは製品の製造に使われる道具をいい、器具とは測定や検査などに使用される道

具をいう。備品とは椅子、戸棚、コンピュータ等をいう。 

(5) 図書 

図書とは印刷その他の方法により複製した文書若しくは図画、又は電子的方法、磁気
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的方法その他の人の知覚によっては認識できない方法により文字、映像、音を記録した

物品としての管理が可能な物をいう（注解３２参照）。したがって、ＣＤ－ＲＯＭ、マ

イクロフィルム、ビデオテープ等も含まれる。 

(6) 美術品・収蔵品（標本を含む。） 

美術品とは、建造物、絵画、彫刻、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、

我が国にとって芸術上価値が高く、希少価値を有するものである。また、収蔵品とは、

教育・研究の対象として供されるために収蔵された化石、鉱石、標本等のうち美術品を

除くものをいう。（Ｑ２５－２参照） 

(7) 建設仮勘定 

事業の用に供する有形固定資産を建設した場合における支出額や、当該建設の目的の

ために充当した材料額等をいう。建設が完成し、当該建設の原価が確定したときは、こ

れを適切な有形固定資産の勘定科目に振り替える。なお、建設のために支出した手付金、

前渡金、又は建設のために取得した機械などで保管中のものは、建設仮勘定に含めるこ

ととする。 

 

Ｑ１０－２ 次の資産はどのように表示するのが相当か。また、その会計処理上の留意点

は何か。 

(1) 立木竹 

(2) 歴史的建造物 

(3) 建物工事に含めて整備された備品（固定机、固定椅子等） 

(4) 実験用動物 

(5) 牧場で生まれた子牛を８月から１１月まで飼育し売払う場合 

(6) 教材用として市場で購入した肥育牛を約３０月飼育し売払う場合 

(7) 研究用放射性同位元素 

(8) 医療用放射性同位元素 

Ａ 

(1) 立木竹 

立木竹は樹木、立木及び竹林からなるが、樹木とは個々の樹木ごとに評価額を付した

もの、立木とは森林のように一定の面積で評価額を付したもの、竹林も同様に一定の面

積で評価額を付したものとなっている。 

樹木は緑化施設（耐用年数２０年）と考えられるため、構築物勘定に含めるが、特定

の研究のための樹木については、当該研究期間で減価償却を行う。立木及び竹林につい

ても原則として樹木と同様に構築物（耐用年数２０年）として取り扱う。ただし、演習

林のように土地と一体として利用されているものについては、土地に含めて処理するも

のとする。したがって、物理的には樹木、立木及び竹林であっても非償却の取扱いとな

る。なお、演習林における植林等の追加的支出については、教育又は研究目的であるの

で、費用処理を原則とする。 

(2) 歴史的建造物 

歴史的建造物のうち文化財等の指定を受けたものは美術品・収蔵品として処理し、減

価償却は行わない。なお、修繕費については、費用として取扱うこととする。 

(3) 建物工事に含めて整備された備品（固定机、固定椅子等） 

教室等の固定机、固定椅子等は建物に固着していることと、個別管理が不要であるこ

とから建物及び附属設備に含めて整理する。 

(4) 実験用動物 

試験研究に供されるものであり消耗品的性格を持っているので、基本的に取得時にお
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いて試験研究費として処理すべきものであるが、金額的重要性があれば生物（投資その

他の有形資産）に計上し、実験の期間で減価償却を行う。 

(5) 牧場で生まれた子牛を８月から１１月まで飼育し売払う場合 

国立大学法人等では子牛を育てることに教育的意義があるのであって、売却目的で保

有するわけではないことから、備忘価額で評価し貯蔵品に計上する。 

(6) 教材用として市場で購入した飼育牛を約３０月飼育し売払う場合 

購入価額を貯蔵品に計上し、飼育期間中の飼育費ほかの経費は教育費用として処理す

る。 

(7) 研究用放射性同位元素 

放射性同位元素のうち、長期にわたって使用されるものについては、固定資産として

計上することとなる。また、表示科目は、研究用放射性同位元素とするが、研究用であ

るため、耐用年数の設定に当たって研究期間に留意する必要がある。 

(8) 医療用放射性同位元素 

放射性同位元素のうち、長期にわたって使用されるものについては、固定資産として

計上することとなる。また、表示科目は、医療用放射性同位元素とする。 

 

Ｑ１１－１ 次のものは無形固定資産に含まれるか。また、その評価額はどう算定するの

か。 

(1) 著作権 

(2) サイト契約しているデータベース 

(3) 電話加入権 

Ａ 

(1) 著作権 

著作権とは著作物を独占的に利用して利益を受ける排他的権利であり、著作物とは思

想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術又は音楽の範囲に属す

るものをいう。著作権は国立大学法人等が有償取得した場合に限り取得に要した額を無

形固定資産に計上する。 

(2) サイト契約しているデータベース 

国立大学法人等が外部のデータベースと契約し情報を入手した際の支払方法には、前

金払や従量後払等の種々の形態はあるものの、対価は費用として処理するので無形固定

資産には含まれない。 

(3) 電話加入権 

電話加入権は、ＮＴＴに対する施設設置負担金であり、償還請求ができないが、取得

に要した金額をもって無形固定資産に計上する。 

 

Ｑ１２－１ 国立大学法人会計基準において、役員又は教職員に対する長期貸付金がない

のはなぜか。 

Ａ 

１ 役員又は教職員に対する長期貸付けは、国立大学法人等の役員又は教職員に対する福

利厚生の観点から行われる場合が一応は考えられるが、国立大学法人等の役員又は教職

員は国家公務員共済組合の組合員となるため、同共済組合の長期貸付けを受けられるこ

ととなる。したがって、国立大学法人等が役員又は教職員に対し、長期貸付けを行うこ

とは現実には考えにくいため、基準においては、役員又は教職員に対する長期貸付金は

想定していないものである。 

２ なお、長期貸付金が計上される場合としては、国立大学法人が寄附金を財源として学
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生に対し、学費を貸与する場合等が考えられる。 

 

Ｑ１２－２ 「未収財源措置予定額」とはどのようなものか。 

Ａ 

１ 国立大学法人等の業務運営に要する費用のうち、その発生額を後年度において国が財

源措置することとされている特定の費用が発生したときに、財源措置が予定される金額

を財源措置予定額収益の科目により収益に計上するとともに、未収財源措置予定額の科

目により資産として計上することとなる。 

２ 国立大学法人等において、未収財源措置予定額として計上が認められるのは、国立大

学法人等が負担した特定の費用について、①事後に財源措置を行うこと、②財源措置を

行う費用の範囲、時期、方法等が中期計画や法律で明らかにされていることが必要であ

る。（Ｑ７５－１参照） 

 

Ｑ１３－１  「未収入金」を表示科目として使用し、半成工事を削除したのはなぜか。 

Ａ 

１ 国立大学法人等の通常の業務活動において、売掛金の語が適切と考えられる場面が想

定し難いため、より広義の概念である未収入金へと変更したもの。なお、表示科目とし

ては、未収学生納付金収入、未収附属病院収入等と、その実態を明示する表示科目によ

ることとされている。 

２ 半成工事については、国立大学法人等における通常の取引としては想定され難いため、

例示から削除している。 

 

Ｑ１３－２  国立大学法人等がその出先機関に一定期間（１か月）の資金をあらかじめ交

付する場合、「流動資産」の表示科目「前渡金」として整理し、精算報告をもって該当

科目に振り替えることになるのか。 

Ａ 

「前渡金」は、飽くまでも外部の取引者に対して支払った原材料、商品等購入のため

の前渡代金等を表す勘定科目であり、設問のようなケースにおいては、財務諸表上「現

金及び預金」として表示される。 

なお、期中に、出先機関など自己の組織内の会計単位への資金移動を行う場合は、通

常「前渡金」という勘定科目を使用せず、出先機関の会計組織により、「小口預金」（日

常頻繁に生じる小口経費の支払のために一般現金から区別された現金の出納を処理する

勘定）とするか、支店に対しての現金預金の振替とみて、支店会計の「現金及び預金」

とするかのいずれかとする。 

 

Ｑ１３－３  注解９の経過勘定項目については、決算整理時にのみ使用する勘定科目とい

うことか。 

Ａ 

発生主義会計においては、これらの経過勘定項目も本来は発生時にこれらの科目によ

り処理されるのが原則であって、その使用を決算整理時のみに限定するものではない。 

なお、月次決算又は年度決算において初めてこれらの科目を用いることも、実務上簡

便な用法として認められる。 

 

Ｑ１３－４ 次の科目は、具体的にはどのようなものか。 

(1) 受取手形 
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(2) 有価証券 

(3) 商品 

(4) 製品、副産物及び作業くず 

(5) 半製品 

(6) 原料及び材料（購入部分品を含む。） 

(7) 仕掛品 

(8) 医薬品 

(9) 診療材料 

(10) 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のもの 

Ａ 

(1) 受取手形は国立大学法人等の通常の業務活動において発生した手形債権をいい、未収

入金の回収手段として入手したものが考えられる。また、通常の業務活動以外の施設売

却代金等の回収手段として入手したものはその重要性に応じて区分掲記を行うこととす

る。 

(2) 有価証券には、株式、債券、証券投資信託及び貸付信託の受益証券などが含まれるが、

流動資産区分に計上される有価証券とは、時価の変動により利益を得ることを目的とし

て保有する売買目的有価証券、及び一年以内に満期の到来する債券等である。 

(3) 商品とは、国立大学法人等が販売の目的をもって所有する物品であって、当該国立大

学法人等の通常の業務活動に係るもの（ただし、製品を除く。）をいい物品に加工を加

えずにそのまま外部へ売却されるものをいう。 

(4) 製品とは、国立大学法人等が販売の目的をもって所有する製造品その他の生産品であ

って、当該国立大学法人等の通常の業務活動に係るものをいう。副産物とは主産物の製

造過程から必然的に派生する物品をいい、主産物たる製品との区分は、各国立大学法人

等における会計処理の慣習によるものとする。作業くずとは、皮革くず、裁断くず、落

綿、その他原材料、部分品又は貯蔵品を製造に使用したために残存するくず物をいう。 

(5) 半製品とは、中間的製品として既に加工を終わり現に貯蔵中のもので販売できる状態

にあるものをいい、自製部分品（製品又は半製品の組成部分として当該製品又は半製品

に取り付けられる物品で当該国立大学法人等の製作に係るものをいう。）もこれに含ま

れる。 

(6) 原料及び材料（購入部分品を含む。）とは、製品の製造目的で費消される物品でいま

だその用に供されないもの（ただし、半製品又は貯蔵品に属するものを除く。）をいい、

購入部分品とは、製品又は半製品の組成部分として当該製品又は半製品に取り付けられ

る物品でほかから購入したものをいう。 

(7) 仕掛品とは、製品、半製品又は部分品の生産のため現に仕掛中のものをいう。 

(8) 医薬品とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭

和３５年８月１０日法律第１４５号）第２条にいう医薬品のことをいい、具体的には、

投薬用薬品、注射用薬品（血液、プラズマを含む。）、検査用試薬、造影剤、外用薬等の

薬品のことをいう。 

(9) 診療材料とは、カテーテル、縫合糸、酸素、ギプス粉、レントゲンフィルム等一回ご

とに消費する診療用の材料のことをいう。 

(10) 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品とは、燃料、油、釘、包装材料そ

の他事務用品等の消耗品、耐用年数１年未満又は耐用年数１年以上で相当価額未満の工

具、器具及び備品のうち、取得のときに経費又は材料費として処理されなかったもので

貯蔵中のものをいう。 

なお、燃料、油等で製品の生産のため補助的に使用されるものは、貯蔵品とすること
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ができるものとする。 

 

Ｑ１３－５ 「相当価額」は各大学法人において定めることができるのか。 

Ａ 

相当価額がいくらかという定義はないため、各国立大学法人等において自主的に定め

ることとする。消耗品等の貯蔵品については、各国立大学法人等において実態に合わせ

た管理上の手続を規定し、運用を行うものとする。 

 

Ｑ１３－６ 不用財産処分による収入等の通常業務以外の未収入金はどこに表示するの

か。 

Ａ 

未収入金は国立大学法人等の通常の業務活動により発生したものが整理されるが、不

用財産処分は通常の業務活動以外のものであるため、流動資産の「その他」として表示

されることとなる。また、当該金額に重要性があるものは区分掲記を行うものとする。 

 

Ｑ１３－７ 以下はどう会計処理するのが適当か。 

(1) 実験用試薬 

(2) 農場生産物 

(3) 建物等の取壊しに伴う発生材の売払い 

(4) 学生実習における教材 

(5) 災害時用の備蓄食料 

(6) 医療食用の食材 

Ａ 

(1) 実験用試薬は、原則として貯蔵品としてたな卸資産に計上するものとする。ただし、

相当価額に達しないと認められる場合には購入時に費用処理を行うこととする。 

(2) 農場生産物について、外部への売却を通常の業務として行う場合は商品又は製品とし

てたな卸資産に計上する。たな卸資産に計上する場合は、生産に係る費用を基礎に、時

価を勘案して評価額を算定する。農場生産物の外部への売却が通常の業務以外であり、

金額が僅少であれば発生時に費用として処理することも認められる。 

(3) 建物等の取り壊しに伴う発生材は通常の業務活動以外のものであり、不用財産処分に

よる収入に準じて取扱うものとする。 

(4) 学生実習における教材は、通常、配布後に残高が残るものではないため、発生時に費

用として処理することになる。なお、再利用可能で大量に残る場合は貯蔵品としてたな

卸資産に計上する。 

(5) 災害時用の備蓄食料は定期的な交換・補充が行われるため、交換・補充時の費用処理

で差し支えない。 

(6) 医療食用の食材は、たな卸資産として処理することが適当であるが、回転期間が１日

程度であることを考慮すると、最終仕入原価法により評価することが適当である。 

 

Ｑ１３－８ 附属病院における診療に係る収益はいつ認識するのか。また、社会保険診療

報酬支払基金等からレセプトの返戻や減額査定があったとき、会計処理はどうするのか。 

Ａ 

１ 診療に係る収益は、履行義務である診療行為の都度認識することになるが、社会保険

診療報酬支払基金等（以下「支払基金等」という。）への請求分については月ごとに取

りまとめるため、基本的には月を単位として診療に係る収益を認識することになる。 
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２ 支払基金等からの返戻については、通常は請求に係る形式的要件を満たさず一時的に

支払いを留保されているものであり、診療に係る収益自体が取り消されるものではなく、

将来的に診療時に認識した収益額が消滅するものではない。そのため、返戻は収益認識

の論点ではなく、収益認識の適用による影響はない。したがって、返戻相当額の診療に

係る収益について減額し、再度請求を行う際に新規の診療に係る収益として認識する会

計処理か、返戻時には特段の会計処理を行わず、その後、請求額の変更があったときに

その相当額のみを増減させる会計処理のいずれかとなる。 

３ 減額査定については、附属病院が認識した診療に係る収益（保険者に対する債権額）

が保険者により修正されるものであり、診療に係る収益自体が取り消されるものである

ため、収益認識における変動対価に該当するとも考えられるが、病院からの再審査請求

等により減額査定額が復活する可能性があるという特殊な事情があること、及び、診療

に係る収益に対する減額査定額の金額は通常僅少であること、加えて将来減額査定が生

じうる額の推定に係る事務負担の煩雑性を考慮して、減額査定の通知を受けた時に診療

に係る収益の減少として処理することも認められる。なお、確定した債権が徴収不能と

なるものではないので、徴収不能引当金の計上の対象とはならない。 

 

Ｑ１５－１  償却資産を無償取得した場合の会計処理として、貸方科目は物品受贈益とな

るのか。 

（関連項目；基準第２５ 無償取得資産の評価原則、基準第７６ 寄附金の会計処理） 

Ａ 

償却資産を無償取得した場合の取扱いについては、以下のとおり、寄附金によって資

産を取得した場合の取扱いに準じて考えることができる。なお、科学研究費助成事業等

を財源とした資産について寄附を受けた場合は、「政府以外の者から贈与された場合」

に該当することとなる。 

 

(1) 政府から承継された場合 

政府からの承継については寄附ではないことから、承継時に物品受贈益を計上するこ

ととする。 

 

(2) 政府以外の者から贈与された場合 

政府以外の者から贈与された場合は、寄附金により償却資産を購入した場合と同様に

考えられることから、寄附者がその使途を特定した場合又は国立大学法人等が使用に先

立ってあらかじめ計画的に使途を特定した場合においては、その寄附財産の時価に相当

する額を寄附金収益として計上することとする。 

 

Ｑ１５－２ 資産見返負債の会計処理の変更に伴う初年度の会計処理はどのように行えば

よいか。 

Ａ 

１ 令和３事業年度末の資産見返負債は、令和４事業年度期首に全て収益化し、臨時利

益の資産見返負債戻入に計上する。建設仮勘定見返運営費交付金等や建設仮勘定見返寄

附金（特許権仮勘定見返運営費交付金等など無形固定資産に係る仮勘定の資産見返負債

も含む）は法的な返還義務等はないと考えられることから、同様に収益化する。ただし、

次のものについては、この限りでない。 

資産見返補助金等は、令和４事業年度期首残高を固定負債の長期繰延補助金等へ振り

替える。建設仮勘定見返補助金等（特許権仮勘定見返補助金等など無形固定資産に係る
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仮勘定の資産見返補助金等を含む）も長期繰延補助金等へ振り替える。その後、現実に

引渡しを受けたときに、非償却資産の場合は資本剰余金に振り替え、償却資産の場合は

毎事業年度、減価償却相当額を取り崩して補助金等収益に振り替える。 

建設仮勘定見返施設費は預り施設費へ振り替え、現実に引渡しを受けたときに資本剰

余金又は施設費収益に振り替える。 

 

２ 当該会計基準の変更に係る資産見返負債の戻入は臨時利益に計上し、損益計算書及び

国立大学法人等の業務運営に関する国民の負担に帰せられるコストの注記にその内容を

注記することとする。 

 ＜例示＞ 

  令和３事業年度末時点の資産見返負債の残高は以下のとおりである。 

資産見返運営費交付金等 50 

資産見返寄附金     30 

建設仮勘定見返施設費  20 

 

令和４事業年度期首（資産見返負債の振替） 

資産見返運営費交付金等 

 

資産見返寄附金 

 

建設仮勘定見返施設費 

50 

 

30 

 

20 

 資産見返運営費交付金等戻入

（臨時利益） 

資産見返寄附金戻入（臨時利

益） 

預り施設費 

50 

 

30 

 

20 

注記 

（損益計算書関係） 

臨時利益のうち、資産見返運営費交付金等戻入 50、資産見返寄附金戻入 30は

会計基準改訂に伴い期首に計上した資産見返負債の収益化額である。 

（国立大学法人等の業務運営に関する国民の負担に帰せられるコストの注記関係） 

（控除）自己収入には、会計基準改訂に伴い期首に臨時利益に計上した資産見

返寄附金戻入 30が含まれている。 

 

３ 令和４事業年度期首に収益化した資産見返負債戻入のうち、国立大学法人等の業務

運営に関して国民の負担に帰せられるコストの注記において、損益計算書上の費用から

控除する自己収入等として扱う対象は以下のとおりとする。 

収入の区分 損益計算上の費用から控除することの可否 

資産見返運営費交付金等戻入のうち 

運営費交付金を財源とするもの 
控除できない。 

資産見返運営費交付金等戻入のうち 

授業料を財源とするもの 
控除できる。 

資産見返寄附金戻入 控除できる。 

資産見返物品受贈額戻入 控除できない。 

 

Ｑ１５－３ 次の科目は、具体的にはどのようなものか。 
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(1) 大学改革支援・学位授与機構債務負担金 

(2) 長期借入金 

(3) 国立大学法人等債 

(4) 長期未払金 

Ａ 

(1) 大学改革支援・学位授与機構債務負担金 

国立学校特別会計から大学改革支援・学位授与機構債務が承継した借入金債務の償還

のため、国立大学法人に対し義務付けられた同機構への拠出債務のこと。償還時に当該

金額を借記する。 

なお、決算日において１年以内に償還期限の到来する金額については、流動負債とし

て表示する。また、支払利息の計上は発生主義により行う。 

(2) 長期借入金 

国立大学法人等が行う返済期限が１年を超える借入金のことであり、借入時に当該金

額を負債計上する。返済したときに借記する。 

分割返済の約定のある長期借入金で、１年以内に返済期限の到来する金額については、

流動負債へ表示する。また、支払利息の計上は発生主義により行う。 

(3) 国立大学法人等債 

国立大学法人等が資金調達のために債券を発行した場合の負債額。一般的には、債券

を発行し、引受けがあった時点で当該額面金額を負債計上する。返済したときに借記す

る。なお、国立大学法人等債を額面金額と異なる金額で発行した場合の発行差額は債券

発行差額の科目にて負債の部に計上することとなる。(Ｑ８４－１参照) 

(4) 長期未払金 

大学が長期契約等に基づき一定の金額を支払う義務を負う場合の未払い残高をいう。 

例えばファイナンス・リース契約に基づく債務のうち１年超のものが該当すると考え

られる。 

契約締結時に当該契約に基づく金額を負債計上する。返済したときに借記する。 

 

Ｑ１５－４ 寄附金債務について「１年以内に使用されないと認められるもの」を特定す

るのは困難であるが、どう取扱えばよいか。 

Ａ 

１ 寄附金は、寄附者が国立大学法人等の業務の実施を財政的に支援する目的で出えんす

るものであり、用途の種類や使用予定額が明確になってはいるものの、一般的には、教

育・研究の進展に伴い使用時期が決められていくものであるため、あらかじめ使用時期

について特定することは困難である。このため、寄附金債務については、流動負債に計

上することを原則とする。 

２ しかしながら、寄附金の中には、一定の計画に基づき各年度ごとの支出額が予定され

るものもある。このようなものの具体例としては寄附講座等がある。寄附講座等は、一

定期間継続的に教育研究を実施し、そのための組織を設け教員を置く制度である。した

がって、寄附講座の実施のために受け入れた寄附金のうち、翌期以降の予定額について

は固定負債に計上することとなる。（Ｑ７６－１参照） 

 

Ｑ１５－５ 受託研究及び共同研究、受託事業及び共同事業のそれぞれの定義は何か。 

Ａ 

１ 「受託研究」とは、国立大学法人等において外部からの委託を受けて法人の業務とし

て行う研究で、これに要する経費を原則として委託者が負担するもののことである。国
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立大学法人等は、契約に基づき当該研究の成果を委託者に報告する等の義務を負う。（「受

託研究の取扱いについて」（平成１４年３月２９日付１３文科振第１１７９号 文部科

学省）） 

２ 「共同研究」とは、 

① 国立大学法人等において、民間等外部の機関から研究者及び研究経費等を受け入れ

て、当該法人の教員が民間等外部の機関の研究者と共通の課題について共同して行う

研究 

② 国立大学法人等及び民間等外部の機関において共通の課題について分担して行う研

究で、当該法人において、民間等外部の機関から研究者及び研究経費等、又は研究経

費等を受け入れるもの 

のことである。（「民間等との共同研究の取扱いについて」（平成１４年３月２９日付

１３文科振第１１７８号 文部科学省）） 

３ 「受託事業」とは、国立大学法人等において外部からの委託を受けて法人の業務とし

て行う諸活動のうち、受託研究を除くものであり、これに要する経費を原則として委託

者が負担するもののことである。国立大学法人等は、契約に基づき当該業務の成果を委

託者に報告する等の義務を負う。 

４ 「共同事業」とは、国立大学法人等において民間等外部の機関と特定の業務について

法人の業務として共同して行う諸活動のうち、共同研究を除くものであり、これに要す

る経費は原則として民間等外部の機関が負担するもののことである。 

 

Ｑ１６－１ 次の科目は、具体的にはどのようなものか。 

(1) 授業料債務 

(2) 預り補助金等 

(3) 科学研究費助成事業等預り金 

(4) 預り金 

(5) 未払消費税等 

Ａ 

(1) 授業料債務 

教育の対価として学生から受領した授業料の未経過分のこと。学生に教育というサー

ビスを提供する義務という意味で負債計上される。 

【処理例】 

授業料受領時（前年度３月に次年度前期分を受領） 

（借）現金預金      1,000 （貸）前受金     1,000 

当年度４月１日付で前受金を授業料債務に振替 

（借）前受金       1,000 （貸）授業料債務   1,000 

当年度中に授業料債務を授業料収益に収益化（期間進行基準） 

（借）授業料債務     1,000 （貸）授業料収益   1,000 

 

期間 （学期）の経過とともに収益化されるべきものであるため、原則として期末に負

債残高が残ることはない。 

(2) 預り補助金等 

国立大学法人等が行う業務のうち、特定の事務事業に対して交付された補助金等の未

使用額のこと。 

(3) 科学研究費助成事業等預り金 

研究者等を対象に研究費等を補助する目的で国から交付された科学研究費助成事業等
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による補助金等の未使用額のこと。研究者に渡すべき一時的な預り金という意味で負債

計上される。 

(4) 預り金 

寄宿寮における私費負担光熱水料、学内宿泊施設雑費等の、寄宿寮又は学内宿泊施設

等における経費の対価として学生、研究者等から受領した個人負担に係る負担金等のこ

と。 

(5) 未払消費税等 

納付すべき消費税等のうち未納付額のこと。消費税等の処理方法は、税込方式による

ので、年度末においては、消費税申告作業時に認識された未払消費税額を計上する。な

お、還付消費税がある場合には未収消費税を流動資産の部に計上する。 

 

Ｑ１６－２ 学生納付金（検定料、入学金、フルタイム学生に係る授業料）における標準

的な会計処理はどうするのか。特に、入学金の帰属年度はどうなるのか。 

Ａ 

検定料については､入学検定に係る諸費用に対する収益であり、検定試験の実施時に収

益として認識する。国立大学法人等の入学金については、入学を許可することの対価で

あるとともに、入学手続のための諸経費に対するものであり、入学手続完了時に収益と

して取り扱うこととする。なお、いったん収受した入学金を特別の事情により返金する

場合には、返金時に収益を取り消すこととする。 

フルタイム学生に対する授業料については、年度開始前に入金される場合には、入金

時に前受金として負債に計上し、翌期首において、当該前受金を授業料債務へ振り替え、

期間の進行に応じて収益化するものとする。（Ｑ７２－２参照） 

 

Ｑ１６－２－２ 国費外国人留学生の授業料、入学料、検定料等（本設問において「教育

費」という。）の会計処理はどうするのか。 

Ａ 

国費外国人留学生の教育費は徴収しないこととされており、資産の増加又は負債の減

少をもたらすものではないと考えられるため、当該教育費は費用と収益のどちらにも計

上しない。 

 

Ｑ１６－３ 入学金や授業料の免除に係る会計処理はどうするのか。入学手続最終日に未

収金と認識するのか。また、免除申請が不許可になり、かつ、学生が入学金等を納付で

きなかった場合は、どう処理するのか。 

Ａ 

現在の取扱いを前提にすれば、学生から入学金の免除申請を受けた場合は、入学手続

の最終日に未収入金及び入学金収益を計上し､翌期において､免除を許可した場合には､

未収入金を奨学費に振替処理することとする。ただし、免除申請が不許可になり、かつ、

入学金が回収できないことが判明した場合は貸倒処理することになる。 

学生から授業料の免除申請を受けた場合、翌期首に至るまでの間は、特段の会計処理

は行わない。翌期首において、未収入金及び授業料債務を計上し、授業料債務は期間の

進行に応じ収益化していくが、免除申請を許可した場合には、未収入金を奨学費に振替

処理することとする。ただし、免除申請が不許可になり、かつ、授業料が回収できない

ことが判明した場合は未収入金を貸倒処理することになる。 

学生から２年次以降における授業料の免除申請を受けた場合においても同様の取扱い

である。 
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Ｑ１６－４ 授業料納付後、年度途中（例えば７月）に退学した場合の会計処理はどうす

るのか。 

Ａ 

現在、授業料については、４月に前期分、１０月に後期分の納入を受けており、４月

に希望に応じ後期分の授業料の納付を受けることができる。また、各期に１日でも在籍

した学生が退学する場合は、当該期に係る授業料の返納は行わないこととされている。 

この取扱いを前提にすると、年度途中の７月に退学した学生がいた場合、前期分の授

業料については返納しないが、当該学生が４月に後期分授業料も納付していた場合には、

後期分授業料相当額について返納する取扱いとなる。 

この場合の会計処理は、４月当初に当該年度の１年分の授業料額をもって授業料債務

に計上し、前期分の授業料については、期間進行基準で授業料債務を収益化し、当該学

生に係る後期分の授業料については、「授業料債務」を「預り金」へ振替処理し、返納

時に「預り金」を減額する取扱いとする。 

 

Ｑ１６－５ 学位論文審査料、公開講座の講習料、パートタイム学生の授業料等に係る会

計処理はどうするのか。 

Ａ 

１ 学位論文審査料は、学位の取得を希望する者から一括して支払われる金銭のことであ

り、国立大学法人が設置する大学又は大学院の学位授与に伴う大学側の審査の手続、準

備のための諸経費に要する手数料としての性格を有するものと考えられる。したがって

入金があった時点をもって収益を認識する。金額的に重要性があれば、「検定料収益」

の次に「手数料収益」として処理することが妥当である。 

２ 公開講座は、正規の教育課程外で、外部者をその対象に含めて実施されるものである。

公開講座に係る講習料は、業務の進行が期間の進行に対応するものとして収益化する授

業料と違い公開講座等の実施により収益が実現するので学位論文審査料と同様の会計処

理となり、金額的に重要性があれば「授業料収益」の次に「公開講座等収益」等の科目

を用いて計上すべきである。 

３ パートタイム学生の授業料については、当該パートタイム学生の受講形態に応じ、フ

ルタイム学生と同様であれば、授業料についてもフルタイム学生同様に期間進行基準に

より処理し、受講が臨時的なものであれば、公開講座と同様の取扱いをすることが適当

である。 

 

Ｑ１６－６ 科学研究費助成事業等による補助金等に係る間接経費の取扱いは具体的にど

うするのか。また、受託研究に係る間接経費の取扱いはどうするのか。 

Ａ 

１ 科学研究費助成事業等による補助金等に係る間接経費とは、科学研究費助成事業等に

よる研究を行う際に、補助事業者（研究代表者）が所属する研究機関が研究遂行に関連

して必要とする経費であり、科学研究費助成事業等の資金を効果的・効率的に活用でき

るよう、研究の実施に伴い研究機関において必要となる管理等に係る経費を直接経費に

上積して措置されるものである。 

科学研究費助成事業等に係る間接経費は、直接経費と合わせて補助事業者又は当該研

究機関の代表者（以下「補助事業者等」という。）に交付されることになるから、会計

処理は、科学研究費助成事業等預り金として国立大学法人等会計を経由して補助事業者

等に納付することとなり、その後、補助事業者等は間接経費分を所属する国立大学法人
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等に納付することとなる。したがって、国立大学法人等は、補助事業者等から納付され

た間接経費について、収入として国立大学法人等の会計に計上する必要がある。この場

合、科学研究費助成事業等に係る間接経費については、これを負債計上し直接経費の使

用に伴い収益化する取扱いとなるが、単年度での執行を要する間接経費については、直

接経費の使用に伴い間接経費を収益化していくことは煩雑であるため、当該間接経費の

受入時において間接経費相当額を一括して収益化（その受入科目は雑益の小科目「研究

関連収入」として処理）し、返還義務が生じた場合には収益を戻入れする取扱いとする。 

なお、科学研究費助成事業等のうち、複数年度にわたる使用が可能な間接経費につい

ては、研究期間中において翌事業年度以降に執行する金額を、原則として、前受金とし

て翌事業年度以降に繰り越すこととなる。 

２ 受託研究については、科学研究費助成事業等に係る間接経費と異なり、受託研究の権

利義務主体が国立大学法人等であるので、直接経費については、前受受託研究費、間接

経費については受託研究収益として処理し、間接経費の返還義務が生じる場合には収益

を戻入れする取扱いとする。なお、複数年度にわたる受託研究契約に係る間接経費につ

いては、原則として、翌事業年度以降に係る間接経費相当額を前受受託研究費として翌

事業年度以降に繰り越す取扱いとする。 

 

Ｑ１７－１ 

(1) 国立大学法人等においては、退職給付引当金及び賞与引当金以外で、どのような引当

金が想定されているのか。 

(2) 役員退職慰労引当金は財源措置がなければ計上する必要があるのか。 

(3) 未収金などの債権に対する貸倒引当金は計上しなければならないのか。 

(4) 翌年度以降において多額の損失が想定される場合において、当年度においてあらかじ

め引当金を計上することは適当か。引当金の計上が認められるとき、その引当金を中期

計画終了時に次期繰越として整理することは適当か。 

Ａ 

１  国立大学法人等会計における引当金の計上については、基準第１７の要件に照らして

判断することになる。各法人に共通に想定され得る引当金としては、例えば、国からの

財源措置がなされない退職給付引当金や賞与引当金、基準第７８の特定の償却資産の指

定を受けない償却資産に係る（特別）修繕引当金、授業料収入や附属病院収入に係る徴

収不能引当金等が考えられる。 

２  役員退職慰労引当金について国からの財源措置がない場合は、基準第１７に従って処

理する。その際、役員退職慰労金の支給規定等の内容を詳細に検討し、その発生の可能

性や金額の合理的見積りの可能性を検討することになる。 

３ 未収入金などの債権は、将来回収不能(貸倒れ)となった場合には法人にとって損失と

なる。それらの債権に対して将来起こり得る貸倒れの事由が、債務者において当期以前

の事象に起因しており、当該債権が将来回収不能となる可能性が高く、かつ、その金額

を合理的に見積もることができる場合には、未収入金などの債権に対して貸倒引当金を

計上しなければならない。 

４  翌年度以降において多額の損失が想定されるだけでは、この引当金の要件に該当しな

い。（Ｑ３１－１参照） 

 

Ｑ１７－２ 医療訴訟などに要する裁判費用、損害賠償費用等は、「発生の可能性の低い偶

発事象」という判断になるのか。 

Ａ 
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医療訴訟などに要する裁判費用、損害賠償費用等に対して引当金を計上することにな

るかは、その発生の頻度及び引当金の計上要件を満たすかどうかによるものと考えられ

るが、国立大学法人の附属病院における医療訴訟に係る費用は、通常は「発生の可能性

の低い偶発事象」として捉えるべきではないかと思われる。 

 

Ｑ１８－１ 基準第１８の純資産の定義に「その他有価証券評価差額金」が入っていない

が、「その他有価証券評価差額金」は純資産に含まれないのか。 

Ａ 

「その他有価証券評価差額金」は、純資産の定義・分類等を定めた基準第１８、第１

９、第４８、第１０４においては特に明記されていないが、具体的表示項目等を定めた

基準第５２、第５３においては明記されており、国立大学法人等が貸借対照表を作成す

る際には、基準第５２及び第５３に従い、純資産の部に表示する。 

 

Ｑ１９－１ 

(1) 注解１１第２項(1)にいう「「第７８ 特定の償却資産の減価に係る会計処理」を行

うこととされた償却資産を取得した場合」とは、国からの出資財産及び施設費による償

却資産を取得した場合が該当すると思われるが、出資財産の場合は資本金が計上される

こととなるため、結局、注解１１第２項(1)に該当して資本剰余金が計上される場合とは、

施設費により償却資産（基準第７３ 施設費の会計処理）を取得した場合となると考え

られる。とすると、注解１１第２項(1)で「施設費により非償却資産」と規定し、施設費

により手当される事例を非償却資産に限定したのはなぜか。 

(2) 施設費により償却資産を取得した場合で、「第７８ 特定の償却資産の減価に係る会

計処理」に該当しないことがあるのか。 

(3) 注解１１第２項(3)の「固定資産」とは、非償却資産及び償却資産の全てが該当する

こととなるのか。 

(4) 注解１１第２項(6)は、無償取得資産の非償却資産を取得した場合も該当するものと

考えてよいのか。 

(5) 中期計画に定める「剰余金の使途である目的積立金」で「機械・装置」等の償却資産

を購入した場合も同様の取扱いとなるのか（目的積立金で取得した「機械・装置」の減

価償却額が損益計算書に反映されないこととなる。）。運営費交付金で「機械・装置」

などの償却資産を購入した場合は、その金額を運営費交付金債務から運営費交付金収益

に振り替えることとなっているが、それと矛盾することにならないか。それとも目的積

立金では、「機械・装置」などの固定資産は購入できないのか。また、図書の購入はで

きないのか。 

(6) 有価証券や消耗品を現物寄附で受け入れた場合の会計処理はどうするのか。 

（関連項目；基準第７８ 特定の償却資産の減価に係る会計処理、基準第７３ 施設費の

会計処理） 

Ａ 

１  国立大学法人等が固定資産（非償却資産及び償却資産を包含する概念）を取得した場

合において、拠出者の意図や取得資産の内容等を勘案し、国立大学法人等の財産的基礎

を構成すると認められる場合には、相当額を資本剰余金として計上することとしている。

（注解１１第１項） 

２  注解１１第２項(1)は、国又は大学改革支援・学位授与機構からの施設費を財源とする

事例において、資本剰余金を計上するのは、非償却資産又は基準第７８の適用される償

却資産を取得した場合とすることを規定するものである。したがって、この注解１１第
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２項(1)の文言の「国又は大学改革支援・学位授与機構からの施設費により」は、「非償

却資産」のみならず、「「第７８ 特定の償却資産の減価に係る会計処理」を行うとさ

れた償却資産」にも係ると解釈すべきである。 

３  施設費を財源とする償却資産については、基準第７８に従って減価償却の処理を行う

ことが想定されるが、理論上は、基準第７８にいう特定がされないこともあり得る。 

４  また、中期計画において機械・装置を剰余金の使途として定めれば、目的積立金を財

源に当該機械・装置を購入することは可能である。同様に、図書についても、剰余金の

使途として定めれば、目的積立金を財源に購入することは可能である。 

５  このような考え方を基本にして、国立大学法人等による固定資産の取得を財源別の貸

方科目との関係を整理すると、以下の表のようになる。 

取得財源 
貸方科目 

非償却資産の場合 償却資産の場合 

政府出資        
（現物出資も含む。）   

資 本 金 資 本 金 

施設費         資本剰余金 
資本剰余金 

(基準第７８適用の場合) 

目的積立金       資本剰余金 資本剰余金 

運営費交付金及び授業料 
資本剰余金 

(中期計画の想定の範囲内) 
運営費交付金収益及び授業料収益 

補助金等        資本剰余金 長期繰延補助金等 

国からの譲与      資本剰余金 受入時に物品受贈益 

使途特定寄附金     
資本剰余金 

(中期計画の想定の範囲内) 
寄附金収益 

使途不特定寄附金    取得時に財源処理なし（寄附金受入時に寄附金収益を計上） 

使途特定寄附財産    資本剰余金 受入時に寄附金収益 

使途不特定寄附財産   受入時に物品受贈益 

自己収入        受入時に収益計上 
 

  ここで、運営費交付金又は授業料で償却資産を取得した場合と目的積立金で償却資産

を購入した場合の貸方の整理が異なるのは、前者においては、当該資産を購入するかど

うかは法人の裁量に委ねられているのに対して、後者においては、中期計画に定める剰

余金の使途についての文部科学大臣の認可（国立大学法人法第３１条）を経ており、取

得原資拠出者の意図や取得資産の内容等を勘案した結果、差異が認められるためである。 

 

６ 有価証券の現物寄附を受けたとき、寄附者がその使途を特定した場合又は国立大学法

人等が使用に先立ってあらかじめ計画的に使途を特定した場合においての貸方科目は、

原則として寄附金債務とする。また、固定資産以外の物品（消耗品を含む）の現物寄附

を受けたとき、寄附者がその使途を特定した場合又は国立大学法人等が使用に先立って

あらかじめ計画的に使途を特定した場合においては、受入時に寄附金収益を計上し、使

途が特定されていない場合は物品受贈益を計上する。 

 

Ｑ１９－２ 大学改革支援・学位授与機構からの施設費により取得した場合とあるが、「施

設費貸付事業」により償却資産を取得した場合の取扱いはどうするのか。また、「施設
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費貸付事業」により土地を取得した場合についてはどのように取り扱うのか。 

Ａ 

１ 国立大学法人等が固定資産を取得した場合、国からの出資や稼得資本に相当するもの

を除き、取得原資拠出者の意図や取得資産の内容等を勘案し、国立大学法人等の財産的

基礎を構成すると認められる場合には相当額を資本剰余金として計上することとしてい

る。 

２ 大学改革支援・学位授与機構の施設費貸付事業により附属病院に係る土地や建物等を

取得した場合、当該土地や建物等は国立大学法人の財産的基礎を構成すると考えられる

が、その償還財源は附属病院収入であり、将来の稼得資本すなわち利益剰余金を構成す

ると考えられることから、資本剰余金を計上する場合には当たらない。 

３ また、同機構の施設費貸付事業により移転整備に係る土地や建物等を取得した場合、

当該土地や建物等は国立大学法人の財産的基礎を構成すると考えられるが、従前の資本

金見合いの土地等の処分収入をもって借入金の償還財源とすることから、資本金の見合

資産を入れ替えたのと同様と考えられる。この場合、資産が簿価より高額で売却された

場合には、簿価との差額を資本剰余金として計上することとなる。（Ｑ２６－５参照） 

 

Ｑ１９―３ 注解１２第２項に「出えんを募った際の条件に基づき出えん者に払い戻す場

合を除き、取り崩すことはできない」旨が明記されているが、払い戻すことが予定され

ている場合は、負債に計上すべきではないのか。（関連項目；第７６ 寄附金の会計処理） 

Ａ 

１ 注解１２は、民間出えん金について記述しており、当該出えん金が国立大学法人等の

財産的基礎に充てられる場合であって、中期計画等に従って出えんを募った場合には、

資本剰余金として計上することを明らかにした規定である。 

２ 出えん金とは、寄附金であり、本来的には出えん者に払い戻すことは予定されないが、

運用ファンドや債務保証ファンド等に充てることを明らかにして出えんを募る場合が想

定され、その実態が資本金と同様に財産的基礎と認められるため、資本剰余金に計上す

ることとしているものである。 

３ 注解１２第２項の記述は、このような寄附金としての民間出えん金について、出えん

金が充てられる事業が廃止された場合において、出えん金に残余がある場合には、出え

ん金の額を限度として払い戻す場合を想定した規定であり、会社が解散した場合に残余

財産を株主に払い戻すことと同様であるので、負債性が認められる約束ではない。なお、

将来、出えん金額を返還する旨の約束がある場合は、そもそも預り金であり、寄附金で

ある出えん金には該当しないことになる。 

 

Ｑ１９－４ 民間出えん金について、寄附金、受託研究費との違いは何か。 

Ａ 

出えん金とは、自己の財産を減少させ、もって他人の財産を増加させる意思の下に拠

出された資金を意味する。しかし、出えん金の性格付けは必ずしも明確ではなく、通常

の出資等に認められる議決権や配当請求権が何ら保証されておらず実態として寄附金に

近いものから、出資的な性格を持つ特別の行為と位置付け法律等の規定により一定の要

件を満たした場合に拠出者に返還する義務を定めたものまで様々である。このため、特

殊法人等における従来の出えん金の会計処理は、各法人及び主務省の判断に基づき負債

又は純資産として整理されている。 

こうした実態を踏まえ、中期計画等において、講堂の取得等の国立大学法人等の財産

的基礎に充てる目的で民間からの出えんを募ることが明らかにされている場合であっ
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て、当該中期計画等に従って出えんを募集した場合には、民間出えん金として資本剰余

金に計上し、使途を特定していても法人の財産的基礎を形成すると判断できないものに

ついては寄附金として会計処理する。なお、民間出えん金として資本剰余金に計上した

場合、一定の要件に基づき出えん者に出えん金を払い戻す場合を除き、取り崩すことは

できない。したがって、拠出者に返還する義務がない場合であっても、法人の業務運営

の財産的基礎を形成する趣旨の場合には民間出えん金として会計処理する。 

なお、業務運営の財産的基礎を形成するか否かは資金等の拠出された経緯等を踏まえ

各法人及び文部科学省において判断すべきものであり、画一的な基準を設けることは困

難である。 

 

Ｑ１９―５ 国立大学法人等が産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第２１条で

規定する出資を行うため、注解１２に規定する出えんを募ることが明らかにされている

場合に当該出えん金は、資本剰余金に計上されるのか。（関連項目：基準第７６ 寄附

金の会計処理） 

Ａ  

１ 国立大学法人等が産業競争力強化法第２１条で規定する特定研究成果活用支援事業を

行うことを目的に、中期計画等において、民間からの出えんを募ることが明らかにされ

ている場合であれば、受領した時点で資本剰余金に計上する。 

２ なお、国立大学法人等は、特定研究成果活用支援事業に係る現金及び預金を保有する

場合は、その金額及び内容を貸借対照表に注記すること。 

（記載例） 

現金及び預金のうち、産業競争力強化法第２１条に基づく特定研究成果活用支援事業

の実施のために募った民間出えん金      〇〇〇〇〇円 

 

Ｑ２０－１ 資本的支出と修繕費とを区別する際の基本的な考え方としては、資産価値を

高めるものを資本的支出とすることとなると考えられるが、より実務的な基準として、

例えば次のようなものを独自に定めてよいか。 

①  金額的な区分基準として、資産計上の重要性の基準（例えば５０万円以上）と同一

の基準を用いる。 

② 短い周期で行われる修繕（例えば、法人税法に定める３年以内の周期の修繕）や税

法上の形式基準による修繕（６０万円未満又は取得価格の１０％以下の修繕）を修繕

費とする。 

Ａ 

１  固定資産の取得後に行う改良又は修繕に係る支出については、資産価値を高めたり耐

用年数を延長させるものと、通常の維持管理又は原状回復のためのものがあり、前者は

資本的支出として処理し、後者は修繕費として処理することとなる。しかしながら、実

務上の取扱いにおいては、これらが混在し明確に区分できない場合がある。 

２  これらについては、法人税法基本通達において、「少額又は周期の短い費用の損金算

入（基本通達７－８－３）」や「形式基準による修繕費の判定（基本通達７－８－４）」

「資本的支出と修繕費の区分の特例（基本通達７－８－５）」が定められており、企業

会計の実務としてはこれらの基本通達に沿った処理が行われているところである。国立

大学法人等においても、これらの処理について企業会計と基本的には同様に考えられる

ところから、法人税法基本通達の趣旨に従って判断することとする。なお、修繕費とし

て費用計上が認められる基準としては、固定資産の計上基準との権衡を勘案し、基本通

達７－８－３にかかわらず、その改良又は修繕に係る支出が５０万円に満たない場合と
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することとする。 

 

Ｑ２３－１ 「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」（平成１０年３月１３日 企

業会計審議会）において、キャッシュ・フロー計算書では対象とする資金の範囲を現金

（手元現金及び要求払預金）及び現金同等物と定めているが、国立大学法人等のキャッ

シュ・フロー計算書が対象とする資金の範囲に、現金同等物は含まれないと解してよい

か。 

Ａ 

基準第２３に定めるとおり、国立大学法人等のキャッシュ・フロー計算書が対象とす

る資金の範囲は、手元現金及び要求払預金であり、現金同等物は含まれない。 

 

第３章 認識及び測定 

 

Ｑ２４－１ 三冊一組で購入した図書（各冊の金額は不詳）の取得原価は、一冊ごとに計

上するのか。 

Ａ 

図書を資産計上する趣旨は、その内容が教育・研究の基礎となるためである。この趣

旨から、複数の図書を一組として購入した場合、一冊でも欠けると内容が不明確になり、

教育・研究に資さないような場合には、一組として計上することとし、特に各冊に金額

を割り振りはしないことを原則とする。 

 

Ｑ２５－１ 

(1) 国から物品の譲与を受けた場合、これを受ける勘定は何か。国立大学法人等が譲与で

受け入れた「機械・装置」「工具・器具及び備品（耐用年数１年以上のもの）」「車両運

搬具」なども注解８第６項に準じ、固定資産として計上するのか。 

(2) 国立大学法人等設立時に国から譲与される物品についても、「公正な評価額」をもっ

て取得原価とするのか。それとも国の物品管理簿に記載されている価格をもって取得原

価とすることができるのか。 

(3) 譲与を受けた物品について公正な評価を行った場合の会計処理における貸方科目は

何か。 

(4) 国から譲与を受けた時点で原価計算を行った結果、耐用年数を経過していることが判

明した「機械・装置」「工具・器具及び備品（耐用年数１年以上のもの）」「車両運搬

具」などについても、注解８第６項に準じ、国立大学法人等の貸借対照表に固定資産と

して計上するのか。 

（関連項目；基準第１９ 資本金等、基準第７２ 運営費交付金の会計処理、基準第７６ 

寄附金の会計処理） 

Ａ 

１ 国から譲与を受けた物品も、当該物品が固定資産の貸借対照表における表示基準に合

致する場合は、国立大学法人等の貸借対照表に固定資産として計上する。（Ｑ９－１参

照） 

すなわち、国立大学法人等の業務目的を達成するために所有し、かつ、加工若しくは

売却を予定しない財貨で、耐用年数が１年以上の財貨は、固定資産に計上することにな

る。ただし、償却資産のうち、この条件を満たすものであっても、その金額が５０万円

未満で、重要性の乏しいものについては、貸借対照表の固定資産に計上せず、消耗品費

等その性格を表す適切な費用科目を付して損益計算書に計上することも認められる。 
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２ 国立大学法人等の設立時に国から譲与される物品についても、承継時点における公正

な評価額をもって取得原価とし、当該価格をもって貸借対照表に計上されることとなる。 

３  基準において、国から譲与された物品の会計処理について直接規定された項目はない

が、これらの処理については、基準第２５（無償取得資産の評価原則）、第７２（運営

費交付金等の会計処理）、第７６（寄附金の会計処理）、第１９（資本金等）、注解１１

（資本剰余金を計上する場合について）等を参考に判断することになる。すなわち、 

①  当該物品が非償却資産の場合、借方は当該物品の内容を示す固定資産とし当該物品

の評価額で処理するとともに、貸方は当該金額を資本剰余金として整理する。 

②  当該物品が償却資産の場合、借方は当該物品の内容を示す固定資産とし当該物品の

評価額で処理するとともに、貸方は当該金額を物品受贈益として処理する。 

③ 当該物品が消耗品相当の場合、借方は当該物品の内容を示す消耗品費等その性格を

表す適切な費用科目を付して処理するとともに、貸方は物品受贈益を計上する。 

４  なお、耐用年数を経過し償却済みとみられる資産であっても、承継時点で適切に当該

資産の評価を行った結果、その評価額が５０万円以上の場合（出資対象である場合は５

０万円未満も含む。）は、固定資産に計上するとともに、残存耐用年数を適正に見積り

減価償却を行う必要がある。 

 

Ｑ２５－２  基準第２５では、「譲与、贈与その他無償で取得した資産については、公正

な評価額をもって取得原価とする。」と規定されているが、 

(1) 「公正な評価額」とは、具体的にどのような価額なのか。 

(2) また、国立大学法人等設立時に国から譲与される物品について、その量及び種類が膨

大である場合には、次のような評価方法により簡便化できないか。 

①  全ての物品について国の物品管理簿に記載されている価額をもって取得原価とす

る。 

②  償却資産については、国の物品管理簿の価額に承継時点までの費用配分（減価償却）

を行い、残額をもって取得原価とする。 

Ａ 

１ 「公正な評価額」とは、原則として時価を基準とした評価額である。 

２ 償却資産については、原則として、国の物品管理簿の価額に承継時点までの費用配分

（減価償却）を行い、その残額を取得原価とし、残存耐用年数について減価償却を行う

こととする。また、非償却資産については、原則として、物品管理簿に記載されている

価額をもって取得原価とすることとする。 

３ 図書については、原則として図書の名称、取得価額、冊数、その他を管理する目的で

作成される帳簿（図書原簿）等に記載されている価額をもって取得原価とする。ただし、

図書のうち重要文化財又は国宝の指定を受けているものは、美術品として取扱うことと

する。 

なお、教育・研究の用に直接供されないもの（例えば事務用図書）については、本件

でいう図書としては取り扱わない。 

４ 美術品及び収蔵品については、原則として物品管理簿に記載されている価額をもって

取得原価とすることとする。ここでいう美術品とは、建造物、絵画、彫刻、書跡、典籍、

古文書その他の有形の文化的所産で、我が国にとって芸術上価値が高く、希少価値を有

するものである。また、収蔵品とは、教育・研究の対象として供されるために収蔵され

た化石、鉱石、標本等のうち美術品を除くものをいう。 

５ なお、上記いずれの資産についても、その取得時点が昭和２１年１月（新円切替）以

前において取得された場合及び寄附により取得した等のため物品管理簿等の記載価額が
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明らかでない場合は備忘価額をもって公正な評価額とすることとし、その他当該記載価

額を基礎として評価額を得ることが適当ではないと認められる場合は、備忘価額をもっ

て公正な評価額とすることができる。 

 

Ｑ２５－２－２ 基準第２５では、「譲与、贈与その他無償で取得した資産については、

公正な評価額をもって取得原価とする。」と規定されているが、科学研究費助成事業で

研究者が取得した固定資産につき国立大学法人等が寄附を受けた場合にはどのような評

価額を付すことになるか。 

Ａ 

  科学研究費助成事業の取扱要領等において、科学研究費助成事業の資金により設備等

を購入した場合には直ちに、設備等を所属研究機関に寄附するものと規定されている。

したがって、科学研究費助成事業の資金で研究者が取得した固定資産について国立大学

法人等が寄附を受けた場合の評価額は、原則として設備等の取得価額(当該資産の引取費

用等の付随費用を含めた額)によることになる。また、研究作業上の理由等により一定期

間の後に研究者から国立大学法人等へ寄附された場合については、取得時から寄附時点

までの減価償却累計額相当額を取得価額から控除した額をもって公正な評価額とする。 

 

Ｑ２５－３ 国から譲与される物品について、物品管理簿の価額に承継時点までの費用配

分（減価償却）を行うとあるが、算定方法は具体的にどうするのか。また、建物につい

てはどうするのか。 

Ａ 

１ 国立大学法人等における償却資産については、国から譲与されるものを含め、耐用年

数は法人税法上の耐用年数を一般的耐用年数として採用することを原則とする。また、

残存価額については、備忘価額（＝１円）によることとする。この取扱いは、建物及び

構築物についても同様である。（Ｑ２６－７参照） 

２ 国から承継される建物等で、資産評価委員が承継時に評価した価額が上記備忘価額と

一致しない場合は、当該建物等に係る残存耐用年数を見積り、残存価額が備忘価額とな

るまで再償却を行うこととする。 

 

Ｑ２５－４ 国立大学が法人化された際に国立大学法人等が国から引き継ぐ資産につい

て、法人移行前の資産区分に従って、承継形態、償却区分、法人の取得価額、耐用年数、

取得及び償却の会計処理等はどのように整理されていたか。 

Ａ 

１  土地、建物等が現物出資される場合において、国から引き継ぐ資産に関する会計処理

を整理すると次の表のとおり。なお、次の表の整理は、典型的なケースであって、個別

のケースでは異なる結果となる場合があることに留意する必要がある。 

２  帳簿管理している額を下回る物品を承継した場合についても、国立大学法人等への承

継時点で公正な評価を行い、当該物品が非償却資産及びたな卸資産の場合には当該評価

額をもって資産計上し、当該物品が償却資産の場合は、当該評価額をもって費用計上す

ることとなる。 
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○参考 国から引き継いだ資産の会計処理 

 
国立大学法人移行前の 

資産区分 

 
引 継 

 
 

形 態 
 

 
法人の 

 
 

取得価額 
 

 
 

耐用年数 
 
 

 

 
仕              訳 

 
 
 

 

 
償却区分 

 

 
取    得    時 

 

 
償却費等の認識 

 
① 

国有財産 
 

 
 
 
 

 
非償却資産 

 
 

 
 

現 物 
 
 

出 資 
 
 

 
資産評価 

 
委員によ 

 
る評価額 

 
 

 
－ 
 
 

 
資産  ×××  資本金   ××× 
 
 

 
－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 
 

 
償却資産 
(※１) 

 

 
残存耐用 
年  数 

 

 
資産  ×××  資本金   ××× 
 
 

 
損益外減価償却累計額 ×××  減価償却累計額 ××× 
   （純資産） 
 

 
 
 
国 
有 
財 
産 
以 
外 
の 
資 
産 
 
 

 
 
 
 

 
②重要物品 

 
（５０万以
上の物品） 
 
 
 
 
 
 
 

 
非償却資産 

 

 
 
 
 
 

譲 与 
 
 
 
 
 
 

 
公  正  な 
評  価  額 

 
－ 
 

 
資産  ×××  資本剰余金 ××× 
 

 
－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 
 
 
 

償却資産 
（※２） 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
５０万円 

 
以  上 

 

 
残存耐用 

 
年  数 

 

 
 
資産  ××× 資産見返物品受贈額 ××× 
                

 
減価償却費 ×××     減価償却累計額 ××× 
 
資産見返物品受贈額 ××× 資産見返物品受贈額戻入××× 
                           （収益） 

 
５０万円 
未  満 
 

 
－ 
 
 

 
消耗品費×××  物品受贈益 ××× 
 
 

 
－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 
 

③ 
５０万未満 

 
の物品 

 
非償却資産 

 

 
 

譲 与 
 
 

 

 
公 正 な 

 
評 価 額 
 

 

 
－ 
 

 
資産  ×××   資本剰余金 ××× 
 

 
 
 

 
償却資産 
（※２） 

 
－ 
 

 
消耗品費×××  物品受贈益 ××× 

 

 
 

 

 （※１）  特定の償却資産に該当する場合とする。 
  （※２） 図書については、金額にかかわらず資産計上の上、資産見返物品受贈額として貸方処理する。 
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Ｑ２５－５ 国から承継される物品について、資産計上の際の取扱いはどうなるのか。 

Ａ 

１  国立大学法人等の会計事務上の取扱いとしては、承継時点で評価額５０万円以上の物

品が貸借対照表に計上すべき償却資産の要件に合致するという前提の下で、物品管理簿

の簿価（台帳価格）５０万円以上の物品について、法定耐用年数（減価償却資産の耐用

年数に関する省令に基づく耐用年数）を参考として、定額法による減価償却を行い、承

継時点での残存価額が５０万円以上となったものをその価額で固定資産として計上し、

残存耐用年数において償却するのを原則とする（中古資産の耐用年数は採用しない。）。 

２  ただし、承継時点で明らかに５０万円を下回るであろうと判断される物品について、

簡便な方法で評価することも差し支えないものとする。例えば、５年前に取得した購入

価格１００万円の測定機器（法定耐用年数５年、残存価額１円）については、残存価額

１円をもって、借方に消耗品、貸方に物品受贈益を計上する会計処理を行ってもよい。

（Ｑ２５－４参照） 

 

Ｑ２５－６ 民間から固定資産の寄附を受けた場合の会計処理はどうすればよいか。 

Ａ 

民間から現物寄附を受けた場合に問題となる点は、寄附を受けた物品を計上する場合

の金額の算定及び会計処理である。 

(1) 金額の算定 

寄附を受け入れた時点における適正な時価によることとする。なお、この場合の時価

は売却価額ではなく再取得価額である。 

(2) 会計処理 

基準第７６第２項に寄附金で固定資産を取得した場合の会計処理が規定されているの

で現物寄附についてもその考え方を準用する。 

すなわち、寄附者がその使途を特定した場合又は寄附者が使途を特定していなくとも

国立大学法人等が使用に先立ってあらかじめ計画的に使途を特定した場合は次のとおり

となる。 

① 当該資産が非償却資産であって、その取得が中期計画の想定の範囲内であったときは、 

 土地の寄附を受けたとき。 

 （借）土地       100,000  （貸）寄附金債務     100,000 

 土地を事業の用に供したとき。 

 （借）寄附金債務    100,000  （貸）資本剰余金     100,000 

② 当該資産が非償却資産であって、上記①に該当しないとき及び当該資産が償却資産で

あったときは、 

  機械装置の寄附を受けたとき。 

 （借）機械装置     100,000  （貸）寄附金債務     100,000 

 機械装置を事業の用に供したとき。    

 （借）寄附金債務    100,000  （貸）寄附金収益     100,000 

 決算で償却    

 （借）減価償却費      20,000  （貸）減価償却累計額      20,000 

 

Ｑ２５－７ 中古資産を寄附受けした場合の評価方法はどうすればよいか。いわゆる「中

古資産の耐用年数」は用いないのか。 

Ａ 

１ 中古資産を寄附受けした場合、評価方法は原則としてその時点での公正な評価額とす
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る。客観的な評価が困難な場合、寄附受けした中古資産の未償却相当額をもって公正な

評価額とするなどの簡便的な処理も容認されるものとする。 

２ 耐用年数については、企業会計の実務においては減価償却資産の耐用年数等に関する

省令又は耐用年数の適用等に関する取扱通達に沿った処理が行われているところであ

る。国立大学法人等においても、これらの処理について企業会計と基本的には同様に考

えられるところから、同省令等における見積法によることを原則とするが、簡便法によ

ることも妨げない。 

（参考：減価償却資産の耐用年数等に関する省令３①） 

見積法：当該資産をその用に供した時以降の使用可能期間の年数 

簡便法：法定耐用年数－経過年数＋経過年数×20/100 

        （ただし、耐用年数経過済みの資産については、法定耐用年数×20/100） 

 

Ｑ２６－１  償却終了後の簿価が資産計上基準以下であれば、重要物品であっても資産に

計上しなくてよいのか。 

Ａ 

基準第２６第４項において、「償却済の有形固定資産は、除却されるまで残存価額又

は備忘価額で記載する。」と規定するように、一旦固定資産として計上した資産につい

ては、償却完了後も、除却されるまでの間、残存価額又は備忘価額で固定資産に計上す

ることになる。（Ｑ２６－７参照） 

 

Ｑ２６－２  有形固定資産の取得原価はどのように算定するのか。土地等の評価方法につ

いて、不動産鑑定士による方法や公示価格を基に計算する方法などがあるが、具体的な

評価方法はどうなるのか。 

（関連項目；基準第２４ 取得原価主義、基準第２５ 無償取得資産の評価原則） 

Ａ 

１ 「貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取得原価を基礎として

計上」（基準第２４）しなければならず、有形固定資産の取得原価は、その取得時点に

おける取引価額により測定されるが、現物出資や寄附などのような金銭取引以外の取引

により取得された場合には、その資産の「公正な評価額をもって取得原価とする」(基準

第２５）こととなる。この場合において、不動産の「公正な評価額」をどのように考え

るかという点が問題となる。 

２  不動産の場合には種々の評価方法があるが、国立大学法人等は営利を目的とする事業

を営むものではないため、将来収益や将来キャッシュ・フローに基づく評価方法は適当

ではない。したがって、国立大学法人等における不動産の評価方法としては、その重要

性に鑑み不動産鑑定評価額をもってする方法を原則としつつも、その性質及び金額上の

重要性が共に乏しいと思われるものについては、公示価格や路線価などによる方法も認

められるものと考えられる。 

 

Ｑ２６－３ 有形固定資産の時価が取得原価より下落した場合にはどのような会計処理を

行うのか。 

Ａ 

国立大学法人等の会計処理としては、有形固定資産の時価が取得原価より下落したと

しても、直ちに評価を減ずる処理を行う必要はない。((別添)「固定資産の減損に係る国

立大学法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準注解」参照) 
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Ｑ２６－４  有形固定資産はどの時点で除却すべきか。（関連項目；第８ 資産の定義） 

Ａ 

「国立大学法人等の資産とは、過去の事象の結果として国立大学法人等が支配してい

る現在の資源であり、国立大学法人等のサービス提供能力又は経済的便益を生み出す能

力を伴うもの」（基準第８）である。固定資産に現在期待されるサービス提供能力が当

該資産の取得時に想定されたサービス提供能力に比べ著しく減少し将来にわたりその回

復が見込めない状態、又は固定資産の将来の経済的便益が著しく減少した状態になった

場合には、その時点で「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準」(以下「減損基準」

という。)に基づく減損処理を行い、その後当該資産が物理的に滅失した時点で除却処理

を行う。 

なお、Ｑ減損２－２に従い、減損基準を適用しない重要性の乏しい固定資産について

は、基準第８の定義に該当しなくなった時点で、仮に物理的には存在する場合であって

も、除却処理を行う。 

 

Ｑ２６－５  有形固定資産が処分（売却）された場合にはどのような会計処理を行うのか。

（関連項目；基準第３６ 費用配分の原則、基準第５０ 減価償却累計額の表示方法、

基準第７８ 特定の償却資産の減価に係る会計処理） 

Ａ 

１  企業会計においては、有形固定資産の処分時の会計処理は全て損益計算の範疇となる。

他方、国立大学法人等においては、固定資産を取得した際、取得原資拠出者の意図や取

得資産の内容等を勘案し、国立大学法人等の財産的基礎を構成すると認められる場合に

は、相当額を資本剰余金として計上されることとなる資産が存在する。すなわち、当該

固定資産の取得が資本計算に属するものと損益計算に属するものとに区別される。した

がって、当該固定資産の処分時の会計処理は、取得時の会計処理が資本計算に属するの

か、損益計算に属するのかによって、対応が異なる。 

２  以下、具体的な事例に即して説明を加える。なお、特定の償却資産の減価償却取引に

ついては、貸借対照表上の勘定科目と「資本剰余金を減額したコスト等の注記」で使用

する項目が異なることから、「減価償却相当累計額（減価償却相当額）」といった形式

で、会計処理に係る勘定科目の後に注記に係る勘定科目を括弧書きで記載することとす

る。 

取得時の価額 100 の償却資産(耐用年数５年で定額法、残存価額をゼロ)を１年後に売

却した場合を例とする。 

① 現物出資の場合 

取得時 

   （借）資産                100    （貸）資本金               100 

ａ 通常の償却資産の場合（基準第７８の適用がない場合） 

減価償却 

  （借）減価償却費           20    （貸）減価償却累計額         20 

  イ．120で売却した場合（現金取引とする。） 

売却時処理 

  （借）現金              120   （貸）資産                 100 

       減価償却累計額        20         固定資産売却益       40 

  ロ．60で売却した場合（現金取引とする。） 

売却時処理     

  （借）現金                   60    （貸）資産                 100 
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        減価償却累計額        20 

        固定資産売却損        20 

ｂ 特定の償却資産の場合（基準第７８の適用がある場合） 

   減価償却      

  （借）減価償却相当累計額   20   （貸）減価償却累計額       20 

     （減価償却相当額） 

  イ．120で売却した場合（現金取引とする。） 

売却時処理      

 （借）現金                 120    （貸）資産                   100 

        減価償却累計額        20         減価償却相当累計額     20 

                             資本剰余金（除売却     20 

差額相当累計額） 

  ロ．60で売却した場合（現金取引とする。） 

売却時処理 

 （借）現金                  60    （貸）資産                  100 

       減価償却累計額        20         減価償却相当累計額     20 

       資本剰余金（除売却   40 

差額相当累計額） 

 ② 施設費や目的積立金等取得時において資本剰余金に振り替えられた取引の場合 

取得時 

（借）資産                100    （貸）現金                  100 

      預り施設費          100          資本剰余金            100 

    （又は目的積立金など  100） 

以下の処理は①に同じ。 

 

 ③ 取得時に長期繰延補助金等を計上している場合（補助金等で償却資産を購入した場

合） 

取得時        

（借）資産                 100    （貸）現金                  100 

      預り補助金等        100         長期繰延補助金等       100 

減価償却 

（借）減価償却費            20    （貸）減価償却累計額         20 

      長期繰延補助金等      20         補助金等収益         20 

 

  イ．除却した場合（補助金交付元に 80を返還するとする。） 

除却時処理    

（借）減価償却累計額      20    （貸）資産                   100 

      固定資産除却損      80          

      長期繰延補助金等      80        現金            80 

   

 ④ 取得時に特に貸方の処理がない場合（運営費交付金や寄附金、自己収入の場合） 

取得時    

（借）資産                 100    （貸）現金                   100 

（財源の収益化の処理は省略） 

減価償却 
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（借）減価償却費            20    （貸）減価償却累計額         20 

  イ．120で売却した場合（現金取引とする。） 

売却時処理    

（借）現金                120    （貸）資産                  100 

      減価償却累計額        20          固定資産売却益         40 

  ロ．60で売却した場合（現金取引とする。） 

売却時処理    

（借）現金                  60    （貸）資産                  100 

      減価償却累計額        20                          

      固定資産売却損        20 

 

 ⑤ 非償却資産の場合（取得時に財源を収益計上している場合を除く。） 

Ｑ８９－１を参照 

 

Ｑ２６－５－２ 特定の償却資産（基準第７８の適用がある場合）及び非償却資産につい

て、「中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず」減損が生じたとして、

過去に減損損失相当累計額を計上している場合、当該固定資産の処分（売却）時の会計

処理はどのようになるのか。 

Ａ 

１ 特定の償却資産（基準第７８の適用がある場合）及び非償却資産について、「中期計

画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず」減損が生じたとして、過去に減損損

失相当累計額を計上している固定資産を処分（売却）した場合、当該資産は既に存在し

ないこととなるため、減損損失相当累計額を貸借対照表に継続して計上することは適切

ではない。したがって、減損損失相当累計額は、当該資産の処分（売却）時において、

相当額を資本剰余金（除売却差額相当累計額）に振り替える必要がある。 

  なお、これによる資本剰余金（除売却差額相当累計額）への振替は、減損会計基準

第９に定める「減損の戻入」には該当しないことに留意する。 

２ 以下、具体的な事例に即して、説明を加える。 

① 取得時の価額 100の特定の償却資産（耐用年数５年で定額法、残存価額ゼロ）につ

いて、初年度に「中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず」減損が生じ

たとして、減損損失相当累計額を 30計上し、１年後に 40で売却した場合（現金取引と

する。） 

減価償却 

（借）減価償却相当累計額   20   （貸）減価償却累計額     20 

減損 

（借）減損損失相当累計額   30   （貸）減損損失累計額     30 

売却時処理 

（借）現金          40   （貸）資産          100 

   減価償却累計額     20      減価償却相当累計額   20 

   減損損失累計額     30      減損損失相当累計額   30 

   資本剰余金       60 

（除売却差額相当累計額） 

（除売却差額相当額は 10 （＝60-20-30）） 

  

② 取得時の価額 100 の非償却資産について、初年度に「中期計画等で想定した業務運
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営を行ったにもかかわらず」減損が生じたとして、減損損失相当累計額を 30計上し、

１年後に 40で売却した場合（現金取引とする。） 

 減損 

（借）減損損失相当累計額   30   （貸）減損損失累計額     30 

 売却時処理 

（借）現金          40   （貸）土地          100 

   減損損失累計額     30      減損損失相当累計額   30 

   資本剰余金       60 

   （除売却差額相当累計額） 

（除売却差額相当額は 30 （=60-30）） 

 

Ｑ２６－６ 

(1) 出資された有形固定資産（建物等の償却資産）が除却され、更に代替資産が購入され

た場合、どのような会計処理を行うのか。 

(2) この場合において代替資産が購入されない場合は、資本剰余金がマイナス（借方残）

として残ることになると思うが、それでよいのか。 

（関連項目；基準第５２ 純資産の表示項目、基準第７２ 運営費交付金等の会計処理、

基準第７３ 施設費の会計処理、基準第７６ 寄附金の会計処理、基準第７８ 特定の

償却資産の減価に係る会計処理） 

Ａ 

１  有形固定資産（建物等の償却資産）の除却の会計処理については、Ｑ２６－５及びＱ

２６－５－２を参照 

２  代替資産が購入された場合、当該代替資産の財源によってそれぞれの処理を行う。す

なわち、財源が運営費交付金等の場合には基準第７２に、施設費の場合には基準第７３

に、寄附金の場合には基準第７６に沿った会計処理が行われることになる。また、財源

が政府出資の場合には、資本金に組み入れられることとなる。 

３  現物出資資産又は施設費を財源とする基準第７８の特定の償却資産が除却された後、

代替資産が手当されない場合には、設問にあるように、法人の貸借対照表における資本

剰余金がマイナスになる可能性はある。（基準第５２参照） 

 

Ｑ２６－７ 償却資産に関する残存価額（又は備忘価額）とは、具体的にはどのような水

準になるのか。また、誰がその水準を決定するのか。 

Ａ 

１ 国立大学法人等の償却資産については、耐用年数に関し法人税法上の法定耐用年数を

一般的耐用年数として採用することを原則としているが、当該償却資産については、耐

用年数の満了をもって利用価値は減失しているものと考えられ、かつ、受託研究等の特

定の研究目的のために取得した償却資産について精算が必要となる場合が想定される等

取扱いが煩雑となるため、残存価額は原則として備忘価額とする。 

２ ここでいう備忘価額とは、償却資産について資産管理上付すものであり、金額の多寡

に直接の意味はないが、当該資産を除却する際に費用として処理することになるため、

国立大学法人等においては、１円をもって備忘価額とするものとする。なお、当該資産

の相当部分が貴金属で構成されている等、例外的に相当程度の売却収入が見込まれる償

却資産については、個別に残存価額を設定することとする。（Ｑ８－１参照） 

 

Ｑ２６－８ 次のものの価額はどう評価するのか。 
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(1) 埋蔵文化財発掘調査で発掘された高価な出土品 

(2) 教育研究の一環として製作された美術品 

(3) 高額なレプリカ品 

Ａ 

１ 取得原価という観点からは、発掘調査費用を取得原価とする考え方もとり得るが、国

立大学法人等は営利を目的としておらず、発掘調査は公共性の高い研究の一環であるこ

とから、原則として備忘価額をもって貸借対照表に計上することとする。 

２ 美術品の製作は公共性の高い教育・研究の一環であり、転売を目的としたものではな

いことから、製作に係る材料が高価である等の特別な場合を除き、原則として備忘価額

をもって貸借対照表に計上することとする。 

３ レプリカ品を外部から購入した場合は購入価額を評価額とし、教育研究の一環として

自己製作した場合には２に従った取扱いを行う。寄贈を受けた場合には、鑑定評価額に

よる。 

 

Ｑ２６－９ 有形固定資産の取得原価に含める「付随費用」とは具体的にどういったもの

か。 

Ａ 

有形固定資産の取得原価には、原則としてその購入代価に加えて、取得のために直接

必要となる費用及び事業の用に供するために直接要した費用の額が含まれる。この、取

得のために直接必要となる費用及び事業の用に供するために直接要した費用を付随費用

として、有形固定資産の取得原価に含めるものとする。 

具体的な例としては次のようなものが考えられる。 

（例）引取運賃、荷役費、運送保険料、関税、購入手数料、据付費、試運転費 

 

Ｑ２６－１０ 一体として機能している複数の機器について、一部分が壊れた場合又は増

設した場合は、どういった取扱いになるのか。 

Ａ 

一体として機能している複数の機器について、その一部分が壊れ、修繕を行った場合

又は増設した場合は、企業会計の実務においては法人税法基本通達に沿った処理が行わ

れているところであり、国立大学法人等においても、これらの処理については同様に取

り扱うこととする。 

 

Ｑ２６－１１ 自動車を下取りした場合の会計処理はどうするのか。 

Ａ 

自動車を下取りに出した場合には、古い自動車を売却して、その売却価格（下取価格）及

び追加資金で新しい自動車を購入したと考える。なお、請求書を入手する際に、下取価格と

新しい自動車の値引額とは明確に区分するように求めることが必要である。 

次のような請求書を例にとれば、①から③までは、新しい自動車の取得価格となり、④及

び⑤はそれぞれ経費として処理し、⑥については古い自動車の売却取引として処理を行う

こととなる。                            （単位：円） 

請 求 書 

明 

 

細 

摘  要 金 額 消費税等 

① 車両本体価格 2,000,000 100,000 

② 値引 -100,000 -5,000 
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③ 附属品 50,000 2,500 

④ 自動車重量税 18,900  

⑤ 自賠責保険料 37,650  

⑥ 下取車価格 -150,000 -7,500 

請 求 総 額 1,946,550 

 

Ｑ２７－１ 自己創設の工業所有権（特に特許権）の場合、基準第２７にいう「取得のた

めに支出した金額」とはどのような支出を想定しているのか。また、取得の際、登録免

許税も特許料も免除されており、弁理士に依頼しなかった場合、無形固定資産に計上す

る必要はないのか。 

Ａ 

１ 国立大学法人等においては、自己創設の工業所有権（特許権等）は、それを取得する

ための研究費等の原価を原則として費用として処理し、無形固定資産には計上しない。

これは、企業会計において自己取得の工業所有権が資産として計上され得るのは、利益

を獲得することを目的としてその研究開発がなされ、資源が投入されるということが大

きな理由になっているのに対し、国立大学法人等の場合においては、通常、工業所有権

の取得は、それを基に営利を追求するために行われるのではなく、公共性の高い研究を

行った結果生じるものであり、国立大学法人等がその研究に投入する資源に対応する収

益は、運営費交付金等の形で獲得されているからである。 

２ 一方、国立大学法人等における自己創設の工業所有権は、国立大学法人等の業務たる

研究活動から生じるものであり、研究活動の評価の観点から、出願料や弁理士費用など

の取得費用をもって固定資産に計上することとする。この場合、他の無形固定資産同様、

貸借対照表に計上する基準額は５０万円とする。したがって、取得費用がない場合、当

該工業所有権については、無形固定資産に計上する必要はない。 

なお、外部から無形固定資産を購入した場合は、基準第２７が適用される。 

３ なお、このような取得原価ゼロの工業所有権であっても、運営費交付金等を財源とす

る研究開発費を用いて取得されたものであり、国民共通の財産としての性格を有するこ

とから、補助簿等で適切に管理を行うことが必要である。 

 

Ｑ２７－２  無形固定資産の時価が取得原価より下落した場合にはどのような会計処理を

行うのか。 

Ａ 

国立大学法人等の会計処理としては、無形固定資産の時価が取得原価より下落したと

しても、直ちに評価を減ずる処理を行う必要はない。(（別添）「『固定資産の減損に係

る国立大学法人会計基準』及び『固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準注解』に

関する実務指針」参照) 

 

Ｑ２７－３ 注解１７第３項において、「機械装置等に組み込まれているソフトウェアに

ついては、原則として当該機械装置等に含めて処理する。」とされており、原則として

とあるが、例外とはどのような場合か。 

Ａ 

１  この処理については、「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針に

ついて」（最終改正平成２６年１１月２８日 日本公認会計士協会会計制度委員会報告第

１２号）において示されているが、下記のいずれにも該当するケースにおいて適用する
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ことが要請されているところである。 

① 機器とソフトウェアが相互に有機的一体として機能するものであり、両者は別個で

は何ら機能せず一体として初めて機能するものであること。 

② 両者の経済的耐用年数に関連性が高いと認められること。 

２  国立大学法人等の場合も、この考え方に従い、機器とソフトウェアの価格が区分され

ているような場合や、ソフトウェアの交換が予定されているような場合には、この処理

を適用しなければならないケースに該当するとは必ずしも言えず、その一体性の有無を

改めて検討することとなる。 

３  このように、ソフトウェアが機器に組み込まれている全ての場合について機器として

処理するという考え方ではないことに注意することが必要である。 

 

Ｑ２７－４ 注解１７において、ソフトウェアを無形固定資産として計上すべき場合とし

て、「将来の収益獲得が確実であると認められる場合」とされているが、以下の事例に

おいては、収益性が認められるのか。 

(1) 病院における医事情報システムは、その導入により事務処理等が著しく効率化し、結

果として患者の大幅受入増が可能となる。 

(2) インターネットによる予約システムを構築すると、民間の事例によれば予約増による

収益が見込まれる。（関連項目；基準第８ 資産の定義） 

Ａ 

１  法人内利用ソフトウェアについては、完成品を購入した場合のように、その利用によ

り将来の収益獲得又は費用の削減が確実であると認められる場合には、無形固定資産に

計上する。例えば、設問の事例で、病院において、医事情報システムを導入し予約増に

よる収益増が確実に認められる場合、又は、その導入により事務処理等が著しく効率化

し、収入に対する費用の削減が確実である場合には、病院における医事情報システムは、

法人内利用のソフトウェアとして、無形固定資産に計上すべきである。 

２  ソフトウェアを用いて外部に業務処理等のサービスを提供する場合、その提供により

将来の収益獲得が確実であると認められるときは、そのソフトウェアは無形固定資産に

計上される。収益獲得が確実であると認められる場合には、サービス提供能力が確実に

期待される場合も含まれる。（基準第８参照）設問にあるインターネット予約システム

は、収益増が見込まれるのであれば、無形固定資産に計上される。 

 

Ｑ２７－５ 法人内合理化のためのソフトウェアは、注解１７第２項に該当し、無形固定

資産として計上することになるのか。 

Ａ 

１ 無形固定資産に計上されるべきソフトウェアとして、注解１７には二つの類型がある

と定めている。一つは外部に業務処理等のサービスを提供するためのソフトウェア（同

第１項参照）であり、もう一つは法人内利用のためのソフトウェア（同第２項参照）で

ある。 

２ 外部に業務処理等のサービスを提供するためのソフトウェアは収益獲得が確実である

と認められるときに、法人内利用のソフトウェアは収益獲得又は費用削減が確実である

と認められるときに無形固定資産に計上される。国立大学法人において利用されるソフ

トウェアには、法人の効率的な運営等に資する目的で利用する事務用ソフトウェアと教

育研究の質的向上等を目的に利用する教育・研究用ソフトウェアがあるが、教育・研究

用ソフトウェアについては、その利用に伴い、相当額の利用料を徴収するなどの例外的

なものを除き、無形固定資産には当たらないことに留意が必要である。 
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３ なお、収益獲得又は費用削減が確実であると認められる時点より以前に発生した原価

は費用として損益計算書に計上される。 

 

Ｑ２７－６ 文部科学省が著作権を有する汎用システムの承継時における会計処理はどう

するのか。 

Ａ 

文部科学省が著作権を有する汎用システムについては、基本的に文部科学省が著作権

を有しつつも、各国立大学法人等に対し無償で国が使用許諾をする形となる予定である。 

したがって、各国立大学法人等においては、ソフトウェアとしての資産性は認められ

ず、特段の会計処理を要しない。 

 

Ｑ２７－７ 法人の職員が開発したソフトウェアの評価額はどうするのか。 

Ａ  

１ 国立大学法人等の職員による法人内利用のソフトウェアの開発は、基本的に運営費交

付金を財源として公共性の高い行政サービスを実施した結果に過ぎないものと考えられ

る。このため、収益獲得を目的としてソフトウェアの開発を行い、将来の収益との対応

関係から自己創造分を無形固定資産に計上する企業会計とは本質的に異なる処理が求め

られる。国立大学法人等では、職員のソフトウェア開発に投入する収益は、通常、運営

費交付金収益で獲得されており、自己開発のソフトウェアは本来的意味から資産性が認

められるものではない。国立大学法人等の職員等がソフトウェアを自己開発した場合、

これに要した経費は原則として費用処理し、無形固定資産には計上しない処理を行うこ

とになる。 

２ ただし、国立大学法人等の職員が自己開発したソフトウェアについて、専ら外部に業

務処理等のサービスを提供するためのもの、又は国立大学法人等の収益が伴う事業に専

ら使用する場合には、当該ソフトウェアの開発に要した費用に相当する額を無形固定資

産に計上することが求められる。この場合の「開発に要した費用に相当する額」には、

当該自己開発に従事した職員の人件費も含まれる。 

 

Ｑ２８－１  ファイナンス・リース資産は資産計上されることになるが、当該資産の中に

財産的基礎を構成すると判断された資産があった場合に、減価償却は減価償却相当累計

額で処理することになるのか。 

Ａ 

１  国立大学法人等が固定資産を取得した場合において、取得原資拠出者の意図や取得資

産の内容等を勘案し、法人の財産的基礎を構成すると認められる場合には、相当額を資

本剰余金として計上することになる。 

２  ファイナンス・リース資産については、その経済的実態が当該資産を売買した場合と

同様の状態にあると認められることから、当該資産を貸借対照表に計上する取扱いとす

るものであって、当該資産の所有権は飽くまでも貸手に帰属しており、当該資産を法人

の財産的基礎を構成するものと認識することはできない。 

３  また、そもそも減価償却が減価償却相当累計額で処理することになるかどうかの判断

は、当該資産が財産的基礎に相当するかどうかではなく、基準第７８にいう特定の償却

資産に該当するかどうかで判断すべきものである。 

 

Ｑ２８－２ 民間企業で実施されているファイナンス・リース契約と実質的に同様のリー

ス契約（例えばコンピュータ機器）が、国の機関等では、単年度契約方式をとっている
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ケースが多くあり、かつ契約解除等の制約条項も記載されていない。仮にこのような契

約が国立大学法人等移行後もとられた場合においては、実質判断でファイナンス・リー

ス契約として処理することになるのか。 

Ａ 

１  ファイナンス・リース取引とは、「リース契約に基づくリース期間の中途において当

該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借り手が、

当該契約に基づき使用する物件（以下「リース物件」という。）からもたらされる経済

的便益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコ

ストを実質的に負担することとなるリース取引」（注解１８）をいい、また、「これに

準ずる取引」とは、法的形式上は解約可能であるとしても、解約に際し、相当の違約金

を支払わなければならない等の理由から事実上解約不能と認められるリース取引をい

う。（「リース取引に関する会計基準」(最終改正平成１９年３月３０日 企業会計基準

委員会)参照） 

２  国立大学法人等におけるファイナンス・リース取引は、実質的に上記１の要件に該当

するリース取引か否かで判断すべきである。具体的には、契約が単年度契約であること

や契約解除等の制約条項が記載されていないことをもって直ちにファイナンス・リース

取引でないと断定するのではなく、対象となる物件ごとに所有方針や発注の前提などの

諸要因を総合的に勘案した上で、各国立大学法人等がファイナンス・リース取引に当た

るか否かを個々に判断すべきことに留意が必要である。 

３  なお、国立大学法人等においては、その責任において、中期計画期間をまたぐリース

契約も可能となる。 

 

Ｑ２８－３  ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの定義については、注解

１８で規定されているところであるが、実務的な取扱いとして、長期（１年以上）をフ

ァイナンス・リース、短期（１年未満）をオペレーティング・リースとすることは認め

られるか。 

Ａ 

ファイナンス・リースかオペレーティング・リースかは、注解１８に定める要件に実

質的に該当するかどうかで判断すべきであって、契約期間の長短で形式的に行うべきも

のではない。 

 

Ｑ２８－４ リース契約に係る電子機器等の価額は具体的にどう評価するのか。 

Ａ 

リース取引がファイナンス・リースに該当し、売買取引に準じて会計処理を行う場合

のリース物件の計上価額は次のとおりとする。 

(1) 当該リース物件の貸手の購入価額等が明らかな場合は、当該価額による。 

(2) 貸手の購入価額等が明らかでない場合は、リース料総額(注１)を一定の割引率(注２)

で割り引いた現在価値と見積現金購入価額とのいずれか低い額による。 

(注１) 保守に関わる費用等維持管理費用を区分できる場合にはリース料総額から控除

して計算する。 

(注２) 一定の割引率とは、貸手の計算利子率を知り得る場合は当該利率とし、知り得

ない場合は、借手の追加借入に適用されると合理的に見積もられる利率とする。 

 

Ｑ２８－５ リース資産の会計処理についても基準第４第３項が適用されるものと考えら

れるが、同項に定める「簡便な方法」が認められるのはどのような場合か。 
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Ａ 

１ 国立大学法人等におけるファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係

る方法に準じて会計処理を行うこととされており、リース物件をリース資産に計上しな

ければならないこととされている。しかし、ファイナンス・リース取引に該当するリー

ス物件の全てを資産計上しなければならないのではなく、リース契約１件当たりのリー

ス料総額が一定額以下の取引など重要性の乏しいものについては、簡便な方法によるこ

とが認められる。 

リース資産の会計処理について簡便な方法が認められるのは、例えば、次のような場

合である。 

① ファイナンス・リース資産の価額が、固定資産の計上基準額を下回る場合 

② ファイナンス・リース取引の契約期間が１年未満の場合 

③ 法人の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約１件当たりの

リース料総額が３百万円未満のリース取引の場合 

２ ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行

う方法を採用し、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を認めないこととして

いる理由は、未経過リース料を貸借対照表に負債として明示するためである。このため、

契約１件当たりの金額が資産計上基準額未満であっても、複数件の契約があり、未経過

リース料の総額が高額となる場合には、重要性の原則により、リース資産及びリース債

務を貸借対照表に計上することが必要である。 

なお、実務上の詳細な判断基準としては、企業会計基準適用指針第１６号「リース取

引に関する会計基準の適用指針」（最終改正平成２３年３月２５日 企業会計基準委員

会）を参考にされたい。 

 

Ｑ２８－５－２ ファイナンス・リース取引に係る収益化額と、当該取引により計上され

た固定資産の減価償却費、減損損失及びリース債務に係る支払利息額の合計額(費用計上

額)との間に差が生じ、赤字決算となった。利害関係者に対する説明責任の観点から、当

該赤字の理由としてリース取引が損益に与える影響額について損益計算書へ注記できる

か。また、注記できるとした場合、どのように記載すべきか。 

Ａ 

設問のように、黒字決算が赤字に転じてしまう、又はその逆に赤字決算が黒字に転じ

るなど、ファイナンス・リース取引が国立大学法人等の損益に対して重要な影響を与え

ている場合においては、その内容を情報開示することが国立大学法人等の利害関係者に

対して有益と考えられるため、基準第７１第１項に基づいて、当該取引が損益に与える

影響額等について損益計算書に注記することができるものとする。 

  （記載例） 

ファイナンス・リース取引について、当該取引に係る収益化額と、当該取引により

計上された固定資産の減価償却費、減損損失及びリース債務に係る支払利息額との

間に差が生じており、当該差額が当事業年度の損益に重要な影響を与えている。 

当該ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は××円であり、当該影響額

を除いた当期総利益は××円である。 

 

Ｑ２８－６ ＰＦＩに係る会計処理はどうするのか。 

Ａ 

ＰＦＩ（Private Finance Initiative）とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等

を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法である。 
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我が国では「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成

１１年法律第１１７号）」が制定され、その後、ＰＦＩの理念とその実現のための方法

を示す「基本方針」が、民間資金等活用事業推進委員会の議を経て、内閣総理大臣によ

って策定され、ＰＦＩ事業の枠組みが設けられている。 

基準においては、ＰＦＩに係る会計処理について規定されていないが、基準に定めら

れていない事項については、一般に公正妥当と認められている会計原則に従う（「国立

大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書について ５参照）こと

とされている。 

ＰＦＩ事業は、個々の事業内容によって契約内容は様々であり、それぞれの契約内容

が有機的に一体となって事業活動が行われていると考えられるが、例えば、契約に係る

施設部分とサービス部分を区分することの合理性や施設部分に係る実質的な所有者を、

法形式上又は実質的なリスク負担関係から合理的に判断した上で会計処理を採用するこ

ととなる。 

なお、注記については、公会計委員会研究報告第８号「独立行政法人におけるＰＦＩ

に係わる会計処理」（平成１５年３月２４日 日本公認会計士協会）を参考とする。 

 

Ｑ２９－１ 

(1) 基準第２９第２項で、「時価が取得原価よりも下落した場合には時価をもって貸借対

照表価額としなければならない。」とあるが、ここでいう取得原価と比較すべき時価と

は何か。 

(2) また、時価と比較すべき原価とは何か (「切放し法」と「洗替え法」のどちらを用い

るのか。）。 

Ａ 

１  基準では、たな卸資産について、時価が取得価額よりも下落した場合には時価をもっ

て貸借対照表価額とすることとしている。この場合の時価については、①正味売却価額、

②再調達原価の二つの考え方がある。 

２  正味売却価額とは事業年度末の売価からアフターコスト(見積追加製造原価及び見積

販売直接経費)を差し引いた価額で、売却した場合にはどれだけの資金に転換できるかと

いう観点からの評価である。再調達原価とは、当該たな卸資産の取得のため通常要する

価額で、新たに取得するのにはどれぐらいかかるかという観点からの評価である。 

３  たな卸資産を評価する際に適用すべき時価については、国立大学法人等のたな卸資産

は、医薬品、診療材料、貯蔵品など、主として法人内で費消されるものが大部分である

ため、原則として再調達原価とする。 

４  前事業年度に計上した簿価切下額の戻入れに関しては、当事業年度において戻入れを

行う洗替え法と、戻入れを行わない切放し法とがある。国立大学法人等においては統一

的な会計処理を採用するため、切放し法によることとする。 

 

Ｑ２９－２ 附属病院に係る医薬品、診療材料等について、最終仕入原価法により評価す

る取扱いは認められるのか。また、時価が取得原価より下落した場合の会計処理はどう

するのか。 

Ａ 

１ 最終仕入原価法については、継続記録が不要であり簡便な評価方法と考えられるが、

国立大学法人等は、税金を原資とする財源投入を受けるため、国民に対して説明責任を

果たす必要があり、この観点から資産の適正な管理が求められる。したがって、医薬品、

診療材料についても継続記録を行い、移動平均法により評価することを原則とする。 
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ただし、金額に重要性がないものについては最終仕入原価法によることも認められる。 

なお、附属病院における医薬品や診療材料に係る評価については、当該評価を行うた

めのソフトウェアが必要となると考えられるが、当該ソフトウェアの開発等には相当の

期間が必要とされることから、当該ソフトウェアの開発が完了するまでの間は、暫定的

な取扱いとして、最終仕入原価法によることも認められる。この場合、医薬品及び診療

材料について最終仕入原価法により評価している旨を注記する必要がある。 

２ 医薬品や医療材料の時価とは、期末時点における市場からの再調達価格のことであり、

調査を行う等して当該価額の把握に努めるべきであるが、医薬品等は種類が多く、価格

形成に地域性がある等その算定が困難であるため、期末時点における薬価基準（厚生労

働省告示）をもって時価に代える取扱いも許容されることとする。時価が移動平均法に

より評価した取得原価より低下した場合には、損益計算書の附属病院経費にたな卸評価

損を計上し、貸借対照表の流動資産の医薬品及び医療材料を評価後の価額で計上する取

扱いとする。 

 

Ｑ３０－１ 国立大学法人等は、売買目的有価証券を取得することは可能なのか。また、

売買目的有価証券とは、具体的にはどのようなものか。 

Ａ 

１ 国立大学法人等における余裕金の運用先については、準用通則法第４７条の規定によ

り、その運用を次のものに限定している。 

① 国債、地方債、政府保証債（その元本の償還及び利息の支払について政府が保証す

る債権をいう。）その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得 

② 銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金 

③ 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託 

２ ただし、国立大学法人法第３４条の３の規定に基づき文部科学大臣の認定を受けた法

人及び国立大学法人法第３４の４の規定に基づき文部科学大臣の指定を受けた法人（以

下「認定法人及び指定国立大学法人」という。）においては、国立大学法人法第３４条

の３第２項の規定に基づき、次の方法により運用を行うことが認められている。 

① 金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）に規定する有価証券であって政令

で定めるもの（株式を除く。）の売買 

② 預金又は貯金（文部科学大臣が適当と認めて指定したものに限る。） 

③ 信託会社（信託業法（平成十六年法律第百五十四号）第三条又は第五十三条第一項

の免許を受けたものに限る。）又は信託業務を営む金融機関への金銭信託。ただし、

運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。 

イ ①及び②に掲げる方法 

ロ 金融商品取引業者（金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者を

いう。）との投資一任契約（同条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。）

であって政令で定めるものの締結 

３ 国立大学法人等は、利益の獲得を目的とせず独立採算制を前提とするものではない。

また、国は、国立大学法人等の業務運営の財源として運営費交付金等の措置を行うこと

としているところである。したがって、国立大学法人等においては、売買目的有価証券

による資産運用は想定されていない。ただし、認定法人及び指定国立大学法人が運用可

能な有価証券については、その性質によって売買目的有価証券に分類される場合もあり

得ると考えられる。なお、売買目的有価証券の定義については、基準第３０において「時

価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券」とされているところで

あるが、「時価の変動により利益を得ることを目的として保有する」とは、短期間の価
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額変動により利益を得ることを目的として保有することをいい、通常は同一銘柄に対し

て相当程度の反復的な購入と売却が行われる、いわゆるトレーディング目的の有価証券

を指すとされている。（参考：会計制度委員会報告第１４号「金融商品会計に関する実

務指針」(最終改正令和元年７月４日、日本公認会計士協会)) 

４ また、２以外の場合において売買目的有価証券を保有することが想定される例として、

当初、満期保有目的として購入した債券について、売買目的有価証券へと保有目的の変

更が結果的に生じる場合が挙げられる。これは、注解第２３において、一定の事由に該

当する場合を除き「満期保有目的の債券を償還期限前に売却した場合には、（略）当該

売却した債券と同じ事業年度に購入した残りの満期保有目的の債券の全てについて、保

有目的の変更があったものとして売買目的有価証券に振り替えなければならない。」と

されているためである。 

 

Ｑ３０－２ 注解２２におけるその他有価証券と他の有価証券との具体的な違いは何か。 

Ａ 

１ 基準第３０で区分されているその他有価証券以外の有価証券は 

(1) 売買目的有価証券      時価の変動により利益を得ることを目的として保有す 

る有価証券 

(2) 満期保有目的の債券     満期まで所有する意図をもって保有する債券 

(3) 関係会社株式        特定関連会社及び関連会社の株式 

(4) その他の関係会社有価証券  投資事業有限責任組合契約に基づき取得した有価証券 

であり、その他有価証券は上記以外の有価証券であるが、注解２２で利息収入を得る目

的で長期保有の意思をもって取得した債券は長期的には売却の可能性が見込まれる場

合であっても、満期保有目的の債券に区分することとなっており、国立大学法人等にお

いてその他有価証券を保有することは極めて限定的になるものと考えられる。 

２ このように基準が、その他有価証券の範囲を限定的なものと位置付けているのは、資

金の運用は法令が定める運用範囲の枠内では国立大学法人等の裁量に委ねられている

ことから、運用の目的で保有する有価証券については、その評価差額を損益計算書に適

切に反映する必要があるとの考えによるものである。したがって、国立大学法人等の会

計実務においても、基準設定の趣旨を踏まえ、その他有価証券への区分は限定的なもの

として取り扱われる必要がある。 

 

Ｑ３０―３ 関係会社株式について、持分相当額が下落した場合には、持分相当額をもっ

て貸借対照表価額とし、差額は当期の損失に計上することとされているが、下落割合は

考慮する必要がないのか。 

Ａ 

１ 基準「第３０ 有価証券の評価基準及び評価方法」第２項(3)に規定する関係会社株式

の評価基準は、関係会社の財務諸表を基礎とした純資産額に持分割合を乗じて算定した

額を時価とみなして、低価基準により評価する趣旨であり、下落割合は考慮する必要が

ない。 

２ なお、産業競争力強化法第２１条の規定に基づき国立大学法人等が行う出資事業によ

り取得した関係会社株式が基準第７９に規定する特定の有価証券に該当する場合、低価

基準を適用した場合の差額は損益計算上の費用には計上せず、資本剰余金を減ずること

に留意する。 

 

Ｑ３０－４ 「平均原価法等の方法を適用して」とあるが、等とは何を指しているか。ま
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た、具体的にどのような会計処理を行えばよいか。 

Ａ 

１ 有価証券の取得原価は、購入代価に購入手数料等の付随費用を加えた金額となる。そ

の際、取得したのと同一銘柄の有価証券を保有している場合には、平均原価法等の方法

を適用して取得原価を算定することとなる。平均原価法とは、総平均法又は移動平均法

のことをいい、「等」としては、平均原価法以外の方法である先入先出法が考えられる。 

２ 総平均法とは、払出しの時は数量だけを記録し、一定期間末に、繰越高と取得高の合

計金額を、繰越数量と取得数量の合計数量で割って平均原価を求め、これをその期間中

の払出単価とする方法である。移動平均法とは、単価の異なる取得が行われるごとに、

当該取得直前の残高（金額）と当該取得額との合計額を、残高数量と当該取得数量の合

計数量で割って平均原価を求め、これを順次、その後の払出単価とする方法である。先

入先出法とは、最も古く取得されたものから順次払出しが行われたものとして、払出単

価を計算する方法である。 

３ 上記評価方法により期末残高の取得原価を算定し、これに国立大学法人等が保有する

目的ごとに規定された評価基準により評価を行い、取得原価との差額の会計処理を行う

ことになる。 

４ なお、満期保有目的の債券については、取得原価と債券金額との差額の性格が金利の

調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価

額とするとされている。この場合、期中における払出単価の算定は、同様に平均原価法

と先入先出法が考えられるが、差額調整の方法を定額法ではなく利息法による場合は、

その特質から平均原価法の適用が困難であることから、先入先出法に限定されることに

なる。 

 

Ｑ３０－５ 基準第３０第３項後段において、市場価格のない株式等については、発行会

社の財政状態の著しい悪化により実質価額が著しく低下したときに減損処理を行うこと

とされているが、合同会社等への出資についても同様に減損処理を行うと考えてよいか。 

Ａ 

合同会社等への出資についても、株式と同様に取り扱うこととなる。 

 

Ｑ３０－６ 有価証券の評価に関し、「時価が著しく下落したとき」及び「回復する見込

があると認められる場合」の定義とはどのようなものか。 

Ａ 

１ 「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」について ５に記述さ

れているとおり、基準及び注解に規定されていない事項については、一般に公正妥当と

認められた企業会計の基準によることとされており、この考え方は有価証券の評価につ

いても該当する。 

２ したがって、設問の件については、会計制度委員会報告第１４号「金融商品会計に関

する実務指針」（最終改正令和元年７月４日 日本公認会計士協会）の第９１項及び第

９２項に定めるところによることとなる。 

 

Ｑ３０－７ 「金利の調整と認められるとき」とは、具体的にどのようなときか。 

Ａ 

金利の調整と認められるときとは、債券の市場価格の変動が当該債券の発行体の信用

力の変動等に基づくものではなく、クーポンレートと取得時の市場利子率との調整に基

づくものと認められる場合を意味している。具体的には、市場利率の上昇（下落）局面
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において、当初のクーポンレートと市場利子率に差異が発生し、当該債券の利回りと市

場利子率との調整圧力によって、債券の市場価格が下落（上昇）する場合が想定される。 

（参考：会計制度委員会報告第１４号「金融商品会計に関する実務指針」(最終改正令和元

年７月４日 日本公認会計士協会)第７０項．満期保有目的の債券の会計処理（償却原価

の算定）） 

 

Ｑ３０－８ 注解２３の(2)にある「国立大学法人等が定める信用上の運用基準」とは、具

体的にどのように考えるのか。 

Ａ 

国立大学法人等の保有する売買目的有価証券は、認定法人及び指定国立大学法人が運

用可能な有価証券の一部及び満期保有目的の債券が注解２３(1)の事例に該当したため

振り替わったものを予定している。（Ｑ３０－１参照）したがって、注解２３の(2)にあ

る「国立大学法人等が定める信用上の運用基準」とは、①準用通則法第４７条に基づく

運用基準、②認定法人及び指定国立大学法人においては、国立大学法人法第３４条の３

第２項の規定に基づく運用基準を想定している。 

 

Ｑ３０－９ 投資事業有限責任組合契約に基づき取得した有価証券について会計処理はど

うするのか。 

Ａ  

１ 当該投資事業有限責任組合が国立大学法人等の特定関連会社及び関連会社に該当しな

い場合は、投資事業有限責任組合の財産の持分相当額を投資有価証券として計上し、国

立大学法人等の特定関連会社及び関連会社に該当する場合は、その他の関係会社有価証

券として計上する。 

２ 国立大学法人等は、投資事業有限責任組合の貸借対照表及び損益計算書双方について

国立大学法人等の持分相当額を純額で取り込む方法を原則とし、有限責任の特約がある

場合にはその範囲で損益を認識する。 

３ 当該投資事業有限責任組合が行う投資は未公開株式等についても中小企業等投資事業

有限責任組合会計規則における時価で評価されているため、その会計処理は金融商品に

関する会計基準による方法と異なる。例えば、中小企業等投資事業有限責任組合会計規

則では未公開株式についても組合契約に定める評価方法による時価を付し、公開株式の

評価差額とともに損益計算書の末尾に未実現損益調整額として計上する。これに対して、

金融商品に関する会計基準では未公開株式は取得価額で評価し、公開株式については原

則として評価差額を貸借対照表の純資産の部にその他有価証券評価差額金として計上す

ることになる。したがって、国立大学法人等を含む各組合員が中小企業等投資事業有限

責任組合会計規則に準拠した財務諸表に基づいて当該投資事業有限責任組合の損益等を

自己の会計帳簿に取り込むには、金融商品に関する会計基準に準拠するように財務情報

の修正を施す必要がある。（業種別委員会実務指針第３８号「投資事業有限責任組合に

おける会計上及び監査上の取扱い」（最終改正平成２７年３月３１日 日本公認会計士

協会）第１１９項参照) 

４ なお、投資事業有限責任組合契約に基づき取得する有価証券が基準第７９に規定する

特定の有価証券に該当する場合、組合の営業又は事業により獲得した純損益の持分相当

額については、「第７９ 特定の有価証券の会計処理」を行うことに留意する。(Ｑ７９

－２参照) 

５ 以下、具体的な設例に即して会計処理を説明する。 

１．前提条件 
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(1) Ａ国立大学法人がＢ投資事業有限責任組合へ出資した。 

(2) Ａ国立大学法人のＢ投資事業有限責任組合に対する出資金額は 100で、 

持分比率は 50％ 

(3) Ｂ投資事業有限責任組合の契約期間 Ⅹ１年度からⅩ４年度まで 

(4) Ａ国立大学法人は有限責任組合員 

(5) Ｂ投資事業有限責任組合における各年度の経費はゼロとする。 

(6) 分配は、Ｂ投資事業有限責任組合の解散後に一括して行う。 
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２．国立大学法人等における会計処理 

(1)Ⅹ１年度の会計処理 

① 出資時 

(借) その他の関係会社有価証券           100  (貸) 現金及び預金                     100 

 

② Ｂ投資事業有限責任組合がＣベンチャー企業の株式を取得(150)した。 

～仕訳なし～ 

 

③ 決算時：Ｂ投資事業有限責任組合持分の取込処理(Ｃベンチャー企業の株式(上場株式)の決算日の時価 170) 

(借) その他の関係会社有価証券            10 (貸)その他有価証券評価差額金           10(※) 

(※)(時価 170－取得原価 150)×50％＝10 

 

(2)Ⅹ２年度の会計処理 

① 洗替処理 

(借) その他有価証券評価差額金            10 (貸) その他の関係会社有価証券         10 

 

② Ｂ投資事業有限責任組合がＣベンチャー企業の株式を売却(200)し、Ｄベンチャー企業の株式を取得(100)した。 

～仕訳なし～ 

 

③ 決算時：Ｂ投資事業有限責任組合損益の取込処理(②により発生した損益を取り込む。) 

(借) その他の関係会社有価証券           25 (貸) 投資事業組合利益                 25(※) 

(※)(投資収益 200－投資原価 150)×50％＝25 

(参考：Ｂ投資事業有限責任組合のＣベンチャー企業株式売却処理例) 

(借) 現金及び預金                       200  (貸) 営業投資有価証券売上高(投資収益) 200 

(借) 営業投資有価証券売上原価(投資原価) 150  (貸) 営業投資有価証券                 150 

 

④ 決算時：Ｂ投資事業有限責任組合持分の取込処理(Ｄベンチャー企業の株式(上場株式)の決算日の時価 90) 

(借) その他有価証券評価差額金             5  (貸) その他の関係会社有価証券           5(※) 

(※)(時価 90－取得原価 100)×50％＝△5 

 

(3)Ⅹ３年度の会計処理 
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① 洗替処理 

(借) その他の関係会社有価証券             5  (貸) その他有価証券評価差額金           5 

 

② Ｂ投資事業有限責任組合がＤベンチャー企業の株式を売却(60)し、Ｅベンチャー企業の株式を取得(40)した 

～仕訳なし～ 

 

③ 決算時：Ｂ投資事業有限責任組合損益の取込処理(②により発生した損益を取り込む。) 

(借) 投資事業組合損失                   20  (貸) その他の関係会社有価証券          20(※) 

(※)(投資収益 60－投資原価 100)×50％＝△20 

(参考：Ｂ投資事業有限責任組合のＤベンチャー企業株式売却処理例) 

(借) 現金及び預金                        60  (貸) 営業投資有価証券売上高(投資収益)   60 

(借) 営業投資有価証券売上原価(投資原価) 100  (貸) 営業投資有価証券                  100 

 

④ 決算時：投資事業有限責任組合持分の取込処理(Ｅベンチャー企業の株式(上場株式)の決算日の時価 70) 

(借) その他の関係会社有価証券            15  (貸) その他有価証券評価差額金           15(※) 

(※)(時価 70－取得原価 40)×50％＝15 

 

(4)Ⅹ４年度の会計処理 

① 洗替処理 

(借) その他有価証券評価差額金           15 (貸) その他の関係会社有価証券           15 

 

② 決算時：Ｂ投資事業有限責任組合損益の取込処理投資事業有限責任組合がＥベンチャー企業の株式を 40 で売却している。 

～仕訳なし～(※) 

(※)(投資収益 40－投資原価 40)×50％＝0 

(参考：Ｂ投資事業有限責任組合のＥベンチャー企業株式売却処理例) 

(借) 現金及び預金                        40  (貸) 営業投資有価証券売上高(投資収益)   40 

(借) 営業投資有価証券売上原価(投資原価)  40  (貸) 営業投資有価証券                   40 

 

③ 清算時：Ｂ投資事業有限責任組合は、契約期間が終了したため解散し、Ａ国立大学法人に対して分配を行った(105とする。)。 

(借) 現金及び預金                      105  (貸) その他の関係会社有価証券         105
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Ｑ３０－１０ 注解２３＜満期保有目的の債券の保有目的の変更について＞において示さ

れた(1)(2)の場合を除き、満期保有目的の債券を償還期限前に売却した場合には、「当

該売却した債券と同じ事業年度に購入した残りの満期保有目的の債券の全てについて、

保有目的の変更があったものとして売買目的有価証券に振り替えなければならない」と

されている。 

当該債券の売却代金を財源として別の債券を新たに購入した場合、新たに購入した債

券は、売買目的有価証券に区分する必要があるか。 

Ａ 

債券の売却代金を財源として購入した新たな債券を満期保有目的の債券に分類するこ

とは、満期保有目的の債券の償還期限前の売却に制限を課す注解２３の趣旨に反するた

め認められない。したがって、新たに購入した債券は、売買目的有価証券に区分する必

要がある。ただし、保有目的の変更を求めない注解２３(1)及び(2)との整合性から、債

券の売却を行った中期目標期間後の中期目標期間において、売却代金を財源として新た

な債券を購入した場合には、当該債券は満期保有目的の債券に区分することとなる。 

 

Ｑ３１－１ 「他の方法によることがより適当であると認められる場合には、当該方法に

より算定することができる。」とされているが、当該他の方法とは具体的にどのように

考えるのか。 

Ａ 

１ 国立大学法人等における貸倒引当対象は、授業料収入や附属病院収入に係るものがほ

とんどであり、一般的には個人を債務者とする少額の債権が多数存する状況である。し

たがって、基準において「債権全体又は同種・同類の債権ごとに、債権の状況に応じて

求めた過去の貸倒実績率等合理的な基準により算定する」としているところである。 

２ しかし、国立大学法人等の運営によっては、こうした取扱いにより処理することが適

当ではない例が発生する可能性も否定できないため、こうした場合に備え、「他の方法

によることがより適当であると考えられる場合」と規定しているものである。 

３ 「他の方法によることがより適当であると考えられる場合」には、一般に公正妥当と

認められた会計原則によることとなるが、具体的には、貸倒引当金計上資産が会計制度

委員会報告第１４号「金融商品会計に関する実務指針」（最終改正令和元年７月４日 日

本公認会計士協会）の第１０６項以下に定めるところによることとなる。 

① 一般債権：経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権 

② 貸倒懸念債権：経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生

じているか又は可能性の高い債務者に対する債権 

③ 破産更生債権等：経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権 

 

Ｑ３２－１ 「国立大学法人等が民間企業等の債務の保証を行っている場合」とは、具体

的にどのようなことが想定されるのか。 

Ａ 

「国立大学法人等が民間企業等の債務の保証を行っている場合」とは、独立行政法人

大学改革支援・学位授与機構が国から承継した国立学校特別会計の財政融資資金からの

負債に対し、国立大学法人法附則第１２条第３項に基づき、債務を負担することとされ

た国立大学法人が行う保証のことである。 

 

Ｑ３２－２ 大学改革支援・学位授与機構に対する保証債務について、保証債務損失引当

金の見積りはどのように行うのか。 
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Ａ 

１ 保証債務損失引当金は、主たる債務者の財政状態の悪化等により債務不履行となる可

能性があり、その結果、保証人たる国立大学法人等が保証債務を履行し、その履行に伴

う求償債権が回収不能となる可能性が高い場合で、かつ、これによって生じる損失額を

合理的に見積もることができる場合に計上するものである。 

２ したがって、大学改革支援・学位授与機構に対する債務保証に係る保証債務損失引当

金については、同機構の財政状態及び経営成績について信用上の特段の問題が生じない

限り、計上は不要である。 

３ なお、保証債務損失引当金の計上の要否等に関する実務上の指針としては、監査・保

証実務委員会実務指針第６１号「債務保証及び保証類似行為の会計処理及び表示に関す

る監査上の取扱い」(最終改正平成２３年３月２９日 日本公認会計士協会)を参考にさ

れたい。 

 

Ｑ３３－１ 特定の事業について業務達成基準を採用している等の場合、外貨建取引によ

り生じた為替差損に関しての運営費交付金の会計処理はどうなるのか。 

Ａ 

為替差損は債権債務の認識時点と決済時点でのレート差により生じる「決済差損」と

期末における外貨建債権債務の換算に係る「換算差損」に分かれるが、そもそも運営費

交付金は国立大学法人等の運営上必要な財源を国が措置するものであり、また、為替管

理も含めた運営上の管理責任を国立大学法人等が負っていることから、為替管理の巧拙

を表現する必要から決済差損及び換算差損ともに運営費交付金の収益化は行ってはなら

ないものである。 

 

Ｑ３３－１－２ Ｑ３３－１で特定の事業について業務達成基準を採用している等の場合

については、為替差損に関して運営費交付金の収益化を行ってはならないと規定されて

いるが、運営費交付金以外の財源（補助金・寄附金など）で外貨建取引を行った場合の

為替差損についても補助金収益・寄附金収益等の対象としてはならないのか。 

Ａ 

 運営費交付金以外についてはＱ３３－１の対象外であり、これらについてＱ３３－１

が適用されるわけではない。期末の換算による暫定的な損失である「換算差損」について

は少なくとも収益化の対象ではないと考える。「決済差損」については各財源・制度など

の趣旨に鑑みて判断すべきである。 

 

Ｑ３３－２ 暦年を購入単位とする外国雑誌等の購入に係る会計処理はどうなるのか。 

Ａ 

外国雑誌は通常暦年で刊行され、これを購入するためあらかじめ刊行の前年秋頃に支

払付き予約を行うことが国際的商慣習となっている。これに対して、従来の国立大学等

においては国の会計が年度単位であるため、暦年単位の購入に対応するため、発行時期・

回数及び価格が確定している雑誌については前払い、発行時期・回数及び価格が確定し

ていない雑誌については、後払い等の工夫を行ってきた。 

法人化後の国立大学法人等においては、会計年度、中期計画期間を超えて債務負担契

約を行うことが可能である。このため、会計処理等の工夫により暦年契約に合わせる従

来方式を採用する必要はなく、私立大学や民間での契約同様に国際商慣習に沿って、予

約時すなわち刊行の前年以前であっても正式契約を結ぶことができる。また、会計処理

としては、発生主義の原則に基づき費用又は資産として認識すべきである。 
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Ｑ３３－３ 取引時の為替レートについて、法人において統一レートを設定して使用する

等の簡便法を用いることは可能か。 

Ａ 

注解２４に示されているように、取引発生時の為替相場とは、取引が発生した日にお

ける直物為替相場のほか、合理的な基準に基づいて算定された平均相場又は取引が発生

した日の直近の一定の日における直物為替相場が認められている。これらにより設定さ

れた法人内レートを用いることは認められるが、年間を通じて一のレートを設定し、こ

れを統一レートとすることはできない。 

 

Ｑ３４－１ 基準第３４第８項の規定の趣旨は何か。年金債務に係る退職給付引当金の計

算において、簡便法は全く認められないのか。 

Ａ 

１ 基準第３４第８項は、企業会計の企業会計基準適用指針第２５号「退職給付に関する

会計基準の適用指針」（最終改正平成２７年３月２６日 企業会計基準委員会）と同様

に教職員数３００人未満の国立大学法人等について、簡便法による退職給付引当金の計

上を認める趣旨であるが、簡便法が認められるのは退職一時金に限られ、厚生年金基金

等の年金債務については簡便法は認められないこととしている。 

２ 年金債務について簡便法が認められないのは、合理的な簡便法が考えられないことに

よる。 

 

Ｑ３４－２ 退職給付引当金を計算する際の割引率について、注解２７に「安全性の高い

債券の利回りを基準として決定する。」とされているが、安全性の高い債券とはどのよ

うなものを指すのか。 

Ａ 

安全性の高い債券とは、国債、地方債、政府保証債等準用通則法第４７条に規定する

債券をいう。 

 

Ｑ３４－３ 企業会計においては、引当金に役員分は含まない取扱いがなされているが、

国立大学法人等において役員分を含むのはどうしてか。 

Ａ 

企業においては、役員と企業の関係は委任契約であること、また、役員に対する退職

金支給には株主総会の決議が必要であることから、職員の退職金とは性格が異なるとさ

れている。このため、引当金の要件である①将来の特定の費用であって、②その発生が

当期以前の事象に起因し、③その発生の可能性が高く、④その金額を合理的に見積もる

ことができる場合に、役員退職慰労引当金として退職給付引当金とは別建てで計上され

ている。 

一方、国立大学法人等においては、役員は雇用契約ではないにせよ、文部科学大臣に

届け出された支給基準に従ってその支給を受けるものとされており、また、その支給に

当たり企業のような決議を必要とするわけでないため、職員と同様の性格を有するもの

と解釈できる。したがって、国立大学法人等の場合においては、役員に対する退職金も

職員に対するそれに含めて引当金の算定対象とするものである。 

 

Ｑ３５－１ 基準における資産除去債務の定義、会計処理及び開示についてはどのように

考えればよいか。 
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Ａ 

１ 基準第３５において資産除去債務に係る会計処理が定められているところであるが、

「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」の改訂について（平成２

３年１月１４日）５に記述されているように、国立大学法人等は、合理的な理由がない

限り基準及び注解の定めるところに従わなければならないが、そこに定められていない

事項については、一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこととなるが、この考

え方は、資産除去債務に関する会計についても該当する。 

２ したがって、設問の件については、基準等に定めのない事項については、企業会計基

準第１８号「資産除去債務に関する会計基準」（平成２０年３月３１日 企業会計基準

委員会）、企業会計基準適用指針第２１号「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

（最終改正平成２３年３月２５日 企業会計基準委員会）に定めるところを参照するこ

ととなる。 

 

Ｑ３５－２ 資産除去債務に係る会計基準の適用初年度において、既に保有している有形

固定資産に係る資産除去債務の計上を行う場合の会計処理はどのように行えばよいか。 

Ａ 

 既存の有形固定資産に係る資産除去債務については、適用初年度の期首において新た

に負債として計上される資産除去債務の金額が、時の経過により当初発生時よりも増加

することとなる。その一方で、資産に追加計上される除去費用の金額は、経過年度の減

価償却相当額だけ当初発生時よりも減少することとなる。このため、適用初年度におけ

る既存資産に係る資産除去債務の計上額は、負債の増加額の方が資産の増加額よりも大

きくなる。適用初年度の具体的な会計処理を示すと以下のようになる。 

(1) 適用初年度の期首における既存資産に係る資産除去債務は、適用初年度の期首時点に

おける割引前将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率により計算を行う。 

(2) 適用初年度の期首における既存資産の帳簿価額に加える除去費用は、資産除去債務の

発生時点における割引前将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率が、適用初年度の

期首時点と同一であったものとみなして計算した金額から、その後の減価償却額に相当

する金額を控除した金額とする。 

(3) 上記(1)及び(2)により計算した金額の差額は、適用初年度において原則として臨時損

失に計上するものとする。 

  なお、当該既存資産に係る除去費用等が基準第８５に基づき文部科学大臣により特定

されたものである場合には、当該差額は損益計算上の費用に計上せず、損益外減価償却

累計額及び損益外利息費用累計額（いずれも適用初年度当時の勘定科目）として資本剰

余金を減額するものとする。 

 

Ｑ３６－１ 年度途中で償却資産を取得した場合、初年度への原価の配分額はいくらなの

か（１年分とするのか、月割りや日割りで計算するのか。）。 

Ａ 

原則として、月割りで計算を行うこととする。 

 

Ｑ３６－２  償却資産の耐用年数は、国立大学法人等が独自に決めてよいか。 

Ａ 

１  耐用年数は減価償却費又は減価償却相当累計額の総額を各年度に配分する場合の基礎

となる期間であり、耐用年数の決定には、物理的減価と機能的減価の双方を考慮して決

定する必要がある。 
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２  耐用年数には、一般的耐用年数と個別的耐用年数がある。一般的耐用年数は、固定資

産の種類が同じ場合、個々の資産の置かれた条件にはかかわりなく、画一的に定められ

た耐用年数である。また、個別的耐用年数は、国立大学法人等が、自己の固定資産につ

き操業度の大小や技術革新の程度などの条件を勘案し自主的に決定するものである。 

３  我が国の各企業は、現在、税法上の法定耐用年数を一般的耐用年数として通常採用し

ており、個別的な耐用年数の決定の困難性を勘案し、国立大学法人等でもこれを原則と

して採用することとする。ただし、受託研究費により特定の研究目的のために取得した

償却資産を、当該研究のみにしか使用しない予定である場合については、一般的耐用年

数が実態とかけ離れたものとなることも想定されるので、妥当な耐用年数として当該資

産を使用する予定の期間を基礎に、個別的耐用年数を定める必要がある。（Ｑ８－１参

照） 

４  なお、日本公認会計士協会から、監査・保証実務委員会実務指針第８１号「減価償却

に関する当面の監査上の取扱い」（最終改正平成２４年２月１４日 日本公認会計士協

会）が公表されており、その要旨は以下のとおりである。国立大学法人等における耐用

年数の取扱いにおいても、この趣旨を十分に考慮されなければならない。 

①  耐用年数は経済的使用可能予測期間に見合ったものでなければならない。 

②  資産の使用状況、環境の変化等により、当初予定による残存耐用年数と現在以降の

経済的使用可能予測期間との乖離が明らかになったときは、耐用年数を変更しなけれ

ばならない。 

５ 国立大学法人等における耐用年数の変更については、Ｑ７１－９に従い、以下の取扱

いとすることが適当である。 

① 耐用年数の変更について、過去に定めた耐用年数が、これを定めた時点での合理的

な見積りに基づくものであり、それ以降の変更も合理的な見積りによるものであれば、

当該変更は、会計上の見積りの変更に該当する。 

② 耐用年数の変更が、会計上の見積りの変更に該当する場合、当該変更の影響は、当

事業年度及びその資産の残存耐用年数にわたる将来の期間の損益で認識する。 

③ 耐用年数の変更について、過去に定めた耐用年数が、これを定めた時点での合理的

な見積りに基づくものではなく、これを事後的に合理的な見積りに基づいたものに変

更する場合、当該変更に伴う過年度の損益修正額は、原則として臨時損益として処理

する。 

                               

Ｑ３６－３  基準第３６第３項によれば減価償却は定額法によって行わなければならない

とされているが、国立大学法人等においては、固定資産の減価償却を定率法によって行

うことは可能か。 

Ａ 

１  国立大学法人等においては、固定資産の減価償却は定額法により行うものとする。 

２  なお、附属病院における診療用機器については、教育・研究・診療の用に供するもの

であって、その観点からは、学部等と同様に利益の獲得を目的とせず、独立採算を前提

としないものである。また、通常、同一の機器が同時に教育・研究・診療の用に供され

ているものであるため、用途ごとに複数の償却方法をとることは事実上困難である。 

 

Ｑ３６－４  国立大学法人等の設立時に使用途中の財産を出資した場合、出資時点までの

減価分はどう処理するのか。 

Ａ 

国立大学法人等に対して、設立時に出資される建物等の償却資産はそれまで使用され
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てきたものが大部分である。当該使用期間に対応した減価償却累計額の取扱いについて

は、当該資産が出資時に時価で評価され、国が購入した際の取得価額とは切り離されて

いることから、評価された時価により貸借対照表に計上し、減価償却累計額はゼロとす

る。その後、減価償却については、当該資産に係る残存耐用年数について減価償却を行

うこととする。したがって出資された個々の償却資産について残存耐用年数を判断する

こととなる。 

 

Ｑ３６－５ 固定資産が機能的に陳腐化した場合の臨時償却は認められるのか。 

Ａ 

  従来、国立大学法人等においても、一般の企業と同様に、固定資産において当初予見

できなかった機能的原因（例えば新技術の発明）等による陳腐化が生じることとなった

場合、減価償却計算を修正すべく臨時償却を行うことが認められていた。 

  一方、企業会計においては、上記による固定資産の耐用年数の変更については、会計

上の見積りの変更に該当することとされ、当期以降の費用配分に影響させる方法のみを

認める改正が行われている。 

  国立大学法人等においても、企業会計基準との調和を図る観点から、臨時償却の考え

方が廃止された企業会計基準と同様な取扱いがとられるため、固定資産の耐用年数の変

更については、当期以降の費用配分に影響させる方法をとることとなる。なお、耐用年

数の変更の具体的な取扱いについては、Ｑ３６－２を参照する。 

 

Ｑ３６－６ 図書の承継時における取扱いはどうするのか。 

Ａ 

１ 図書についても、他の物品等と同様に法人の設立時において国から権利義務の承継と

して引継ぎを受けることになる。 

２ 国立大学法人等における図書とは、附属図書館が組織として管理する教育・研究の用

に供される図書とする。なお、附属学校における図書や学内の各部局等が設置し運営す

る図書室における図書等であっても、附属図書館が組織として管理していないものは、

ここでいう図書の範囲外であり、取得（承継）時において費用処理を行うこととなる。 

なお、古文書や希少本の類について、通常の図書と同様にその内容に着目して使用さ

れるものについては、ここでいう図書として取り扱うが、国宝又は重要文化財である図

書については、美術品として取り扱い、ここでいう図書としては取り扱わないこととす

る。 

３ 図書として取り扱わないもののうち、貸借対照表に計上すべきものは備品として取り

扱い、その他のものは消耗品として取り扱い、その評価額をもって損益計算書に収益計

上することとする。 

４ 承継された図書の資産計上額は、附属図書館において図書の名称、取得価額、冊数、

その他を管理するために作成される帳簿（図書原簿）等に記載された取得価額によるこ

とを原則とする。 

なお、取得価額については、当該図書が昭和２１年１月（新円切替）以前において取

得され、又は図書原簿に取得価額の記載がないものについては、備忘価額にて資産計上

することとする。また、図書原簿の価額が外国通貨のみにより記載されている場合には、

当該図書の取得時における円貨換算額をもって取得価額とすることとする。 

 

Ｑ３６－７ 図書について、「教育研究上一時的な意義しか有さない」とは具体的にはど

ういった意味か。 
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Ａ 

１ 「教育研究上一時的な意義しか有さない」とは、図書が教育・研究の用に供されるも

のであっても、当該図書の取得時における使用予定期間が１年未満であるか否かにより

判断される。 

２ 使用予定期間が１年未満であるか否かの判断は、当該図書の装丁等で一律に行うので

はなく、当該図書の内容について時の経過による陳腐化の程度、使用による物理的減耗

等を勘案し、法人として１年以上にわたって利活用する予定であるか否かによりなされ

ることとなる。例えば、堅牢な表紙を備えた冊子であっても、取得時において１年未満

の使用しか予定しないものについては消耗品とし、月刊誌・季刊誌等の雑誌類であって

も、取得した形態のままで特段の変更を加えることなく１年以上の利活用を予定するも

のは図書とすることとする。 

 

Ｑ３６－８ 図書は例外的に減価償却を行わない償却資産ということか。取得から除却ま

での具体的会計処理はどうするのか。 

Ａ 

１ 国立大学法人等における償却資産については、税法上の法定耐用年数（減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号））を採用することを原則と

している。一方で、図書については、償却資産という認識ではあるが、個々の図書ごと

に使用の実態が大きく異なること及び比較的少額かつ大量にあることから、供用中は減

価償却は行わずに、除却時に一括して償却費を計上する取扱いとしているところである。 

２ 具体的に、現預金（運営費交付金）により図書１００を取得したときの会計処理は以

下のとおり。 

取得時 

（借）図書             100 （貸）現預金             100 

   運営費交付金債務       100    運営費交付金収益        100 

除却時 

（借）教育研究支援経費（図書費）  100 （貸）図書              100 

    

Ｑ３６－９ 以下の図書の評価額はいくらにするのか。 

(1) 雑誌を合冊製本した場合 

(2) 寄贈図書 

(3) 古文書を電子媒体に複写記録した場合の当該媒体 

(4) 加除式の図書 

(5) データベース 

Ａ 

(1) 雑誌等を合冊製本して長期間にわたり保存、使用する図書とする場合は、原則として当

該雑誌の購入価額に合冊製本に要した経費を加算した金額をもって評価額とする。しか

し、雑誌等は基本的に最新の情報を得ることを目的としており、教育・研究上一時的な

意義しか有さないということで、費用処理されているものも多い。したがって、これら

を合冊製本した場合には、現物管理の観点から図書に計上することになることから、便

宜的に製本に要した経費をもって評価することも認めるものとする。 

(2) 寄贈された図書は、通常、定価をもって評価額とするが、非売品のような定価のない

図書については、同種の図書を参考に価額を見積もることになる。見積りが困難な場合に

は備忘価額によることができる。 

(3) 古文書を電子媒体に記録した場合は、当該電子媒体へ複写するのに要する特別な費用
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がある場合は当該費用、特別な費用がない場合は備忘価額をもって評価額とする。 

(4) 加除式の図書は、最新の情報を目的とし、当該情報を更新又は追加するために加除を

行うのであり、これらを前提に購入時の価格が設定されている。したがって、加除を行

う際に係る経費は基本的に当該図書の価値を維持するものであり、資産価値を高めるも

のではないと考えられる。したがって、当該図書は購入時に資産に計上し、加除に係る

経費は原則として費用計上するものとする。 

ただし、大幅な情報の追加がある場合など、当該図書を新規に取得した場合の価額が

明らかに増加していると認められる場合には、その価額まで取得価額を追加計上するも

のとする。 

(5) データベースはデータベースソフトウェアとコンテンツであるデータから構成され

るが、ソフトウェアとコンテンツは別個の経済価値を持つものと考えられることから、

原則としてこれらを区分して会計処理することになる。しかし、両者が一体不可分なも

のとして明確に区分できない場合には、その主要な性格がソフトウェアかコンテンツか

を判断して、どちらかにみなして会計処理することが認められる。 

コンテンツとして会計処理することが合理的と判断される場合には、教育・研究の基

礎となるものについては図書として処理される。その場合の取得価額は、コンテンツの

購入額又は製作費用とする。なお、附属図書館において利用に供される等、一旦広く利

用されるようになった後のコンテンツの更新は、加除式の図書と同様、最新の情報に更

新するためのものであり、コンテンツ全体の価値が高まるものではないと考えられるの

で、コンテンツの更新に係る経費は原則として費用計上するものとする。ただし、大量

の情報の追加によりコンテンツ自体の価値が明らかに増加していると認められる場合

は、当該追加支出を資産の取得価額に追加計上する。 

 

Ｑ３６－１０ 美術品・収蔵品は金額の多寡にかかわらず固定資産として取り扱うのか。 

Ａ 

国立大学法人等における美術品・収蔵品は、通常、教育・研究に資するため永続的に

保有するものであり、金額の多寡にかかわらず固定資産として取り扱う。 

 

第４章 財務諸表の体系 

 

Ｑ３９－１ 「一定のセグメント情報」とは具体的に何を示すのか。その開示は具体的に

どうするのか。 

Ａ 

１ セグメント情報は、基本的な財務諸表では得られない損益や資産に関する事業の内訳

について補足的情報を提供することによって、財務諸表の利用者に有用な情報を提供す

ることを目的として作成するものである。国立大学法人等においては、各法人間におけ

る比較可能性の確保の観点から、「一定のセグメント情報」については共通に開示する

必要があるものとされている。 

２ 国立大学法人に共通に開示すべきセグメント区分としては、学部、研究科、附属病

院、附属学校等が考えられるところであるが、学内の資源配分（予算・人員配置・資産

等）の可視化を促進する観点から少なくとも下記を有する全ての国立大学法人において

「一定のセグメント情報」として共通に開示する取扱いとする。 

(1)学部・研究科 

(2)附属病院 

(3)共同利用・共同研究拠点 
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(4)附属学校 

(5)産業競争力強化法第２１条の規定に基づき国立大学法人等が行う出資事業等 

なお、附属病院、共同利用・共同研究拠点は、各拠点ごとに開示する必要があるが、

附属学校は、複数の学校がある場合、それらを一括して「附属学校セグメント」とする

ことも差し支えない。 

また、２以上の国立大学を設置する国立大学法人における、共通に開示すべき「一定

のセグメント情報」は、上記セグメント区分と同様であり、原則として大学ごとに開示

する取扱いとする。なお、２以上の大学が共同で実施する共同事業部門等について、大

学ごとの開示とは別に共通のセグメントを設けて開示することも差し支えない。 

３ 学部・研究科は、原則として設置する学部（当該学部を基礎とする大学院の研究科等

を含む。）ごとに開示する必要がある。なお、基礎となる学部を設けない大学院の研究

科については、独立したセグメントとして開示する。また、教育に関する組織と研究に

関する組織を別に設けている場合には、それぞれ別個のセグメントとして取り扱うこと

も差し支えない。 

４ 大学共同利用機関法人においては、法人化に際して研究所を統合して機構となった経

緯及び個々の研究所が研究活動の基礎として情報開示を行う単位として適当であると考

えられることから、各法人を構成する研究所単位でセグメント情報を開示する取扱いと

する。 

５ 「一定のセグメント情報」に加えて、その他のセグメント区分を設定し開示すること

は妨げられるものではない。むしろ、注解３４第１項の「国立大学法人等は、…企業会

計で求められるよりも詳細なセグメントに係る財務情報を開示することが求められる。」

の趣旨に鑑み、各法人がそれぞれ適切と考えるセグメント区分を設定し、積極的に開示

していく必要がある。 

６ セグメント情報を開示する場合は、当該セグメントにおいて行われる一切の活動に係

る損益及び帰属資産について表示することとする。ただし、社会通念上、当該セグメン

トに当然にあるべき施設以外の施設がある場合には、合理的な基準により当該施設に係

るものを除外する等、当該セグメントにおける活動の実態を開示するため実情に即した

補正を行う必要がある。 

７ 特に、附属病院に係るセグメント情報を開示する場合、附属病院の業務範囲としては、

診療業務、診療業務を基礎として行われる教育業務、臨床試験（治験）、病理部やプロ

ジェクト研究等の附属病院において実施することが組織として意思決定され、組織又は

プロジェクトとして実施される研究業務及び附属病院における管理業務を対象とする。

なお、学内予算が附属病院以外に計上されていても、附属病院セグメントの業務に要す

る経費などは対象となる。 

８ また、附属病院に係るセグメント情報を開示する場合、法人移行時に係る固有の会計

処理等に起因して生じ、利用者の判断に際して誤解を与えるおそれがあるものが含まれ

ていると考えられるため、附属病院における活動区分ごとの資金状況を事業報告書にお

いて開示し、附属病院の経営状況をより適切に示す必要がある。 

９ 産業競争力強化法第２１条の規定に基づき国立大学法人等が行う出資事業等に係るセ

グメント情報を開示する場合、その対象範囲は下記の場合が考えられる。 

(1) 平成２４年度一般会計補正予算(第一号)による政府出資金及び運営費交付金を受け

ている大学 

（業務費用） 

① 当該運営費交付金を財源として発生した経費 
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② 当該政府出資金を財源として認定特定研究成果活用支援事業者に対して出資を行っ

たことにより得られる財務収益を財源として発生した経費 

③ 当該政府出資金及び運営費交付金の運用により得られる利息等を財源として発生し

た経費 

（業務収益） 

① 当該運営費交付金を財源として発生した経費の見返りとなる収益 

② 当該政府出資金を財源として認定特定研究成果活用支援事業者に対して出資を行っ

たことにより発生した財務収益 

③ 当該政府出資金及び運営費交付金の運用により得られる利息等 

(2) 上記(1)以外の財源で産業競争力強化法第２１条の規定に基づき国立大学法人等が

認定特定研究成果活用支援事業者に対して出資を行う場合 

（業務収益） 

当該出資により発生した財務収益 

 

Ｑ３９－２ 業務費用及び業務収益を各セグメントに計上する基準はどのように考えれば

よいか。 

Ａ 

１ セグメント情報における業務費用及び業務収益は、各国立大学法人等の予算配分や管

理方法に従い、各セグメントで発生した業務費用及び業務収益を計上するものと考えら

れるが、比較可能性の観点から原則的な取扱いを示すこととする。 

２ 国立大学法人等においては、運営費交付金、学生納付金（授業料、入学料、検定料）、

雑益等を大学運営資金として一体として考え、各学部等への予算配分を行っている例が

多い。そこで業務収益のうち、学生納付金、雑益、附属病院収益については、当該収益

を獲得したセグメントに直接計上する。運営費交付金については、各使用セグメントに

配分した大学運営資金から、各セグメントに直接計上した収益（大学運営資金に含まれ

ている学生納付金や雑益等）額を控除した差額を計上するものとする。大学運営資金や

運営費交付金の各セグメントへの配分額は事業年度中に変更が生じることも想定される

ことから、当該配分額は法人の補正予算等をもとにした最終的な配分決定額とする。な

お、この方法によった結果、運営費交付金収益がマイナスとなる場合は、その理由を注

記する。 
３ 間接経費収入は、事業実施に伴う管理等に必要な経費として研究機関が受け入れる収

入であるが、事業実施主体のセグメントと管理等の経費を負担するセグメントは必ずし

も一致せず、また、間接経費収入に対する貢献度も踏まえて、各法人において収入の分

配方針を決定していると考えられることから、原則として当該収益を獲得したセグメン

トに計上することとする。ただし、例えば獲得学部（A学部）に 50％、本部事務局に 50％

分配するとの内規を定めている場合には、50％ずつが、A学部、本部事務局の獲得額であ

ると考え、それぞれのセグメントに計上する。 

４ 寄附金収益、受託研究収益等についても、当該収益を獲得したセグメントに計上する

ことを原則とする。なお、組織対組織の共同研究収益の直接経費相当額等で、本部事務

局で契約するものの事業実施主体は各学部等である場合には、事業実施主体であるセグ

メントに収益計上するものとする。 

５ 業務費用のうち、セグメント間をまたがる人件費（複数セグメントの授業を担当する

教員など）については、附属病院を除き、原則として主たる所属セグメントに計上する

ものとする。 

６ セグメント間をまたがるその他の業務費用については、建物の使用面積等合理的な配
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分基準を用いて配分する。ただし、他のセグメントの使用割合が低い場合には、主たる

セグメントに一括計上することも認められる。 

７ 帰属資産は各セグメントの業務実施に必要となる資産とし、建物等は使用面積等合理

的な配分基準を用いて配分する。ただし、他のセグメントの使用割合が低い場合には、

主たるセグメントに一括計上することも認められる。 

８ 上記原則的な取扱い（第 6項及び第 7項のただし書きを含む）とは異なる方法にてセ

グメントへの配分を行う場合には、配分方法について、セグメント情報に注記する必要

がある。 

 

Ｑ３９－３ 事業報告書の一部として作成する附属病院セグメントにおける収支の状況と

はどのような位置付けとなるのか。キャッシュ・フロー計算書との違いは何か。 

Ａ 

１ 国立大学法人は、平成１６年４月に国の施設等機関から法人化されているが、法人化

移行時に係る固有の会計処理等に起因して生じ、利用者の判断に際して誤解を与えるお

それのあるものが利益に含まれていると考えられ、平成２１年７月２８日付けで基準を

改訂し関連情報を注記することとしている。 

２ 当該利益のほとんどが附属病院セグメントで生じるものであることから、今般、附属

病院セグメントにおける収支の状況を明らかにし、その経営状況をより適切に開示しよ

うとするものである。 

３ したがって、その重要性に鑑み、国立大学法人等の事業報告書の一部に位置付けられ

るものである。 

４ また、附属病院セグメントにおける収支の状況は、附属病院を有する法人が、附属病

院における経営状況をより適切に示すために作成するものであり、法人全体を対象とし

て作成するキャッシュ・フロー計算書とは位置付けが異なる。 

５ なお、附属病院セグメントにおける収支の状況については、文部科学省が別途、作成

要領を策定しており、当該要領に基づき、当該収支の状況を開示することが求められる。 

 

Ｑ４１－１  何を損益計算に含めるかは各国立大学法人等に判断が委ねられているのか。 

(関連項目；基準第２０ 費用の定義、基準第２１ 収益の定義、基準第３７ 発生主義の

原則、基準第７８ 特定の償却資産の減価に係る会計処理、基準第７９ 特定の有価証

券の会計処理、基準第８１ 賞与引当金に係る会計処理、基準第８２ 退職給付に係る

会計処理、基準第８５ 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理) 

Ａ 

１  基準においては発生主義会計が採用されており（基準第３７参照）、国立大学法人等

の財務諸表は、過去に発生した全ての取引その他の事象の財務的な影響を、資産、負債、

純資産、費用又は収益のいずれかの構成要素に区分して表現している。これらの構成要

素のうち、損益計算は費用及び収益の二つの構成によってなされる。 

国立大学法人等の費用とは、教育研究の実施、財貨の引渡又は生産その他の国立大学

法人の業務に関連し、資産の減少又は負債の増加をもたらすものであり、国立大学法人

等の会計上の財産的基礎が減少する取引を除いたものをいう。（基準第２０） 

国立大学法人等の収益とは、教育研究の実施、財貨の引渡又は生産その他の国立大学

法人の業務に関連し、資産の増加又は負債の減少をもたらすものであり、国立大学法人

の会計上の財産的基礎が増加する取引を除いたものをいう。（基準第２１） 

２  国立大学法人等において、「損益計算書は、国立大学法人等の運営状況を明らかにす

るため、一会計期間に属する国立大学法人等の全ての費用とこれに対応する全ての収益
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とを記載して当期純利益を表示しなければならない」（基準第４１第１項）のであって、

基準に定める費用及び収益の定義に該当する全ての取引その他の事象は損益計算に含め

なければならない。すなわち、何を損益計算に含めるかについて、国立大学法人等の側

で自由に決められるものではない。 

３  なお、企業会計では損益計算に含まれるが、国立大学法人等の会計処理では損益計算

に含まれないとされる事例としては、基準第７８に規定する特定の償却資産の減価に係

る会計処理、基準第７９に規定する特定の有価証券の会計処理、基準第８１第２項に規

定する賞与引当金に係る会計処理、基準第８２第２項に規定する退職給付に係る会計処

理及び基準第８５に規定する資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理がある。 

 

第５章 貸借対照表 

 

Ｑ４９－１ 

(1) 出資された無形固定資産の減価償却の会計処理はどうなるのか。次の方法のうちいず

れか。 

① （借）減価償却相当累計額    （貸）無形固定資産 

② （借）資本剰余金        （貸）無形固定資産 

(2) 償却完了後は、「資本剰余金」がマイナス（借方残）として残ることになるが、それ

でよいのか。 

（関連項目；基準第５２ 純資産の表示項目、基準第７８ 特定の償却資産の減価に係る

会計処理） 

Ａ 

１  出資された無形固定資産については、各事業年度にその取得価格を減価償却の方法に

より配分することになるが、出資された有形固定資産と同様、基準第７８の特定の償却

資産に該当する限り、減価償却費については損益計算上の費用として計上しない。貸借

対照表上の無形固定資産については、減価償却累計額を控除した未償却額残高を記載す

るとされているため、その会計処理として、「（借）減価償却相当累計額 （貸）無形

固定資産」（（設問１）①）の処理を行うこととなる。なお、基準第７８の特定の償却

資産に該当しない場合においては、減価償却費を損益計算上の費用として計上する。こ

の場合の会計処理は、「（借）減価償却費 （貸）無形固定資産」となる。 

２  出資された無形固定資産の減価償却相当額は実質的に財産的基礎の減少と考えられる

ため、減価償却相当累計額が借方残として残ることは財産的基礎の減少を表わし、広義

の「資本剰余金」（狭義の資本剰余金と減価償却相当累計額の合計）がマイナスになる

場合もあり得る。 

 

Ｑ４９－２ 国立大学法人法第３４条の２に基づき認可を受けて貸付けを行っている土地

等については、貸借対照表上どこに区分すべきか。 

Ａ 

  賃貸等不動産は、通常、次の科目に含まれている。 

・「有形固定資産」に計上されている土地、建物（建物附属設備を含む。以下同じ。）、

構築物及び建設仮勘定 

・「無形固定資産」に計上されている借地権 

・「投資その他の資産」に計上されている投資不動産 

しかしながら、国立大学法人等が保有する土地等は、①その業務を確実に実施するた

めに必要な財産的基礎を構成するものとして国から出資されたものであること、②国立
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大学法人法第３４条の２の規定に基づき、文部科学大臣の認可を受けて貸付けを行う場

合であっても、業務の遂行に支障のない範囲内で、現に使用されておらず、かつ当面こ

れらに使用されることが予定されないものについての貸付けを行うものであり、貸付期

間終了後には、当該貸付けの対象となる土地等について、国立大学法人等としての将来

的な使用予定があることから、投資の目的で所有する土地、建物その他の不動産である

投資不動産として区分することは通常は想定されない。 

 

Ｑ５１－１ 大学改革支援・学位授与機構債務負担金のうち、１年以内返済予定額は流動

負債に計上しないのか。 

Ａ 

大学改革支援・学位授与機構債務負担金は国立大学法人に対し義務付けられた債務の

負担拠出金であり、償還時に当該金額が借記されるものである。したがって、決算日に

おいて１年以内に償還期限の到来する金額については、「一年内返済予定大学改革支援・

学位授与機構債務負担金」として流動負債へ表示することになる。 

 

Ｑ５２－１ 

(1) 施設費で購入した償却資産に係る減価償却相当額は、基準第５２第２項にいう減価償

却相当累計額に表示するという理解でよいのか。 

(2) 出資財産の減価償却累計額はどこに表示することとなるのか。 

(3) 施設費の減価償却相当累計額と併せて表示することで資本剰余金がマイナスになる

ことも想定しているのか。 

（関連項目；基準第７８ 特定の償却資産の減価に係る会計処理、基準第８５ 資産除去

債務に係る特定の除去費用等の会計処理） 

Ａ 

１  施設費で購入した償却資産に係る各期の減価償却相当額は、当該償却資産が基準第７

８にいう特定の償却資産に該当する場合において、期末の貸借対照表の純資産の部にお

ける減価償却相当累計額に控除項目として蓄積されることとなる。 

２  出資財産の減価償却相当額も、施設費で購入した償却資産の場合と同様である。 

３  控除項目である減価償却相当累計額が狭義の資本剰余金を上回り、広義の資本剰余金

合計額がマイナスになる場合もあり得る。 

 

Ｑ５２－２ 「第７９ 特定の有価証券の会計処理」を行うこととされた有価証券に関わ

る勘定科目(及び財務諸表の表示科目)を「有価証券損益相当累計額(確定)」や「有価証

券損益相当累計額(その他)」と整理したのはなぜか。 

Ａ  

産業競争力強化法第２１条に基づき国立大学法人等が特定研究成果活用支援事業の実

施に必要な資金を出資することにより取得する有価証券に係る損益相当額は、本事業の

重要性に鑑み、国民その他の利害関係者に対してより適切な財務情報を開示していく必

要があることから、その結果については、国立大学法人等にとって、資金の裏付けによ

り確定したもの(財務収益相当額、売却損益相当額)とその他確定までには至らないもの

(投資事業組合損益相当額、関係会社株式評価損相当額)に分けて表示することが適当で

あると考えたためである。これを受けて、前者を「有価証券損益相当累計額(確定)」と

して、後者を「有価証券損益相当累計額(その他)」として、貸借対照表の資本剰余金の

内訳として掲記することとした。 

 



 

- 62 - 

 

第６章 損益計算書 

 

Ｑ５７―１ 臨時損益と企業会計の特別損益とは同じと考えてよいのか。 

Ａ 

企業会計における特別損益は、「特別」という用語が広く解釈されがちであるため、

国立大学法人会計基準ではできるだけ限定しようという趣旨から「臨時損益」としたと

ころである。したがって、「臨時損益」は「特別損益」と同一内容のものではなく、限定

的に使用されるべきものである。 

 

Ｑ５７－２ 臨時損益の区分には前期損益修正は含まれると解釈してよいか。 

Ａ 

１ 過去における見積りの誤り等が当期において発見された場合には、過年度の損益修正

額を当期の損益と区分する必要から、前期損益修正についても、原則として臨時損益の区

分に表示する。 

２ ところで、国立大学法人等の財務諸表は、当該事業年度の業務運営の状況等を示すも

のであることから、過年度の損益修正額を含む財務諸表は当該年度の業務運営状況を正

しく示していないことが問題となる。このため、文部科学大臣及び国立大学法人評価委員

会等への説明目的で前事業年度比較財務諸表等を作成する場合には過年度の損益修正額

については、当該会計事象が生じた事業年度に正しい処理がされたものと仮定して比較

財務諸表等を作成することにより、当該事業年度の業務運営の状況等を正しく表示する

こととする。 

３ なお、文部科学大臣の承認を受ける正規の財務諸表(準用通則法第 38 条の財務諸表)

は、上記１の処理を行った財務諸表であり、上記２の前事業年度比較財務諸表等は飽くま

でも参考情報として作成するものである。また、前事業年度比較財務諸表等には、前期損

益修正額の金額、内容、当該会計事象が生じた事業年度に正しい処理がされたものと仮定

したことにより生じた影響の状況等を注記するものとする。 

 

Ｑ５７－３ 損益計算書の様式について、どのように費用項目を立てるべきか。例えば、

業務費について形態別の科目を示さなくてよいか。人件費はどのように表示すればよい

か。また、準用通則法第３８条第２項で提出する決算報告書での項目の立て方とは一緒

になるのか。（関連項目；基準第５８ 損益計算書の様式） 

Ａ 

１ 国立大学法人等は、教育・研究に係る国の業務の実施に関して負託された経済資源に

関する情報を負託主体である国民に開示する責任を負っており、説明責任の観点から、

その財政状態及び運営状況を明らかにし、適切に情報開示を行うことが要請される。こ

の観点から、主に運営状況を明らかにするため、一会計期間に属する法人の全ての費用

とこれに対応する全ての収益とを記載し、当期純利益及び当期総利益を表示するために

導入された書類が損益計算書である。 

２ 国立大学法人等においては、基本的には基準第５８の様式に従って損益計算書を作成

すべきであるが、より詳細に表示することは許容される。しかし、いたずらに詳細にす

ることは、損益計算書が複雑になり、却って一覧性が阻害されることに留意する必要が

ある。 

３  当該損益計算書において、経常費用に係る部分については、教育、研究等の目的別分

類による区分を行っているのが特徴であり、附属明細書において当該区分により形態別

分類による表示を行うこととなる。（Ｑ７０－１(15)参照） 
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４ なお、準用通則法第３８条第２項に規定する決算報告書は、国立大学法人等の予算に

対応するものなので、予算における項目の立て方に連動することになる。 

 

Ｑ５７－４ 補助金等収益は、交付決定区分ごとに適切な名称を付して表示することとさ

れているが、補助金等の種類が多く損益計算書の科目が膨大となる場合は、附属明細書

において補助金等の種類ごとの明細を表示することで代替は可能か。 

Ａ 

補助金の種類が多く交付決定区分ごとに補助金等収益を損益計算書において表示した

場合、明瞭性を欠いた表示となるおそれがある。このような場合、補助金等を適切に表

示する限りにおいて集約化できるものとし、附属明細書において細目を開示することで

説明責任を果たすことができるものと考える。 

 

Ｑ５７－５ 科学研究費助成事業の資金に係る会計処理は、研究者個人に対して支給され

るものとして預り金処理すべきか、それとも当該資金に基づき実施される研究は国立大

学法人等の業務の一環として行うと考え、収益として処理すべきか。 

Ａ 

科学研究費助成事業（科研費）はいわゆる競争的研究費として１人又は複数の研究者

により行われる研究計画の研究代表者に交付される資金であり、研究機関に交付される

ものではない。したがって、研究機関では当該資金を機関収入に算入することはできな

いものとされている。一方、科研費の取扱事務は研究機関の事務局で処理することとさ

れている。 

以上の点を踏まえつつ、科研費の事務取扱いを公正に実施する観点から、科研費につ

いては国立大学法人等において預り金として処理し、資金に含まれる事務取扱いに要す

る間接費相当額は法人の収益として整理することとする。（Ｑ１６－６参照） 

したがって、例えば科研費により研究補助者を雇用する場合であっても、国立大学法

人等においては、預り金として処理することとなる。 

なお、科研費で購入した固定資産を国立大学法人等が研究者個人から寄贈された場合

には、基準第２５に従い公正な評価額をもって受け入れる。 

また、国立大学法人等の研究関連の金額規模を明らかにするため、科研費等の直接経

費の当期受入額と当期支出額を損益計算書の直下に注記する。 

 

Ｑ５８－１ 損益計算書の様式に関して、「経常費用、経常収益」を「経常収益、経常費

用」の順に変えることは可能か。  

Ａ 

国立大学法人等においては、相当程度の自己収入が見込まれるものの、独立採算を前

提とせず、業務運営の財源を主に運営費交付金に依存すること、また、法人間における

比較可能性の確保の観点から、企業会計における損益計算書のように、「経常収益、経

常費用」の順に記載することは認められない。 

 

Ｑ５８－２ 業務費及び一般管理費を区分する基準は何か。 

Ａ 

１ 独立行政法人会計基準によると、損益計算書の表示は、光熱水料、消耗品費、旅費、

減価償却費等の形態別分類によることとされているが、国立大学法人等においては、説

明責任をより適切に果たすという観点とともに、各法人における特色ある発展に向けて

の検討に寄与するという観点から、損益計算書の業務費は、教育、研究等の目的別分類
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により表示した上で、附属明細書において形態別分類により内訳を表示することとした。 

２ 業務費の目的別分類の内訳としては、教育経費、研究経費、診療経費、教育研究支援

経費、受託研究費、共同研究費、受託事業費等、役員人件費、教員人件費、職員人件費

に区分して表示することとする。当該区分による理由は、 

① 教育経費及び研究経費については、国立大学法人等の主たる業務は教育、研究で

あるが、その業務内容について、国民に対する説明責任を十分に果たすためには、

両者を一体として表示するのではなく、教育、研究の別に表示することがより適切

であると考えられること。 

② 診療経費については、附属病院においては相当の規模をもって診療が行われ、相

応の収入もあること。 

③ 教育研究支援経費については、国立大学法人等の組織には、図書館や大型計算機

センター等のように、教育・研究の双方の支援を目的として法人全体に資するため

に設置されており、かつ、管理目的として区分することが適当ではないものがある。

そうした組織のうち、ほかから相当の独立性を有しており、按分等して教育経費や

研究経費等に配分することが適当とは考えられないものがあること。 

④ 受託研究費、共同研究費及び受託事業費等については、その業務が外部資金によ

って行われ、かつ、収入と支出の対応関係が明確であること。 

⑤ 役員人件費については、教員人件費及び職員人件費と区分して開示することが適

当と考えられること。 

⑥ 教員人件費について、個々の教員ごとに客観的な基準により教育・研究等の区分

へ配分することは困難であること。 

⑦ 職員人件費について、個々の職員ごとに客観的な基準により教育・研究等の区分

へ配分することは困難であること。 

また、管理運営業務については、国立大学法人等全体の業務に対してなされるもので

あり、客観的な基準により教育経費等の区分へ適正に配分することは困難であることか

ら、業務費の区分によるのではなく、一般管理費として表示することとする。 

 

３ 業務費及び一般管理費の各区分における対象経費は以下のとおりである。 

区 分 対象経費 

教育経費 

 

 

 

 

 

国立大学法人等の業務として学生等に対し行われる教育に要する経費を対象とする。 

具体的には、入学試験、正課教育、特別授業、進学（就職）準備、入卒業式等、補習

及び個別指導教育、学生納付金免除、学生に対する保健サービス、課外活動、教育目

的の附属施設、公開講座等に要する経費をいう。 

ただし、診療経費、教育研究支援経費、受託研究費、共同研究費、受託事業費等、役

員人件費、教員人件費、職員人件費及び一般管理費に属するものは除く。 

研究経費 

 

 

国立大学法人等の業務として行われる研究に要する経費を対象とする。ただし、診療

経費、教育研究支援経費、受託研究費、共同研究費、受託事業費等、役員人件費、教

員人件費、職員人件費及び一般管理費に属するものは除く。 

診療経費 

 

 

附属病院における診療報酬の獲得が予定される行為に要する経費を対象とする。ただ

し、教育経費、研究経費、教育研究支援経費、受託研究費、共同研究費、受託事業費

等、役員人件費、教員人件費、職員人件費及び一般管理費に属するものは除く。 
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教育研究支

援経費 

 

 

 

附属図書館、大型計算機センター等の特定の学部等に所属せず、法人全体の教育及び

研究の双方を支援するために設置されている施設又は組織であって学生及び教員の双

方が利用するものの運営に要する経費を対象とする。ただし、教育経費、研究経費、

受託研究費、共同研究費、受託事業費等、役員人件費、教員人件費、職員人件費及び

一般管理費に属するものは除く。 

受託研究費 

 
受託研究の実施に要する経費を対象とする。 

ただし、当該受託研究費により支弁される給与等を含む。 

共同研究費 共同研究の実施に要する経費を対象とする。 

ただし、当該共同研究費により支弁される給与等を含む。 

受託事業費

等 

 

受託事業及び共同事業の実施に要する経費を対象とする。 

ただし、当該受託事業費等により支弁される給与等を含む。 

役員人件費 

 
国立大学法人等において役員に対し支払われる報酬、賞与、退職給付又はこれに類す

る経費を対象とする。 

教員人件費 

 

 

国立大学法人等において教員に対し支払われる給与、賞与、諸手当、退職給付又はこ

れに類する経費を対象とし、役員人件費は含まない。 

ただし、受託研究費、共同研究費及び受託事業費等に属するものは除く。（※１） 

職員人件費 

 

 

国立大学法人等において役員及び教員を除く一切の者に対し支払われる給与、賞与、

諸手当、退職給付又はこれに類する経費を対象とする。 

ただし、受託研究費、共同研究費及び受託事業費等に属するものは除く。（※１） 

一般管理費 

 

 

 

 

 

国立大学法人等全体の管理運営を行うために要する経費を対象とする。次の各号に該

当することが明らかな経費は、これを一般管理費とする。①役員会、経営協議会及び

教育研究評議会のために要する経費、②総務、人事、財務、経理その他これに準ずる

業務に要する経費、③教職員の福利厚生に要する経費、④学生募集に要する経費、⑤

教育研究診療活動以外に供する施設、設備の修繕、維持、保全に要する経費。 

その他、他の区分に属さない業務経費は本区分に属することとする。（※２） 

（※１）教員人件費及び職員人件費の対象者は、法人に雇用される一切の者であり、受託研究費、共同

研究費及び受託事業費等に属するものを除き、常勤職員、非常勤職員、パート、アルバイト等の雇

用形態を問わない。また、社会保険料、雇用保険料等の事業主負担分も含まれる。 

なお、役員について、役員人件費以外に人件費が支払われ、役員人件費と区分が可能な場合は、

当該区分に計上することとする。 

（※２）学生部、教務部及び留学生部等学生に対し直接サービスの提供を行い管理業務を従として行う

（おおむね３割未満）部署における費用は、教育経費として処理することができる。 

また、産学連携に係る業務、競争的研究費等の獲得、及び地域貢献に係る業務の費用は一般管理

費に含まない。 

 

４ 大学における人件費を除く業務費及び一般管理費は、３における定義等による区分を

原則とするが、上記３による区分が困難である場合は、下記の例示を踏まえ、当該業務

が実施される場所を基に区分することができる。業務が実施される場所の判断に当たっ

ては、当該場所（部屋等）の主たる使用目的によることとし、複数の使用目的をもって

設置された場所については、主たる使用目的により区分する。（５参照） 
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区 分 場所（例示） 

教育経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○講義室等 

 ・講義室、演習室、一般教室、ゼミ室、普通教室 

○学生実験室等 

 ・実験実習室、製図室、学生自習室、実習工場、特別教室、日常生活訓練施設 

○教育目的附属施設 

○アドミッションセンター 

○附属学校等 

 ・附属中等教育学校、附属高等学校、附属中学校、附属小学校、附属幼稚園、附

  属特別支援学校、看護学校、歯科技工士学校、歯科衛生士学校、助産婦学校 

○留学生会館 

○学生寄宿舎 

○大学会館等 

 ・学生食堂、学生集会室 

○保健管理センター 

○体育指導センター 

○学内共同利用合宿施設 

○課外活動施設          等 

研究経費 

 

 

○教員研究室、教員実験室 

○研究目的附属施設 

○附置研究所           等 

診療経費 

 

○附属病院の中央診療棟、病棟、外来棟 

○看護師宿舎           等 

教育研究支援

経費 

○附属図書館 

○大型計算機センター       等 

一般管理費 

 

 

 

 

 

 

 

○福利厚生施設 

 ・職員会館、職員食堂 

○管理部 

 ・役員室、監事室、学部長室、事務長室、一般事務室、会議室、倉庫、教職員宿

舎 

 ・エレベーター機械室、受変電機器室、ポンプ室、冷暖房機械室等の設備室 

○その他共用部分（※） 

 ・便所、洗面所、廊下、渡り廊下、階段、玄関、講堂等の共用部分 

                 等 

（※）便所や洗面所等の共用部分について、複数の使用目的を有する建物等にある場合、主たる使用目

的（全業務のおおむね７割）の区分とするなど、実態に応じて合理的な基準によることができる。 

 

５  共用される建物等に係る減価償却費及びあらかじめ経費区分を行うことが困難である

もので上記３及び４によって区分することが困難であるものに係る経費区分の考え方は

以下のとおりとする。 



 

- 67 - 

 

(1)共用される建物等に係る減価償却費 

事 案 経費区分計上の考え方 

建物 
 
 
 

 

・複数の経費区分において共用される建物は、部屋を単位に使用する経費区分へ計上

・廊下等の共用部分は、一般管理費へ計上 
・講堂（多目的ホールを含む。）は、一般管理費へ計上 
・教職員宿舎及び教職員福利厚生施設は、一般管理費へ計上 

・看護師宿舎は、診療経費へ計上 

構築物 
 
 
 

 

・門、囲障、舗床、立木竹、築庭等土地そのものの管理運営のため設置され土地と一

体として使用されるものは、当該土地を使用する主たる経費区分へ計上 
・設置目的又は利用の実態が建物と一体として使用されるものは、当該建物と同一の

経費区分へ計上 

・従たる構築物は、主たる構築物と同一の経費区分へ計上 

機械装置 ・設置される部屋の経費区分へ計上 

工具器具備品

等 

 

・主に保管される部屋の経費区分へ計上・工具器具を保管庫に管理している場合等、

場所によることが適当ではない場合は、利用状況等に応じ按分の上各経費区分へ

計上 

船舶 

 
・複数の経費区分で共用している船舶は、航海日数等の利用状況に応じ按分の上各経

費区分へ計上 

車輌運搬具 ・特定の経費区分においてのみ使用されるものを除き、一般管理費へ計上 

特許権等 ・主に利用する経費区分へ計上 

ソフトウェア ・ソフトウェアを使用する経費区分へ計上 

（※）利用状況等の判断は、前年実績や適宜の一定期間における利用実態調査等合理性を有する方法に

よることとする。なお、教育及び研究用の備品等、複数の使用目的がある場合、重要性を勘案の上、

主な使用目的の区分により計上することも認められる。 

 

(2)あらかじめ経費区分を行うことが困難であるもの 

(ア)光熱水料 

複数の経費区分において使用される光熱水料で、個別の計測メーターがない等により、

計上すべき経費の内訳が不明である場合等は、例えば使用電力料を理論値で算定し、又

は前年実績や適宜の一定期間における利用実態調査による等合理性を有する方法によ

り、各経費区分へ計上することとする。 

(イ)在庫支給を行う消耗品等 

コピー用紙等の消耗品を在庫として管理している場合で、複数の経費区分において使

用するが、その内訳についてあらかじめ経費の区分を行うことが困難である場合等は、

前年実績や適宜の一定期間における利用実態調査による等合理性を有する方法により、

各経費区分へ計上することとする。
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（参考）経費区分に係るフローチャート 

（スタート） 

 

YES                           NO 

 

YES            NO 

YES   NO 

   NO            YES 

 

 

 

 

 

 

 

                  YES         NO       NO      YES 

 

 

 

 

 

 

 

                   YES        NO 

 YES      NO                                    YES      NO 

 

 

 

   

         YES        NO 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            YES               NO  

 

 

外部から委託等を受け

て法人の業務として行

う活動か。 

 

役員又は教職員に対して

支払われる給与、賞与、

諸手当、退職給付又はこ

れに類する経費か。 

 

役員又は教職員に対して

支払われる給与、賞与、

諸手当、退職給付又はこ

れに類する経費か。 

 

附属病院における診療報

酬の獲得が予定される行

為に要する経費か。 

対象は研究か。 

受 託 事 業 費 等 

診 療 経 費 

国立大学法人等の業務と

して学生等に対し行われ

る教育に要する経費か。 

教員に対し支払

われる給与等、

賞与、諸手当、

退職給付又はこ

れに類する経費

か。 

役

員

人

件

費 

教 育 経 費 

国立大学法人等の業務と

して行われる研究に要す

る経費か。 

教

員

人

件

費 

職

員

人

件

費 

研 究 経 費 

特定の学部等に所属せ

ず、法人全体の教育及び

研究の双方を支援するた

めに設置されている施設

又は組織であって学生及

び教員の双方が利用する

ものの運営に要する経費

か。 

教育研究支援経費 一 般 管 理 費 

共

同

研

究

費 

受

託

研

究

費 

①外部の機関から研究

者等を受け入れて、外

部の機関の研究者と共

通の課題について共同

して行う研究 

又は 

②国立大学法人等及び

外部の機関において共

通の課題について分担

して行う研究で、外部

の機関から研究者及び

研究経費等、又は研究

経費等を受け入れるも

の 
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Ｑ５８－３ 業務費及び一般管理費の表示科目の内訳科目の標準的なものはどのようなも

のか。 

Ａ  

国立大学法人の損益計算書における業務費及び一般管理費の表示科目の標準的なもの

は以下のとおりとする。大学共同利用機関法人における業務費の表示科目については、

その活動の目的に応じて適宜の科目によることができる。（Ｑ７０－１(15)参照） 

 

教育経費   ××× 

研究経費   ××× 

診療経費    

 材料費  ×××  

 委託費  ×××  

 設備関係費  ×××  

 研修費  ×××  

 経費  ××× ××× 

教育研究支援経費   ××× 

受託研究費 

共同研究費 

  ××× 

××× 

受託事業費等   ××× 

役員人件費   ××× 

教員人件費    

 常勤教員給与  ×××  

 非常勤教員給与  ××× ××× 

職員人件費    

 常勤職員給与  ×××  

 非常勤職員給与  ××× ××× 

一般管理費   ××× 

 

Ｑ５８－４ 産業競争力強化法第２１条の規定に基づき国立大学法人等が行う出資事業に

係る経費は、損益計算書における研究経費なのか一般管理費なのか。 

Ａ  

業務費の目的別分類の一つである研究経費は、国立大学法人等の業務として行われる

研究に要する経費を対象とする。本事業は大学における研究活動の活性化や研究成果の

活用を図ることが主たる目的であることから、本事業に係る経費の区分については研究

経費で整理することとする(ただし、本事業に関連し、民間等外部の機関から共同研究費

を受領した場合、当該共同研究費を財源に、共同研究の実施に要した経費は「共同研究

費」として整理する。)。 

 

第７章 純資産変動計算書 

 

Ｑ６０－１ 会計基準第６０の純資産変動計算書の様式は、具体的にどのような記載とな

るのか。 

Ａ  
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以下のとおりである。 
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Ｑ６０－２ 令和４事業年度の純資産変動計算書の当期首残高はどのように表示すればよ

いか。 

Ａ  

１ 令和４事業年度の純資産変動計算書における狭義の資本剰余金の当期首残高は、令和

３事業年度の期末残高から損益外除売却差額相当額を控除した額とする。 

以上から、令和３事業年度の貸借対照表における狭義の資本剰余金残高と、令和４事

業年度の純資産変動計算書における資本剰余金の当期首残高は整合しないことから、そ

の旨、令和４事業年度の純資産変動計算書に注記することが適切である。 

２ また、令和３事業年度の資本金及び資本剰余金の明細の表示項目の読替え及び残高の

組替えは下表のとおりである。 
令和３事業年度の 

表示項目 

令和４事業年度の 

表示項目 

令和４事業年度の 

当期首残高 

損益外減価償却累計額 減価償却相当累計額 令和３事業年度の期末残高

を引き継ぐ。 

損益外減損損失累計額 減損損失相当累計額 同上 

損益外有価証券損益累計額

（確定） 

有価証券損益相当累計額（確

定） 

同上 

損益外有価証券損益累計額

（その他） 

有価証券損益相当累計額（そ

の他） 

同上 

損益外利息費用累計額 利息費用相当累計額 同上 

損益外除売却差額相当額 除売却差額相当累計額 Ａ１参照 

 

３ 上記以外の当期首残高については、令和３事業年度の期末残高を記載するものとする。 

 

第８章 キャッシュ・フロー計算書 

 

Ｑ６１－１ 一般企業における株主に対する配当の支払は財務活動によるキャッシュ・フ

ローに含まれるとされているが、国庫納付に係るキャッシュ・フローは業務活動による

区分とされている。国庫納付は、配当の支払とどのように性格が違うと考えるのか。 

Ａ 

国立大学法人等の国庫納付は、業務活動に伴い生じた余剰の一部を国庫に納付するも

のであることから、業務活動によるキャッシュ･フローに区分することとされている。 

 

Ｑ６１－２ 業務活動によるキャッシュ・フロー計算書について、 

 ①「原材料、商品又はサービスの購入による支出」にはどのようなものが該当するか。 

 ②「人件費支出」に受託研究費で雇用した者が含まれるか。 

Ａ 

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー計算書は、国立大学法人等の通常の業務の実施に

係る資金の状態を表すため、キャッシュ・フロー計算書を支出形態別に記載することと

している。 

２ 国立大学法人等のキャッシュ・フローにおいて、「原材料、商品又はサービスの購入

による支出」は、業務活動に係るキャッシュ・フローのうち業務費に係る経費の支出が

該当し、「その他の業務支出」は、一般管理費に係る経費を想定しており、業務活動に

係るキャッシュ・フローのうち「原材料、商品又はサービスの購入による支出」以外の

経費の支出が該当することとする。 
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３ また、「人件費支出」については、支出形態に着目して区分することから、財源のい

かんを問わず、人件費として支出した経費が該当することとなるため、受託研究費で雇

用した者も含まれることとなる。 

 

Ｑ６３－１ 

(1) 運営費交付金で固定資産を購入した場合、キャッシュ・フロー計算書において、財源

は業務活動収入に計上され、支出は投資活動の支出として整理されるとしてよいのか。

この場合、支出に対応させるため財源を投資活動の収入に計上することは可能か。 

(2) 寄附金で固定資産を購入した場合のキャッシュ・フロー計算書上の処理の仕方はどう

なるのか。 

Ａ 

１ 国立大学法人等にキャッシュの増減があった場合に、これを業務活動、投資活動及び

財務活動の三つの区分のうちのいずれに計上するかについては、当該キャッシュの増減

をもたらした活動を基に判断することになる。 

２ まず、固定資産の購入によるキャッシュの減少については、固定資産の取得という投

資活動によるので、そのキャッシュの調達方法に関係なく、全て投資活動によるキャッ

シュ・フローに表示する。 

３ また、運営費交付金の受入れによるキャッシュの増加については、運営費交付金は法

人の業務活動のための財源として交付され、基本的には最終的に収益化されるべきもの

として受け入れられるので、その全額を業務活動によるキャッシュ・フローに計上する。 

４ 同じく寄附金（資本剰余金として整理される民間出えん金を除く。以下本項において

同じ。）の受入れによるキャッシュの増加についても、寄附金は法人の一定の業務活動

に充てることを期待されて交付されるものであり、基本的には最終的に収益化されるべ

きものとして受け入れられるので、その全額を業務活動によるキャッシュ・フローの区

分に計上する。 

５ なお、これらの三つの区分については、キャッシュの動きを法人の活動の性質ごとに

切り取って表示するためのものであり、各区分内で資金収支を均衡させなければならな

いといった規範性があるわけではない（一般企業のキャッシュ・フロー計算書において

も、投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスになり、営業活動によるキャッシュ・

フローと財務活動によるキャッシュ・フローがプラスとなることが多い。）。 

 

Ｑ６３－２ 利息の支払額には、ファイナンス・リース取引により計上される支払利息を

含めるのか。 

Ａ 

ファイナンス・リースは、長期借入金を財源として資産を購入する金融取引であり、

当該取引から生じる支払利息は通常の借入金に係る利息と同様のものである。したがっ

て、利息の支払額にはファイナンス・リース取引により計上される支払利息を含むもの

と考える。なお、リース債務償還の支払額は、借入金の償還による支出と同様の性質の

支出であり、財務活動の区分に計上されることになる。 

 

Ｑ６３－３ 土地の処分収入の一部を大学改革支援・学位授与機構へ納付した場合、キャ

ッシュ・フロー計算書における会計処理はどうするのか。 

Ａ 

国から出資された土地の処分収入に係る大学改革支援・学位授与機構への納付額相当

分については、国立大学法人等の固定資産の売却に関連したキャッシュの減少であるた
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め、投資活動によるキャッシュ・フローの区分に記載することとする。 

また、国立大学法人等が大学改革支援・学位授与機構へ金銭を納付する場合として、

大学改革支援・学位授与機構債務負担金に係る納付及び新規借入金の償還に係る納付が

あるが、これらについては、資金の返済であるため、財務活動の区分に計上することと

なる。 

 

Ｑ６３－４ 注解６３第２項の規定に基づき、寄附金を原資とした余裕金の運用による受

取利息を寄附金債務として負債に計上した場合、キャッシュ・フロー計算書における記

載はどうするのか。 

Ａ 

寄附金を原資とした余裕金の運用による受取利息を寄附金債務として負債に計上した

場合であっても、当該受取利息は投資活動の成果であることから、利息及び配当金の受

取額として投資活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する。 

 

Ｑ６４―１ 国から物品の譲与を受けた場合の資産の取得に関しては、重要な非資金取引

としての注記に該当するのか。 

Ａ 

物品の譲与は、資金を介在せずに資産を取得する取引であり、重要性のある物品の譲

与は、非資金取引として注記する事項に該当する。 

 

Ｑ６４－２ 注解４５において、キャッシュ・フロー計算書に注記すべき重要な非資金取

引の例として、現物出資の受入れによる資産の取得、資産の交換、ファイナンス・リー

スによる資産の取得等が掲げられているが、減価償却費等の非資金費用は含まれないの

か。 

Ａ 

１ キャッシュ・フロー計算書の注記における重要な非資金取引とは、キャッシュの出入

を伴わないために業務活動、投資活動及び財務活動のいずれの区分においても把握する

ことのできない経済取引であって、国立大学法人等の財務内容に大きな変更となるもの

を意味している。減価償却は費用の期間配分のために行う会計上の処理であってここで

いう経済取引ではないので、注記事項とはならない。 

２ なお、実態としては、減価償却費は業務活動によるキャッシュの流出を伴わない費用

であるので、業務活動によって生じたキャッシュ・フローには、これに相当する額が含

まれていることになる（これは、業務活動によるキャッシュ・フローを間接法で計算す

れば、より明白となる。）。 

 

第９章 利益の処分又は損失の処理に関する書類 

 

Ｑ６７－１ 損益計算上の損失が発生した場合、準用通則法第４４条第１項に基づく積立

金（１項積立金）を充当し、その次に準用通則法第４４条第３項により中期計画で定め

る使途に充てるために、使途ごとに適当な名称を付した積立金（３項積立金）を充当す

るという考え方でよいのか。 

Ａ 

ある事業年度に生じた損失に関し、当該事業年度末において設問にいう１項積立金と

３項積立金が共に残っている場合、基準ではどちらの積立金を優先的に損失の補塡に当

てるかについては定められていない。これは当該事業年度に係る損失処理計算書におい
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て、生じた損失をどの積立金から塡補するかについて個別にその額を明らかにし、文部

科学大臣の承認を得ることにより行えば足り、あらかじめその優先順位について一義的

に定めておく必要はないという趣旨である。 

 

第１０章 附属明細書及び注記 

 

Ｑ７０－１ 附属明細書における各明細の様式又は記載内容は、具体的にどのようなもの

か。  

Ａ  

１ 財務報告及び財務諸表において遵守されるべき基本的観点は基準の一般原則に記述さ

れているところであるが、一般的に「理解可能性」といった観点についても財務報告及

び財務諸表には強く求められている。この理解可能性からして、貸借対照表や損益計算

書等についてはいたずらに複雑とならないことが求められ、余りにも詳細な情報は貸借

対照表や損益計算書等には表示されないこととなる。 

しかし、そのような貸借対照表や損益計算書等の表示だけでは重要な情報が十分に開

示されないおそれがあるため、これを補うために附属明細書及び注記として詳細な情報

が開示される。そのうち明細書形式が適切と判断されるものが附属明細書である。 

附属明細書の作成に当たっては、このような附属明細書の意義を十分に考慮すること

が必要である。 

２ 附属明細書における明細は、次のとおりとする。 

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第７８ 特定の償却資産の減価に係る会計

処理」及び「第８５ 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による減価償

却相当累計額も含む。）並びに減損損失の明細 

                                  （単位：千円） 

 
資産の種類 

期 首 

残 高 

当 期 

増加額 

当 期 

減少額 

期 末 

残 高 

減価償却累計額 減損損失累計額 差 引   

当期末

残高 

 

摘 要  
当期 

償却額 

 
当期 

減損損
失 

当期 

減損損
失相当
額 

有形固定

資産（特

定償却資

産） 

建 物            

構築物            

            

計            

有形固定

資産（特

定償却資

産以外） 

建 物            

構築物            

            

計            

非償却資産 土 地            

 

有形固定

資産合計 

 

建 物            

構築物            

            

 計            

 

無形固定

特許権            

借地権            
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資産             

計            

その他の

資産 

            

            

 計            

（記載上の注意） 

① 有形固定資産（基準第１０に掲げられている資産）、無形固定資産（基準第１１に掲げられてい

る資産）、投資その他の資産（基準第１２に掲げられている資産）について記載すること。 

② 減価償却費が損益計算書に計上される有形固定資産と、基準第７８又は第８５の規定により減価

償却費に相当する額が資本剰余金から減額される有形固定資産各々について記載すること。 

③ 「無形固定資産」、「投資その他の資産」についても、基準第７８の規定により減価償却費に相

当する額が資本剰余金から減額されるものがある場合には、「有形固定資産」に準じた様式により

記載すること。   

④ 「有形固定資産」、「無形固定資産」、「投資その他の資産」の欄は、貸借対照表に掲げられて

いる科目の区別により記載すること。 

⑤ 「期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」、及び「期末残高」の欄は、当該資産の取得原

価によって記載すること。 

⑥ 「減価償却累計額」の欄には、減価償却費を損益計算書に計上する有形固定資産にあっては減価

償却費の累計額を、基準第７８に定める特定の償却資産及び第８５に定める特定の除却費用等にあ

っては減価償却相当額の累計額を、無形固定資産及び投資その他の資産にあっては減価償却累計額

を記載すること。 

⑦ 「減損損失累計額」の欄には、減損損失の累計額を計上することとし、減損損失を損益計算書に

計上する場合は「当期減損損失」の欄に、減損損失を資本剰余金から減額する場合には「当期減損

損失相当額」の欄にそれぞれ記載すること。 

⑧ 期末残高から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した残高を、「差引当期末残高」の欄に

記載すること。 

⑨ 災害による廃棄、滅失等の特殊な理由による増減があった場合、又は同一の種類のものについて

貸借対照表の総資産の１％を超える額の増加若しくは減少があった場合(ただし、建設仮勘定の減少

のうち各資産科目への振替によるものは除く。)は、その理由及び設備等の具体的な金額を注記する

こと。 

 

(2) たな卸資産の明細                                           （単位：千円） 

種 類 期首残高 

当期増加額 当期減少額 

期末残高 摘 要 当期購入・

製造・振替 
その他 払出・振替 その他 

        

        

        

        

（記載上の注意） 

① 基準第１３(7)から(14)までに掲げられているたな卸資産を対象として、たな卸資産の種類ごと

に記載すること。 

② 「当期増加額」の欄のうち、「その他」の欄には、当期購入・製造又は他勘定からの振替以外
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の理由によるたな卸資産の増加額を記載し、増加の理由を注記すること。 

③ 「当期減少額」の欄のうち、「その他」の欄には、たな卸資産の売却・利用による払出又は他

勘定への振替以外の理由によるたな卸資産等の減少額を記載し、減少の理由を注記すること。 

 

(3) 無償使用国有財産等の明細 

区 分 種 別 所在地 面 積 構 造 機会費用の
金   額 

摘 要 

土  地 校舎敷地    （㎡） －   （千円）  

運 動 場   －  囲障を含む。 

用 水 路     側溝を含む。 

小 計      

建  物 １号館校舎      

研 究 棟      

      

小 計      

       

小 計      

合  計      

（記載上の注意） 

① 減額された使用料により賃借している国又は地方公共団体の財産についても記載すること。 

② 区分欄は、貸借対照表中の固定資産の区分に従い記載すること。 

③ 種別欄は、使途ごとに適宜の名称を付して記載すること。 

④ 機会費用の金額は、種別ごとに記載することとするが、土地及び構築物を一式として借入してい

る場合は、当該構築物に係る機会費用の金額は土地に一括して計上すること。その場合、当該構築

物の主なものを摘要欄に記載すること。 

⑤ 災害による廃棄、滅失等の特殊な理由による減少があった場合には、その資産の種類と理由及び

金額を注記すること。 

 

(4) ＰＦＩの明細                                                 （単位：千円） 

 

(5) 有価証券の明細 

(5)－１ 流動資産として計上された有価証券             (単位：千円) 

売買目的 

有価証券 

 

銘 柄 取得総額 時 価 
貸借対照 
表計上額 

当期損益に含 
まれた評価損益 

摘  要 

      

計      

満期保有 種類及び 
銘 柄 

取得価額 券面総額 
貸借対照 
表計上額 

当期損益に含まれ
た評価差額 

摘  要 

事業名 事業概要 施設所有形態 契約先 契約期間 摘 要 
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目的債券 
       

計      

(控除)引当特定資産
に含まれている額 

      

貸借対照表 

計上額 

      

 

(5)－２ 投資その他の資産として計上された有価証券      (単位：千円) 

満期保有 

目的債券 

種類及び 

銘柄 

取得価額 券面総額 貸借対照表

計上額 

当期損益に含まれ

た評価差額 

摘  要 

      

計      

その他 

有価証券 

種類及び 

銘柄 

取得価額 時 価 貸借対照表

計上額 

当期損益に含まれ

た評価差額 

その他有

価証券評

価差額 

摘  要 

       

計       

(控除)引当特定資産
に含まれている額 

      

貸借対照表 

計上額 

      

 

関係会社 

株 式 

銘柄 取得価額 純資産に持

分割合を乗

じた価額 

貸借対照表

計上額 

当期損益に含まれ

た評価差額 

摘  要 

      

計      

関係会社 

株 式 

(基準第７９) 

銘柄 取得価額 純資産比率

割合を乗じ

た価額 

貸借対照表

計上額 

当期資本剰余金を

増減した評価差額 

 

摘  要 

 

    （   ）  

計      

貸借対照表 

計上額 

      

 

その他の関係会社有

価証券 

 

種類及び 

銘柄 

取得価額 貸借対照表

計上額 

当期損益に含まれ

た投資事業有限責

任組合損益相当額 

その他有価証券評

価差額 

摘 要 

      

計 
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その他の関係会社有

価証券 (基準第７９

) 

 

種類及び 

銘柄 

取得価額 貸借対照表

計上額 

当期資本剰余金を

増減した投資事業

有限責任組合損益

相当額 

 

当期資本剰余金を

増減したその他有

価証券評価差額 

 

摘 要 

   （   ） （   ）  

計 
     

貸借対照表計上額 

     

（記載上の注意） 
①  基準第３０に定める有価証券で貸借対照表に計上されているものについて記載すること。 

② 流動資産に計上した有価証券と投資その他の資産に計上した有価証券を区分し、売買目的有価

証券、満期保有目的債券、関係会社株式及びその他有価証券に区分して記載すること。 

③ 為替差損益については、当期費用に含まれた評価差額の欄に括弧書で記載すること。 

④ その他有価証券の｢当期費用に含まれた評価差額｣の欄には、基準第３０第３項により評価減を

行った場合の評価差額を記載すること。 
⑤  関係会社株式(基準第７９)の「当期資本剰余金を増減した評価差額」の欄には、基準第７９

「特定の有価証券の会計処理」を行い当期資本剰余金を増減した評価損益相当額を記載するこ

と。また、洗替処理を行った前期末の評価損相当額を同欄に括弧書で記載すること。 

⑥ その他の関係会社有価証券(基準第７９)の「当期資本剰余金を増減した投資事業有限責任組合

損益相当額」の欄には、基準第７９「特定の有価証券の会計処理」を行い当期資本剰余金を増減

した投資事業有限責任組合損益相当額(当期発生額)を記載すること。また、洗替処理を行った前

期末の投資事業有限責任組合損益相当額を同欄に括弧書で記載すること。 

⑦ その他の関係会社有価証券(基準第７９)の「当期資本剰余金を増減したその他有価証券評価差

額」の欄には、投資事業有限責任組合の保有するその他有価証券評価差額金の持分相当額を記載

すること。また、洗替処理を行ったその他有価証券評価差額を同欄に括弧書で記載すること。 

⑧ 産業競争力強化法第２１条の規定に基づき国立大学法人等が行う出資事業に伴い取得した有価

証券の場合、その旨を摘要欄に記載すること。 

⑨ 国立大学法人法第３４条の３第２項に基づき取得した有価証券の場合、その旨を摘要欄に記載

すること。 

 

(6) 引当特定資産の明細                                          （単位：千円） 

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘 要 

      

      

（記載上の注意）                        

① 「区分」欄には引当特定資産の名称を記載すること。 

② 当期減少額がある場合には、その発生の原因の概要を摘要欄に記載すること。 

③ 国立大学法人等債償還引当特定資産には、一年以内償還予定国立大学法人等債償還引当特定資産

も含めて記載すること。 

 

(7) 出資金の明細                                                （単位：千円） 

会社名 主たる業務内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 
期末残高 

（出資比率） 
摘 要 
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        （％）  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   （％） 

 
 

計 －     － 

（記載上の注意）                        

① 前期末及び当期末貸借対照表に計上されている出資金について記載すること。 

② 取得価額と貸借対照表計上額が異なっている場合は、理由を摘要欄に記載すること。 

 

(8) 長期貸付金の明細                                          （単位：千円） 

区  分 期首残高 当期増加額 
当期減少額 

期末残高 摘 要 
回収額 償却額 

関係法人長期貸付金       
       

その他長期貸付金       

○○貸付金       

××貸付金       

計       

（記載上の注意） 

① 長期貸付金の「区分」欄は、関係法人長期貸付金とその他の貸付金に区分し、更に、その他の長

期貸付金については、適切な種別等に区分して記載すること。 
② 長期貸付金について当期減少額がある場合には、その原因の概要を「摘要」欄に記載すること。 

 

(9) 借入金の明細                                                 （単位：千円） 

区 分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 平均利率（％） 返済期限 摘 要 
        

        

        

計        

（記載上の注意） 

① 基準第１５(7)に定める長期借入金について記載すること。 

② 「平均利率」の欄は、加重平均利率を記載すること。 

 

(10) 国立大学法人等債の明細                                     （単位：千円） 

銘 柄 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 利率（％） 償還期限 摘 要 
        

        

        

計        

（記載上の注意） 

当該国立大学法人等の発行している債券（当該事業年度中に償還済みとなったものを含む。）につ

いて記載すること。 

 

(11)－１ 引当金の明細                                            （単位：千円） 
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区 分 期首残高 当期増加額 
当期減少額 

期末残高 摘 要 
目的使用 その他 

       

       

       

合 計       

（記載上の注意） 

① 前期末及び当期末貸借対照表に計上されている引当金（貸倒引当金及び退職給付引当金等を除

く。）について、各引当金の設定目的ごとの科目区分により記載すること。 

② ｢当期減少額｣の欄のうち｢目的使用｣の欄には、各引当金の設定目的である支出又は事実の発生が

あったことによる取崩額を記載すること。 

③ ｢当期減少額｣のうち｢その他｣の欄には、目的使用以外の理由による減少額を記載し、減少の理由

を｢摘要｣欄に記載すること。 

 

(11)－２ 貸付金等に対する貸倒引当金の明細           （単位：千円） 

区   分 
貸付金等の残高 貸倒引当金の残高 

摘  要 
期首残高 当期増減額 期末残高 期首残高 当期増減額 期末残高 

○○貸付金        

        

        

計        

（記載上の注意） 

① ｢区分｣欄は、貸借対照表に計上した資産の科目ごとに区分して記載すること。 
② 各々の貸倒見積高の算定方法を｢摘要｣欄に記載すること。 

 

(11)－３ 退職給付引当金の明細                   （単位：千円） 

区  分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘  要 

退職給付債務合計額      
 
 

退職一時金に係る債務      

確定給付企業年金等に係る債

務 

     

未認識過去勤務費用及び未認識

数理計算上の差異 

     

年金資産      

退職給付引当金      

（記載上の注意） 

① 基準第１５(9)に定める退職給付に係る引当金について記載すること。 

② 退職給付債務については、基準第３４に定める｢退職一時金に係る部分｣及び｢確定給付企業年金

等に係る部分｣の二つに区分して記載すること。 

 

(12) 資産除去債務の明細 

区   分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘  要 
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（記載上の注意） 

① 貸借対照表に計上されている資産除去債務について、当該資産除去債務に係る法的規制等の種類

ごとの区分により記載すること。 

② 資産除去債務に対応する除去費用等について基準第８５の特定の有無を「摘要」欄に記載するこ

と。 

 

(13) 保証債務の明細 

区 分 
期首残高 当期増加 当期減少 期末残高 保証料収益 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 金額 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

（千円） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（千円） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（千円） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（千円） 
 
 
 
 

（千円） 
 
 
 
 

（記載上の注意） 

① 本表は、債務保証を有する全ての国立大学法人等が記載すること。 
② 保証債務損失引当金の明細は、（11）－１引当金の明細に記載すること。 

 

(14) 目的積立金の取崩しの明細                 （単位：千円） 

積立金の名称 

及び事業名  

○○積立金 

○○事業 ○○事業 ○○事業 計 

土地     

建物     

構築物     

機械装置     

工具器具備品     

図書     

美術品・収蔵品     

・・・     

小 計     

教育経費     

  消耗品費     

  備品費     

  修繕費     

  報酬・委託・手数料     

 ・・・     

研究経費     

  消耗品費     
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  備品費     

  修繕費     

  報酬・委託・手数料     

  ・・・     

診療経費     

 材料費     

 委託費     

 設備関係費     

 研修費     

 経費     

  消耗品費     

  備品費     

  修繕費     

  報酬・委託・手数料     

  ・・・     

教育研究支援経費     

  消耗品費     

  備品費     

  修繕費     

  報酬・委託・手数料     

  ・・・     

役員人件費     

教員人件費     

職員人件費     

一般管理費     

  消耗品費     

  備品費     

  修繕費     

  報酬・委託・手数料     

  ・・・     

小 計     

中期目標期間終了時の積

立金への振替額 

    

合 計     

（記載上の注意） 

① 金額は、積立金の名称ごとに、当該積立金の目的となった事業別に記載すること。 

② 「事業名」欄は、目的積立金の目的となった事業の名称を記載すること。 

③ 「中期目標期間終了時の積立金への振替額」は、「事業名」をその他として記載すること。 
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(15) 業務費及び一般管理費の明細                 （単位：千円） 

教育経費     

  消耗品費  ×××   

  備品費  ×××   

  印刷製本費  ×××   

  水道光熱費  ×××   

  旅費交通費  ×××   

  通信運搬費  ×××   

  賃借料  ×××   

  車両燃料費  ×××   

  福利厚生費  ×××   

  保守費  ×××   

  修繕費  ×××   

  損害保険料  ×××   

  広告宣伝費  ×××   

  行事費  ×××   

  諸会費  ×××   

  会議費  ×××   

  報酬・委託・手数料  ×××   

  奨学費  ×××   

  減価償却費  ×××   

  貸倒損失  ×××   

  徴収不能引当金繰入額  ×××   

  雑費  ××× ×××  

研究経費     

  消耗品費  ×××   

  備品費  ×××   

  印刷製本費  ×××   

  水道光熱費  ×××   

  旅費交通費  ×××   

  通信運搬費  ×××   

  賃借料  ×××   

  車両燃料費  ×××   

  福利厚生費  ×××   

  保守費  ×××   

  修繕費  ×××   

  損害保険料  ×××   

  広告宣伝費  ×××   

  行事費  ×××   

  諸会費  ×××   

  会議費  ×××   

  報酬・委託・手数料  ×××   

  減価償却費  ×××   

  貸倒損失  ×××   
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  貸倒引当金繰入額  ×××   

  雑費  ××× ×××  

診療経費     

 材料費     

  医薬品費 ×××    

  診療材料費 ×××    

  医療消耗器具備品費 ×××    

  給食用材料費 ××× ×××   

 委託費     

  検査委託費 ×××    

  給食委託費 ×××    

  寝具委託費 ×××    

  医事委託費 ×××    

  清掃委託費 ×××    

  保守委託費 ×××    

  その他の委託費 ××× ×××   

 設備関係費     

  減価償却費 ×××    

  機器賃借料 ×××    

  地代家賃 ×××    

  修繕費 ×××    

  機器保守費 ×××    

  機器設備保険料 ×××    

  車両関係費 ××× ×××   

 研修費  ×××   

 経費     

  消耗品費 ×××    

  備品費 ×××    

  印刷製本費 

  水道光熱費 

××× 

××× 

 

 

 

 

 

  旅費交通費 ×××    

  通信運搬費 ×××    

  賃借料 

  福利厚生費 

  保守費 

  損害保険料 

××× 

××× 

××× 

××× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  広告宣伝費 

  行事費 

××× 

××× 

 

 

 

 

 

  諸会費 ×××    

  会議費 

  報酬・委託・手数料 

  奨学費 

××× 

××× 

××× 

 

 

 

 

 

 

 

  職員被服費 ×××    

  貸倒損失 ×××    
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  徴収不能引当金繰入額 ×××    

  雑費 ××× ××× ×××  

教育研究支援経費     

  消耗品費  ×××   

  備品費  ×××   

  印刷製本費  ×××   

  水道光熱費  ×××   

  旅費交通費  ×××   

  通信運搬費  ×××   

  賃借料  ×××   

  車両燃料費  ×××   

  福利厚生費  ×××   

  保守費  ×××   

  修繕費  ×××   

  損害保険料  ×××   

  広告宣伝費  ×××   

  行事費  ×××   

  諸会費  ×××   

  会議費  ×××   

  報酬・委託・手数料  ×××   

  減価償却費  ×××   

  貸倒損失  ×××   

  貸倒引当金繰入額  ×××   

  雑費  ××× ×××  

受託研究費     

  教員人件費     

    常勤教員給与     

      給料 ×××    

      賞与 ×××    

      賞与引当金繰入額 ×××    

      退職給付費用 ×××    

      法定福利費 ××× ×××   

    非常勤教員給与     

      給料 ×××    

      賞与 ×××    

      賞与引当金繰入額 ×××    

      退職給付費用 ×××    

      法定福利費 ××× ××× ×××  

  職員人件費     

    常勤職員給与     

      給料 ×××    

      賞与 ×××    

      賞与引当金繰入額 ×××    

      退職給付費用 ×××    

      法定福利費 ××× ×××   
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    非常勤職員給与     

      給料 ×××    

      賞与 ×××    

      賞与引当金繰入額 ×××    

      退職給付費用 ×××    

      法定福利費 ××× ××× ×××  

 消耗品費   ×××  

 備品費   ×××  

 印刷製本費   ×××  

 水道光熱費   ×××  

 旅費交通費   ×××  

 通信運搬費   ×××  

 賃借料   ×××  

 車両燃料費   ×××  

 福利厚生費   ×××  

 保守費   ×××  

 修繕費   ×××  

 損害保険料   ×××  

 広告宣伝費   ×××  

 行事費   ×××  

 諸会費   ×××  

 会議費   ×××  

 報酬・委託・手数料   ×××  

 減価償却費   ×××  

 貸倒損失   ×××  

 貸倒引当金繰入額   ×××  

 雑費   ××× ××× 

共同研究費     

  教員人件費     

    常勤教員給与     

      給料 ×××    

      賞与 ×××    

      賞与引当金繰入額 ×××    

      退職給付費用 ×××    

      法定福利費 ××× ×××   

    非常勤教員給与     

      給料 ×××    

      賞与 ×××    

      賞与引当金繰入額 ×××    

      退職給付費用 ×××    

      法定福利費 ××× ××× ×××  

  職員人件費     

    常勤職員給与     

      給料 ×××    

      賞与 ×××    
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      賞与引当金繰入額 ×××    

      退職給付費用 ×××    

      法定福利費 ××× ×××   

    非常勤職員給与     

      給料 ×××    

      賞与 ×××    

      賞与引当金繰入額 ×××    

      退職給付費用 ×××    

      法定福利費 ××× ××× ×××  

 消耗品費   ×××  

 備品費   ×××  

 印刷製本費   ×××  

 水道光熱費   ×××  

 旅費交通費   ×××  

 通信運搬費   ×××  

 賃借料   ×××  

 車両燃料費   ×××  

 福利厚生費   ×××  

 保守費   ×××  

 修繕費   ×××  

 損害保険料   ×××  

 広告宣伝費   ×××  

 行事費   ×××  

 諸会費   ×××  

 会議費   ×××  

 報酬・委託・手数料   ×××  

 減価償却費   ×××  

 貸倒損失   ×××  

 貸倒引当金繰入額   ×××  

 雑費   ××× ××× 

受託事業費等     

  教員人件費     

    常勤教員給与     

      給料 ×××    

      賞与 ×××    

      賞与引当金繰入額 ×××    

      退職給付費用 ×××    

      法定福利費 ××× ×××   

    非常勤教員給与     

      給料 ×××    

      賞与 ×××    

      賞与引当金繰入額 ×××    

      退職給付費用 ×××    

      法定福利費 ××× ××× ×××  
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  職員人件費     

    常勤職員給与     

      給料 ×××    

      賞与 ×××    

      賞与引当金繰入額 ×××    

      退職給付費用 ×××    

      法定福利費 ××× ×××   

    非常勤職員給与     

      給料 ×××    

      賞与 ×××    

      賞与引当金繰入額 ×××    

      退職給付費用 ×××    

      法定福利費 ××× ××× ×××  

 消耗品費   ×××  

 備品費   ×××  

 印刷製本費   ×××  

 水道光熱費   ×××  

 旅費交通費   ×××  

 通信運搬費   ×××  

 賃借料   ×××  

 車両燃料費   ×××  

 福利厚生費   ×××  

 保守費   ×××  

 修繕費   ×××  

 損害保険料   ×××  

 広告宣伝費   ×××  

 行事費   ×××  

 諸会費   ×××  

 会議費   ×××  

 報酬・委託・手数料   ×××  

 減価償却費   ×××  

 貸倒損失   ×××  

 貸倒引当金繰入額   ×××  

 雑費   ××× ××× 

役員人件費     

  報酬  ×××   

  賞与  ×××   

  賞与引当金繰入額  ×××   

  退職給付費用  ×××   

  法定福利費  ××× ×××  

教員人件費     

 常勤教員給与     

  給料 ×××    

  賞与 ×××    

  賞与引当金繰入額 ×××    
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  退職給付費用 ×××    

  法定福利費 ××× ×××   

 非常勤教員給与     

  給料 ×××    

  賞与 ×××    

  賞与引当金繰入額 ×××    

  退職給付費用 ×××    

  法定福利費 ××× ××× ×××  

職員人件費     

 常勤職員給与     

  給料 ×××    

  賞与 ×××    

  賞与引当金繰入額 ×××    

  退職給付費用 ×××    

  法定福利費 ××× ×××   

 非常勤職員給与     

  給料 ×××    

  賞与 ×××    

  賞与引当金繰入額 ×××    

  退職給付費用 ×××    

  法定福利費 ××× ××× ×××  

一般管理費     

  消耗品費  ×××   

  備品費  ×××   

  印刷製本費  ×××   

  水道光熱費  ×××   

  旅費交通費  ×××   

  通信運搬費  ×××   

  賃借料  ×××   

  車両燃料費  ×××   

  福利厚生費  ×××   

  保守費  ×××   

  修繕費  ×××   

  損害保険料  ×××   

  広告宣伝費  ×××   

  行事費  ×××   

  諸会費  ×××   

  会議費  ×××   

  報酬・委託・手数料  ×××   

  租税公課  ×××   

  減価償却費  ×××   

  貸倒損失  ×××   

  貸倒引当金繰入額  ×××   

  雑費  ××× ×××  

（記載上の注意） 
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① 大項目及び中項目における金額は、損益計算書における業務費の表示科目の金額に一致する。 

② 内訳科目については、必要に応じ適当な科目を追加し、又は重要性の乏しい科目については合算

して表示することができる。重要性の乏しい科目とは、その金額が、業務費にあっては教育経費等

の目的別分類科目ごとの合計額について、一般管理費にあってはその合計額について百分の一を下

回る科目をいう。 

 ③ 常勤・非常勤の定義については、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表

方法等について（ガイドライン）」（最終改定平成３１年１月２４日 総務大臣策定）によること。 

 

(16) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細 

(16)－１ 運営費交付金債務                                       （単位：千円） 

交付年度 期首残高 交付金当 
期交付額 

当期振替額 
期末残高 運営費交付 

金収益 資本剰余金 小 計 

       

       

       

合 計       

（記載上の注意） 

① 運営費交付金収益の合計額が損益計算書の運営費交付金収益の額と一致しない場合には、その

旨、その理由及びその金額を注記する。 

 

(16)－２ 運営費交付金収益                                        （単位：千円） 

業務等区分 Ⅹ０年度交付分 Ⅹ１年度交付分 Ⅹ２年度交付分 合 計 
     

     

     

合 計     

（記載上の注意） 

 運営費交付金収益の合計額が損益計算書の運営費交付金収益の額と一致しない場合には、その旨、

その理由及びその金額を注記する。 

 

(17) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細 

(17)－１ 施設費の明細                                            （単位：千円） 

区  分 期首 
残高 

当期 
交付額 

当期振替額 
期末 
残高 摘要 資本剰余

金 
施設費 
収益 その他 

        

        

        

計        

（記載上の注意） 

① 「区分」欄は、補助金等の交付決定の区分ごとにその名称を記載すること。 
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② 「当期交付額」欄には、当期に交付された補助金等の額を記載すること（未収金計上額を含む。）。 

③ 「その他」欄には、補助金等の返還がある場合等、会計処理内訳の各項目に該当しない項目の金

額を記載するとともに、その内容について「摘要」欄に記載すること。 

④ 収益計上の合計額が損益計算書の施設費収益の額と一致しない場合には、その旨、その理由及び

その金額を注記すること。 

⑤ ２以上の国立大学を設置する国立大学法人の場合は、大学別、法人共通及び法人合計の表をそれ

ぞれ作成すること。 

⑥ 「期末残高」の額に建設仮勘定へ充当済の額が含まれている場合は、その旨及びその金額を注記

すること。 

 

(17)－２ 補助金等の明細                                          （単位：千円） 

名
称 

交付

元 

経費
の別 

期首 
残高 

当期 
交付額 

当期振替額 
期末 

残高 
摘要 長期繰延 

補助金等 
資本剰余

金 
長期預り
補助金等 

補助金等 
収益 その他 

  
          

          

            

          

合計 

直接 
経費 

 
     

  
 

間接 
経費 

 
     

  
 

計 
 

     
  

 

（記載上の注意） 

① 「名称」欄は、補助金等の交付決定の区分ごとにその名称を記載すること。 

② 「経費の別」欄には、直接経費、間接経費の別を記載すること。 

③ 「当期交付額」欄には、当期に交付された補助金等の額を記載すること（未収金計上額を含む。）。 

④ 「その他」欄には、補助金等の返還がある場合等、当期振替額の各項目に該当しない項目の金額

を記載するとともに、その内容について摘要欄に記載すること。 

⑤ 長期繰延補助金等の収益化がある場合等、収益計上の合計額が損益計算書の補助金等収益の額と

一致しない場合には、その旨、その理由及びその金額を注記すること。 

⑥ ２以上の国立大学を設置する国立大学法人の場合は、大学別、法人共通及び法人合計の表をそれ

ぞれ作成すること。 

 

(18) 役員及び教職員の給与の明細                              （単位：千円、人） 

区 分 
報酬又は給料等 法定福利費 退職給付 

金額 支給人員 金額 金額 支給人員 

役 員 

常 勤 
（    ） 

 
（    ） 

 

（    ） 

 

（    ） 

 
（    ） 
 

非常勤 
（    ） 

 

（    ） 
 

（    ） 

 

（    ） 

 

（    ） 
 

計 
（    ） 

 

（    ） 
 

（    ） 

 

（    ） 

 

（    ） 
 



 

- 92 - 

 

教員 

常 勤 
（    ） 

 

（    ） 
 

（    ） 

 

（    ） 

 

（    ） 
 

非常勤 
（    ） 

 

（    ） 
 

（    ） 
 

（    ） 
 

（    ） 
 

計 
（    ） 

 

（    ） 
 

（    ） 

 

（    ） 

 

（    ） 
 

職員 

常 勤 
（    ） 

 

（    ） 
 

（    ） 

 

（    ） 

 

（    ） 
 

非常勤 
（    ） 

 

（    ） 
 

（    ） 
 

（    ） 
 

（    ） 
 

計 
（    ） 

 

（    ） 
 

（    ） 

 

（    ） 

 

（    ） 
 

合 計 

常 勤 
（    ） 

 

（    ） 
 

（    ） 

 

（    ） 

 

（    ） 
 

非常勤 
（    ） 

 

（    ） 
 

（    ） 

 

（    ） 

 

（    ） 
 

計 
（    ） 

 

（    ） 
 

（    ） 

 

（    ） 

 

（    ） 
 

（記載上の注意） 

① 常勤・非常勤の定義等は、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等

について（ガイドライン）」（最終改定平成３１年１月２４日 総務大臣策定）によること。      

② 役員に対する報酬等の支給の基準の概要（例：役員の報酬月額、退職手当の計算方法）並びに教

職員に対する給与及び退職手当の支給の基準の概要（例：一般職国家公務員に準拠、退職手当の計

算方法）を注記すること。 

③ 役員について期末現在の人数と上表の支給人員とが相違する場合には、その旨を注記すること。 

④ 支給人員数は、年間平均支給人員数によることとし、その旨を注記すること。 

⑤ 金額、支給人員の単位は千円、人とすること。 

⑥ 上段括弧内には、承継職員等に係る金額及び支給人員を内数で記載すること。 

⑦ 中期計画において損益計算書と異なる範囲で予算上の人件費が定められている場合は、その旨及

び差異の内容を注記すること。 

⑧ 「金額」欄は、損益計算書の役員人件費、教員人件費及び職員人件費の計上額に基づいて記載す

ること。 

⑨ 「報酬又は給料等」は、「賞与」及び「賞与引当金繰入額」を含める。 

 

(19) 開示すべきセグメント情報                                    （単位：千円） 
 

区 分 
 

 

○○学部

・研究科 
 

 
附属
病院 

 
△△
研究
所 

 
附属 
学校 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

小 計 
 

 
出資 

事業等 

 

法人共通 
 

 

合  計 
 

 
業務費用 
 業務費 
  教育経費 
  研究経費 
  診療経費 
  教育研究支援経費 
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  受託研究費 

  共同研究費 
  受託事業費等 
  人件費 
 一般管理費 
 財務費用 

 雑損 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

  小  計 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
業務収益 
 運営費交付金収益 
 学生納付金収益 
 附属病院収益 
 受託研究収益 

 共同研究収益 
 受託事業等収益 
 寄附金収益 
 財務収益 

 雑益 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  小  計 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
業務損益 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 土地 
 建物 
 構築物 

   : 

 その他 

帰属資産 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

  
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

  
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

（記載上の注意） 

① 業務費用は各セグメントの業務実施により発生した業務費用合計とする。 

② 業務収益は各セグメントの業務実施により発生した業務収益合計とする。 

③ 業務損益は業務収益と業務費用の差額を記載するものとする。業務損益の合計は損益計算書の 

経常損益と一致する。 

④ 各セグメントの主な区分方法を注記すること。 

⑤ 出資事業セグメントには、産業競争力強化法第２１条の規定に基づき国立大学法人等が行う出 

資事業等が該当する。 

⑥ 法人共通セグメントには、法人事務局における業務費用及び業務収益のほか、学部研究科等の各

セグメントに配賦しなかった業務費用及び業務収益等を計上する。 

⑦ 帰属資産は各セグメントの業務実施に必要となる資産の額を記載すること。また、その内訳と 

して土地、建物、構築物のほか、法人全体としての科目残高が貸借対照表の総資産の 10％を超える

資産科目について記載すること。 

⑧ 帰属資産については⑦のほか、産業競争力強化法第２１条の規定に基づき国立大学法人等が行う

出資事業に伴い取得した有価証券(関係会社株式、その他の関係会社有価証券)を区分して記載する

こと。 



 

- 94 - 

 

⑨ 業務費用及び業務収益のうち各セグメントに配賦しなかったもの及び各セグメントへ配賦不能  

な一般管理費については、法人共通の欄に記載し、その金額及び主な内容を注記すること。財務費  

用は、関連するセグメントが特定できる場合は、当該セグメントに計上すること。 

⑩ 帰属資産のうち各セグメントに配賦しなかったものは、法人共通の欄に記載し、その金額及び  

主な内容を注記すること。現金預金は、原則として法人共通に計上するが、当該資産を管理するセ

グメントに計上することができる。 

⑪ 目的積立金の取崩しを財源とする費用が発生した場合は、その旨及び各セグメント別の金額を注

記すること。 

⑫ 減価償却費、減価償却相当額、減損損失相当額、有価証券損益相当額(確定)、有価証券損益相当

額(その他)、利息費用相当額及び除売却差額相当額並びに賞与引当増加相当額及び退職給付引当増

加相当額は、各セグメント別の金額を注記すること。 

⑬ セグメント情報の記載に当たっては、業務費用の配分方法､資産の配分方法等について継続性が  

維持されるように配慮する。なお、記載対象セグメント、業務費用の配分方法、資産の配分方法等

を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更がセグメント情報に与えている影響を記載

する。ただし、セグメント情報に与える影響が軽微な場合には、これを省略することができる。 

⑭ 附属病院セグメントを記載する場合、人件費は、勤務実態により記載するが、附属病院帰属の教

員、コ・メディカル、職員の人件費は、帰属により計上し、必要に応じ補正する。医学部臨床系帰

属教員の人件費は、勤務時間に相当する人件費を附属病院セグメントと医学部等のその他セグメン

トに区分するが、把握不能な時間がある場合は、医学部等のその他セグメントに計上する。医学部

基礎系、研究所等帰属教員の人件費は、帰属するセグメントに区分するが、病院における勤務時間

に相当する人件費は附属病院セグメントに計上する。 

⑮ 附属病院セグメントを記載する場合、附属病院セグメントにおける教育経費は、卒後臨床研修、  

専門医研修、附属病院において企画立案管理される公開講座及び OJT以外の研修に要する経費とす  

る。研究経費は、病理部における臨床研究やプロジェクト研究など、附属病院として組織又はプロ  

ジェクトとして実施される研究に要する経費とする。また、一般管理費は、管理業務を行う管理課・  

総務課等に要する経費（医事課を除く。）、病院運営会議の運営に要する経費等の管理経費及び附

属病院の業務経費のうち、他の区分に属さない業務経費を対象とする。 

⑯ 附属病院セグメントを記載する場合、附属病院セグメントにおける運営費交付金収益は、標準  

運営費交付金、附属病院運営費交付金、教育研究診療経費及び特別経費などのうち附属病院におい  

て使用されると考えられるものに関する収益化額を計上する。学内プロジェクト又は運営財源の不  

足などにより附属病院に関する学内予算がこれと異なる場合は、その差異の理由及び金額について  

注記する。 

⑰ 業務費用及び業務収益の各セグメントへの計上に当たって、Ｑ３９－２と異なる方法で配分して

いる場合には、当該方法について注記すること。 

⑱ ２以上の国立大学を設置する国立大学法人におけるセグメント情報は、原則として次の様式によ

り開示する。 

（単位：千円） 

 

区 分 

 

Ａ大学   

 

 

 

 

 

 

  Ｂ大学     
出資

事業

等 

法人

共通 
合計 

○ ○ 学

部・研究

科 

附属 

病院 

△△ 

研究

所 

  小計 ○ ○ 学

部・研究

科 

附属

病院 

附属 

学校 

  

小計 

 

業務費用 

 業務費 
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  教育経費 

  研究経費 

  診療経費 

  教育研究支援経費 

  受託研究費 

  共同研究費 

  受託事業費等 

  人件費 

 一般管理費 

 財務費用 

 雑損 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  小  計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

業務収益 

 運営費交付金収益 

 学生納付金収益 

 附属病院収益 

 受託研究収益 

 共同研究収益 

 受託事業等収益 

 寄附金収益 

 財務収益 

 雑益 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  小  計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

業務損益 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 土地 

 建物 

 構築物 

   : 

 その他 

帰属資産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20) 寄附金債務の明細及び寄附金の受入額の明細 

(20)－１ 寄附金債務の明細                         （単位：千円） 

期首残高 

当期増加額 当期振替額 
期末残

高 
摘要 

当期受入

額 

運用益・

評価差額 

寄附金収

益 

資本剰余

金 

運用損・

評価差額 
その他 
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（記載上の注意）                        

① 貸借対照表に計上された寄附金債務（長期寄附金債務を含む。）に係る明細を記載すること。 

② 為替換算差額は運用益・評価差額又は運用損・評価差額に含めること。 

③ 当期受入額には有価証券の寄附を含め、それ以外（固定資産や消耗品等）の現物寄附を含めない

こと。 

 

(20)－２ 寄附金の受入額の明細 

区 分 当期受入額 件数 摘 要 

      （千円）     （件）  
    

    

合 計 
   

（記載上の注意）                        

① 当事業年度において受け入れた寄附金(現物寄附を含む。)の明細を記載すること。 

② 区分は、上記(19)のセグメント区分に従い記載すること。当期受入額が 70％になるまで金額が多

い順に記載し、それ以外のセグメント区分についてはその他として一括して記載すること。セグメ

ント情報の開示を行っていない場合は、区分の必要はない。 

③ 現物寄附（固定資産、有価証券、消耗品等の現物寄附のうちＱ１９－１のＡ５で受入時に物品受

贈益として扱う使途不特定のものを除く。）がある場合には、摘要欄にその金額、件数などの概要

を記載すること。  

④ ２以上の国立大学を設置する国立大学法人の場合は、大学別、法人共通及び法人合計の表をそれ

ぞれ作成すること。 

 

(21) 受託研究の明細                                             （単位：千円） 

委託者 経費の別 期首残高 当期受入額 受託研究収益 期末残高 

国 
直接経費     

間接経費     

地方公共団体 
直接経費     

間接経費     

独立行政法人 
直接経費     

間接経費     

国立大学法人 
直接経費     

間接経費     

株式会社等 
直接経費     

間接経費     

その他 
直接経費     

間接経費     

合計 
直接経費     

間接経費     

（記載上の注意）                        
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① 貸借対照表に計上された前受受託研究費及び損益計算書に計上された受託研究収益のうち受託

研究に係る明細を記載すること。 

② 「委託者」は、国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、株式会社等、その他の別を記

載すること。 

③ 「経費の別」欄には、直接経費、間接経費の別を記載すること。 

④ 「地方公共団体」には、地方自治体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上

を出資している法人（地方自治法施行令第 140条の 7第 1項）を含む。これらには地方独立行政法

人、地方三公社、第三セクター等がある。 

⑤ 「国立大学法人」には、大学共同利用機関法人を含めること。 

⑥ 「株式会社等」は、会社法に規定する株式会社及び持分会社を指すが、④に規定する第三セクタ

ーは含めない。 

⑦ ２以上の国立大学を設置する国立大学法人の場合は、大学別、法人共通及び法人合計の表をそれ

ぞれ作成すること。 

 

(22) 共同研究の明細                                              （単位：千円） 

共同研究契約 

の相手方 
経費の別 期首残高 当期受入額 共同研究収益 期末残高 

国 
直接経費     

間接経費     

地方公共団体 
直接経費     

間接経費     

独立行政法人 
直接経費     

間接経費     

国立大学法人 
直接経費     

間接経費     

株式会社等 
直接経費     

間接経費     

その他 
直接経費     

間接経費     

合計 
直接経費     

間接経費     

（記載上の注意）                        

① 貸借対照表に計上された前受共同研究等及び損益計算書に計上された共同研究収益に係る明細

を記載すること。 

② 「共同研究の相手方」は、国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、株式会社等、その

他の別を記載すること。 

③ 「経費の別」欄には、直接経費、間接経費の別を記載すること。 

④ 「地方公共団体」には、地方自治体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上

を出資している法人（地方自治法施行令第 140条の 7第 1項）を含む。これらには地方独立行政法

人、地方三公社、第三セクター等がある。 

⑤ 「国立大学法人」には、大学共同利用機関法人を含めること。 

⑥ 「株式会社等」は、会社法に規定する株式会社及び持分会社を指すが、④に規定する第三セクタ
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ーは含めない。 

⑦ ２以上の国立大学を設置する国立大学法人の場合は、大学別、法人共通及び法人合計の表をそれ

ぞれ作成すること。 

 

(23) 受託事業等の明細                                            （単位：千円） 

委託者等 経費の別 期首残高 当期受入額 受託事業等収益 期末残高 

国 
直接経費     

間接経費     

地方公共団体 
直接経費     

間接経費     

独立行政法人 
直接経費     

間接経費     

国立大学法人 
直接経費     

間接経費     

株式会社 
直接経費     

間接経費     

その他 
直接経費     

間接経費     

合計 
直接経費     

間接経費     

（記載上の注意）                        

① 貸借対照表に計上された前受受託事業費等及び損益計算書に計上された受託事業等収益の明細

を記載すること。 

② 「委託者等」は、国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、株式会社等、その他の別を

記載すること。 

③ 「経費の別」欄には、直接経費、間接経費の別を記載すること。 

④ 「地方公共団体」には、地方自治体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上

を出資している法人（地方自治法施行令第 140条の 7第 1項）を含む。これらには地方独立行政法

人、地方三公社、第三セクター等がある。 

⑤ 「国立大学法人」には、大学共同利用機関法人を含めること。 

⑥ 「株式会社等」は、会社法に規定する株式会社及び持分会社を指すが、④に規定する第三セクタ

ーは含めない。 

⑦ ２以上の国立大学を設置する国立大学法人の場合は、大学別、法人共通及び法人合計の表をそれ

ぞれ作成すること。 

 

(24) 科学研究費助成事業等の明細                                （単位：千円） 

種 目 当期受入 件 数 摘 要 

 （      ）   

 （      ）   

 （      ）   



 

- 99 - 

 

合 計 （      ）   

（記載上の注意） 

① 本明細は、文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会から交付される科学研究費助成事業及

び以下の条件を満たすもの及びこれと同等のもの（以下「科学研究費助成事業等」という。）を

記載対象とする。 

  (ア)「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」が適用されること。 

  (イ)補助事業者が個人又はグループであること。 

  (ウ)補助事業者を公募により決定されること。 

  (エ)補助事業者の属する機関等により経理を行うことを義務付けられていること。 

② 当該年度において受け入れた科学研究費助成事業等の明細を記載すること。 

③ 種目は、科学研究費助成事業等の研究種目等に従い記載すること。 

④ 間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については、外数として括弧内に記載すること。 

⑤ ２以上の国立大学を設置する国立大学法人の場合は、大学別、法人共通及び法人合計の表をそ

れぞれ作成すること。 

 

(25) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 

基準では、附属明細書により開示することが適当と判断される事項のうち、各国立大

学法人等において共通して質的又は金額的に重要な事項を基準第７０(1)から(24)まで

に示しているが、国立大学法人等の様態のみならず、特定時点のその国立大学法人等の

置かれている状況いかんによっては、(1)から(24)までに示した事項以外の事項について

も附属明細書として開示することが適当と判断される場合が考えられる。 

この様な場合に備えて基準に盛り込まれたのが(25)の「上記以外の主な資産、負債、

費用及び収益の明細」である。したがって、必ずしもこの(25)の明細書を作成しなけれ

ばならないというわけではないが、各国立大学法人等においては各年度ごとに記載の必

要性を慎重に吟味することが求められる。 

記載の必要性の判断に当たっては 

① 金額的に重要な事項であるか、又は質的に重要な事項（金額が僅少な事項は多く

の場合に除かれる。）であるか否か。 

② 貸借対照表等の諸表における表示のみでは、財務報告の利用者の「国立大学法人

等の業務の遂行状況についての的確な把握」又は「国立大学法人等の業績の適正な

評価」に資すると言えず、このため補足的な情報開示が必要と判断されるか否か 

③ 明細書の形式による開示が適当と判断されるか否か。 

という観点について吟味されるべきであり、以上の観点全てから必要と判断される事

項が、附属明細書として開示されることとなる。 

なお、上記の①及び②の観点から必要とされた事項であって、③の観点から不要とな

る場合には、注記として開示されることとなる。 

 

Ｑ７０－１－２ 附属明細書の「運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細」におい

て、運営費交付金債務は交付年度ごとに「期首残高」「交付金当期交付額」「当期振替

額」「期末残高」を記載することとされている。一方で、運営費交付金は使途を定めな

い渡し切りの交付金であることから、第２事業年度以降において、繰り越された運営費

交付金と当年度に交付された運営費交付金のいずれを優先的に使うのかは各国立大学法

人等の判断になると考えられる。このような観点から、当該附属明細書における第２事

業年度以降は具体的にどのように記載すればよいのか。 
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 また、同様式における「業務等区分」は、具体的にどのように記載すればよいのか。 

Ａ 

１ 「運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細」への記載方法としては以下の二つ

の方法が考えられる。 

 (第１法) 運営費交付金が交付年度ごとに区分されているものとして支出した結果を

記載する方法 

 (第２法) 各年度に交付された運営費交付金につき、前年度繰越分と当年度交付額を

合算した上で、例えば、前年度に交付された運営費交付金を先に充当すると

みなして記載する方法 

  国立大学法人等の内部における運営費交付金に係る予算配分の方法の相違により、そ

れぞれの事業等の実態に応じて採用すべきものであり、いずれの方法を採用するかは

各国立大学法人等の判断によるものである。 

２ また、国立大学法人等の業務は多岐多様にわたるため、運営費交付金の状況を把握す

るためには、一定の観点ごとにその状態を示す必要があると考えられる。運営費交付金

債務は、おおむねその使途の特性や特定性により収益化方法が異なることから、当該事

業等区分については、当該収益化基準ごとによることを基本とし、必要に応じて業務内

訳を記載するなどの取扱いも認容される。 

 

Ｑ７０－２ 決算報告書について、以下の事項の取扱いはどのようになるか。 

① 決算報告書で記載される予算とは法人内で決定された年度予算と解してよいか。 

② 予算執行の段階で予算を変更した場合に、当該事項を決算報告書に反映させる必要

があるか。 

③ 決算報告書で記載される決算はどのように解すればよいか。 

Ａ 

１ 国立大学法人等においては、各年度の予算が作成されることが通常であることから、

令和４事業年度以降の決算報告書の予算は、法人内で決定された予算である。なお、法

人内で補正予算を組んだ場合であっても、年度当初予算を記載する。 

２ 法人内で決定された年度予算自体を変更せずに、例えば、一般管理費として割り当て

られた予算を合理的な理由に基づき業務経費として執行した場合、決算報告書の予算区

分は変更せず、決算額を業務経費として処理する。この処理により生じる差額の発生理

由は備考欄において簡潔に記載することとなる。 

３ 決算報告書は割当予算に対してその執行状況を報告する準拠性報告であるから、決算

額は予算執行した金額を記載すべきである。 

決算報告書は財務諸表と併せて文部科学大臣に提出され、承認を受けた後、一般の閲

覧に供されることとなる。そのため、財務諸表に記載されている数値と予算執行額との

関係を明確に開示することが、財務諸表及び決算報告書の利用者の理解可能性を高める

ことになる。しかしながら、基準第３７の規定により、国立大学法人等の財務諸表は発

生主義により処理することが定められており、必ずしも財務諸表上の数値と予算執行額

が一致するものではない。 

これは、決算報告書は、国における会計認識基準に準じ、現金主義を基礎としつつ出

納整理期の考え方を踏まえ、一部発生主義を取り入れて国立大学法人等の運営状況の報

告を求める位置付けとしているためであり、国立大学法人等の運営状況に対する見込み

である法人内で決定された年度予算と対比して表すことにより、国立大学法人等の運営

状況について国のベースで表示することになる。 
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Ｑ７０－２－２ 決算報告書における決算額には各区分における前年度からの繰越額は反

映させるのか否か。また、前年度からの繰越額を決算額に反映させる場合には別記して表

示するのか。 

Ａ 

 決算報告書における決算額において前事業年度からの繰越しに係る決算額と当期分に

係る決算額とを区分することは特に必要なく、予算との重要な差があれば、注記等で明ら

かにすることで足りる。 

 

Ｑ７０－３ 固定資産をグルーピングして表示することが適切な場合とは、どのような場

合か。また、国立大学法人等が実施する業務の目的ごととは、具体的には何か。 

Ａ 

国立大学法人等においては、設立時に国から現物出資又は無償譲与されるなど、業務

の遂行に当たって、固定資産は重要な資源であり、説明責任の観点からも明瞭な表示が

要請されるところである。一方、業務の内容が多岐にわたる場合には、その業務ごとの

セグメントに係る財務情報を開示することが要請されており、開示すべき資産情報は当

該セグメントに属する帰属資産である。（基準第３９及び注解３４参照） 

さらに、国立大学法人に共通に開示すべきセグメント区分としては、附属病院を有す

る国立大学法人においては附属病院とし、大学共同利用機関法人においては、法人化に

際して集合して機構となった個々の研究所とされている。（Ｑ３９－１参照） 

以上から、固定資産をグルーピングして表示することが適切な場合とは、原則として

Ｑ３９－１に従って附属病院を有する国立大学法人及び大学共同利用機関が、セグメン

トを区分して開示している場合とする。また、国立大学法人等が実施する業務の目的ご

ととは当該セグメント区分ごとの意味であり、共通に開示すべきセグメント区分以外で

も、各法人が適当と考える区分によってセグメント情報を開示した場合においては、そ

のセグメント資産に重要性がある場合には当該セグメントごとの固定資産の状況を開示

するものとする。 

 

Ｑ７１－１ 重要な債務負担行為とは、具体的にどのような事象を指しているのか。また、

計上基準はどうなっているのか。 

Ａ 

１ 債務負担行為とは、国立大学法人等が金銭の納付を内容とする債務を負担する行為で

あって、当該会計年度内に契約は結ぶが、実際の支出の全部又は一部が翌期以降になる

ものをいう。債務負担行為は建物又は施設の工事請負契約又は重要な物品購入契約のよ

うな将来確実に支出がなされるものと、損失補償及び保証契約のように偶発債務である

ものと二つに分類される。 

２ 重要な債務負担行為について画一的な計上基準を決めることは困難であるが、これら

の債務負担行為のうち国立大学法人等の業務に照らし、内容的又は金額的に重要なもの

を指している。 

３ なお、国における国庫債務負担行為とは、予算の形式のうち次年度以降にも効力が継

続する債務を負担するもののことであり、ここでいう債務負担行為とは趣旨が異なる。 

 

Ｑ７１－２ 基準では、「財務諸表には、その作成日までに発生した重要な後発事象を注

記しなければならない」（注解５０第１項参照）とあるが、ここでいう財務諸表の作成

日とはいつなのか。 

Ａ 
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１ 財務諸表の作成日とは、会計監査人及び監事の監査を受けるための財務諸表を国立大

学法人等が作成した日のことである。 

２ しかしながら、企業会計においては、後発事象は「会社計算規則」（平成１８年２月

７日法務省令第１３号）に定める計算書類に記載されるが、民間企業は計算書類を監査

役又は監査委員会に提出する日までに発生した後発事象を計算書類に記載している。ま

た、会計監査人の監査を受ける会社法上の会計監査人設置会社においては、計算書類受

領日以降会計監査人の監査報告日までに発生した後発事象に関しても、計算書類上記載

することとされている。（監査・保証実務委員会報告第７６号「後発事象に関する監査

上の取扱い」（平成２１年７月８日 日本公認会計士協会）参照）このように、後発事

象の開示目的を鑑みれば、国立大学法人等においても、監事の監査を受けるための財務

諸表を法人が作成した日までのみならず、法人による財務諸表の作成日以降監事の監査

報告日又は会計監査人の監査報告日までに発生した後発事象に関しても、財務諸表に注

記を行うことが望ましいと考える。 

 

Ｑ７１－３ 開示すべき会計方針は、具体的にどのように記載すればよいのか。また、そ

の他の注記事項としては、どのようなものがあるか。 

Ａ 

財務諸表に注記すべき会計方針は注解４９に例示されているが、それ以外にもリース

取引や消費税等の会計処理などを会計方針として注記することになる。標準的な記載例

を示すと次のようになる。 

注記については国立大学法人等を理解するために有用と思われる固有の処理について

も記載することが考えられる。 

 

（重要な会計方針） 

１．運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準 

  期間進行基準を採用している。 

  なお、退職一時金については費用進行基準を、また、プロジェクト研究の一部については業務

 達成基準を採用している。 

２．減価償却の会計処理方法 

(1) 有形固定資産 

  定額法を採用している。 

  耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としているが、主な資産の耐用年数は以下

 のとおりである。 

    建  物  ○○～○○年 

    機械装置  ○○～○○年 

      ・・・・・・・・・・・・ 

 また、特定の償却資産（国立大学法人会計基準第７８）及び資産除去債務に対応する特定の除

去費用等（国立大学法人会計基準第８５）に係る減価償却相当額については、減価償却相当累計

額として資本剰余金から控除して表示している。 

(2) 無形固定資産 

  定額法を採用している。 

  なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（○年）に基づい

 ている。 

３．賞与引当金及び見積額の計上基準 

  (賞与引当金を計上しない場合) 
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  賞与については、翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされるため、賞与引当金は計上

 していない。なお、資本剰余金を減額したコスト等の注記における賞与引当増加相当額は、当

事業年度末の賞与引当相当額から前事業年度末の同相当額を控除した額を計上している。 

  (賞与引当金を計上する場合) 

  賞与引当金は、翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされない教職員への賞与の支払に

備えるため、当該教職員に対する賞与支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上して 

いる。 

４．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準並びに退職給付費用の処理方法 

 （退職給付引当金を計上しない場合） 

  退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金

 は計上していない。 

  厚生年金基金から支給される年金給付については、運営費交付金により厚生年金基金への掛金

及び年金基金積立不足額に関して財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上して 

いない。 

  なお、資本剰余金を減額したコスト等の注記における退職給付引当増加相当額は、基準第３４

に基づき計算された退職一時金及び年金給付に係る退職給付引当金の当期増加額を計上している

。 

 （退職給付引当金を計上する場合） 

  (1) 全ての制度を原則法で処理している場合 

職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上している。 

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方

法については期間定額基準によっている。 

過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(○年)による定

額法により費用処理している。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における職員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(○年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理することとしている。 

 

 (2) 退職一時金について簡便法を採用している場合 

厚生年金基金から支給される年金給付については、職員の退職給付に備えるため、当該事

業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。 

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方

法については期間定額基準によっている。 

過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(○年)による定

額法により費用処理している。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における職員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(○年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理することとしている。 

退職一時金については、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法

を適用している。 

５．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 売買目的有価証券 

  時価法（売却原価は移動平均法により算定） 

(2) 満期保有目的債券 

  償却原価法（利息法） 

(3) 関係会社株式 
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  移動平均法による原価法（持分相当額が下落した場合は、持分相当額） 

(4)  その他の関係会社有価証券 

投資事業有限責任組合契約に基づき取得した有価証券(金融商品取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の

決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。 

(5) その他有価証券 

  期末日の市場価格等に基づく時価法 

 （評価差額は純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

６．収益及び費用の計上基準 

(1) 附属病院の診療に係る収益 

附属病院の診療に係る収益は、主に健康保険組合等の保険者又は患者から支出された医療費（

診療費）であり、当法人は患者に対して診療行為等のサービス等を引き渡す義務を負っておりま

す。当該履行義務は、診療行為等のサービス等を実施した一時点において充足されると判断し、

収益を認識しております。 

(2) ○○のサービスに係る収益 

○○のサービスに係る収益は、主に○○事業に係る収益であり、顧客との契約に基づいて○○

サービスを提供する履行義務を負っております。当該履行義務は、当法人が顧客との契約におけ

る義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受することで充足されると判断し、履行義務の充足

に係る進捗度を見積もり、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。 

７．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

    評価基準    低 価 法 

    評価方法    移動平均法 

  ただし、医薬品及び診療材料については、○○年までの間、評価方法は最終仕入原価法によ 

る。 

８．債券発行差額の償却方法 

  債券発行差額は、債券の償還期間にわたって利息法により償却している。 

９．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

  外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

 理している。 

10．リース取引の会計処理 

  リース料総額が××円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方

 法に準じた会計処理によっている。 

  また、リース期間の中途において契約を解除することができないオペレーティング・リース取

 引の未経過リース料は以下のとおり。 

(1) 貸借対照表日後１年以内のリース期間に係る未経過リース料○○千円 

(2) 貸借対照表日後１年を超えるリース期間に係る未経過リース料○○千円 

11．消費税等の会計処理  

  消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式による。 

 

 

Ｑ７１－３－２ 国立大学法人等の主要な業務の廃止、他の国立大学法人等との統合等を

行う旨の閣議決定、法律の成立又は法案の国会提出がなされた場合に注記事項として財

務諸表の開示は必要か。 

Ａ 

 国立大学法人等の主要な業務の廃止他の国立大学法人等との統合等は法人運営上の重
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要事項であるので、国立大学法人等に上記のような状況が生じた場合は基準第７１に規

定されている「その他国立大学法人等の状況を適切に開示するために必要な会計情報」の

注記として開示が必要である。 

 

Ｑ７１－３－３ 注解５１の「一定の項目」とは具体的に何を示すのか。その開示は具体

的にどのように行うのか。 

Ａ 

１ 国立大学法人等には、発生主義を適用していることに加えて、法人移行時における固

有の会計処理等に起因して、現金の剰余に結びつかない多額の利益が発生している。こ

のことは、国立大学法人等の財務諸表の利用者の判断に際し誤解を与える一因ともなっ

ているおそれがある。このため、それら利益のうち、「一定の項目」については、その

内容及び金額を継続して財務諸表に注記するものとされている。 

２ 当該「一定の項目」とは、次に掲げるものとし、附属病院を有する国立大学法人はこ

れらを注記することとする。 

① 附属病院に関する借入金の元金償還額（大学改革支援・学位授与機構債務負担金の

償還額を含み、ＮＴＴ無利子貸付金の償還額は含まない。）、当該借入金により取得し

た資産の減価償却費及びその差額 

② 法人移行時に国から承継した資産について、承継時に貸方に計上していた負債額の

うち、資産の減価償却費が診療経費に分類されるものに関する当該負債の収益化額 

（承継時に（借）固定資産（貸）資産見返物品受贈額 で会計処理し、固定資産の減価

償却に合わせて貸方科目である負債を収益化する処理を採用していたものである） 

③ 法人移行時に国から承継した未収附属病院収入のうち、債権受贈益として収益計上

されたもの。ただし、法人移行時に当該債権に係る徴収不能引当金繰入額を計上してい

た場合はその額を除く。 

④ 法人移行時に国から承継した附属病院に係る医薬品及び診療材料見合いの収益計上

額 

３ 上記の①は、国からの承継時において時価評価等により借入金見合いの資産の額が当該

借入金に係る債務負担額を下回っていたという法人移行時における特殊な状況や、借入金

の償還期間と当該借入金によって整備された資産の耐用年数との間にタイムラグがある

ことに起因するものである。 

４ ②は、国立大学法人等が獲得した附属病院収益と診療機器等に係る減価償却費見合い

の収益化額が二重になっていることに起因するものである。 

５ ③及び④は、国立大学法人等が事業を実施していく上で常時一定水準を保持しなけれ

ばならない財産的基礎であるが、法人移行時の処理として、国からの出資という方法を執

らず、国からの譲与という方法をとったものであり、当該譲与に係る利益は計上されるも

のの、見合いの未収附属病院収入、医薬品及び診療材料は、一旦現金化されたとしても事

業上の必要性から常に財産的基礎として維持するものであるため、現金の余剰を生み出し

ていないことに起因するものである。 

６ 注記は、損益計算書及び貸借対照表のそれぞれに、次のように行うものとする。 

① 損益計算書の注記 

注）当期総利益のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するもの 

① 国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入

金見合いの資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等による

もの 

    附属病院に関する借入金の元金償還額             XXXX 
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        当該借入金により取得した資産の減価償却費          XXXX 

    当期総利益に与える影響額（差引き）                      XXXX 

② 国立大学法人等が獲得した附属病院収益と診療機器等に係る減価償却費見合い

の収益化額が二重になっていることによるもの 

法人移行時に国から承継した資産について承継時に負債として計上していた額の

うち、資産の減価償却費が診療経費に分類されるものに関する当該負債の収益化額 

XXXX 

                                                              XXXX 

② 貸借対照表の注記 

注）利益剰余金のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するもの 

① 国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入

金見合いの資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等による

もの 

附属病院に関する借入金の元金償還額の累計             XXXX 

当該借入金により取得した資産の減価償却費の累計      XXXX 

利益剰余金に与える影響額（差引き）                      XXXX 

② 国立大学法人等が獲得した附属病院収益と診療機器等に係る減価償却費見合い

の収益化額が二重になっていることによるもの 

法人移行時に国から承継した資産について承継時に負債として計上していた額の

うち、資産の減価償却費が診療経費に分類されるものに関する当該負債の収益化累

計額                                                    XXXX 

③ 国からの承継時において、附属病院の財産的基礎と考えられる未収附属病院収入

のうち、国からの出資でなく譲与としたことによるもの       XXXX 

④ 国からの承継時において、附属病院の財産的基礎と考えられる医薬品及び診療材

料について、国からの出資でなく譲与としたことによるもの 

XXXX 

XXXX 

７ なお、上記注記は、当期総損失又は繰越欠損金が計上される場合であっても注記する

ものとする。 

 

Ｑ７１－３－４ 注解４７に定められている「財務諸表の表示に関する注記」は具体的に

どのように記載すればよいか。 

Ａ 

１ 注解４７のとおり、財務諸表に表示する会計基準の第１１章の「国立大学法人等固有

の会計処理」に伴う科目等については、財務報告利用者の理解の促進の観点から、財務

諸表上に注記することで明瞭に表示する必要がある。 

２ 表示の方法としては、例えば、貸借対照表上の科目名に（注）を付した上で、貸借対

照表の下に「（注）これらは、国立大学法人等固有の会計処理に伴う勘定科目である。」

と明記する方法が考えられる。 

３ また、（注）を付すべきと考えられる「国立大学法人等固有の会計処理」に伴う科目

名等は、会計基準第５３及び第５８で示されている貸借対照表及び損益計算書の標準的

な様式等を踏まえれば次のようなものである。なお、各法人の状況を踏まえ、追加でそ

の他の科目名等に（注）を付すことを妨げない。 

(1) 減価償却引当特定資産 

(2) 国立大学法人等債償還引当特定資産 
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(3) 未収財源措置予定額 

(4) 一年以内償還予定国立大学法人等債償還引当特定資産 

(5) 長期繰延補助金等 

(6) 長期寄附金債務 

(7) 運営費交付金債務 

(8) 授業料債務 

(9) 預り施設費 

(10) 預り補助金等 

(11) 寄附金債務 

(12) 減価償却相当累計額 

(13) 減損損失相当累計額 

(14) 利息費用相当累計額 

(15) 除売却差額相当累計額 

(16) 民間出えん金 

(17) 前中期目標期間繰越積立金 

(18) （何）積立金 

(19) 運営費交付金収益 

(20) 入学金収益 

(21) 受託研究収益 

(22) 共同研究収益 

(23) 受託事業等収益 

(24) 寄附金収益 

(25) 補助金等収益 

(26) 目的積立金取崩額 

 

Ｑ７１－４ 注解５２において、金融商品の時価等について開示を行う理由は何か。 

Ａ 

 企業会計においては、国際財務報告基準とのコンバージェンスを図ることに加え、金

融取引を巡る環境が変化する中で、投資者に対する情報提供等の観点から、金融商品の

時価情報に対するニーズが拡大していること等を踏まえ、金融商品の時価等について開

示を行うこととされている。 

 国立大学法人等の会計においても「原則として企業会計原則による」とされているこ

と、及び国立大学法人等が保有している金融商品は国民共通の財産であり、その有効活

用を図る観点等から、国民に対して時価情報を提供することに一定の意義があると認め

られることから、基準においても金融商品の時価等について開示を求めるものである。 

 

Ｑ７１－４－２ 貸付金等の金銭債権債務の時価は、どのような方法により算定したらよ

いか。 

Ａ 

１ 企業会計基準第 30 号「時価の算定に関する会計基準」（令和元年７月４日 企業会計

基準委員会）では、時価の算定に当たっては、状況に応じて、十分なデータが利用できる

評価技法を用い、関連性のある観察可能なインプットを最大限利用し、観察できないイ

ンプットの利用を最小限にするとされている。 

２ 時価を算定するに当たって用いる評価技法には、例えば、次の三つのアプローチがあ

る。 
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① マーケット・アプローチ 

マーケット・アプローチとは、同一又は類似の資産又は負債に関する市場取引による

価格等のインプットを用いる評価技法をいう。 

② インカム・アプローチ 

インカム・アプローチとは、利益やキャッシュ・フロー等の将来の金額に関する現在

の市場の期待を割引現在価値で示す評価技法をいう。 

③ コスト・アプローチ 

コスト・アプローチとは、資産の用役能力を再調達するために現在必要な金額に基づ

く評価技法をいう。 

３ 貸付金の時価は、インカム・アプローチに含まれる、現在価値技法により算定する方

法が一般的と考えられる。現在価値技法を用いる場合、リスクの調整方法及び用いるキ

ャッシュ・フローの種類により、例えば、次の方法がある。 

① 割引率調整法 

リスク調整後の割引率と、契約上の若しくは約束された、又は最も可能性の高いキャ

ッシュ・フローを用いる方法 

② 期待現在価値法（確実性等価法） 

リスク調整後の期待キャッシュ・フローと信用リスクフリーレートを用いる方法 

③ 期待現在価値法（リスク調整法） 

リスク調整を行わない期待キャッシュ・フローと、市場参加者が要求するリスク・プ

レミアムを含めるように調整した割引率（①で用いる割引率とは異なる。）を用いる方

法 

４ 例えば、貸付金のキャッシュ・フローとして契約上のキャッシュ・フローを用いる場

合には、割引率は将来の債務不履行に関する予想を反映する（割引率調整法）。一方、

期待キャッシュ・フローを用いる場合には、当該期待キャッシュ・フローに将来の債務

不履行に関する不確実性に係る仮定が既に反映されているため、割引率調整法と同じ割

引率ではなく、当該期待キャッシュ・フローに固有のリスクと整合的な割引率を用いる

（期待現在価値法）と考えられる。 

５ なお、新規貸付けがない場合及び新規貸付金利が市場利子率に比較して著しく低い、

又は無利息である場合については、市場性を織り込む観点から、同種の貸付金の金利又

はリスク・フリーに近い市場利子率を基礎として割引率を算定し、貸付金の将来キャッ

シュ・フローの割引計算を行うことが必要と考えられる。 

６ 上記の貸付金の時価の算定に関する取扱いは、借入金など貸付金以外の金銭債権債務

についても同様に適用されるものと考えられる。 

 

Ｑ７１－４－３ 貸付金の時価評価をグループ単位で行うことは認められるか。 

Ａ 

企業会計基準第 30号「時価の算定に関する会計基準」（令和元年７月４日 企業会計

基準委員会）では、資産又は負債の時価を算定する単位は、それぞれの対象となる資産

又は負債に適用される会計処理又は開示によるものと定められ、金融商品においては、

通常、個々の金融商品が時価の算定の対象となるとされている。貸付金の時価を算定す

る場合も、個々の貸付金ごとに時価を算定することが原則と考えられるが、時価の算定

が合理的に行われる限りにおいて、一定のグルーピングを行った上で時価を算定する方

法も考えられる。 

 

Ｑ７１－４－４ 債務保証契約も注記対象となるのか。注記対象となる場合、時価はどの
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ような方法により算定したらよいか。 

Ａ 

１ 国立大学法人等における債務保証契約については、基準「第３２ 債務保証の会計処

理」に基づき、決算日における債務保証の総額を注記することとされている。 

２ 企業会計における債務保証契約については、企業会計基準適用指針第１９号「金融商

品の時価等の開示に関する適用指針」（最終改正令和２年３月３１日 企業会計基準委

員会）第２３項において、「金融商品会計基準等の対象であり、保証先ごとに総額で注

記する（金融商品実務指針第 15項及び第 137項）ため、貸借対照表に計上されていない

場合であっても、その注記額が資産の総額に対して重要な割合を占め、かつ、その時価

に重要性がある場合には、その時価を注記することが適当である」とされていることか

ら、国立大学法人等の債務保証契約においても同様の取扱いとなる。 

３ 時価の算定方法については、契約期間、保証の履行可能性、担保による回収可能性な

どを基礎としてシミュレーションモデルを用いた期待値推計を行う方法が考えられる。

しかし、このような評価技法による算定に必要な情報を入手することが現実的でない場

合には、保証料を決定するに当たり、債務者の信用リスク、担保による回収可能性等が

市場参加者の観点から適切に反映されており、算定日の出口価格を表すことができると

判断されることを条件に、契約上の保証料の将来キャッシュ・フローと同様の新規契約

を実行した場合に想定される保証料の将来キャッシュ・フローとの差額を割り引いて現

在価値を算定する方法が考えられる。 

 

Ｑ７１－４－５ 金融商品に関する注記については、具体的にどのような内容を記載する

こととなるのか。 

Ａ 

１ 注解５２においては、金融商品に関する具体的な注記内容を定めていない。このため、

企業会計基準適用指針第１９号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（最終改

正令和２年３月３１日 企業会計基準委員会）を参考とし、重要性の乏しいものを除き、

次の事項を注記する。 

(1) 金融商品の状況に関する事項 

 ① 金融商品に対する取組方針 

 ② 金融商品の内容及びそのリスク 

 ③ 金融商品に係るリスク管理体制 

(2) 金融商品の時価等に関する事項 

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

２ 「金融商品の時価等に関する事項」のうち、現金及び短期間で決済されるため時価が

帳簿価額に近似するものについては、注記を省略することができる。 

３ 市場価格のない株式等については、時価を注記しないこととする。この場合、当該金

融商品の概要、貸借対照表計上額及びその理由を注記する。 

４ なお、注記は、全ての財務諸表にそれぞれ記載することが必要である。 

【記載例】 

１．金融商品の状況に関する事項 

 当法人は、資金運用については預金、国債、地方債及び政府保証債等に限定し、資金

調達については、大学改革支援・学位授与機構からの借入れに限定しております。 

 資金運用に当たっては、国立大学法人法第３５条が準用する独立行政法人通則法第４

７条及び国立大学法人法第３４条の３第２項の規定に基づき、公債、***格以上の社債及

び売買目的有価証券等を保有しております。なお、当該運用資産は、金利や為替の変動
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による市場リスクや信用リスク等を包含していますが、資金運用管理規程に基づき適切

なリスク管理を実施し、資金の運用状況や管理運用業務の実施状況を監視するために設

置された資金運用管理委員会に報告しています。また、未収附属病院収入は、債権管理

細則に沿ってリスク管理を行っております。 

 大学改革支援・学位授与機構債務負担金及び長期借入金の使途は附属病院の整備資金

であり、文部科学大臣の事前承認に基づいて借入れを実施しております。 

 また、当法人は産業競争力強化法第２１条に基づく出資を行い取得した関係会社株式

及びその他の関係会社有価証券を保有しております。 

２．金融商品の時価等に関する事項 

 期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。 また、現金は

注記を省略しており、預金、未収入金、未払金及び短期借入金は短期間で決済されるた

め時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。 

 

（単位：百万円） 

 貸借対照表 

計上額(*1) 

時価(*1) 差額(*1) 

(1) 有価証券及び投資有価証券 

 ① 満期保有目的の債券 

 ② その他有価証券 

(2) 減価償却引当特定資産(*2) 

(3) 長期性預金 

(4) 未収附属病院収入 

徴収不能引当金(*3) 

 

(5)  大学改革支援・学位授与 

機構債務負担金 

(6)  長期借入金 

(7)  リース債務 

 

☓☓☓ 

☓☓☓ 

☓☓☓ 

☓☓☓ 

☓☓☓ 

△☓☓☓ 

☓☓☓ 

 

(☓☓☓) 

(☓☓☓) 

(☓☓☓) 

 

☓☓☓ 

☓☓☓ 

☓☓☓ 

 

☓☓☓ 

☓☓☓ 

☓☓☓ 

 

(☓☓☓) 

(☓☓☓) 

(☓☓☓) 

 

☓☓☓ 

－ 

☓☓☓ 

☓☓☓ 

☓☓☓ 

☓☓☓ 

☓☓☓ 

 

(☓☓☓) 

(☓☓☓) 

(☓☓☓) 

（*1）負債に計上されているものは、（ ）で示しております。 

(*2) 減価償却引当特定資産には、預金☓☓☓円が含まれております。 

(*3) 未収附属病院収入に個別に計上している徴収不能引当金を控除しております。 

 

（注１）市場価格のない株式等は次のとおりです。 

（単位：百万円） 

区分 貸借対照表計上額 

非上場株式 ☓☓☓ 

 

（注２）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の三つのレベルに分類しております。 

 

レベル１の時価： 同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）

相場価格により算定した時価 
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レベル２の時価： レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能

なインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価： 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらの

インプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレ

ベルに時価を分類しております。 

 

有価証券及び投資有価証券 

国債、地方債及び社債は相場価格を用いて評価しております。これらは活発な市場で

取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。 

 

減価償却引当特定資産 

減価償却引当特定資産は有価証券及び預金で構成されています。 

このうち有価証券は国債、地方債及び社債であり相場価格を用いて評価しておりま

す。これらは活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類して

おります。また、預金は帳簿価額をもって時価としております。 

 

長期性預金 

 期間に基づく区分ごとに、将来キャッシュ・フローを市場金利で割り引いて時価を算

定しており、レベル２の時価に分類しております。 

 

未収附属病院収入 

 未収附属病院収入のうち貸倒懸念債権については、担保又は保証による回収見込額等

を用いた割引現在価値法により時価を算定しており、レベル３の時価に分類しておりま

す。その他の未収附属病院収入は短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似する

ことから、帳簿価額をもって時価としております。 

 

大学改革支援・学位授与機構債務負担金、長期借入金及びリース債務 

 これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した

利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しておりま

す。 

 

Ｑ７１－５ 注解５３において、賃貸等不動産の時価等について開示を行う理由は何か。 

Ａ 

 企業会計においては、国際財務報告基準とのコンバージェンスを図ることに加え、投

資情報として一定の意義があることから、賃貸等不動産の時価等について開示を行うこ

ととされている。 

 国立大学法人等の会計においても「原則として企業会計原則による」とされているこ

と、及び国立大学法人等が保有している賃貸等不動産は国民共通の財産であり、その有

効活用を図る観点等から、国民に対して時価情報を提供することに一定の意義があると

認められることから、基準においても賃貸等不動産の時価等について開示を求めるもの

である。 

 

Ｑ７１－５－２ 注解５３では賃貸等不動産の定義、範囲等が示されていないが、国立大
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学法人等が保有する不動産のうち、どのような不動産が賃貸等不動産に該当することと

なるのか。 

Ａ 

１ 注解５３においては、賃貸等不動産の定義及び範囲が明示されていないため、企業会

計基準第２０号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（改正平成２３年３

月２５日 企業会計基準委員会）における賃貸等不動産の定義（第４項）、範囲（第５

項）を基準に判断することとなる。 

２ 同会計基準第４項(2)において、「賃貸等不動産」とは、「棚卸資産に分類されている

不動産以外のものであって、賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有

されている不動産（ファイナンス・リース取引の貸手における不動産を除く。）をいう」

ものと定義され、第５項において、賃貸等不動産には、(1)貸借対照表において投資不動

産（投資の目的で所有する土地、建物その他の不動産）として区分されている不動産、

(2)将来の使用が見込まれていない遊休不動産及び(3)上記以外で賃貸されている不動産

が含まれると規定されていることから、国立大学法人等が保有する不動産のうちこれら

の不動産に該当するものは、賃貸等不動産の範囲に含まれることとなる。 

３ なお、国立大学法人等が保有し、賃貸している不動産の中には、教育研究を遂行する

ために、当該不動産の賃貸料が近隣の類似不動産と比較して廉価に設定されているもの

がある。このような教育研究目的により国立大学法人等が賃貸する不動産については、

必ずしも賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得自体を目的として保有されているとは

言い難いものの、国立大学法人等の資産の有効活用の観点等から、賃貸収益を得ている

不動産については、原則として企業会計と同様に時価等の開示を行うことが適当と考え

られる。 

 

Ｑ７１－５－３ 注解５３においては注記の省略に関する規定がないが、賃貸等不動産の

総額に重要性がない場合も注記を行う必要があるのか。また、重要性が乏しいかどうか

の判断を行う際の賃貸等不動産の時価を基礎とした金額は、どのように算定するのか。 

Ａ 

１ 重要性については、基準第４が適用されるため、注解５３には改めて規定していない

が、賃貸等不動産についても、その総額に重要性が乏しい場合には、当該賃貸等不動産

について法令等に基づき処分等を行うことが予定されている場合等、国立大学法人等の

公共的性格に基づく質的側面から重要性が認められる場合を除き、注記を省略すること

ができる。当該賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいかどうかは、賃貸等不動産の貸借

対照表日における時価を基礎とした金額と当該時価を基礎とした総資産の金額との比較

をもって判断することとなる。 

２ なお、重要性の判断を行う際に用いる時価を基礎とした金額の把握に当たっては、実

勢価格や査定価格などの容易に入手できる評価額や適切に市場価格を反映していると考

えられる指標（公示価格、固定資産税評価額、都道府県基準地価格、路線価による相続

税評価額）に基づく価額等を用いることができる。また、建物等の償却資産については、

適正な帳簿価額をもって時価とみなすことが認められる。 

 また、帳簿価額の基礎となった価額（国立大学法人等設立時の時価評価額又は購入価

額等）と時価の乖離が、評価時（購入時）からの当該不動産に類似する近隣の不動産価

格の推移に鑑みて大きくないと合理的に判断される場合には、重要性の判断に用いる時

価を基礎とした金額を帳簿価額と同額とみなすことが可能な場合もあると考えられる。 

 

Ｑ７１－５－４ 国立大学法人等が保有する賃貸等不動産の中には、民間が保有する賃貸
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等不動産とは性格が異なるものがあると考えられるが、そのような賃貸等不動産の時価

はどのように算定したらよいか。 

Ａ 

１ 国立大学法人等が保有する賃貸等不動産の中には、例えば、教育研究目的により賃貸

料が近隣の類似不動産と比較して廉価に設定されているものや、使用目的の変更や処分

を国立大学法人等が独自に行うことができない等の制約のあるものがあり、これらの賃

貸等不動産については、どのような前提で評価を行うかにより結果として評価額に大き

な差が生じることが想定される。 

２ このため、各国立大学法人等においては、開示対象となる賃貸等不動産の状況、国立

大学法人等の運営における経済性・効率性等を適切に勘案して、時価の算定方法及び算

定の前提条件を決定し、時価の算定を行うことが必要である。なお、算定の前提条件等

については、注記事項に合わせて開示することが適当と考えられる。 

３ また、開示対象となる賃貸等不動産のうち重要性が乏しいものについては、実勢価格

や査定価格などの容易に入手できる評価額や適切に市場価格を反映していると考えられ

る指標（固定資産税評価額や路線価による相続税評価額等）に基づく価額、償却資産に

ついては、適正な帳簿価額をもって時価とみなすことも認められるものと考えられる。 

 

Ｑ７１－５－５ 企業会計基準適用指針第２３号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する

会計基準の適用指針」（平成２０年１１月２８日 企業会計基準委員会）においては、

賃貸等不動産の時価を把握することが極めて困難な場合は時価を注記せず、その事由及

び当該賃貸等不動産の概要等を記載することとされているが、国立大学法人等の賃貸等

不動産については、どのような場合がこれに該当するのか。 

Ａ 

１ 企業会計基準適用指針第２３号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適

用指針」（平成２０年１１月２８日 企業会計基準委員会）第１４項において、「賃貸

等不動産の時価を把握することが極めて困難な場合は、時価を注記せず、重要性が乏し

いものを除き、その事由、当該賃貸等不動産の概要及び貸借対照表計上額を他の賃貸等

不動産とは別に記載する」こととされている。さらに、同適用指針第３４項において、

賃貸等不動産の時価を把握することが極めて困難な場合について、「例えば、現在も将

来も使用が見込まれておらず売却も容易にできない山林や着工して間もない大規模開発

中の不動産などが考えられるが、賃貸等不動産の状況は一様ではないため、状況に応じ

て適切に判断する必要があると考えられる」との考えが示されている。 

２ 国立大学法人等が保有する賃貸等不動産についても、Ｑ７１－５で示しているとおり、

企業会計と同様に時価等の開示を行うことが原則であるが、教育研究を目的として国立

大学法人等が保有している賃貸等不動産が、規模、構造、使用方法等の多くの側面にお

いて、民間企業には全くみられない特異性を有する場合については、時価を把握するこ

とが極めて困難な場合も想定される。このような場合には、当該賃貸等不動産の状況に

応じて各法人において適切に判断する必要があると考えられる。 

 

Ｑ７１－５－６ 賃貸等不動産に関する注記については、具体的にどのような内容を記載

することとなるのか。 

Ａ 

１ 注解５３においては、賃貸等不動産に関する具体的な注記内容を定めていない。この

ため、企業会計基準第２０号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（改正

平成２３年３月２５日、企業会計基準委員会）を参考とし、重要性が乏しい場合を除き、
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次の事項を注記する。 

 また、管理状況等に応じて、注記事項を用途別、地域別等に区分して開示することが

できる。 

(1) 賃貸等不動産の概要 

(2) 賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び期中における主な変動 

(3) 賃貸等不動産の当期末における時価及びその算定方法 

(4) 賃貸等不動産に関する収益及び費用等の状況 

２ 時価を把握することが極めて困難な場合は、時価を注記せず、重要性の乏しいものを

除き、その事由、当該賃貸等不動産の概要及び貸借対照表計上額を他の賃貸等不動産と

は別に記載する。 

３ 賃貸等不動産の当期末における時価は、当期末における取得原価から減価償却累計額

及び減損損失累計額を控除した金額と比較できるように記載する。 

４ なお、注記は、全ての財務諸表にそれぞれ記載することが必要である。 

【記載例】 

 当法人は△△地区に寄宿舎等を有しております。また、××地区に有している土地に

ついては、国立大学法人法第３４条の２の規定に基づき、法人の業務の遂行に支障のな

い範囲で、文部科学大臣の認可を受けて貸付を行っております。これらの賃貸等不動産

の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は次のとおりであります。 
                                                                   （単位：百万円） 

貸借対照表計上額 当期末の時価 

前期末残高 当期増減額 当期末残高 

××× ××× ××× ××× 

（注１）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であ

ります。 

（注２）当期増減額のうち、主な増減額は次のとおりであります。 

取得等による増加（○○宿舎ほか○箇所）   ××百万円 

新規貸付による増加（○○土地）       ××百万円 

譲渡等による減少（○○宿舎ほか○箇所）   ××百万円 

（注３）当期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて当法人で算定した金額（指標

等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。 

 

 また、賃貸等不動産に関する××年３月期における収益及び費用等の状況は次のとお

りであります。 

                                            （単位：百万円） 

賃貸収益
 

賃貸費用
 その他 

（売却損益等） 

××× ×××(××) ×××(××) 

（記載上の注意） 

① 「賃貸費用」には減価償却相当累計額、「その他」には減損損失相当累計額も含まれる。 

② 「賃貸費用」の額に減価償却相当累計額が含まれる場合及び「その他」の額に減損損失相当累

計額が含まれる場合は、当該金額を各欄においてそれぞれ括弧書として記載する。 

③ 実務上把握することが困難なため、賃貸費用に計上していない費用がある場合には、その旨明

記する。  
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Ｑ７１－６ 消費税等の会計処理の概要はどのようなものか。 

Ａ 

国立大学法人等の納税申告義務の有無は、下記のフローチャートを参照する事によっ

て判断できる。 

 （スタート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のフローチャートにおいて、新設法人の設立第１期及び第２期の場合には基準期

間（国立大学法人等の場合には、前々事業年度になる。）がないため、原則課税となる。 

申告納付すべき消費税額は、下記の算式によって計算された額とする。 

 

申告納付すべき税額 ＝ 課税標準 × 税率 － 
課税仕入れに係る税額 

（仕入税額控除） 

 

国立大学法人等では、運営費交付金等の消費税法上の特定収入の割合は大きいため、

上記算式の課税仕入れに係る税額（仕入税額控除）は、次の算式によって算出すること

になる。 

仕入税額控除金額 ＝ 
一般事業者の場合に適用

される仕入税額控除金額 
－ 

特定収入に係る課税仕入れ

等の税額 

 

一般事業者に適用される仕入税額控除金額とは、次の算式によって算出される税額であ

る。 

一般事業者に適用され

る仕入税額控除金額 
＝ 課税仕入に係る税額 × 課税売上割合 

 

課税売上割合 ＝ 
課税売上＋輸出免税売上 

課税売上＋輸出免税売上＋非課税売上 

          

また、特定収入に係る課税仕入等の税額とは、国立大学法人等が収受する運営費交付

金等の特定収入に係る課税仕入による税額として計算される金額である。 

基準年度の課
税売上高が１
千万円以下 

課税事業者の
適用を受けて
いる。 

 
新設法人に該
当する。 

YES NO  
非 課 税 

NO 

 
簡易課税適用 

NO 

簡易課税の適
用を受けてい
る。 

基準年度の課
税売上高が５
千万円以下 

 
原則課税適用 

YES YES 

YES 

NO NO 

YES 
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Ｑ７１－７ 消費税等の会計処理は税込方式とすべきか。税抜方式とすべきか。 

Ａ 

１ 消費税等の会計処理には税込方式と税抜方式があり、独立行政法人においてはいずれ

の方法も認められているところであるが、国立大学法人等間の比較可能性を考慮し、統

一した会計処理を採用すべきである。 

２ いずれの方法を選択すべきかについては、予算との整合性を重視する会計であること

を考慮すると税込方式の方が優れている。中期計画等の予算は税込で作成され、これを

もとに作成される各事業年度の予算も税込で作成されることになることから、損益計算

書と予算の実績である決算報告書との整合性を持たせるには税込方式の方がよいという

ことである。 

３ また、国立大学法人等は運営費交付金を運営の主な財源とする法人であることから、

独立行政法人と同様、特定収入調整が必要であると考えられる。これにより、支出した

消費税等のうち控除対象となる金額が限定される可能性があり、会計処理の簡便性から

も税込方式の方が望ましい。特に、現物出資については課税取引ということで、出資財

産の評価と資本金との関係を考えた場合、税込方式の方が分かりやすく、また、実務上

も固定資産の入力において資産評価額をそのまま固定資産システムに入力できるという

利便性がある（税抜方式の場合、税抜の評価額も合わせて算定する必要がある。）。し

たがって、国立大学法人等においては税込方式で統一することとする。 

４ 令和５事業年度から企業会計基準第 29号「収益認識に関する会計基準」（改正令和２

年３月３１日 企業会計基準委員会）の考え方が導入されるが、注解６５第２項の取引

価格は、教育研究等のサービス等の顧客への移転と交換に国立大学法人等が権利を得る

と見込む対価の額（消費税等を含めた額）とする。 

 

Ｑ７１－８ 「未収財源措置予定額」の計上基準は、各大学法人等ごとに決定してよいの

か。 

Ａ 

国立大学法人等において、未収財源措置予定額として計上が認められるのは、国立大

学法人等が負担した特定の費用について、①事後に財源措置を行うこと、②財源措置を

行う費用の範囲、時期、方法等が中期計画や法律で明らかにされていることが必要であ

り、各国立大学法人等の裁量によりその計上が認められるものではない。（Ｑ７５－１

参照） 

 

Ｑ７１－９ 「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」の改訂につい

て（平成２４年１月２５日）２に記述されているように、企業会計基準第２４号「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（平成２１年１２月４日 企業会計基準委

員会）（企業会計基準第２４号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準」（改正令和２年３月３１日） 企業会計基準委員会に改正）については、

国立大学法人等にこれを導入することなく、従前の取扱いを継続することが適当である

旨記載されているが、国立大学法人等において、会計方針の開示、会計方針の変更、表

示方法の変更、会計上の見積りの変更及び過去の誤謬は、具体的にどのような取扱いと

なるのか。 

Ａ 

  国立大学法人等の会計における会計方針の開示、会計方針の変更、表示方法の変更、

会計上の見積りの変更及び過去の誤謬は、以下の取扱いとすることが適当である。 
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(1) 会計方針の開示 

重要な会計方針に関する注記の開示目的は、財務諸表を作成するための基礎となる事

項を国民その他の利害関係者が理解するために、採用した会計処理の原則及び手続の概

要を示すことにある。この開示目的は、会計処理の対象となる会計事象等に関連する会

計基準等の定めが明らかでない場合に、会計処理の原則及び手続を採用するときも同じ

である。なお、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合とは、特定の会計事象等

に対して適用し得る具体的な会計基準等の定めが存在しない場合をいう。 

(2) 会計方針の変更 

新たな会計方針を過去の期間の全てに遡及適用する処理は行わず、その変更の影響は、

当事業年度以降の財務諸表において認識する。なお、会計方針の変更の具体的な範囲は、

以下のとおりとなる。 

事象 具体的な取扱い 

会計処理の変更に伴う表示方法の変更 会計方針の変更に該当する。 

会計処理の対象となる会計事象等の重要性が

増したことに伴う本来の会計処理の原則及び

手続への変更 

従来、会計処理の対象となる会計事象等の重要

性が乏しかったため、本来の会計処理によらず

に簡便な会計処理を採用していたが、当該会計

事象等の重要性が増したことにより、本来の会

計処理に変更する場合、当該変更は、会計方針

の変更に該当しない。 

会計処理の対象となる新たな事実の発生に伴

う新たな会計処理の原則及び手続の採用 

会計方針の変更に該当せず、追加情報として取

り扱う。 

連結又は持分法の適用の範囲に関する変動 財務諸表の作成に当たって採用した会計処理の

原則及び手続に該当しないため、会計方針の変

更に該当しない。 

 

(3) 表示方法の変更 

過去の財務諸表について、新たな表示方法に従い組み替えする処理は行わず、当事業

年度以降の財務諸表において、新たな表示方法での開示を行う。 

なお、流動資産から固定資産への区分変更や、経常損益から臨時損益への区分変更等、

財務諸表の表示区分を越える変更は、表示方法の変更として取り扱う。また、キャッシ

ュ・フローの表示の内訳の変更については、表示方法の変更として取り扱う。例えば、

ある特定のキャッシュ・フロー項目について、キャッシュ・フロー計算書における表示

区分を変更した場合や、連結キャッシュ・フロー計算書について、業務活動によるキャ

ッシュ・フローに関する表示方法（直接法又は間接法）を変更した場合が、表示方法の

変更に該当する。 

(4) 会計上の見積りの変更 

会計上の見積りの変更は、当該変更が変更期間のみに影響する場合には、当該変更期

間に会計処理を行い、当該変更が将来の期間にも影響する場合には、将来にわたり会計

処理を行う。 

なお、過去の財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき最善の見積りを行った

場合には、当事業年度中における状況の変化により会計上の見積りの変更を行ったとき

の差額、又は実績が確定したときの見積り額との差額は、その変更のあった事業年度又

は実績が確定した事業年度に、その性質により、経常費用又は経常収益として認識する。 

(5) 過去の誤謬 
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Ｑ５７－２のＡ１によることとなり、過去の財務諸表における誤謬が発見された場合

には、過去の財務諸表の遡及修正は行わず、過年度の損益修正額を原則として臨時損益

の区分に表示する。 

 

Ｑ７１－１０ 損益計算書に「（何）引当金戻入益」を表示する場合に、経常収益と臨時

利益に表示する場合がそれぞれ例示されているが、どう違うのか。 

Ａ 

１ 「Ｑ７１－９ (4) 会計上の見積りの変更」 において、「過去の財務諸表作成時に

おいて入手可能な情報に基づき最善の見積りを行った場合には、当事業年度中における

状況の変化により会計上の見積りの変更を行ったときの差額、又は実績が確定したとき

の見積り額との差額は、その変更のあった事業年度又は実績が確定した事業年度に、そ

の性質により、経常費用又は経常収益として認識する」とされている。例えば、当事業

年度末における徴収不能引当金（貸倒引当金）のうち直接償却により債権額と相殺した

後の不要となった残額があり、当該取崩額と当期繰入額を相殺した結果、取崩額の方が

大きい場合に、経常費用から控除するとともに附属明細書において徴収不能引当金繰入

額（貸倒引当金繰入額）をマイナス表示するか、経常収益の一項目として徴収不能引当

金戻入益（貸倒引当金戻入益）を表示することが考えられる。 

２ これに対し、「Ｑ７１－９ (5) 過去の誤謬」において、「過去の財務諸表における誤

謬が発見された場合には、過去の財務諸表の遡及修正は行わず、過年度の損益修正額を

原則として臨時損益の区分に表示する」とされている。例えば、過去の見積りの方法が

その見積りの時点で合理的なものではなく、過去の財務諸表において認識した徴収不能

引当金（貸倒引当金）が過大だった場合には、その額を、原則として、臨時利益の一項

目として徴収不能引当金戻入益（貸倒引当金戻入益）を表示することが考えられる。 

 

Ｑ７１－１１ 産業競争力強化法第２１条に基づく出資に関する注記については、具体的

にどのような内容を記載することとなるのか。 

Ａ 

注解５４においては、具体的な注記内容を定めていない。このため、原則として次の

内容を記載することとする。(1)、(2)及び(3)の 1 から 5 までは当事業年度末現在、(3)

の 6については当事業年度に支援決定した案件について注記する。 

(1) 特定研究成果活用支援事業の概要 

出資先の件数、取得価額の平均値、分野・成長段階の特徴、ハンズオン支援の概

要、投資事業有限責任組合の持分、当該投資事業有限責任組合の出資先の特徴、

処分状況など 

 

(2) 特定研究成果活用支援事業を実施する法人の財務状況 

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の概要 

(記載例) 

1.貸借対照表 

資産合計・・・・・・・・・・○○(千円) 

負債合計・・・・・・・・・・○○(千円) 

純資産合計・・・・・・・・・○○(千円) 

※特記事項があれば、必要に応じて記載 

 

2.損益計算書 
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営業利益(損失)・・・・・・・○○(千円) 

経常利益(損失)・・・・・・・○○(千円) 

当期純利益(損失)・・・・・・○○(千円) 

※特記事項があれば、必要に応じて記載 

 

3.株主資本等変動計算書 

資本金・・・・・・・・・・・○○(千円) 

資本剰余金・・・・・・・・・○○(千円) 

利益剰余金・・・・・・・・・○○(千円) 

株主資本合計・・・・・・・・○○(千円) 

※特記事項があれば、必要に応じて記載 

 

(3) 投資事業有限責任組合の活動状況 

・○○投資事業有限責任組合 

  1.ファンド組成日 

   ○年○月○日 

  2.ファンド総額 

   ○○億円 

  3.大学からの出資額(特定研究成果活用支援事業を実施する法人が出資し

た分を含む。) 

   合計 ○○億円 

   (無限責任組合員としての出資：○○億円、有限責任組合員としての出資：

○○億円) 

  4.民間出資者名及び民間出資額(大学（特定研究成果活用支援事業を実施す

る法人を含む。）以外の出資者の出資者名及び出資額を記載する。なお、

開示することに大学（特定研究成果活用支援事業を実施する法人を含

む。）以外の出資者の合意が得られない場合を除く。) 

   合計 ○○億円 

   (○○株式会社、○○株式会社) 

  5.事業概要 

   ○○○ 

6.支援案件 

支援先 支援決定日 ○○投資事

業有限責任

組合からの

出資決定額 

民間出資者名及び民間

出資額※ 

事業概要 

○○株式会社 ○年○月○日 ○○億円 ○○株式会社、○○株式

会社、株式会社○○ 

合計○○億円 

○○○ 

※ 当該投資事業有限責任組合以外の出資者の出資者名及び出資額を記載する。 

※ 開示することに当該投資事業有限責任組合以外の出資者の合意が得られな

い場合を除く。 

 
Ｑ７１－１２ 国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストの注記

で表示される業務費用には、損益計算書上の臨時損益も含まれるのか。 
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Ａ  

損益計算書の臨時損益も最終的に国民の負担に帰するものである以上、「国立大学法

人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト」に含めて計算する。 

なお、国から出資された土地の処分収入に係る大学改革支援・学位授与機構への納付

分及び大学改革支援・学位授与機構からの施設費交付事業による交付金については、い

ずれも国からの出資に係る財産の処分収入を財源としているため、政府出資等の機会費

用に反映されることになる。（注解５７参照） 

 

Ｑ７１－１３ 以下に掲げる収入は、国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰

せられるコストの注記において「運営費交付金及び国又は地方公共団体からの補助金等

に基づく収益以外の収益」（注解５７）として損益計算書における費用相当額から控除

できるか。 

(1) 国からの物品受贈益 

(2) 国からの受託事業収入 

(3) 科学研究費助成事業その他の補助金に係る間接経費相当額 

(4) 科学研究費助成事業等で取得した固定資産や消耗品等の現物寄附による寄附金収益 

Ａ 

１ 国立大学法人等の業務に関して国民の負担に帰せられるコストの注記に当たっては、

損益計算書における費用相当額から運営費交付金及び国又は地方公共団体からの補助金

等に基づく収益以外の収益を控除する。 

２ したがって、設問中の (1)、(4)はその取得原資が税金であることから運営費交付金に

基づく収益以外の収益として取り扱うことはできない。(3)については、直接の対価性が

ないことから、補助金等に基づく収益以外の収益として取扱うことはできない。(2)につ

いては、対価性があることから控除できるものと考える。 

３ 以上を整理すると次のとおりである。 

収入の区分 損益計算上の費用から控除することの可否 

(1) 国からの物品受贈益 控除できない 

(2) 国からの受託事業収入 控除できる 

(3) 科学研究費助成事業等その他の補助金に

係る間接経費相当額 
控除できない 

(4) 科学研究費助成事業等で取得した固定資

産や消耗品等の現物寄附による寄附金収益 
控除できない 

 

Ｑ７１－１４ 国からの現物出資に係る還付消費税は、国立大学法人等の業務運営に関し

て国民の負担に帰せられるコストの注記から控除する収益には該当しない旨注解５７に

規定されているが、通常の業務運営や施設整備等によって生じた還付消費税の取扱いは

どうなるのか。 

Ａ 

通常の業務運営や施設整備等によって生じた還付消費税は、控除すべき収益に含まれ

る。（Ｑ７１－７参照） 

 

Ｑ７１－１５ 国又は地方公共団体から委託費の交付を受けて研究を行う場合、研究のた

めに購入した資材は法人が委託期間中に国又は地方公共団体から無償で使用している形
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になる。このようなものも無償使用コストとして国立大学法人等の業務運営に関して国

民の負担に帰せられるコストの注記に含めなければならないのか。 

Ａ 

国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストは、国からの運営

費交付金や施設費といった直接の財源措置をもって行われる教育・研究が対象と考えら

れるため、委託費の交付を受けて行う研究については、委託者が国等であっても、国立

大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストの対象とはならないこと

とする。 

 

Ｑ７１－１６ 国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストの注記

で表示すべき「国又は地方公共団体の無償又は減額された使用料による賃貸取引から生

ずる機会費用」とは、国有財産法上の国有財産についてのみ計算すればよいのか。（関

連項目；基準第４ 重要性の原則） 

Ａ 

１  国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストの注記を義務付け

た趣旨を勘案すると、当該注記において表示すべき「国又は地方公共団体の資産の無償

又は減額された使用料による賃貸取引から生ずる機会費用」には、国民がコストを負担

する限りにおいて狭義の国有財産（国有財産法の対象となる財産）のみならず、物品管

理法等が対象とする動産等も含む広義の国有財産及び同様の地方公共団体の財産に関す

る無償又は減額使用コストが含まれる。 

２  なお、具体的な事例において「国又は地方公共団体の資産の無償又は減額された使用

料による賃貸取引から生ずる機会費用」に該当するかどうかの判断にあっては、国立大

学法人等の会計が目的とするところが、法人の財政状態及び運営状況を明らかにし、国

民その他の利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあることを考慮し、金額的

側面及び質的側面の両面からの重要性を勘案して、重要性の乏しいものについては、こ

こにいう「国又は地方公共団体の資産の無償又は減額された使用料による賃貸取引から

生ずる機会費用」には含めないものとする処理も認められる。（基準第４参照） 

 

Ｑ７１－１７ 国立大学法人会計基準に列挙されていない一般に機会費用と考えられる、

例えば国立大学法人間における資産の無償賃借などは、国立大学法人等の業務運営に関

して国民の負担に帰せられるコストの注記に計上する必要があるか。 

Ａ 

  注解５７では機会費用を「国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料によ

る貸借取引」「政府出資等の機会費用」「国又は地方公共団体からの無利子又は通常より

も有利な条件による融資取引の機会費用」の３種類と限定している。なぜなら、機会費用

は一般に広い概念であるが会計帳簿に基づくものではなく、通常は財務会計上認識され

ることはない。しかし、国立大学法人等においてはその制度趣旨に鑑み、国立大学法人間

の比較可能性の観点などから、会計基準において制度的に範囲を限定するものである。し

たがって、国立大学法人会計基準において列挙されている以外の機会費用を国立大学法

人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストの注記に計上する必要はない。 

 

Ｑ７１－１８ 基準第７９(特定の有価証券の会計処理)が適用される有価証券を発行する

投資事業有限責任組合において、保有するその他有価証券の時価評価の増減額について

は資本剰余金を減額したコスト等に関する注記に計上しなくてもよいのか。 

Ａ 
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１ 産業競争力強化法第２１条の規定に基づき国立大学法人等が行う出資事業について

は、本事業の特性を踏まえ、国民その他の利害関係者に分かりやすい形で財務情報を開

示していく必要がある。 

２ Ｑ３０－９のＡ３項にもあるとおり、投資事業有限責任組合の保有する公開株式につ

いて評価差額の持分相当額は国立大学法人等の財務諸表では、その他有価証券評価差額

金に計上されるが、基準第７９(特定の有価証券の会計処理)が適用される場合は、投資

事業有限責任組合の保有する公開株式について評価差額の持分相当額を、組合損益(組合

が業務の執行により獲得した損益)とともに、「有価証券損益相当累計額(その他)」勘定

に含めることとした。 

３ これに伴い、資本剰余金を減額したコスト等に関する注記の「有価証券損益相当額(そ

の他)」には、投資事業組合損益相当額及び関係会社株式評価損相当額と合わせて、投資

事業有限責任組合が保有するその他有価証券の評価差額(持分相当額)について計上する

こととする。 

 

Ｑ７１―１９ 国又は地方公共団体の財産の無償又は減額された使用料による貸借取引に

関し、減額された使用料による貸借取引とはどのような場合を想定しているのか。 

Ａ 

１ 減額された使用料による貸借取引とは、国有財産法、物品の無償貸付け及び譲与等に

関する法律において、国有財産及び国の物品を国以外の者に対して時価よりも低い対価

で貸し付けることができる場合が規定されており、これらの法律を根拠として減額され

た使用料による貸借取引が行われることを想定したものである。なお、国の財産は、時

価による譲渡及び貸付けが原則とされており、法律の規定によらず時価よりも低い対価

で貸付けが行われることはない。 

２ 国又は地方公共団体の財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用と

は、当該資産が市場によって提供されたとしたら支払うべきであろうコストと実際の支

払額との差額を意味するものであり、民間における参考事例がない場合であっても何ら

かの合理的な仮定計算を行うことが必要である。 

３ 合理的な仮定計算とは、具体的には以下のとおりとし、特段の事由があれば、その他

適切な方法によることとする。 

(1) 土地の機会費用 

 計算式                          使用を許可された面積 

  機会費用＝無償使用財産の相続税評価額ａ×利回りｂ× 当該資産の全面積 

 

ａ＝使用許可期間の初日の直近における相続税評価額（使用許可期間の初日が９月１日

以降であるものはその年の相続税評価額を用いる。） 

ｂ＝文部科学大臣が各国立大学法人等に通知する機会費用算定に係る利回り 

（注）相続税評価額とは、土地の現状地目に応じて「財産評価基本通達」（昭和３９年

４月２５日付直資産５６直審（資）１７国税庁長官通達）の規定に基づく路線価方式

又は倍率方式によって算定された平方メートル当たりの価格に当該使用又は収益の許

可に係る部分の面積を乗じて得た額をいう。 

(2) 建物の機会費用 

 計算式 機会費用＝Ａ＋Ｂ 

  Ａ＝当該建物の国有財産 × 当該建物のうち使用を許可された面積 

        法上の使用料                  当該建物の延べ面積 

  Ｂ＝当該建物の建て面積に × 当該建物のうち使用を許可された面積 
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      相当する土地の使用料            当該建物の延べ面積 

（注） 

１ 土地の使用料は、(1)により算定する。 

２ 一棟の建物の延面積の５割以上の無償使用を受ける場合は、上記算式中「当該建物

の建て面積」を「当該建物に通常必要な敷地面積」に読替えて適用する。 

３ 建物の一部の無償使用を受ける場合において、占用部分のほか共用部分についても

専ら使用するときは、共用部分を含めて機会費用を算定する。 

(3) 土地又は建物以外のものの使用料 

 当地におけるリース料等を参考に、実情に応じて機会費用を算定する。 

３ 仮定計算の方法については注記を行うことにより、客観性・透明性を確保するものと

する。 

 

Ｑ７１－２０ 国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストの注記

における政府出資等の機会費用算定に用いる「一定利率」はどのように決定するのか。

また、共通の数値を策定し、各国立大学法人等に通知するなどの周知は行わないのか。 

Ａ 

１ 政府出資等の機会費用は、当該出資額を市場で運用したならば得られたであろう金額

として計算すべきものであり、「一定利率」の数値としては、国債の利回りを参考に決

定することとなるが、国立大学法人等間の比較可能性が重要であるため、「一定利率」

については、各国立大学法人等が共通の数値を使用することとする。 

２ 具体的に使用すべき「一定利率」については、決算日における１０年もの国債の利回

り（具体的には、決算日（当日が土・日曜日の場合は直前の営業日）における１０年国

債（新発債）の利回り）であり、日本相互証券が公表しているものによることとする。 

 

Ｑ７１―２１ 施設費は固定資産を取得したときに資本剰余金に振り替えられるが、決算

日において負債として整理される預り施設費が存在する場合、当該預り施設費も政府出

資等に含めて計算するのか。 

Ａ 

預り施設費は、資本剰余金に転換する前段階のものであり、国民から見た場合には既

に負担が発生しているので、国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられ

るコストの計算対象と考えるのが適当である。 

 

Ｑ７１－２２ 注解５８の政府出資等の機会費用の計算において、政府出資等の額には、

寄附金又は授業料で取得した非償却資産等を含め全ての資本剰余金の額を計上すること

となるのか。 

Ａ 

政府出資等の機会費用も納税者たる国民の負担に帰せられるコストの一部を構成す

る。したがって、計算の対象となる政府出資等とは、政府出資金及びその他の政府拠出

に由来する資本剰余金であり、寄附金又は授業料で非償却資産を取得した場合に計上さ

れる資本剰余金については、これに含める必要はない。 

 

Ｑ７１－２３ 

(1) 注解５８にいう「政府出資等」の「等」にはどこまで含まれるのか。 

(2) 運営費交付金又は授業料を原資とする目的積立金による資本剰余金も含めて計算す

るのか。 
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Ａ 

１ 資本剰余金は、寄附金、授業料又は寄附財産に基づいて計上された場合を除いて、政

府からの財源措置を原資として発生したものと考えられることから、原則として政府出

資に準じて扱うこととし、注解５８の「等」に含めて考える。（Ｑ７１－２２参照） 

２ 運営費交付金を財源とした目的積立金を原資とする資本剰余金については、政府から

の財源措置によるものではあるが、剰余金となり経営努力認定を受けたことから他の寄

附金等の自己収入に準じて考え、政府出資「等」には含めて考えないこととなる。 

また、授業料は、政府からの財源措置ではないことから、機会費用の算定対象とはな

らない。 

 

Ｑ７１－２４ 政府出資等の額が、期首と期末では異なる場合、どのように計算するのか。 

Ａ 

期首（前期末）と期末の平均をとって政府出資等の額とする。 

 

Ｑ７１－２５ 資本金 200 億円（全額現物出資）で、４月１日に設立された国立大学法人

等において、機会費用算定に用いる「一定利率」を 2％とすると、次のようなケースでは

当年度の政府出資等の機会費用はいくらになるのか。 

① 現物出資財産の減価償却により、資本剰余金が△10億円発生した場合 

② さらに、施設費により９月末日に 50億円の建物を増築し、当該年度において△2億

円の減価償却相当額が発生した場合 

Ａ  

 計算例 

               前年度末         当年度末 

    政府出資金               200                     200 

    資本剰余金           0                      50 

    減価償却相当累計額      0                    △12 

       資本剰余金合計                 38 

 

  政府出資等の機会費用 

    ＝（200+238）/2 × 2％ ＝ 4.38 億円 

注：国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストとしては、減価

償却相当額が、別途、12億円発生している。 

 

Ｑ７１－２６ 資本剰余金を減額したコスト等に関する注記において、施設費を財源に取

得した特定償却財産の除却損はコストを構成することになるのか。 

Ａ 

１ 企業会計においては、有形固定資産の処分時の会計処理は全て損益計算に影響する。

しかし、国立大学法人等においては、固定資産を取得した際、取得原資拠出者の意図や

取得資産の内容等を勘案し、国立大学法人等の財政的基盤を構成すると認められる場合

には、相当額を資本剰余金として計上されることとなる場合もある。そのため、当該固

定資産の処分時の会計処理は、取得時の会計処理が資本計算に属するのか、損益計算に

属するのかによって、対応が異なってくる。 

２ 施設費を財源として取得した固定資産は、財政的基盤を構成するものであり、取得時

に資本計算に属する会計処理を行うものであるため、当該特定償却資産を除却した場合、

除却損相当額は資本剰余金から減額されることになる。ただし、会計処理においては、
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取得財源全額を資本剰余金から控除するが、資本剰余金を減額したコスト等の計算にお

いては、過去において当該コストとして計上された金額を除くことになる。 

３ 特定償却財産（取得価額 100、減価償却相当累計額 80）の資産を除却した場合を例示

すれば、 

  （借）資 本 剰 余 金       100 （貸）固  定  資  産       100 

     減価償却累計額        80    減価償却相当累計額      80 

となるが、資本剰余金を減額したコスト等に計上すべき金額は 20となる。 

 

Ｑ７１―２７ 国又は地方公共団体からの無利子又は低利融資を受けている場合の機会費

用の算定について、｢通常の調達利率｣とはどのような金利を用いればよいのか。また、

通常の調達利率は、期末時点での金利なのか、又は年間の平均金利なのか。 

Ａ 

｢通常の調達利率｣とは、決算日（当日が土・日曜日の場合は直前の営業日）における

10年もの国債（新発債）の利回りであり、日本相互証券が公表しているものによるもの

とする。 

 

Ｑ７１―２８ 資本剰余金を減額したコスト等に関する注記については、具体的にどのよ

うな内容を記載することとなるのか。 

Ａ 

当期総利益の次に、当事業年度に資本剰余金を増減させた減価償却相当額、減損損失

相当額、利息費用相当額、除売却差額相当額、賞与引当増加相当額及び退職給付引当増

加相当額を注記する。また、預り施設費のうち当期資本剰余金に振り替えられた額（過

年度交付額から資本剰余金に振り替えられた額を含む。）を施設費収益相当額、運営費

交付金債務や授業料債務、寄附金債務等のうち当期資本剰余金に振り替えられた額をそ

の他として注記する。 

なお、損益計算書の直下に注記することとし、資本剰余金を減額する場合（コストに

相当する場合）は負の値で表記する。 

 

資本剰余金を減額したコスト等に関する注記 

当期総利益 
 

減価償却相当額 

減損損失相当額 

利息費用相当額 

除売却差額相当額 

有価証券損益相当額（確定） 

有価証券損益相当額（その他） 

賞与引当増加相当額 

退職給付引当増加相当額 

 小計 

施設費収益相当額 

その他 

資本剰余金を減額したコスト等を含めた損益相当額 

 

 

－××× 

－××× 

－××× 

－××× 

±××× 

±××× 

－××× 

－××× 

××× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－××× 

××× 

 ××× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

××× 

 

Ｑ７１－２９ 科学研究費助成事業等に関する注記については、具体的にどのような内容
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を記載することとなるのか。 

Ａ 

研究経費や受託研究費等とあわせて法人内で発生する研究費の総額を明らかにするた

め、科学研究費助成事業等の直接経費相当額の当期受入額と当期支出額を注記する。当

期受入額は附属明細書（24）科学研究費助成事業等の明細の当期受入額と一致する。な

お、当該注記は資本剰余金を減額したコスト等に関する注記の次に注記するものとする。 

 

科学研究費助成事業等に関する注記 

当期受入額 
当期支出額 

××× 

××× 
 

Ｑ７１－３０ 国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストに関す

る注記については、具体的にどのような内容を記載することとなるのか。 

Ａ 

１ 損益計算書に計上されているコストから自己収入等を控除したうえで、損益計算書に

計上されていないコストや機会費用を加味することで、国立大学法人等の業務運営に関

して国民の負担に帰せられるコストを注記する。 

２ 具体的には以下の表形式で注記し、その下に機会費用の計上方法を記載することとす

る（注解５８）。表中の「Ⅱ 資本剰余金を減額したコスト等」は、資本剰余金を減額

したコスト等に関する注記の中の「小計」の額（当該小計の額がマイナスであれば、下

記注記のⅡではプラスの額）となる。 

国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト 

Ⅰ 業務費用 
（１）損益計算書上の費用 

（２）（控除）自己収入等 

業務費用合計 

Ⅱ 資本剰余金を減額したコスト等 

Ⅲ 機会費用 

   国又は地方公共団体の無償又は減額された 

   使用料による貸借取引の機会費用 

政府出資の機会費用 

無利子又は通常よりも有利な条件による融資取 

    引の機会費用                 

Ⅳ （控除）国庫納付額                        

Ⅴ 国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に 

帰せられるコスト 

 

××× 

－××× 

 

 

 

 

××× 

××× 

 

××× 

 

 

 

 

××× 

××× 

 

 

 

 

 

××× 

××× 

××× 

 

 

国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストの注記における

機会費用の計上方法 

(1) 国等の財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用の計算方法 

近隣の地代や賃借料を参考に計算している。 

(2) 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率 

10年利付政府保証債の××年３月末利回りを参考に××％で計算している。 

(3) 国等からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用の計算

に使用した利率 
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10年利付政府保証債の××年３月末利回りを参考に××％で計算している。 

 

 
Ｑ７１－３１ 収益認識に関する開示については、具体的にどのような内容を記載するこ

ととなるのか。 

Ａ 

１ 会計基準においては、収益認識に関する具体的な注記内容を定めていない。このため、

企業会計基準第 29号「収益認識に関する会計基準」（改正令和２年３月３１日 企業会

計基準委員会）及び企業会計基準適用指針第 30号「収益認識に関する会計基準の適用指

針」（最終改正令和３年３月２６日 企業会計基準委員会）を参考とする。 

２ 収益認識に関する開示は、表示（Ｑ７７－７参照）と注記事項に区分され、注記事項

は、重要な会計方針の注記と収益認識に関する注記に区分される。 

３ 重要な会計方針の注記は、次の事項を注記する（Ｑ７１－３参照）。 

(1) 会計基準第７７における主な履行義務の内容 

(2) 国立大学法人等が当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点） 

４ Ａ３の項目以外にも、重要な会計方針に含まれると判断した内容については、重要な

会計方針として注記する。 

５ 収益認識に関する注記における開示目的は、顧客との契約から生じる収益及びキャッ

シュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性を国民その他の利害関係者が理解できる

ようにするための十分な情報を国立大学法人等が開示することである。 

６ 収益認識に関する注記は、次の事項を注記する。 

(1) 収益の分解情報 

(2) 収益を理解するための基礎となる情報 

(3) 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報 

７ Ａ３及びＡ４に従って、重要な会計方針として注記している内容は、収益認識に関す

る注記として記載しないことができる。 

８ 収益認識に関する注記として記載する内容について、財務諸表における他の注記事項

に含めて記載している場合には、当該他の注記事項を参照することができる。 

９ 会計基準第７７における収益に重要性が乏しい場合には、重要な会計方針の注記及び

収益認識に関する注記を省略することができる。 

10 なお、注記は、全ての財務諸表にそれぞれ記載することが必要である。 

11 収益認識に関する注記を記載するに当たり、どの注記事項にどの程度の重点を置くべ

きか、また、どの程度詳細に記載するのかをＡ５の開示目的に照らして判断することに

なるが、参考として以下に記載例を示すこととする。 

【記載例】 

当法人は、以下に記載する内容を除き、会計基準第７７における収益に重要性が乏し

いため、注記を省略しております。 

(1) 収益の分解情報 

当法人は教育・研究・診療業務及びその他の事業を実施しており、基準第７７を

適用する取引に係る主なサービス等の種類と収益の額は、附属病院の診療による附

属病院収益〇〇百万円、国立大学法人法第３４条の２における土地等の貸付等によ

る財産貸付料収益〇〇百万円、特許実施許諾契約の締結時に受け取る一時金等によ

る特許料収益〇〇百万円であります。 

(2) 収益を理解するための基礎となる情報 

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記
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載のとおりであります。 

(3) 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報 

当該事業年度末における残存履行義務に配分された取引価格の総額は、〇〇百万

円であり、当法人は、当該残存履行義務について、履行義務の充足につれて〇年か

ら〇年までの間で収益を認識することを見込んでいます。 

 

Ｑ７１－３２ 会計上の見積りの開示に関する考え方は、注解４９第４項に規定されてい

るが、具体的にどのような項目を記載することとなるのか。 

Ａ 

１ 会計基準においては、会計上の見積りの開示に関する具体的な注記内容を定めていな

い。このため、企業会計基準第 31 号｢会計上の見積りの開示に関する会計基準」（令和

２年３月３１日 企業会計基準委員会）を参考とする。 

２ 会計上の見積りの開示を行うに当たり、当該事業年度の財務諸表に計上した金額が会

計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクが

ある項目を識別する。識別する項目は、通常、当該事業年度の財務諸表に計上した資産

及び負債であるが、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある場合には、

当該事業年度の財務諸表に計上した収益及び費用、並びに会計上の見積りの結果、当該

事業年度の財務諸表に計上しないこととした負債を識別することを妨げない。また、注

記において開示する金額を算出するに当たって見積りを行ったものについても、翌事業

年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある場合には、これを識別することを妨

げない。翌事業年度の財務諸表に与える影響を検討するに当たっては、影響の金額的大

きさ及びその発生可能性を総合的に勘案して判断する。なお、直近の市場価格により時

価評価する資産及び負債の市場価格の変動は、項目を識別する際に考慮しない。 

３ 当該事業年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業

年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスク（有利となる場合及び不利となる場合の双

方が含まれる。）がある項目における会計上の見積りの内容について、国民その他の利

害関係者の理解に資する情報として、次の事項を注記する。 

(1) 会計基準に基づき識別した会計上の見積りの内容を表す項目名 

(2) (1)に掲げる項目に係る当該事業年度の財務諸表に計上した金額 

(3) (1)に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容について国民その他の利害関係者の理

解に資するその他の情報 

４ Ａ３(2)及び(3)の事項の具体的な内容や記載方法（定量的情報若しくは定性的情報又は

これらの組合せ）については、前項の開示目的に照らして判断する。また、前項(2)及び

(3)の事項について、会計上の見積りの開示以外の注記に含めて財務諸表に記載している

場合には、会計上の見積りに関する注記を記載するに当たり、当該他の注記事項を参照

することにより当該事項の記載に代えることができる。 

５ Ａ３における、会計上の見積りの内容について国民その他の利害関係者の理解に資す

る「その他の情報」には、例えば、次のようなものがある。 

(1) 当該事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法 

(2) 当該事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定 

(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響 

６ なお、注記は、全ての財務諸表にそれぞれ記載することが必要である。 

 
Ｑ７１－３３ 事業報告書に記載されるリスク情報と会計上の見積りの開示に関する注記

に記載されるリスク情報の関係は何か。 
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Ａ 

国立大学法人等は、教育研究等のサービスが持続的に提供されるかの判断に影響する

業務運営上の課題に加えて、目標の達成を阻害する要因となるリスクや財務に係るリス

ク等に関する情報を、その対応策も含めて提供すべきである（国立大学法人の財務報告

に関する基本的な指針参照）としている。国立大学法人等の事業報告書に記載される「業

務運営上の課題・リスク及びその対応策」には、例えば、リスク管理の状況と業務運営

上の課題・リスク及びその対応策の状況が含まれる。 

一方、会計上の見積りの開示に関する注記は、当該事業年度の財務諸表に計上した金

額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリ

スクがある項目における会計上の見積りの内容について、国民その他の利害関係者の理

解に資する情報を開示するものである。 

リスクの情報によっては、両者の内容は重複することもあるが、一般的には事業報告

書において提供されるリスク情報のほうが、会計上の見積りの開示に関する注記と比べ

て、その対象範囲が広いと考えられる。 

 

Ｑ７１－３４ 「会計上の見積りの開示に関する会計基準」第８項において具体的に例示さ

れた事項であったとしても、各法人の実情を踏まえ、財務諸表においては当該事項の注

記を要しないと合理的に判断される場合には、財務諸表において当該事項について注記

しないことも認められるか。 

Ａ 

  企業会計基準第 31 号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（令和２年３月 31

日 企業会計基準委員会）第８項において具体的に例示された事項であったとしても、

会計上の見積りの開示に関する注記事項が、独立行政法人等の保有する情報の公開に関

する法律（平成 13年法律第 140号）における不開示情報に相当する場合等、各法人の実

情を踏まえ、財務諸表において当該事項の注記を要しないと合理的に判断される場合に

は、注記しないことも認められる。 

 

第１１章 国立大学法人等固有の会計処理 

 

Ｑ７２－１ 運営費交付金を未収計上する会計処理は認められるのか。 

Ａ 

運営費交付金を未収計上することは認められない。 

 

Ｑ７２－２ 運営費交付金債務等を「原則として業務の進行が期間の進行に対応するもの

として収益化を行う」とは、具体的にどのように行うことになるのか。また、「他の方

法により収益化することがより適当であると認められる場合」とはどのような場合か。 

Ａ                                 

１ 運営費交付金債務等の収益化の基準については、国立大学法人等においては、中期計

画等において、業務の実施と運営費交付金及び授業料財源とが期間的に対応しているも

のとして、一定の期間の経過を業務の進行とみなし、運営費交付金及び授業料債務を収

益化する方法(期間進行基準)を原則としている。 

これは、国立大学法人等の業務である教育・研究については、それぞれが相互に複雑

に関連し合いながら実施されているため区分けが困難、かつ、個々の業務の達成度の客

観的な把握が困難であると考えられることから、当該業務の達成度に応じて、財源とし

て予定されていた運営費交付金債務等を収益化することが適当でなく、また、単に業務
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のための支出額を限度として収益化しては、剰余金が生じる余地がなく、国立大学法人

等に業務の効率化のインセンティブが働かないためである。 

期間進行基準によると、天変地異等による業務の中断等、予定された業務が実施され

ていないと明らかに認められる場合を除き、期間の進行に伴って運営費交付金債務等を

収益化することとなる。 

２ 期間進行基準以外の他の収益化の基準としては、中期計画において、一定の業務等と

運営費交付金との対応関係が明らかにされている場合には、当該業務等の達成度に応じ

て、財源として予定されていた運営費交付金債務の収益化を進行させる方法（業務達成

基準）や、特定の支出のために運営費交付金が措置されている場合には、当該支出を限

度として収益化する方法（費用進行基準）が考えられる。 

３ 業務達成基準が適用されるケースとしては、国立大学法人等におけるいわゆるプロジ

ェクト研究等で達成度の測定が可能である場合などが挙げられる。こうした業務におい

ては、あらかじめ法人の達成すべき成果を定め、これに対応する収益化額を設定してお

いて、業務実施の進捗度に応じて当該額を収益化していく業務達成基準も適当と考えら

れる。 

４ この場合、会計監査が適切に行えるような客観的な基準をもって業務を特定し、適用

する基準を定めるべきことに留意する必要がある。 

５ また、プロジェクト研究等へ業務達成基準を適用する際には、そのプロジェクト研究

等に係る事業目的を明確にした上で、事業計画を立てることが必要であるが、以下の点

に留意しなければならない。 

① 事業計画において、中期計画等との対応関係が明らかであり、業務の達成度が客観

的に測定できること。 

② 事業計画において、事業実施部門、事業責任者（代表者）、事業計画期間及び事業

予算等が定められていること。 

③ 事業計画及び事業予算は、役員会等において適時に承認されていること。 

６ 費用進行基準が適用されるケースとしては、運営費交付金が退職手当の支払など特定

の支出のために措置される場合などが挙げられる。こうした場合においては、予算措置

目的の確実な達成のために、当該支出額を限度として収益化していく費用進行基準によ

ることとなる。 

 

Ｑ７２－２－２ 業務達成基準を適用するかどうかは、どの時点で意思決定されているの

が適当か。 

Ａ 

１ 法人が事業を開始する前には、基本的には、事業計画における事業予算が既に確定さ

れていることになるが、法人における当初予算や補正予算は、通常、役員会等を経て確

定され、適正かつ計画的に予算執行されるよう適時に予算配分されているものと考えら

れる。 

２ 役員会等において予算が確定される時期については、画一的な基準を設けることはで

きないものの、適正かつ計画的に予算執行されるためには、補正予算は、通常、第３四

半期末前後には確定されている。 

３ したがって、業務達成基準を適用するかどうかは、当初予算において見込まれた事業

については、事業年度当初からその対象事業開始前に意思決定され、また、補正予算後

に実施すべき事業が明確になった場合には、その時点において遅滞なく意思決定される

ことが望ましい。 
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Ｑ７２－２－３ 業務達成基準を適用する場合において、会計処理上の留意点は何か。 

Ａ 

１ 中期計画等との対応関係が明らかである事業が複数年度にわたって実施される場合、

その事業目的の達成のために、当初予定された事業計画に対応して事業予算が確保され

ることが明らかであり、かつ、例えば、当該事業に対して当該年度に具体的に研究プロ

ジェクトを立ち上げるなど、事業計画に照らし事業に着手していることが客観的に認め

られる場合に業務達成基準を適用することは可能である。 

  なお、この場合において運営費交付金債務の繰越しを行うためには、役員会等におけ

る事前の承認が必要である。 

２ 複数年度にわたる事業に対して業務達成基準を適用する場合、中期目標期間内であれ

ば、業務の達成度に応じて運営費交付金債務は繰り越されるが、事業終了とともに、国

から負託された経済資源を計画どおり使用する義務は解除されるため、事業終了時点に

おいて、当該事業に係る運営費交付金債務は全額収益化されることとなる。 

３ また、仮に、事業計画の予算を確保する見込みが立たなくなる等、予定された事業目

的を達成できない場合であっても、業務達成基準を適用している場合には、事業目的自

体を変更することは想定されないため、予定された事業目的を達成できないことが、役

員会等の意思決定により判断されれば、当該事業に係る運営費交付金債務は全額収益化

しなければならない。 

４ 事業目的を達成するために、事業計画を変更することは想定される。ただし、事業目

的を達成するために運営費交付金を債務として繰り越しているため、事業目的に照らし

て事業計画を変更する合理的な理由があり、また、変更後の事業計画においても、当然

に、中期計画等との対応関係が明らかでなければならない。 

５ また、変更後の事業計画において、あらかじめ繰り越された事業予算のうち、支出す

る必要のなくなった額が生じた場合には、当該額に相当する運営費交付金債務を収益化

する必要がある。 

 

Ｑ７２－３ 「成果進行基準」を「業務達成基準」と改めた意図は何か。 

Ａ 

１ 「成果進行基準」の語義からすると、「成果」の現出を必須要件とする印象であったが、

もともと、当該基準の採用については、「予定された成果の達成度」のみならず、「業

務実施の進捗度」も業務の達成度に含まれるとしており、より適切な表現として「業務

達成基準」に改めたものである。 

２ なお、当該名称変更にかかわらず、国立大学法人等の当初制度設計時における「予定さ

れた成果の達成度」の把握を明確に定量化すべきであるとする基本的考え方に変化はな

い。 

 

Ｑ７２－４ 運営費交付金により資産を取得する場合で、資産の取得が当初予定していた

年度を越えた場合、運営費交付金の収益化はどう処理するのか。 

Ａ 

１ 国立大学法人等における運営費交付金の収益化基準については、業務の実施と運営費

交付金が期間的に対応しているものとして、一定の期間の経過を業務の進行とみなし運

営費交付金を収益化する期間進行基準を原則としている。したがって、資産の取得が当

初予定していた年度を越えた場合においても、特別な事情のない限り期間の経過に応じ

て運営費交付金を収益化することとなる。 
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２ なお、国立大学法人等においては、運営費交付金の収益化について合理的な基準を内

規等として策定し、当該内規等に従って運営費交付金の収益化を行うこととされている

が、 

① 資産の取得が当初予定していた年度を越えた原因が国立大学法人等の責めによらな

い場合も考えられること。 

② 運営費交付金は、国立大学法人等における当該年度に必要な経費として措置される

ものであること。 

③ 国の会計制度においても、一定のものについては予算の繰越しが認められているこ

ととの均衡を考慮する必要があること。 

等から、当該基準において、例えば、当該年度内に取得することが予定されるもののう

ち、政府調達協定の対象となる調達に係る取得予定額については、比較的大規模な調達

であり、かつ、外国からの納品も想定されることを考慮し、期間進行基準によっている

場合であっても、当該資産の調達契約時において運営費交付金債務の額を特定し、国立

大学法人等の責めによらないような繰越しが発生した場合については、翌事業年度に運

営費交付金債務を繰越した上で当該資産の納品時に当該債務を収益化することと定めて

おくことも合理的な基準として認められる。（Ｑ７２－２参照） 

 

Ｑ７２－５ 基準第７２第４項において、国立大学法人等が固定資産を取得した際、その

固定資産が運営費交付金又は当該年度に係る授業料により支出されたと合理的に特定で

きる場合とはどのような場合を指すのか。 

Ａ 

国立大学法人等が固定資産を取得した際、その固定資産の取得についてあらかじめ中

期計画やその添付書類等において取得に要する経費の全部又は一部を運営費交付金又は

当該年度に係る授業料をもって財源とするということが記載されているか、中期計画に

おける業務内容に照らし、財源の全部又は一部を運営費交付金又は当該年度に係る授業

料をもって財源とすることが明らかな場合には、「合理的に特定」されているものと考

えられる。 

なぜ中期計画で区別するかについては、中期計画は文部科学大臣の認可を要するとい

う点で出資者たる国の意思が反映されている度合いが高いと考えられるためであって、

非償却資産で中期計画で想定しているものについては財産的基礎である資本剰余金へ振

り替えるという考え方に基づいているものである。例えば、固定資産を取得することが

予定されている場合で、施設・設備の財源を運営費交付金とする旨が記載されている場

合等が想定される。さらに、中期計画で記載されている場合だけに限られず、「その添

付書類等」において特定できる場合や期末において事後的に初めて合理的に特定できる

ような場合も想定される。 

なお、取得に要する経費の一部を運営費交付金又は当該年度に係る授業料をもって財

源とした場合については、当該充当された運営費交付金等の相当額を運営費交付金債務

又は授業料債務から収益又は資本剰余金へと振り替えることとなる。 

 

Ｑ７２－６ 

(1) あらかじめ中期計画等において、固定資産の取得が運営費交付金を財源とすることが

記載されていれば、「運営費交付金又は当該年度に係る授業料により支出されたと合理

的に特定できる」場合と考えられるが、このような場合においては、当該取得の対象と
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なった固定資産が「非償却資産で中期計画の想定外」であることは想定されないのでは

ないか。 

(2) 「固定資産が運営費交付金又は当該年度に係る授業料により支出されたと合理的に特

定できる場合」について、固定資産の記載が予算の事項レベルで中期計画やその添付書

類等に記載されている場合もそのように判断してよいのか。 

Ａ 

１ 確かに中期計画で運営費交付金を財源とするということが記載されている場合には、

「中期計画の想定外」ということは有り得ないと考えられるが、「合理的に特定できる

場合」とは、中期計画で記載されている場合だけに限られず、「その添付書類等」にお

いて特定できる場合や期末において事後的に初めて合理的に特定できるような場合、さ

らには全額を運営費交付金又は当該年度に係る授業料で賄われる国立大学法人において

中期計画において資産を特定していないような場合も想定される（なお、念のため、な

ぜ中期計画で区別するかについては、中期計画は文部科学大臣の認可を要するという点

で出資者たる国の意思が反映されている度合いが高いと考えられるためであって、非償

却資産で中期計画で想定しているものについては財産的基礎である資本剰余金へ振り替

えるという考え方に基づいているものである。）。 

２ 固定資産の記載の程度は、必ずしも予算の事項レベルとはリンクしない。中期計画に

おいては、個々の財産一つ一つを特定することまでは要せず、ある程度その資産が属す

る用途や案件ごとのカテゴリーなど概括的に記載することでよいと考えられる。言い換

えると、取得した資産について、中期計画に記載されている括りの中に入るのか入らな

いのかを明確に認識できる程度まで、中期計画で特定されている必要はあると考えられ

る。 

 

Ｑ７２－７ 

(1) 基準第７２第４項(2)にいう「当該資産が非償却資産であって(1)に該当しないとき」、

すなわち運営費交付金又は当該年度に係る授業料により支出されたと合理的に特定でき

ない場合とは、運営費交付金以外の収入により固定資産を取得した場合を想定している

のか。 

Ａ 

１ 「運営費交付金又は当該年度に係る授業料により支出されたと合理的に特定」できる

場合とは、中期計画、中期計画に添付された書類等により資産の取得が運営費交付金又

は当該年度に係る授業料からなされたということが明らかである場合であり、それ以外

の場合が「運営費交付金又は当該年度に係る授業料により支出されたと合理的に特定で

きない場合」である。したがって、「運営費交付金又は当該年度に係る授業料により支

出されたと合理的に特定できない場合」は運営費交付金又は当該年度に係る授業料以外

の収入により固定資産を取得した場合も当然入り得るものであるが、基準第７２におい

ては運営費交付金債務又は授業料債務からの振替について記述されているものであり、

運営費交付金又は当該年度に係る授業料以外の収入により固定資産を取得した場合につ

いての処理までをも言及しているものではない。 

２ なお、このような資産についての減価償却の処理を基準第７８により行うことができ

るか否かの問題は、基準第７８にいう「その減価に対応すべき収益の獲得が予定されな

いものとして特定された資産」となるかどうかの問題であり、このような資産とするこ

とを否定する記述はないが、取得について資本剰余金に計上されないにもかかわらず、

減価償却を資本剰余金の減額によって行うことは結果的に損益のバランスを欠くことと

なるので、認められないものと解する。 
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Ｑ７２－８ 

(1) 運営費交付金を財源としてリース料を支払う場合で、当該リース取引をファイナン

ス・リース取引と整理し、リース資産を資産計上する場合、どのような会計処理を行う

のか。 

(2) 当該運営費交付金の会計処理は、一旦運営費交付金債務に計上した後、リース料支払

を業務の進行と認識してリース料支払に応じて当該運営費交付金債務を収益化するの

か。 

（関連項目；基準第２８ リース資産の会計処理） 

Ａ 

１ ファイナンス・リースの場合は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う

（基準２８参照）のであるから、リース契約時に借方にリース資産、貸方にリース債務

が計上される。毎年度におけるリース料の支払は、会計上はリース債務の減少と支払利

息を意味することになり、運営費交付金を財源としてリース料を支払う場合は、その額

（自己収入等がある場合は運営費交付金に相当する額）が収益化されることになる。こ

の際、会計上費用として認識されるのは、支払利息相当分と当該資産の減価償却費のみ

である。なお、リース料のうち損益取引ではないリース債務の減少の部分についても収

益化を行うのは、リース債務の減少は資本取引であり、資産の取得と同様であると観念

できるからである。 

２ 具体的な会計処理のイメージは以下のとおり。なお、貸手側のリース物件購入額○○

○円、減価償却額×××円、毎年のリース料△△△円、リース料は運営費交付金により

手当されるとする。 

＜契約時＞（借）リース資産    ○○○    （貸）リース債務      ○○○  

＜毎年度＞（借）減価償却費    ×××    （貸）減価償却累計額   ××× 

        現金       △△△       運営費交付金債務 △△△ 

        運営費交付金債務 △△△          運営費交付金収益 △△△ 

        リース債務     ▲▲▲ 

        支払利息     ▼▼▼          現金         △△△ 

                                                               

Ｑ７２－９ 注解５９第２項(1)でいう原則によらない場合、「業務等の達成度」はどのよ

うな単位で測定するのか。標準コスト、実際コスト、現金支出、予算などを想定してい

るのか。また、支出には人件費も含めて考えるのか。 

Ａ 

業務の達成度の尺度は、設問のように様々なものが想定され得るので、それぞれの場

合に応じて合理性や実現性等を考慮して、各法人において決めることとなる。 

人件費が含まれるかについては、その業務の内容によって異なる。 

例えば、プロジェクト等の場合であれば、通常それに携わる人々の人件費は含まれる

し、退職給付の支払の場合であれば、退職給付以外の人件費は含まれない。 

 

Ｑ７２－１０ 運営費交付金の収益振替を業務達成基準とした場合に、当初の予算を満額

使い切って１２０％の成果を出しても、利益は出ないと考えてよいのか。すなわち、経

費を節減して当初予定していた成果を達成した場合のみ現金の裏付けのある利益が計上

できるため、「剰余金の使途」としての財源が得られると考えてよいのか。 

Ａ 

運営費交付金の収益化において業務達成基準をとった場合、当初の予定した金額を満
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額使い切って１２０％の成果を出したとしても、利益は生じない。 

 

Ｑ７２－１１ 教育・研究の一定部分について、運営費交付金等の収益化を費用進行基準

で行う場合、その財源として運営費交付金、授業料及びそれ以外の収益が混在している

場合の会計処理はどうするのか。 

Ａ 

運営費交付金及び授業料については、原則として業務の進行が期間の進行に対応する

ものとして収益化を行うこととされている。 

設問のように、教育・研究の一定部分について、運営費交付金及び授業料を費用進行

基準により収益化を行う場合で、当該業務の実施に必要な経費の財源の一部として運営

費交付金及び授業料に基づく収益以外の収益の額が予定されている場合には、当該財源

の種類及びその額についてあらかじめ特定しておく必要があると考えられる。 

具体的には、運営費交付金及び授業料の額とそれ以外の収益による額を予定しておく

必要がある。会計処理としては、当該業務に実際に使用された額を、運営費交付金及び

授業料の予定額と、運営費交付金等に基づく収益以外の収益の予定額との比率により按

分等して、それぞれ額を特定し、運営費交付金債務及び授業料債務の収益化を行うこと

等が考えられる。 

 

Ｑ７２－１２ 

(1) 運営費交付金を財源として固定資産を取得した場合の会計処理について、企業会計原

則注解２４の国庫補助金等によって資産を取得した場合の圧縮記帳を適用するのか。 

(2) 次の場合、圧縮記帳は適用となるのか。 

ア)他の政策目的による補助金等を国立大学法人等が受領し、当該補助金等を使用して固

定資産を購入した場合の会計処理はどうなるのか。 

イ)附属病院収入等及び運営費交付金（又は施設費）により固定資産を購入した場合 

（参考）企業会計原則注解２４ 

国庫補助金、工事負担金等で取得した資産については、国庫補助金等に相当する額を

その取得原価から控除することができる。この場合においては、貸借対照表の表示は、

次のいずれかの方法によるものとする。 

(1) 取得原価から国庫補助金等に相当する額を控除する形式で記載する方法 

(2) 取得原価から国庫補助金等に相当する額を控除した残額のみを記載し、当該国庫補助

金等の金額を注記する方法 

Ａ 

１ 運営費交付金を財源として固定資産を取得した場合の会計処理については、基準第７

２に定められているため、企業会計原則注解２４の国庫補助金等によって資産を取得し

た場合の圧縮記帳は適用されない。 

２ なお、圧縮記帳は、国庫補助金等を受領した時点での一括課税を避けるという、法人

税法上の課税繰延策として認められた処理方法である。企業会計原則注解２４における

圧縮記帳の容認規定は、企業会計と法人税法との調整を図った結果であるが、法人税法

も利益処分方式による会計処理を認めており、必ずしも圧縮記帳による会計処理を必要

としない。さらに、貸借対照表によって国立大学法人等の財政状態、注記によって国立

大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストを表示するという目的に

照らしても、圧縮記帳は認められるべきものではないと考えられる。 

３ なお、同様に、施設費及び補助金等を財源として固定資産を取得した場合においても、

圧縮記帳は認められない。 



 

- 136 - 

 

 

Ｑ７２－１３ 運営費交付金をサテライトオフィスの敷金として支出した場合、また、運

営費交付金の未使用分について余裕金運用の観点から有価証券を取得した場合の会計処

理はどうするのか。 

Ａ 

１ 運営費交付金をサテライトオフィスの敷金として支出した場合 

当該支出額を運営費交付金債務から運営費交付金収益に振り替えることとする。 

２ 運営費交付金の未使用分で有価証券を取得した場合の会計処理 

有価証券の取得はあくまでも余資の運用であって、予算の執行とは関係がない。した

がって余裕金の運用として有価証券を取得した場合の会計処理は、現金及び預金から有

価証券等へ振り替えるものとし、運営費交付金債務を他の勘定科目に振り替えることは

要しない。 

 

Ｑ７２－１４ 授業料を財源として在学年限を越えて使用可能な資産を取得することは受

益者間における公平の観点から問題はないか。 

Ａ 

１ 授業料とは、国立大学法人が提供する教育に係る業務の対価として国立大学法人に在

学していることを条件として義務的に在学生に対して納付させる性格を有するものであ

る。したがって、在学年限に限って授業料は納付されることを基本とする。 

２ 一方、国立大学法人は、教育に係る業務を将来にわたり提供することを前提としてお

り、教育に係る業務を将来にわたり提供するため基礎となる資産を取得し良好に管理す

ることが必要となるが、これらの資産から在学者が受ける受益は、在学年限を超えて過

去から未来にわたって平準的、恒常的に提供されるものである。したがって、これらの

資産を取得する財源として授業料を充当しても受益者間の公平の問題は発生せず、むし

ろ、恒常的な受益の平準化の面から是認されるものと考えられる。 

 

Ｑ７２－１５ たな卸資産を運営費交付金及び自己収入を財源として取得する場合にはど

のような会計処理をすればよいか。 

Ａ 

令和３事業年度までは運営費交付金を財源として「重要性が認められるたな卸資産」

（販売するために保有するものを除く。）を取得した場合は、運営費交付金債務を資産見

返運営費交付金に振り替えることとされていた。一方、補助金等及び自己収入を財源とし

てたな卸資産を取得した場合については、国立大学法人等に固有の会計処理は規定され

ておらず、資産見返負債を計上することは認められていなかった。 

 令和４事業年度から資産見返負債の会計処理が廃止されたことから、「重要性が認めら

れるたな卸資産」かどうかにかかわらず、運営費交付金を財源としてたな卸資産を取得し

た場合は、運営費交付金債務を運営費交付金収益に振り替える。 

 

Ｑ７２－１６ 国立大学法人等の業務執行に際し、運営費交付金と自己収入のいずれを財

源とするかという割当方法いかんによっては、損益計算書の利益額が影響を受けること

になるが、当該法人の運営上の判断によるという理解でよいか。 

Ａ 

損益計算書は国立大学法人等の運営状況を表す指標となることが想定されている。し

たがって、財源の充当方法いかんにより損益が変動することは好ましくない。このよう

な観点からするならば、事後的に財源の充当の優先順位を決定するのではなく、国立大
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学法人等の内部において業務実施以前に予算配分計算をする際などに充当財源を明確に

しておくとともに、事業の性質等によって処理方法を明確化する必要があると考える。

その前提として、運営費交付金の取扱いに関する内規等において、業務達成基準や費用

進行基準の運営費交付金債務の収益化基準とその取扱いなどについて定めておくことが

必要と考えられる。 

 

Ｑ７２－１７ 注解５９第３項における「別途、精算のための収益化を行うものとする。」

は具体的にどのように行うのか。 

Ａ  

  中期目標の期間の終了時点においては、期間中に交付された運営費交付金を精算する

必要があるため、運営費交付金債務が残る場合は、精算のための収益化を行うこととさ

れている。 

  国立大学法人等においては、国立大学法人等間の比較可能性の観点から、当該精算の

ため収益化した運営費交付金に関しては、期間の経過や達成度に応じて、また支出額を

限度として収益化した運営費交付金収益とは区分し、臨時利益として計上することとす

る。 

 

Ｑ７３－１ 施設費により受け入れた金額は、全額国立大学法人等の資産計上の対象とな

るべきものか。施設費で執行する固定資産の取得に関連して、固定資産の取得原価を構

成しない支出についてはどのような会計処理となるのか。 

Ａ 

１ 施設費を財源として固定資産を取得した場合であって、当該支出のうち固定資産の取

得原価を構成しない支出については、当期の費用として処理することとなるが、この場

合の施設費の会計処理については、費用相当額は、施設費収益の科目により収益認識を

行い、資本剰余金への振替は行わないことになる。 

２ 上記１に関連して、施設費を財源として支出することが可能な経費の範囲は、当該施

設費の交付決定や交付要綱の内容により判断する必要があるが、附帯事務費として支出

することが認められる経費は、設計料、検査・監督等の資産取得のために直接必要とな

る経費に限られ、国立大学法人等職員の人件費等の間接的な経費は含まれないものと考

えられる。 

３ また、施設費は国においては、公債発行対象経費である施設整備費補助金として予算

に計上されるが、その計上額は、国立大学法人等の要望を基礎として文部科学省で予算

要求を行うことから、国立大学法人等が、施設費の要望額を計算する際には、固定資産

の原価を構成するものに限り施設費に計上し、費用処理すべき項目については、含まな

いようにすることが要請される。 

 

Ｑ７３－２ 施設費はその全額が前もって交付されるのではなく、最終的に施設が完成し

た後に施設整備費補助金の請求を行って交付されるため、国の出納整理期間である翌事

業年度の４月に交付される場合がある。この場合、未収金の計上は可能か。 

Ａ 

１ 施設費は国の予算上は施設整備費補助金として計上され、補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律等の規定に従って交付され、国立大学法人等の資金繰り等を考慮

して概算で交付される場合もあるし、補助事業の完了後に精算交付される場合もある。 

２ 出納整理期間である翌事業年度の４月に交付される施設費は精算交付の場合に限られ

る。このため、補助金交付決定通知書等に記載された補助事業が補助事業の期間内に完
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了しており、交付決定通知書等に記載された補助金等額の交付が確実であると見込まれ

る場合には、未収金を計上することができる。 

 

Ｑ７３－３ ＮＴＴ無利子貸付金を財源として施設の整備（基準第７８の特定の償却資産

に該当する。）を行った場合及び当該資金の償還時の会計処理はどのようになるのか。

また、国から承継を受けたＮＴＴ無利子貸付金についてはどのようになるのか。 

Ａ 

１ ＮＴＴ無利子貸付金制度には、三つの事業形態があるが、国立大学法人等に交付され

る無利子貸付金は、その償還時に償還金補助が行われるタイプであり、国立大学法人等

から見れば、結果的には施設費補助金等によって施設の整備を行った場合と同様の経済

的効果をもたらすものである。したがって、ＮＴＴ無利子貸付金の償還が終了した時点

では、施設費により基準第７８の特定の償却資産を整備した場合と同様の貸借対照表と

なるような会計処理を行うことが適切であると考える。 

２ 具体的な会計処理は、次のようになる。 

① ＮＴＴ無利子貸付金により施設の整備（基準第７８の特定の償却資産）を行ったとき

（無利子借入金 1,000により建物 1,000を取得） 

  （借）現金預金       1,000 （貸）無利子借入金       1,000 

     建物         1,000    現金預金         1,000 

② ＮＴＴ無利子貸付金の償還時補助金の交付を受け、償還を行ったとき（償還時補助金

500の交付を受け、同額の無利子借入金を償還） 

  （借）現金預金         500 （貸）預り補助金等         500 

     無利子借入金       500    現金預金            500 

     預り補助金等       500    資本剰余金           500 

３ また、国から承継を受けたＮＴＴ無利子貸付金については、 

  ＮＴＴ無利子貸付金の承継時（無利子借入金 1,000及び建物 1,000を承継） 

  （借）建物          1,000 （貸）無利子借入金        1,000 

であり、償還時補助金の交付を受け、償還を行ったときの仕訳は上記２②同様である。 

４ なお、このような会計処理が認められるのは、償還時の補助を含めＮＴＴ無利子貸付

金に係る制度が法定されているからであり、ＮＴＴ無利子貸付金制度に係る会計処理を

他の事象にそのまま適用することは認められない。 

 

Ｑ７３―４ 施設費を財源にして取得した特定償却資産の除却損は資本剰余金を減額した

コスト等を構成することになるのか。 

Ａ 

１ 企業会計においては、有形固定資産の処分時の会計処理は全て損益計算の範疇となる。

他方、国立大学法人等においては、固定資産を取得した際、取得原資拠出者の意図や取

得資産の内容等を勘案し、国立大学法人等の財産的基礎を構成すると認められる場合に

は、相当額を資本剰余金として計上することとなる場合がある。そのため、当該固定資

産の処分時の会計処理は、取得時の会計処理が資本計算に属するのか、損益計算に属す

るのかによって、対応が異なってくる。このことから、施設費を財源にして取得した特

定償却資産を除却した場合、除却損相当額は資本剰余金から減額されることになる。（Ｑ

２６－５参照） 

２ 資本剰余金を減額して整理された特定償却資産に係る除却損相当額は資本剰余金を減

額したコスト等を構成することになる。ただし、下記の例のように会計処理においては

取得財源全額を資本剰余金から控除するが、資本剰余金を減額したコスト等の計算にお
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いては、過去において資本剰余金を減額したコスト等として計上された部分を除くこと

に注意が必要となる。 

＜例示＞ 

特定償却資産（取得価額 100、減価償却相当累計額 80、減損損失相当累計額 15）の資

産を除却した場合 

   会計処理は、                

  （借）資本剰余金         100 （貸）固定資産          100 

     減価償却累計額        80    減価償却相当累計額     80 

     減損損失累計額      15    減損損失相当累計額     15 

となるが、除却年度における資本剰余金を減額したコスト等に計上すべき額は 5(=100-

80-15)となり、除売却差額相当額の区分に計上することになる。 

 

Ｑ７４－１ 補助金等は交付を受けた際には預り補助金等として整理し、補助金等の交付

の目的に従った業務の進行に応じ収益化することとされているが、具体的には、どのよ

うに収益化すればよいのか。 

Ａ 

１ 補助金等は国立大学法人等が行う業務のうち、特定の事務事業に対して交付されるも

のであり、補助金等の交付の対象となる事務事業の範囲は交付決定通知書等で具体的に

示されている。 

２ したがって、交付決定通知書等で示された業務の進行に応じ、具体的には当該業務に

係る経費の支出に応じて収益化することになる。 

 

Ｑ７４－２ 補助金等を財源として基準第７８の特定の償却資産を取得することは可能

か。 

Ａ 

国立大学法人制度の基本的な仕組みとして、国立大学法人等の財産的基礎となる固定

資産の取得については、出資による方法と施設費による方法が予定されており、補助金

等による方法は予定されていない。したがって、補助金等により基準第７８の特定の償

却資産を取得することは予定されていない。 

 

Ｑ７４－３ 補助金等が既に実施された業務の財源を補塡するために精算交付された場合

には、補助金等の交付を受けたときに収益化する（注解６１）こととされているが、既

に実施された業務にはたな卸資産の取得も含まれるのか。また、精算交付が翌年度にな

される場合、補助金等を未収計上することはできるのか。 

Ａ 

１ 補助金等は国立大学法人等の業務のうち、特定の事務事業に対して交付されるもので

あり、補助金等の交付の目的、補助する経費の範囲等は、補助金等の交付決定通知書、

交付要綱等により明らかにされており、補助金等を充てられる支出であるか否かはこれ

らにより判断することになる。 

２ 注解６１第１項で想定している補助金等の精算交付は、特定の事業の収支差額を決算

額を基礎として交付される補助金等であり、質問にあるたな卸資産の取得費を事後に精

算交付する補助金等は想定されない。なお、補助事業は、補助金等の交付決定後に実施

するのが原則であり、補助金等の交付決定前に購入したたな卸資産の取得費に補助金等

を充てることは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反となり、罰則が

課せられる場合もあり得る。 
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３ 既に実施された業務に対する精算交付がなされるときに、精算交付時期が翌事業年度

になる場合には、費用収益対応を考慮し、精算交付される額を未収金として計上するこ

とができる。ただし、Ｑ７３－２の施設費を未収計上できる場合の要件に準じて判断す

るものとする。 

 

Ｑ７４－４ 助成金を受領した場合の会計処理はどのようになるのか。 

Ａ 

 助成金という名称であっても、内容は様々で、募集要項等の内容を踏まえた実質的判断

が必要である。少なくとも国立大学法人等に対して交付されるものであって、かつ「補助

金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の適用を受けるものは、国や地方公共団体

以外から受領した助成金であっても補助金等として会計処理することが適当である。 

また、地方公共団体の補助金交付要綱等に基づくものや、独立行政法人等からの助成金

等のうち補助金と同様の手続（交付決定、補助金額の確定等）が必要なものは補助金等で

処理することが適当であると考えられる。 

 

Ｑ７４－５ 長期繰延補助金等に係る会計処理はどのようになっているか。 

① 長期の契約により固定資産を取得し、建設仮勘定を本来の科目に振り替える際に、費

用処理されるものが判明した場合はどのような会計処理を行うのか。 

② 建設仮勘定を計上すべき長期の契約であって、補助金等が交付（国立大学法人等から

見て入金）される前に前金払等を行った場合にはどのような会計処理を行うのか。 

Ａ 

① 補助金を財源に固定資産を取得した場合、預り補助金等を長期繰延補助金等に振り替

える。 

長期の契約により固定資産を取得する場合、支出が発生した事業年度において建設仮

勘定を計上するとともに、財源である預り補助金等を長期繰延補助金等に振り替える。

建設仮勘定を本勘定に振り替える際に、費用処理されるものが判明した場合には、当該

費用の額に相当する額を長期繰延補助金等から補助金等収益に振り替えることとなる。 

なお、各事業年度において建設仮勘定を計上する際には、契約内容から、資産に計上

すべき部分と費用処理すべき部分とを適切に管理し、当初から費用認識できるような経

費については、その発生した事業年度において費用認識を行う必要があり、費用処理す

べきことが明らかな経費を建設仮勘定に計上することは認められない。 

② 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の適用がある｢補助金等｣について

は、交付決定が行われる以前に事業を実施することは認められない。補助金等の交付決

定が行われた後、補助金等の概算交付が行われる以前に前金払等の支出を行った場合の

会計処理については次のようになる。 

 

 ＜補助金等の交付決定時＞ 

   仕訳なし 

 ＜500の前金払を行った時＞ 

  （借）建設仮勘定        500 （貸）現金            500 

 ＜補助金等の概算払 700の交付を受けた時＞ 

  （借）現金           700 （貸）預り補助金等        700 

  （借）預り補助金等       500 （貸）長期繰延補助金等      500 

 ＜200の部分払を行った時＞    

  （借）建設仮勘定        200 （貸）現金            200 
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  （借）預り補助金等       200 （貸）長期繰延補助金等      200 

 

Ｑ７５－１ 中期計画の最終年度において、次の中期計画において財源措置することが予

定される特定の費用が発生し、当該金額を未収財源措置予定額として資産に計上した場

合、当該未収財源措置予定額は次期中期目標期間に繰り越せるのか。 

Ａ 

基準第７５及び注解６２は、次期中期目標期間に繰り越すことがあり得ることを前提

とした規定である。なお、未収財源措置予定額として計上が認められるのは、財源措置

を行う費用の範囲、時期、方法等が中期計画等で明らかにされていることが必要であり、

この財源措置の時期が、当該中期目標期間に限られている場合は繰り越せないことにな

る。（Ｑ１２－２参照） 

 

Ｑ７６－１ 基準第７６第１項にいうところの寄附金を寄附金債務として計上するための

「使途の特定」とは、具体的にどのように行えばよいのか。（関連項目；基準第１４ 負

債の定義） 

Ａ 

１ 寄附金は、寄附者が国立大学法人等の業務の実施を財政的に支援する目的で出えんす

るものであって、その本来的な性格は、国立大学法人等にとって直ちに会計的な意味で

の負債に該当するものとはいえない。したがって、法人が寄附金を受領した時点で寄附

金債務として負債に計上するためには、基準が規定する負債の定義に合致することが必

要であって、受領した寄附金の全てについて寄附金債務として負債計上できるとするも

のではない。負債の定義に合致しない場合には、企業会計の慣行に立ち返り、受領時点

で寄附金相当額を収益に計上することになる。 

２ 基準第１４第１項では、「国立大学法人等の負債とは、過去の事象の結果として国立

大学法人等に生じている現在の義務であり、その履行により国立大学法人等のサービス

提供能力の低下又は経済的便益を減少させるもの」と規定している。基準における負債

に計上するには、その前提として、当該寄附金の受領が国立大学法人等に何らかの現在

の義務を生じさせていることが必要である。 

３ このような観点から、基準では、①寄附者がその使途を特定した場合及び②寄附者が

特定していなくとも国立大学法人等が使用に先立ってあらかじめ計画的に使途を特定し

た場合において、負債に計上するとしたところである。 

４ 使途の特定の程度については、この趣旨に従い、国立大学法人等において寄附金を何

らかの特定の業務のために計画的に充てなければならない責務が生じていると判断でき

る程度、すなわち、法人に対して当該寄附金の使用状況について管理責任が問える程度

に特定されていることが必要である。 

５ 具体的には、国立大学法人等の業務に使用するといった漠とした程度では不十分であ

り、当該法人の業務に関連した用途の種類、使用予定額などが明確になっていることが

必要と考えられ、例えば、工学（理学、医学）研究のために全額を使用する等が考えら

れる。なお、寄附金の一部を間接経費相当額とする場合に、当該間接経費相当額につい

て使途の特定がなされたとするためには、役員会又は経営協議会により当該寄附金の使

途や使用時期についてあらかじめ具体的に規定する必要があると考えられる。 

６ 特定の方法については、基本的には、中期計画において定めることを想定しているが、

中期計画において特定することが客観的に難しいと判断される場合には、寄附金受領後

使用するまでに当該寄附金の使途を定めた事実が事後的に検証可能な事例においても、

中期計画において特定した場合に準じた取扱いが認められる。 
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Ｑ７６－２ 基準第７６第１項の「当該使途に充てるための費用」とは、いわゆる間接費

を含めてよいのか。すなわち、寄附金を財源として特定の業務を行った結果増加するこ

ととなった管理費等の費用も「当該使途に充てるための費用」に含まれると解してよい

のか、それとも特定の業務に関連するものとして直接的に把握できる費用のみを「当該

使途に充てるための費用」と解するのか。 

Ａ 

寄附金の使途として定めた内容を実施するために発生した費用については、その同額

を寄附金債務から収益に振り替えることになるが、ここでいう費用とは直接的か間接的

かを問わない。したがって、管理部門などの費用についても、それが適切に管理され寄

附金の使途を実施するために発生したものであることを説明できるのであれば、「寄附

金の使途に充てるための費用」に含めることが認められる。 

 

Ｑ７６―３ ある事業の実施の財源として使途が特定された寄附金１５百万円を受け入

れ、当該事業を実施したが、当該事業には間接費も含め１３百万円の支出となった。こ

の場合の会計処理はどのようになるのか。 

Ａ 

１ 基準第７６では、「寄附者がその使途を特定した場合又は寄附者が使途を特定してい

なくとも国立大学法人等が使用に先立ってあらかじめ計画的に使途を特定した場合にお

いて、寄附金を受領した時点では寄附金債務として負債に計上し、当該使途に充てるた

めの費用が発生した時点で当該費用に相当する額を寄附金債務から収益に振り替えなけ

ればならない。」とされている。 

２ したがって、受け入れた寄附金は○○事業の実施に当たり寄附者から使途特定された

ものであるので、受け入れた１５百万円は寄附金債務として処理し、当該費用の発生し

た時点で当該費用相当額について寄附金債務を取り崩して寄附金収益として収益計上さ

れることになる。なお、「当該費用に相当する額」には、管理部門などの費用も含める

ことができるとされている（Ｑ７６―２参照）が、これらを含めてもなお、当該費用に

相当する額が受け入れた寄附金の額よりも下回った場合については、使途が特定された

事業が終了した時点で、受け入れた寄附金に対する負債性はなくなると考えられるので、

残余について特約がある場合や、新たに別の使途が定められた場合を除き、寄附金債務

全額を取り崩し、寄附金収益として処理する。 

 

Ｑ７６－４ 基準第７６第２項(2)にいう「当該資産が非償却資産であって、上記(1)に該

当しないとき」、すなわち、中期計画の想定の範囲外である場合とは、具体的にどのよ

うな状況を想定しているのか。この場合においては、当該非償却資産に相当する額を寄

附金収益に計上するのか。 

Ａ 

１ 基準第７６第２項(2)の「当該資産が非償却資産であって、上記(1)に該当しないとき」

とは、国立大学法人等が寄附金を受け、寄附者又は法人によって当該寄附金の使途とし

て特定の業務を実施することが定められ、そのために土地などの非償却資産を取得した

ものの、このような使途が文部科学大臣の認可を受けた中期計画に記載されていなかっ

たような場合を指している。この場合には、使途が定められた時点でまず寄附金と同額

が寄附金債務として負債計上されることになるが、資産を取得した際の扱いとしては、

文部科学大臣の認可の下で行う計画的な資本増強とは言えないため、資本剰余金ではな

く寄附金収益へ振り替えることになる。 
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Ｑ７６－５ 注解６３第２項において、寄附金を原資とした余裕金の運用による収益等を

寄附金債務として負債に計上する要件とされている「あらかじめその使途が特定されて

いる場合」とは、どのような場合を指すのか。 

Ａ  

  例えば、寄附者が余裕金の運用による収益等も含めて使途を特定した場合のほか、寄

附者が特定していなくとも国立大学法人等が使用に先立ってあらかじめ計画的に使途を

特定した場合が想定される。 

なお、運用により生じた損失を寄附金債務ではなく、その他の収入（国立大学法人法

施行規則第９条の４に掲げるものに限る。）で負担する場合には、その決定方法や負担

する金額の算定基準等を内規等において定めておく必要がある。また、恣意的な運用を

避けるため、その他の収入で負担するか否かについては、国立大学法人等が使用に先立

ってあらかじめ計画的に使途を特定する時点において決定しておく必要がある。 

 

Ｑ７６－６ 寄附金を原資とした余裕金の運用により有価証券を取得した場合であって、

当該運用により発生した収益等についてあらかじめその使途が特定されている場合の会

計処理はどのようになるのか。 

Ａ 

１ 注解６３第２項に記載のとおり、当該運用により発生した収益等については寄附金債

務として負債に計上する。 

２ また、有価証券の評価については、基準第３０に従い区分ごとに実施することとなる

が、各事業年度末における評価差額を寄附金債務として負債に計上する場合の会計処理

は、以下のとおりである。 

 

(1) 取得価額 100円、期末時価評価額が 115円の有価証券を翌年度に 130円で売却した場

合 

【売買目的有価証券】 

 寄附受入時 

（借）現  金        100  （貸）寄附金債務        100 

取得時 

（借）有価証券        100  （貸）現  金         100 

期末 

（借）有価証券        15  （貸）寄附金債務        15 

売却時 

（借）現  金        130  （貸）有価証券         115 

                  （貸）寄附金債務        15 

【その他有価証券】 

寄附受入時 

（借）現  金        100  （貸）寄附金債務        100 

取得時 

（借）有価証券        100  （貸）現  金         100 

期末 

（借）有価証券        15  （貸）寄附金債務        15 

翌期首（洗替処理） 

（借）寄附金債務       15  （貸）有価証券         15 
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売却時 

（借）現  金        130  （貸）有価証券         100 

                  （貸）寄附金債務        30 

 

(2) 取得価額 100円、期末時価評価額が 90円の有価証券を翌年度に 80円で売却した場合 

【売買目的有価証券】 

 寄附受入時 

（借）現  金        100  （貸）寄附金債務        100 

取得時 

（借）有価証券        100  （貸）現  金         100 

期末 

（借）寄附金債務       10  （貸）有価証券         10 

売却時 

（借）現  金        80  （貸）有価証券         90 

（借）寄附金債務       10 

 

【その他有価証券】 

寄附受入時 

（借）現  金        100  （貸）寄附金債務        100 

取得時 

（借）有価証券        100  （貸）現  金         100 

期末 

（借）寄附金債務       10  （貸）有価証券         10 

翌期首（洗替処理） 

（借）有価証券        10  （貸）寄附金債務        10 

売却時 

（借）現  金        80  （貸）有価証券         100 

（借）寄附金債務       20 

 

(3) 取得価額 100 円、期末時価評価額が 90 円の有価証券を翌年度に 110 円で売却した場

合。なお、運用により生じた損失を寄附金債務ではなく、その他の収入で負担する。 

（翌年度に 80円で売却した場合について、〔 〕内に記載。） 

【売買目的有価証券】 

 寄附受入時 

（借）現  金        100  （貸）寄附金債務        100 

取得時 

（借）有価証券        100  （貸）現  金         100 

期末 

（借）有価証券評価損     10  （貸）有価証券         10 

110円で売却時 

（借）現  金        110  （貸）有価証券         90 

（貸）寄附金債務        10 

（貸）有価証券売却益      10 
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80円で売却時 

（借）現  金        80  （貸）有価証券         90 

（借）有価証券売却損     10  

 

 

【その他有価証券】 

寄附受入時 

（借）現  金        100  （貸）寄附金債務        100 

取得時 

（借）有価証券        100  （貸）現  金         100 

期末 

（借）寄附金債務       10  （貸）有価証券         10 

翌期首（洗替処理） 

（借）有価証券        10  （貸）寄附金債務        10 

110円で売却時 

（借）現  金        110  （貸）有価証券         100 

（貸）寄附金債務        10 

80円で売却時 

（借）現  金        80  （貸）有価証券         100 

（借）有価証券売却損     20 

 

 

Ｑ７６－７ 使途の異なる複数の寄附金を原資とした余裕金を一体的に運用した場合にお

いて、当該運用により生じた収益等を特定の寄附金の使途に充てることは可能か。 

Ａ  

 使途の異なる複数の寄附金を原資とした余裕金を一体的に運用した場合であっても、

Ｑ７６－５の考え方に照らして、あらかじめ計画的に使途が特定されている場合におい

ては、当該使途に充てることも可能と考えられる。 

 

Ｑ７６－８ 寄附金について使途を定めない場合には、結局のところ当該寄附金は国庫に

納付されてしまうのか。 

Ａ 

１ 寄附者や国立大学法人等が寄附金について何らその使途を特定しなかった場合におい

ては、企業会計の慣行に立ち返り、寄附金は当該事業年度の収益として計上されること

となる。この場合において、結果的には当該年度に利益が出やすい構造になる。 

２ 当該利益のうち準用通則法第４４条第１項によって、積立金として整理されたものに

ついては、同条第５項に従い、国立大学法人法第３２条に定めるところによって処理さ

れる。したがって、国立大学法人法の規定に従って処理した結果、国庫に納付されるも

のもあり得る。 

 

Ｑ７６－９ 既往の委任経理金を承継した場合の取扱いはどうするのか。 

Ａ 

既往の委任経理金については、国立大学法人法附則第１０条により、当該国立大学法

人等が承継することとされている。国立大学法人等が、委任経理金を承継した場合の取
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扱いについては、各国立大学法人等に寄附があったものとみなして、基準第７６に準じ、

負債に計上することとする。 

 

Ｑ７６－１０ 寄附金を財源に産業競争力強化法第２１条の規定に基づき出資事業を行

い、有価証券を取得した場合の会計処理はどうするのか。 

Ａ 

国立大学法人等が寄附を受けて、産業競争力強化法第２１条で規定する出資を行おう

とする場合には、国立大学法人等の財産的基礎を形成すると判断しその実態が資本金と

同様に財産的基礎と認められるため、資本剰余金に計上する。(Ｑ１９－４参照) 

① 寄附を受けたとき。 

  (借) 現金及び預金  100,000,000   (貸) 民間出えん金  100,000,000  

② 当該寄附金により投資事業実施会社(株式会社)へ出資を行ったとき。 

  (借) 関係会社株式  100,000,000   (貸) 現金及び預金  100,000,000 

 

Ｑ７７－１ 受託研究収入のように、初年度に受託収入を得て、複数年度にわたってサー

ビス（研究）を行う場合、各年度の収益及び費用についてはどのように考えるのか。 

Ａ 

１ 受託研究等は、契約締結の段階で総収益と総原価が当事者間で合意されてはいるもの

の、大半の受託研究等において客観的な成果の測定が困難である。加えて、受託研究等

は通常大量にあることが想定されることから、事務処理上の便宜も勘案し、当該研究の

ための費用化額を限度として収益化することを原則とする。 

ただし、契約の最終年度には相手方に全てのサービス提供義務を果たすことから、最

終年度においては当該年度の費用化額に関わらず、未収益化額の全額を収益化する（受

託研究収入の未使用額を返金する場合等は全額を収益化することはできない）。当該取

扱いについては、共同研究や受託事業等についても同様である。これにより、毎事業年

度の国立大学法人等の研究活動の状況を、費用及び収益として財務諸表で明らかにする

ことができる。 

なお、研究の進行状況が客観的に把握可能であり、金額に重要性がある受託研究等に

ついては、研究の進行程度に応じて収益を認識する方法により収益化することも妨げな

い。 

２ 数値例でＡ１の原則的な基準を適用した場合を示すと以下のとおり。なお、３年契約

で、１年目に受託研究収入 100を現金で受領、初年度期首に固定資産 40（耐用年数５年。

当該研究の終了後に他の目的に使用する予定である）を取得し、毎年度の費用 20は現金

で払うものと仮定する。 

 

（１年目）（借）現金          100 （貸）前受受託研究費     100 

         固定資産        40    現金           40 

         受託研究費       20    現金           20 

         受託研究費        8    減価償却累計額       8 

         前受受託研究費    28    受託研究収益       28 

（２年目）（借）受託研究費       20 （貸）現金           20 

         受託研究費        8    減価償却累計額       8 

          前受受託研究費    28    受託研究収益       28 

（３年目）（借）受託研究費       20 （貸）現金           20 

         受託研究費        8    減価償却累計額       8 
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          前受受託研究費    44    受託研究収益       44 

（４年目）（借）受託研究費        8    減価償却累計額       8 

（５年目）（借）受託研究費        7    減価償却累計額       7 

 

３年目の費用価額は合計 28であるが、契約の最終年度であることからその時点での前

受受託研究費残高である 44を全額収益化する。 

４年目以降は減価償却費のみが計上されることになる。なお、固定資産を取得した場

合の耐用年数の変更については、令和５事業年度以降に取得した固定資産から適用する

（Ｑ８－２Ａ４参照）。また、受託研究収入に係る会計処理は、当該研究のための費用

化額を限度として収益化することを原則としているため、費用発生の都度受託研究費で

計上し、費用を繰り延べる必要はないため、仕掛品等の計上の必要はない。 

３ 簡単な数値例でＡ１の研究の進行程度に応じて収益を認識する方法を適用した場合を

示すと以下のとおり。なお、５年契約で、１年目に受託研究収入 100 を現金で受領、毎

年の費用は現金で払い、サービスは均等に進行するものと仮定する。 

 

（１年目）（借）現金          100 （貸）前受受託研究費     100 

         受託研究費       15    現金           15 

         前受受託研究費    20    受託研究収益       20 

（２年目）（借）受託研究費       20 （貸）現金           20 

          前受受託研究費    20    受託研究収益       20 

（３年目）（借）受託研究費       25 （貸）現金           25 

          前受受託研究費    20    受託研究収益       20 

（４年目）（借）受託研究費       30 （貸）現金           30 

          前受受託研究費    20    受託研究収益       20 

（５年目）（借）受託研究費       10 （貸）現金           10 

         前受受託研究費    20    受託研究収益       20 

                 

Ｑ７７－２ 自己収入で計上された原価と運営費交付金の原価をどのように振り分けるの

か。例えば、運営費交付金と業務との対応関係を明らかにすることが困難な場合に、国

立大学法人等が次のような収入・支出を行った場合、会計処理はどうなるのか。また、

附属病院収入について、特に留意すべき取扱いには何があるか。 

［ケース１〕   

 収入    運営費交付金    500 

          自己収入      300 

  支出    給与等            600 

       固定資産購入     200 (耐用年数５年、残存価額ゼロ) 

［ケース２］ 

 収入  運営費交付金    500 

     自己収入      400 

 支出  給与等       600 

     固定資産購入    200 (耐用年数５年、残存価額ゼロ) 

［ケース３］ 

 収入  運営費交付金    500 

     自己収入      250 

 支出  給与等       600 
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     固定資産購入    200 (耐用年数５年、残存価額ゼロ) 

Ａ 

１ いずれのケースにおいても、共通する処理は以下のとおり。なお、ここでは、資産購

入、自己収入、給与等の取引は現金によって行われたものと仮定する。 

       （借方）             （貸方） 

    資産      200                現金        200 

    現金          XXX            ○○収入      XXX 

    人件費     600        現金        600 

また、取得後における当該資産の減価償却の処理も共通であるが、当該資産が基準第

７８の適用を受けるか否かにより処理が異なる。ここでは、基準第７８の適用を受けな

いとすると、   

  減価償却費   40        減価償却累計額   40 

の処理が基本的に毎年度行われる。以下ではこの減価償却の処理は省略する。 

２ ここでのポイントは、受け入れた運営費交付金を収益化する額はいくらになるかとい

う点である。設問では、取得資産が運営費交付金より支出されたと合理的に特定できる

かどうかについての記述がないので、まずここで処理が異なる。すなわち、合理的に特

定できる場合は、その額を固定資産取得財源として先に充当することになる。 

３ なお、附属病院における診療行為に係る償却資産を取得した場合については、むしろ、

その取得額の一定部分については、附属病院収入を充てるべきであると考えられること

から、一定の割合をもって、附属病院収入と運営費交付金とに振り分けることとする。 

４ いずれの場合においても、受け入れる運営費交付金の額を超えた収益化はできないこ

とに注意する必要がある。（Ｑ７２－１参照） 

５ 以下、設問に沿って整理すれば以下のとおり。 

① 当該資産が運営費交付金より支出されたと合理的に特定できる場合 

［ケース１］ 

   現金               500         運営費交付金債務        500 

   資産                 200         現金                    200 

   現金                 300       自己収入            300 

   人件費               600         現金                    600 

   運営費交付金債務     200         運営費交付金収益      200 

   運営費交付金債務     300（※）   運営費交付金収益        300 

※この場合、「運営費交付金債務残高」は 300（=500-200）であり、自己収入は 300である

から、費用額の 600のうち、運営費交付金から支出されたとみなされる額は、 

     600×300 ／（300＋300）＝ 300 

が運営費交付金債務から運営費交付金収益に振り替えられる額である。 

［ケース２］  

   現金               500         運営費交付金債務        500 

   資産                 200         現金                    200 

   現金                 400       自己収入           400 

   人件費               600         現金                    600 

   運営費交付金債務     200         運営費交付金収益        200 

   運営費交付金債務     257（※）   運営費交付金収益        257 

※ 同様に、600×300 ／（300＋400）＝257 

［ケース３］ 

   現金               500         運営費交付金債務        500 
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   資産                 200         現金                    200 

   現金                 250       自己収入           250 

   人件費               600         現金                    600 

   運営費交付金債務     200         運営費交付金収益        200 

   運営費交付金債務     300（※）   運営費交付金収益        300 

※この場合は、600×300 ／（300＋250）＝327であるが、合計 527となり、運営費交付金

の受入額を超えてしまうため、限度である 300を収益化する。 

② 当該資産が運営費交付金から支出されたと合理的に特定できない場合 

［ケース１］ 

   現金               500         運営費交付金債務        500 

   資産                 200         現金                    200 

   現金                 300         自己収入                300 

   人件費               600         現金                    600 

   運営費交付金債務     125（※）   運営費交付金収益     125 

   運営費交付金債務     375（※※） 運営費交付金収益        375 

※取得した固定資産に係る額 200 のうち、その財源が運営費交付金に帰するものとして

求められる「相当とする額」は、200×500／（500＋300）＝125である。 

※※費用額の 600のうち、運営費交付金から支出されたとみなされる額は、 

 600×500 ／（500＋300）＝375である。 

［ケース２］ 

   現金               500         運営費交付金債務        500 

   資産                 200         現金                    200 

   現金                 400         自己収入                400 

   人件費               600         現金                    600 

   運営費交付金債務     111（※）   運営費交付金収益     111 

   運営費交付金債務     333（※※） 運営費交付金収益        333 

※ 同様に、200×500 ／（500＋400）＝111 

※※同様に、600×500 ／（500＋400）＝333 

［ケース３］ 

   現金               500         運営費交付金債務        500 

   資産                 200         現金                    200 

   現金                 250         自己収入          250 

   人件費               600         現金                    600 

   運営費交付金債務     133（※）   運営費交付金収益     133 

   運営費交付金債務     367（※※） 運営費交付金収益        367 

※ 同様に、200×500 ／（500＋250）＝133 

※※この場合、同様の計算を行えば、600×500 ／（500＋250）＝400を収益化したいと

ころであるが、これに 133 を足すと 533 となり、運営費交付金の受入額を超えてしま

うので、限度である合計 500を収益化することとなる。 

 

Ｑ７７－３ 連合大学院に関する会計上の取扱いはどうするのか。 

Ａ 

１ 連合大学院は、複数の大学の修士課程が連携して、博士課程（後期３年）である独立

研究科を設置し、一大学のみでは期待し難い分野を補いつつ、幅の広い、かつ、水準の

高い教育研究を行うものである。中心となる大学を基幹大学、その他の大学を参加大学
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と位置付け、学生は出身大学のいかんにかかわらず、基幹大学に設置された連合大学院

の学生となり、主指導教員の所属する大学において研究指導を受ける仕組みとされてい

る。 

２ 連合大学院の事業は、基幹大学と参加大学が対等の立場において実施しているが、そ

の実施経費については、国が基幹大学に対し運営費交付金として措置し、基幹大学から

参加大学へ必要な経費を配分する取扱いとされている。 

当該事業の実施は複数の大学において行われているが、全体として基幹大学に設置さ

れた一の独立研究科として機能していることから、会計上の取扱いとしては、基幹大学

の事業であるとみなし、参加大学においては、基幹大学の事業の委託を受けたものとし

て取り扱うこととする。 

 

Ｑ７７－４ どのような取引に対して、会計基準第７７第２項に規定されている５つのス

テップを適用するのか。 

Ａ 

１ 国立大学法人等がその教育研究等のサービス等の提供により得た収入のうち、企業会

計基準の考え方を参考に、金融商品に係る取引、リース取引等を除く、「顧客との契約」

から生じた取引に対して、会計基準第７７第２項に規定されている５つのステップ（以

下「５ステップ」という。）を適用する。 

２ ５ステップを適用するか否かは、会計基準第７７第１項に規定されている「顧客」及

び「契約」の定義に照らして判断することとなるが、例を示すと以下のとおりである。 

５ステップを適用する例 ５ステップを適用しない例 

・検定料収益 

・附属病院収益 

・財産貸付料収入（リース取引除く） 

・入場料収入 

・版権料・特許料収入 

・手数料収入 

・運営費交付金収益 

・授業料収益 

・入学金収益 

・受託研究収益 

・共同研究収益 

・受託事業等収益 

・寄附金収益 

・施設費収益 

・補助金等収益 

・財源措置予定額収益 

・引当金戻入益 

・科学研究費助成事業その他の補助金に係る

間接経費相当額 

・国立大学法人等の通常の業務活動により生

じたアウトプットではない固定資産の売却 

３ 国立大学法人等の収益総額に占める割合が極めて小さいことから重要性が低いと認め

られる取引は、５ステップの適用対象としないことができる。 

 

Ｑ７７―５ 履行義務が一定の期間にわたり充足される又は一時点で充足されるというの

は、どのような要件により判断するのか。 

Ａ 

１ 会計基準第７７に従い、国立大学法人等は約束した教育研究等のサービス等（顧客と

の契約の対象となる教育研究等のサービス等について、Ｑ７７－５において「資産」と

いう。）を顧客に移転することにより履行義務を充足した時に又は充足するにつれて、
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収益を認識する。資産が移転するのは、顧客が当該資産に対する支配を獲得した時又は

獲得するにつれてである。 

２ 契約における取引開始日に、Ａ３及びＡ４に従って、識別された履行義務のそれぞれ

が、一定の期間にわたり充足されるものか又は一時点で充足されるものかを判定する。 

３ 次の(1)から(3)までの要件のいずれかを満たす場合、資産に対する支配を顧客に一定

の期間にわたり移転することにより、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識

する。一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗

度を見積もり、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する。 

(1) 国立大学法人等が顧客との契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を享

受すること 

(2) 国立大学法人等が顧客との契約における義務を履行することにより、資産が生じる

又は資産の価値が増加し、当該資産が生じる又は当該資産の価値が増加するにつれて、

顧客が当該資産を支配すること 

(3) 次の要件のいずれも満たすこと 

① 国立大学法人等が顧客との契約における義務を履行することにより、別の用途に

転用することができない資産が生じること 

② 国立大学法人等が顧客との契約における義務の履行を完了した部分について、対

価を収受する強制力のある権利を有していること 

４ Ａ３(1)から(3)までの要件のいずれも満たさず、履行義務が一定の期間にわたり充足

されるものではない場合には、一時点で充足される履行義務として、資産に対する支配

を顧客に移転することにより当該履行義務が充足される時に、収益を認識する。 

 

Ｑ７７－６ 契約資産、契約負債及び顧客との契約から生じた債権の具体例は何か。 

Ａ 

  例えば、複数のサービス（サービスＡ及びサービスＢ）を提供し、サービスＡを提供

し、サービスＡの提供に対する支払はサービスＢの提供を条件とすると契約で定められ

ている場合、国立大学法人等は、サービスＡとサービスＢの両方が顧客に移転されるま

で、対価に対する無条件の権利（顧客との契約から生じた債権）を有さない。この場合、

サービスＡに関する履行義務を充足した際に契約資産を認識し、サービスＢに関する履

行義務を充足した際に顧客との契約から生じた債権を認識する。その際、サービスＡに

関する契約資産は顧客との契約から生じた債権に振り替える。 

 

Ｑ７７－７ 注解６５第３項に「契約資産、契約負債又は顧客との契約から生じた債権は、

適切な科目をもって貸借対照表に表示する。」とあるが、具体的にどのように表示すれ

ばよいか。 

Ａ 

１ 契約資産は、契約資産その他取引に応じた適切な科目で表示する。契約負債は、例え

ば、契約負債、前受金として表示する。顧客との契約から生じた債権は、例えば、受取

手形、未収入金、未収附属病院収入として表示する。 

２ 契約資産と顧客との契約から生じた債権のそれぞれについて、貸借対照表に他の資産

と区分して表示しない場合には、それぞれの残高を注記する。また、契約負債を貸借対

照表において他の負債と区分して表示しない場合には、契約負債の残高を注記する。 

 
Ｑ７７－８ 国立大学法人等が契約負債を「前受金」として表示する場合、顧客との契約

から生じたものとそうでないものが混在することになると思われるが、契約負債の残高
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の注記は必要か。 

Ａ 

  契約負債と他の負債を合算して「前受金」として貸借対照表において表示している場

合には、契約負債を他の負債と区分して貸借対照表に表示していないため、契約負債の

残高を注記する。 

 

Ｑ７７－９ 「契約資産」がほとんどないために、重要性から「顧客との契約から生じた

債権」と区分せず合算表示した場合であっても、契約資産と顧客との契約から生じた債

権のそれぞれの残高の注記は必要なのか。また、「契約負債」がほとんどないために、

貸借対照表において他の負債と区分していない場合に残高の注記は必要なのか。 

Ａ 

  重要性が乏しい契約資産について、貸借対照表に他の資産と区分して表示しない場合

に、それぞれの残高を注記しないことができる。また、重要性が乏しい契約負債につい

て、貸借対照表に他の負債と区分して表示しない場合に、契約負債を注記しないことが

できる。 

 

Ｑ７７－１０ 収益認識の適用に伴う会計方針の変更の影響額については、どのような取

扱いとなるのか。 

Ａ 

１ 国立大学法人等においては、国立大学法人法第３５条において準用する独立行政法人

通則法第４４条が定める「利益及び損失の処理」との関係から、会計方針の変更の影響

額を期首の利益剰余金に加減することは認められず、一時の損益として損益計算書に計

上する必要がある。 

２ したがって、収益認識適用初年度の期首より前に新たな会計方針を適用した場合の適

用初年度の影響額を、当事業年度の財務諸表において認識し、当該事業年度開始時点か

ら新たな会計方針を適用することができる取扱いとすることが適当である。 

３ Ａ２において、収益認識適用初年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとん

ど全ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を適用しないことができる。 

 

Ｑ７８－１ 基準第７８にいう特定の償却資産の減価に係る会計処理に該当する資産の範

囲いかん。例えば、資本剰余金に計上されている償却資産、現物出資の償却資産、副産

物等の販売収入がある場合などは、ここでいう特定の償却資産に該当するのか。 

Ａ 

１ 基準第７８（特定の償却資産の減価に係る会計処理）が適用される資産に該当すると

判断するには、当該国立大学法人等の財務構造等を勘案して、文部科学大臣が、その減

価に対応すべき収益の獲得が予定されないものとして、あらかじめ取得時までに国立大

学法人等の外から個別に資産を特定していることが必要であって、直ちに資本剰余金に

計上されている償却資産や現物出資の償却資産が該当するものではない。 

２ また、ここでいう特定の償却資産とは、当該資産に投下された資本を当該資本から獲

得される収益によって回収できない資産のことを指すものである。したがって、当該資

産の稼動によって生じる販売物の価格設定において当該資産の減価分を織り込まず、そ

れが資産の保有目的から妥当である場合には、ここでいう特定の償却資産に該当するも

のと考えられる。 

３ なお、国立大学法人において財政融資資金を取得財源としたものとして国から出資さ

れる附属病院の建物等（建物及び工作物）については、国立大学法人ごとに文部科学省
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において定める率により按分指定を行うこととする。財政融資資金を取得財源としたも

のとして国から承継される附属病院の診療機器についても建物等同様の取扱いとする。 

この場合の文部科学省において定める率は、各国立大学法人における附属病院に係る

財政融資資金を取得財源とした償却資産の合計額から財政融資資金に係る債務として独

立行政法人大学改革支援・学位授与機構に対し債務負担を負うこととされた債務額を差

し引いた残余の額が償却資産の合計額に占める比率について基準第７８の特定の償却資

産の指定を行うこととされている。 

 

Ｑ７８－２ 

(1) 出資財産のうち、減価に対応すべき収益の獲得が予定されていない固定資産は、貸借

対照表上において、①有形固定資産（資産の部）と政府出資金（純資産の部）に計上す

るのか、②有形固定資産（資産の部）と資本剰余金（純資産の部）に計上するのか。 

(2) 仮に①の場合、出資の償却資産で、収益の獲得が予定されない償却資産の減価償却相

当額は資本剰余金の減価償却相当累計額（－）に計上されるので、資本剰余金がマイナ

スになることもあり得るが、それでよいのか。（関連項目；第５２ 純資産の表示項目） 

Ａ 

国立大学法人等が政府から有形固定資産の出資を受けた場合には、貸借対照表上、当

該資産の評価額が有形固定資産に、またその同額が政府出資金に計上される（譲与でな

く現物「出資」である以上、資本剰余金となることはあり得ない。）。当該資産が、「そ

の減価に対応すべき収益の獲得が予定されないもの」として特定された場合には、当該

資産の減価償却相当額は、資本剰余金の控除項目である減価償却相当累計額として計上

することになるが（基準第５２第２項及び第７８参照）、ほかに資本剰余金がない場合

には、控除後の資本剰余金合計（広義の資本剰余金）がマイナスとなることもある。 

 

Ｑ７８－３ 受託研究費で購入した償却資産で、その減価に対応すべき収益の獲得が予定

されていないものの会計処理はどうするのか。 

① 受託研究費で償却資産を購入した年度で一括費用処理する。 

② 基準第７８にいう特定の償却資産として、減価償却相当額は損益計算書の費用には

計上せず、資本剰余金を減額する。 

③ 減価償却費を計上する。 

Ａ 

１ 民間など外部からの受託研究は、国立大学法人等にとって受託研究収入として収益を

獲得することを予定する活動であるので、受託研究にしか使用しない資産について基準

第７８が適用されることはあり得ない。 

２ また、受託研究については、研究のための費用を投入することによって受託研究収入

として収益を獲得することが確実な活動であるため、研究開発費会計基準が適用される

研究活動には当たらないものと考えられる。 

３ したがって、外部からの受託研究のために償却資産を取得する場合であって、当該資

産を特定の受託研究のみにしか使用しない予定であるときには、当該資産はその研究に

よって収益が獲得される期間内で償却して費用化することになる（企業会計原則におけ

る収益費用対応の原則）。 

４ なお、当該資産が当該研究の終了後に他の目的に使用する予定である場合は、税法上

の法定耐用年数で償却して費用化することとしている。（Ｑ８－２参照） 

 

Ｑ７８－４ 取得後償却終了以前の途中の段階で、基準第７８による特定の償却資産に変
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更することはできるのか。また、一旦基準第７８による特定がされた償却資産を、途中

で変更し、通常の減価償却を行うものとすることは可能か。 

Ａ 

１ 一般的には、資産を取得する際にその資産による収益獲得可能性を推定することが可

能と考えられ、また、資産の取得後にその見通しを安易に変更することは好ましくない

と考えられることから、注解６６では基準第７８のルールが適用される資産の特定を資

産の取得前に行うこととしている。 

２ しかしながら、取得後の事情の変更により収益構造が大幅に変化し、更新のための財

源の負担者を変更することが決定している場合に、指定の解除又は追加指定を行うこと

が排除されているわけではない。ただし、資産の特定は文部科学大臣により行われるこ

ととされているので、文部科学大臣がこのような指定の解除又は追加を行うためには、

所定の手続を経ることとする。 

 

Ｑ７８－５ 基準第７８の特定の償却資産を取り替えた後の償却資産は、基準第７８によ

る特定の償却資産となるのか。 

Ａ 

基準第７８の会計処理が適用されていた特定の償却資産を建て替え等で取り替えた場

合には、取替え後の資産が「その減価に対応すべき収益の獲得が予定されないもの」に

該当するかを改めて判断し、該当する場合には基準第７８の会計処理を行うことになる。 

 

Ｑ７８－６ 施設費を財源として取得した基準第７８の特定の償却資産について、天災・

事故等による毀損が生じた場合、受領した保険金をもって滅失資産と同様の特定の償却

資産たる代替資産を取得すると会計処理はどのようになるのか。 

Ａ 

１ 基準第７８では、「国立大学法人等が保有する償却資産のうち、その減価に対応すべ

き収益の獲得が予定されないものとして特定された資産については、当該資産の減価償

却相当額は、損益計算書の費用には計上せず、資本剰余金を減額することとする」とさ

れている。 

２ 基準第７８の特定を受けた資産の減失により受領した保険金をもって、基準第７８の

特定を受けた代替資産を取得した場合、仮に受取保険金を収益として取扱うと、通常、

多額の利益が損益計算において計上されることになり、代替資産に係る減価償却相当額

が資本剰余金から控除されることとの均衡を失することとなる。また、滅失資産の財源

が施設費であれば拠出者の意思を尊重して代替資産の取得財源も資本化する必要がある

ものと考えられる。 

３ したがって、減失した資産の取得財源が施設費であって、代替資産が第７８の特定を

受けた場合には、保険金のうち代替資産の取得価額相当額を資本剰余金として処理する

ことが妥当と考えられる。なお、国立大学法人等において圧縮記帳は認められない。 

＜例示＞ 

火災の発生により、建物（取得価額 100、減価償却累計額 60）が滅失し、当該建物に

係る受取保険金 100により新たな建物 95を取得した。 

(1) 滅失資産の仕訳 

（借）資本剰余金       100 （貸）建物          100 

   減価償却累計額     60    減価償却相当累計額   60 

(2) 保険金入金の仕訳 

（借）現金預金        100 （貸）未決算勘定       100 
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(3) 代替資産取得時の仕訳 

（借）建物          95 （貸）現金預金        95 

   未決算勘定       100    資本剰余金       95 

                                        保険差益(臨時利益)    5 

 

Ｑ７８－７ 基準第７８の特定の償却資産に運営費交付金財源で改修を行い資本的支出が

あった場合、当該資本的支出に係る減価償却の会計処理はどうなるのか。 

Ａ 

 特定の償却資産の減価に係る会計処理は、その減価に対応すべき収益の獲得が予定さ

れない場合に限られている。設問の場合には、資本的支出を行ったときに当該資本的支

出相当額を運営費交付金債務から運営費交付金収益に振り替える。 

 

Ｑ７９―１ 基準第７９に規定する特定の有価証券に係る財務収益相当額は具体的に何を

指すか。 

Ａ 

国立大学法人等が特定研究成果活用支援事業に関して、認定特定研究成果活用支援事

業者である投資事業実施会社から受ける配当金を指す。 

 

Ｑ７９―２ 投資事業実施会社及び投資事業有限責任組合契約に基づき取得した有価証券

に対して基準第７９が適用される場合の会計処理はどうするのか。 

Ａ  

１ 基準第７９(特定の有価証券の会計処理)が適用される場合、当該有価証券に係る財務

収益相当額又は売却損益相当額は、有価証券損益相当累計額(確定)として、また、投資事

業有限責任組合損益相当額又は評価損相当額は、有価証券損益相当累計額(その他)とし

て、資本剰余金を加減算する。 

２ 投資事業有限責任組合が、その他有価証券の評価差額を計上している場合は、その持

分相当額は、投資事業有限責任組合損益相当額と同様、有価証券損益相当累計額(その他)

として資本剰余金を加減算する。 

３ 以下、具体的な設例に即して会計処理を説明する。 
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＜設例１＞ 

１．前提条件 

（１）Ａ国立大学法人がＢ投資事業実施会社へ出資した。 

（２）Ａ国立大学法人のＢ投資事業実施会社に対する出資金額は 800で、持分比率は 80％(Ｂ投資事業実施会社の資本金は、1000) 

 

２．国立大学法人等における会計処理 

(１)Ⅹ１年度の会計処理 

① 出資時 

(借) 関係会社株式                        800  (貸) 現金及び預金                 800 

 

② 決算時：Ｂ投資事業実施会社の財務諸表の純資産額が 1,200の場合 

～仕訳なし～ 

関係会社株式は、純資産額に持分比率を乗じて算定した額が取得原価よりも下落した場合のみ、当該算定額をもって貸借対照表価

額とする。 

 

③ 決算時：Ｂ投資事業実施会社の財務諸表の純資産額が 900の場合 

(借) 有価証券損益相当累計額(その他)      80  (貸) 関係会社株式                    80(※) 

(※)(純資産額 900－取得原価 1000)×80％＝△80 

 

(２)Ⅹ２年度の会計処理 

① 洗替処理：Ｂ投資事業実施会社の前期末純資産額が 1,200の場合 

～仕訳なし～ 

 

② 洗替処理：Ｂ投資事業実施会社の前期末純資産額が 900の場合 

(借) 関係会社株式                       80 (貸) 有価証券損益相当累計額(その他)   80 

 

③ Ｂ投資事業実施会社は、Ａ国立大学法人へ 100の配当を行った。 

(借) 現金及び預金                      100 (貸) 有価証券損益相当累計額(確定)    100 

 

(３)ⅩＹ年度の会計処理 

① Ｂ投資事業実施会社の清算時においてＡ国立大学法人へ清算配当(960とする。)を行った。 
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(借) 現金及び預金                       960  (貸) 関係会社株式                    800 

                                  (貸) 有価証券損益相当累計額(確定)   160 

 

＜設例２＞ 

１．前提条件 

（1）Ａ国立大学法人は、Ｂ投資事業有限責任組合へ出資した。 

（2）Ａ国立大学法人のＢ投資事業有限責任組合に対する出資金額は 100で、持分比率は 50％ 

（3）Ｂ投資事業有限責任組合の契約期間 Ⅹ１年度からⅩ４年度まで 

（4）Ａ国立大学法人は有限責任組合員 

（5）Ｂ投資事業有限責任組合における各年度の経費はゼロとする。 

（6）分配は、Ｂ投資事業有限責任組合の解散後に一括して行う。 

 

２．国立大学法人等における会計処理 

(1) Ⅹ１年度の会計処理 

①  出資時 

(借) その他の関係会社有価証券           100  (貸) 現金及び預金                   100 

 

②  Ｂ投資事業有限責任組合がＣベンチャー企業の株式を取得(150)した。 

～仕訳なし～ 

 

③ 決算時：Ｂ投資事業有限責任組合持分の取込処理(Ｃベンチャー企業の株式(上場株式)の決算日の時価 170) 

(借) その他の関係会社有価証券            10 (貸) 有価証券損益相当累計額(その他)   10(※) 

(※)(時価 170－取得原価 150)×50％＝10 

 

(2) Ⅹ２年度の会計処理 

① 洗替処理 

(借) 有価証券損益相当累計額(その他)     10  (貸) その他の関係会社有価証券         10 

 

②  Ｂ投資事業有限責任組合がＣベンチャー企業の株式を売却(200)し、Ｄベンチャー企業の株式を取得(100)した。 

～仕訳なし～ 

 



 

- 158 - 

 

③ 決算時：Ｂ投資事業有限責任組合損益の取込処理(②により発生した損益を取り込む。) 

(借) その他の関係会社有価証券            25  (貸) 有価証券損益相当累計額(その他)   25(※) 

(※)(投資収益 200－投資原価 150)×50％＝25 

(参考：Ｂ投資事業有限責任組合のＣベンチャー企業株式売却処理例) 

(借) 現金及び預金                       200 (貸) 営業投資有価証券売上高(投資収益) 200 

(借) 営業投資有価証券売上原価(投資原価) 150 (貸) 営業投資有価証券                 150 

 

④  決算時：Ｂ投資事業有限責任組合持分の取込処理(Ｄベンチャー企業の株式(上場株式)の決算日の時価 90) 

(借) 有価証券損益相当累計額(その他)      5  (貸) その他の関係会社有価証券          5(※) 

(※)(時価 90－取得原価 100)×50％＝△5 

 

（3）Ⅹ３年度の会計処理 

①  洗替処理 

(借) その他の関係会社有価証券             5  (貸) 有価証券損益相当累計額(その他)  5 

 

②  Ｂ投資事業有限責任組合がＤベンチャー企業の株式を売却(60)し、Ｅベンチャー企業の株式を取得(40)した。 

～仕訳なし～ 

 

③  決算時：Ｂ投資事業有限責任組合損益の取込処理(②により発生した損益を取り込む。) 

(借) 有価証券損益相当累計額(その他)     20  (貸) その他の関係会社有価証券         20(※) 

(※)(投資収益 60－投資原価 100)×50％＝△20 

(参考：Ｂ投資事業有限責任組合のＤベンチャー企業株式売却処理例) 

(借) 現金及び預金                        60 (貸) 営業投資有価証券売上高(投資収益) 60 

(借) 営業投資有価証券売上原価(投資原価) 100  (貸) 営業投資有価証券                100 

 

④  決算時：投資事業有限責任組合持分の取込処理(Ｅベンチャー企業の株式(上場株式)の決算日の時価 40) 

～仕訳なし～(※) 

(※)(時価 40－取得原価 40)×50％＝0 

 

（4）Ⅹ４年度の会計処理 

①  決算時：Ｂ投資事業有限責任組合損益の取込処理(投資事業有限責任組合がＥベンチャー企業の株式を 40 で売却している。) 
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～仕訳なし～(※) 

(※)(投資収益 40－投資原価 40)×50％＝0 

(参考：Ｂ投資事業有限責任組合のＥベンチャー企業株式売却処理例) 

(借) 現金及び預金             40  (貸) 営業投資有価証券売上高(投資収益)  40 

(借) 営業投資有価証券売上原価(投資原価)  40  (貸) 営業投資有価証券                  40 

 

② 清算時：Ｂ投資事業有限責任組合は、契約期間が終了したため解散し、Ａ国立大学法人に対して分配を行った(105とする。)。 

(借) 現金及び預金                      105  (貸) その他の関係会社有価証券        105 

(借) 有価証券損益相当累計額(その他)      5  (貸) 有価証券損益相当累計額(確定)      5 

投資事業有限責任組合から分配金を受け取ることにより資金が裏付けられたため、投資事業有限責任組合への投資額を上回って得

られた分配金 5は、有価証券損益相当累計額(その他)から有価証券損益相当累計額(確定)に振り替える。(Ｑ７９－１参照)  
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Ｑ８０－１ 引当特定資産とは何か。 

Ａ 

１ 引当特定資産とは、法人が自らの意思に基づき、将来の特定の支出に備えるために積

み立てた預金等の資産をいう。施設設備の更新に備えるために積み立てた資産を減価償

却引当特定資産といい、国立大学法人等債の償還に備えるために積み立てた資産を国立

大学法人等債償還引当特定資産という。 

２ 前項以外の引当特定資産を、法人が任意に設定することは認められない。 

 

Ｑ８０－２ 各事業年度の引当特定資産の繰入額に制限はあるのか。 

Ａ 

各事業年度の現金収支の差額（決算上の現金余剰金）を基礎として、任意の額を繰り

入れることができる。なお、決算上の現金余剰金の計算については、文部科学省が別途

様式を策定しており、当該様式に基づき計算することが求められる。ただし、減価償却

引当特定資産の繰入額は当該事業年度の減価償却費を超えることはできない。 

 

Ｑ８０－３ 当期総損失を計上した事業年度において引当特定資産を繰り入れることがで

きるか。 

Ａ 

当期総損失となった事業年度において目的積立金を計上することはできないが、引当

特定資産への繰入は当期の損益の状況に関わらず繰り入れることができる。 

 

Ｑ８０－４ 引当特定資産の残高に制限はあるのか。 

Ａ 

減価償却引当特定資産の残高は有形固定資産及び無形固定資産の減価償却累計額の合

計額が上限となる。 

また、国立大学法人等債償還引当特定資産（一年以内償還予定国立大学法人等債償還

引当特定資産を含む。）の残高は国立大学法人等債（一年以内償還予定額を含む。）の

未償還残高が上限となる。 

 

Ｑ８０－５ 引当特定資産に有価証券を含むことはできるのか。 

Ａ 

引当特定資産とは、施設設備の更新又は国立大学法人等債の償還のため、計画的に資

金を留保するための制度であり、有価証券が含まれていても差し支えない。また、現に

保有している有価証券を新たに引当特定資産に振り替えて繰り入れることも可能であ

る。 

引当特定資産に含まれている有価証券については、他の有価証券と同様に附属明細書

（５）有価証券の明細に記載し、当該明細の合計額から引当特定資産に充てている額を

控除することで、貸借対照表上の流動資産又は投資その他の資産に計上されている有価

証券の金額と附属明細書の金額を一致させる。 

 

Ｑ８０－６ 投資その他の資産に計上している引当特定資産を翌事業年度に取り崩す予定

がある場合、流動資産に振り替える必要があるのか。 

Ａ 

１ 減価償却引当特定資産について翌事業年度における引当特定資産を財源とした固定資

産の購入額等は変動する可能性があることから、取崩の見込額を投資その他の資産から
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流動資産に振り替える必要はない。 

２ 一方、国立大学法人等債償還引当特定資産を財源とした翌事業年度の償還見込額は償

還の前事業年度に明らかであることが通常であることから、翌事業年度の償還に充当す

る予定額を一年以内償還予定国立大学法人等債償還引当特定資産（流動資産）に振り替

える。 

 

Ｑ８０－７ 引当特定資産に資金を繰り入れる場合及び取り崩す場合のキャッシュ・フロ

ー計算書上の取扱いはどうなるのか。 

Ａ 

減価償却引当特定資産の繰入や取崩は固定資産の取替更新という投資活動の財源とし

て確保していることから、「減価償却引当特定資産の繰入による支出」「減価償却引当

特定資産の取崩による収入」などの名称で、投資活動によるキャッシュ・フローの区分

に計上する。 

また、国立大学法人等債償還引当特定資産の繰入や取崩は債務の償還という財務活動

の財源として確保していることから、「国立大学法人等債償還引当特定資産の繰入によ

る支出」「国立大学法人等債償還引当特定資産の取崩による収入」などの名称で、財務

活動によるキャッシュ・フローの区分に計上する。 

 

Ｑ８０－８ 減価償却引当特定資産を財源に取得した固定資産は基準第７８に規定する特

定を受けることはできるか。 

Ａ 

減価償却引当特定資産は目的積立金とは別に、事業年度の収支差額をもとに繰り入れ

たものであり、利益処分の手続きを経ていない。したがって、減価償却引当特定資産を

財源として取得した固定資産は基準第７８の特定を受けることはできない。 

 

Ｑ８０－９ 引当特定資産の具体的な会計処理はどうなるのか。 

Ａ 

具体的な会計処理は、次のようになる。 

（１）Ｘ１年度に減価償却引当特指定資産を 100 繰り入れ、Ｘ２年度に固定資産の取得に

10充当した場合。 

Ｘ１年度： 

（借）減価償却引当特定資産     100 （貸）現金預金         100 

 

Ｘ２年度： 

（借）固定資産           10 （貸）現金預金         10 

（借）現金預金           10 （貸）減価償却引当特定資産   10 

 

（２）Ｘ１年度から毎年度 10 ずつ１０年間、国立大学法人等債償還引当特定資産を合計

100繰り入れ、Ｘ１１年度に国立大学法人等債 100の償還に 100充当した場合。 

Ｘ１年度～Ｘ９年度： 

（借）国立大学法人等債償還     10 （貸）現金預金         10 

引当特定資産 

Ｘ１０年度： 

（借）国立大学法人等債償還     10 （貸）現金預金         10 

引当特定資産 
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（借）一年以内償還予定国立大学   100 （貸）国立大学法人等債償還   100 

法人等債償還引当特定資産        引当特定資産 

    

Ｘ１１年度： 

（借）一年以内償還予定       100 （貸）現金預金         100 

国立大学法人等債     

（借）現金預金           100 （貸）一年以内償還予定国立大学 100 

法人等債償還引当特定資産 

   

Ｑ８１－１ 賞与引当金の計上が必要な場合はどのような場合か。 

Ａ 

１ 賞与引当金については、各国立大学法人等の賞与支給規定等の内容によるが、運営費

交付金に基づく収益以外によってその支払財源が手当されている部分については、引当

金の計上が必要であり（基準第１７第１項及び基準第８１第１項）、その支給される賞

与に充てられるべき財源措置が翌期以降の運営費交付金により行われることが中期計画

等で明らかにされている場合には、引当金は計上しないことになる。（基準第１７第２

項及び基準第８１第２項） 

２ なお、賞与引当金を計上しない場合の要件は限定的に解することが必要であり、例え

ば、一部の教職員について、翌期以降の運営費交付金により賞与に関する財源措置がな

されることが特定できない場合においては、当該教職員に関する賞与について、賞与引

当金を計上しなければならない。 

３ また、基準第１７第２項の規定により賞与引当金を計上しない場合には、当期の運営

費交付金による財源措置が手当されない金額(賞与引当相当額)を貸借対照表に注記する

とともに、損益計算書の資本剰余金を減額したコスト等の注記に賞与引当増加相当額を

注記することとする。 

 

Ｑ８１－２ 基準第８１第２項において、基準第１７第２項の規定により賞与引当金を計

上しない場合には、「賞与引当相当額」を貸借対照表に注記し、「賞与引当増加相当額」

を損益計算書に注記するとしているが、「賞与引当相当額」と「賞与引当増加相当額」

との違いは何か。 

Ａ 

１ 貸借対照表に注記する「賞与引当相当額」は、期末時点における引当金を計上してい

ない賞与相当額(賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額)をいい、損益計算

書に注記する「賞与引当増加相当額」は、当事業年度末における「賞与引当相当額」か

ら、前事業年度末における「賞与引当相当額」を差し引いたものをいう。 

２ したがって、「賞与引当増加相当額」はマイナスとなることもあるが、その場合にお

いても、表示科目は「賞与引当増加相当額」として、マイナス表示するものとする。 

３ なお、令和４事業年度においては、前年度においても、同様の処理がとられていたと

仮定し計算するものとする。 

 

Ｑ８１－３ 基準第８１第１項において「賞与のうち、運営費交付金に基づく収益以外の

収益によってその支払財源が手当されることが予定されている部分については、「第１

７ 引当金」により賞与引当金を計上する」とあるが、運営費交付金以外の収益として、

例えば、補助金で財源措置される場合でも賞与引当金を計上するのか。 

Ａ 
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基準第１７第２項においては「法令、中期計画等に照らして客観的に財源が措置され

ていると明らかに見込まれる将来の支出については、引当金を計上しない」とされてい

る。したがって、財源措置が補助金であれば直ちに賞与引当金計上が強制されるもので

はなく、財源措置の客観性・確実性を念頭に具体的な財源措置の手法に即して総合的に

判断することになる。 

 

Ｑ８２－１ 退職給付について、国又は地方公共団体との交流人事によって国立大学法人

等外に移籍する職員がいる場合にはどうなるのか。 

Ａ 

１ 基準第８２にあるとおり、国立大学法人等の教職員の退職給与については、自己収入

を財源とするものについては「退職給付引当金」を貸借対照表の本体に、運営費交付金

を財源とするものについては「退職給付引当金の見積額」を貸借対照表の注記に表示す

べきものとされている。したがって、国立大学法人等に勤務する全役職員について、原

則として、上記いずれかの形で退職給付に関する計上が行われるものと考える。 

２ 仮に、国又は地方公共団体との交流人事によって、役職員が法人外に移籍する場合に

は、上記の引当金又は見積額が取り崩されるが、一方、交流人事で迎える役職員につい

ては、引当金又は見積額を積み増す必要が生ずることとなる。 

３ 国又は地方公共団体との人事交流による出向職員であり国又は地方公共団体に復帰す

ることが予定される教職員について、国立大学法人等での勤務に係る退職給与は支給し

ない条件で採用しており、退職給与を支給しないことが国立大学法人等の給与規則等に

おいて明らかな場合は、退職給付に係る将来の費用は発生しないことから、退職給付引

当金の計上は要しないこととなる。（Ｑ８２－１－２参照） 

 

Ｑ８２－１－２ 国又は地方公共団体からの出向職員に係る退職給付の増加相当額は、「資

本剰余金を減額したコスト等」の対象となるのか。また、その場合、表示区分はどのよ

うになるのか。 

Ａ 

１ 退職給付引当増加相当額を「資本剰余金を減額したコスト等」に注記するのは、「第

８２ 退職給付に係る会計処理」により退職給付引当金の計上を要しない場合である。 

２ 退職給付引当金の計上が必要な場合の計上額は、国立大学法人等の給与規則等におい

て定められている退職給付支給基準等を基に算定することとなるが、国又は地方公共団

体との人事交流による出向職員であり国又は地方公共団体に復帰することが予定される

職員であって、国立大学法人等での勤務に係る退職給与は支給しない条件で採用してい

る場合は、退職給付に係る将来の費用は発生しないことから、退職給付引当金の計上は

要しないこととなる。 

３ このような出向職員退職給与は、当該職員が復帰後退職する際に国立大学法人等での

勤務期間分を含め、国又は地方公共団体において支払われることとなるため、資本剰余

金を減額したコスト等として認識する必要がある。「資本剰余金を減額したコスト等」

の注記における表示区分については、退職給付引当増加相当額とし、国又は地方公共団

体からの出向職員に係るものであることを併せて注記することとする。 

 

Ｑ８２－２ 退職給付で運営費交付金で措置されない部分について、過去勤務費用に相当

する退職金についてどのような会計処理を行えばよいのか。 

Ａ 

自己収入により退職給付の措置を行うこととされた場合には、過去勤務部分も含めて
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退職給付引当金を計上しなければならない。法人設立に当たり、このような取扱いとさ

れる場合には、法人設立当初から負債として計上すべきである。 

 

Ｑ８２－３ 

(1) 退職給付が運営費交付金で措置されている場合において、退職給付を支給したときに

その支給額は当該年度の損益計算書に計上されるのか。 

(2) その場合、その支給額には当該国立大学法人等に所属していない期間に対応する退職

給付が含まれていることとなるが、これは不合理ではないか。 

Ａ 

１ 基準第８２第２項に該当する場合には、退職給付の支給額全額を損益計算書に計上す

る。 

２ 国立大学法人等が国の職員を承継した場合には、国の勤務期間も通算して退職給付の

支払を行なわねばならない。その際、国と国立大学法人等との間では、退職給付の期間

配分を行うという考え方に立っておらず、最終的に国立大学法人等で退職した場合には、

当該国立大学法人等が退職給付の全額を支払うこととなる。運営費交付金による財源措

置は「国立大学法人等の業務運営」のためであって、国の勤務期間に相当する退職給付

を精算するためではない。 

３ したがって、損益計算書においては、支払われた退職給付全額を「費用」として計上

し、財源となる運営費交付金全額を「収益」として計上することとする。なお、国立大

学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストの注記においては、当該支

払額は「業務費用」として計上される。 

 

Ｑ８２－４ 

(1) 退職給付引当金を計上しないためには、具体的にどのような方法でどの程度明らかに

しておくことが必要なのか。「運営費交付金で措置する」との記述だけがあれば足りる

のか。 

(2) 退職一時金については、退職給付の水準や退職者数の見通しについても記述すること

が必要か。 

Ａ 

１ 退職給付引当金計上の要否については、国立大学法人等にとって「客観的に財源が措

置されていると明らかに見込まれる」かどうかを、具体的な財源措置の手法に即して総

合的に判断すべきである。 

２ 参考までに、非国家公務員型である独立行政法人国立少年自然の家においては、中期

計画の予算における運営費交付金算定ルールにおいて、「退職手当については、独立行

政法人国立少年自然の家役員退職手当規程及び独立行政法人国立少年自然の家職員退職

手当規程に基づいて支給することとなるが、その全額について別途運営費交付金で手当

てする。」としており、退職一時金に必要な運営費交付金については国が全額措置する

と考えられるため、同少年自然の家においては、平成１３年度決算において、退職給付

引当金の計上はしない取扱いとしているところである。 

 

Ｑ８２－５ 資本剰余金を減額したコスト等に注記されることとなる「退職給付債務に係

る毎事業年度の増加額」とは、どのように計算するのか。 

Ａ 

基準第８２第２項において、損益計算書の資本剰余金を減額したコスト等に注記する

こととされている退職給付債務に係る毎事業年度の増加額は、退職給付債務の区分に応
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じ、次により計算する。 

① 退職一時金に係る債務 

事業年度末に在職する役職員について、当期末の退職給付見積額から前期末の退職給

付見積額を控除した額から、退職者に係る前期末退職給付見積相当額を控除して計算す

る。 

② 確定給付企業年金等に係る年金債務 

年金債務に係る当期末の退職給付見積額から、前期末の退職給付見積額を控除して計

算する。 

 

Ｑ８２－６ 基準第８２第２項にいう退職給付の見積額に関する貸借対照表の注記額が減

少した場合には、資本剰余金を減額したコスト等の注記にはどのように表示をするのか。 

Ａ 

Ｑ７１－２８において、「資本剰余金を減額する場合（コストに相当する場合）は負

の値で表記する。」とあることから、設問のような場合にはプラス表示を行う。 

 

Ｑ８２－７ 毎事業年度末における退職給付の増加額が退職給付引当増加相当額として資

本剰余金を減額したコスト等に計上されるとともに、国立大学法人等の業務運営に関し

て国民の負担に帰せられるコストにも計上されるが、増加額の一部は将来における退職

給付の支給額に含まれる。支給された退職給付支給額は損益計算書に費用として計上さ

れることになるから、国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコス

トの注記の合計額には、経年的にみれば、退職給付引当増加相当額の分だけ二重に計上

されるのではないか。 

Ａ 

実際に退職給付が支払われた年度においては、当該支払額は、損益計算書上「費用」

として計上され、国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストの

注記においては「業務費用」として計上される。一方、退職給付が支払われた年度末に

おいては、当該退職者に係る「要支給額の見積り」は減少しているので、その分「退職

給付引当増加相当額」が減少し、ネットの国民の負担に帰せられるコストは相殺される

ので、二重計上の問題は生じない。 

 

（参考数値例） 

  Ⅹ１年度 Ⅹ２年度  Ⅹ３年度 

年度末退職給付見積額   9,000   9,900   9,700 

            （うち職員Ａ相当分）

 

   1,000   1,100    ― 

            （うちその他職員分）    8,000   8,800   9,700 

退職給付支払額  （職員Ａ相当分）      ―   1,200 

国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に

帰せられるコスト 

       （うち職員Ａ退職給付相当分） 

    （うち職員Ａ退職給付引当相当額） 

（うちその他職員退職給付引当増加相当額） 

     900   1,000 

    1,200 

      100  △1,100 
      800     900 

上記の数値例においては、職員Ａに関しⅩ２年度に、退職給付引当増加相当額 100 が

計上されている。職員ＡについてのⅩ２年度までの増加相当額の累計が、Ｘ２年度末の

退職給付見積額 1,100である。 
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次に、職員ＡがⅩ３年度に退職したとする。その場合Ⅹ３年度には、退職給付支払額

1,200 が、国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストの注記に

おいて業務費用として計上される。 

一方、職員Ａの退職に伴い、職員Ａに関する退職給付見積額 1,100 は、Ⅹ３年度には

ゼロとなっており、国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト

を△1,100だけ減少させる要因となっている。結局、ネットでみると、職員Ａの退職給付

に係る国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストは、Ⅹ３年度

において増加した分 100 だけが計上されている。このように、毎年度の国立大学法人等

の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストの注記においては、ネットでみると、

当該年度に生じた退職給付の増加額だけが計上されるので、二重計上の問題は生じてい

ない。 

 

Ｑ８２－８ 退職一時金に係る退職給付引当金の計上に関して、国の職員であった期間の

過去勤務分については、どのように考えればよいのか。 

Ａ 

国の職員を国立大学法人等が引き継いだ結果、基準第１７第１項及び基準第８２第１

項に該当する場合は、国の職員であった期間の勤務分も含めて引当金に計上する。 

 

Ｑ８２－９ 基準第８２第４項では、退職一時金に係る退職給付債務の計算に当たっては、

退職一時金の期末要支給額を用いた計算によることができるとあるが、期末要支給額を

用いた計算とは具体的にどうするのか。またその他の方法によることも可能なのか。 

Ａ 

「期末要支給額を用いた計算」とは、当該国立大学法人等の職員が、期末において、

全員自己都合により退職した場合に支払われるべき退職一時金の総額を計算する方法を

いう。なお、上記の基準の趣旨は、基準「第３４ 退職給付引当金の計上方法」に規定す

る原則法によって計算することを妨げるものではない。 

 

Ｑ８２－１０ 国立大学法人等が、当期において、退職一時金相当分の運営費交付金とし

て、退職者２人分、２千万円の交付を受けたところ、 

［ケース１］ 予想に反して３人が退職し、３千万円を支払った。 

［ケース２］ 予想に反して１人しか退職せず、１千万円だけ支払った。 

それぞれ、どのような会計処理を行えばよいのか。 

Ａ 

国立大学法人等は、退職一時金相当分として２千万円の交付を受けているため、その

相当額については、他の運営費交付金とは区分して管理を行い、退職一時金の支払を以

って当該運営費交付金債務を収益化させることとする。 

［ケース１］ 

運営費交付金債務全額を収益に振り替える。これにより、損益計算書においては、２

千万円の収益、３千万円の費用が計上され、これにより当期において１千万円の欠損が

発生することとなる。 

翌年度の運営費交付金において、補塡を受けた場合には直ちにその分を収益化する。 

［ケース２］ 

運営費交付金債務のうち、１人分１千万円しか進行しないので、残額の１千万円が引

き続き運営費交付金債務として貸借対照表の負債の部に計上される。これによる損益計

算はゼロとなる。 
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Ｑ８２－１１ 基準第８２第１項において「退職給付債務のうち、運営費交付金に基づく

収益以外の収益によってその支払財源が手当されることが予定されている部分について

は・・・（中略）・・・退職給付引当金を計上する」とあるが、運営費交付金以外の収益

として、例えば、補助金で財源措置される場合でも退職給付引当金を計上するのか。 

Ａ 

 基準第１７第２項においては「法令、中期計画等に照らして客観的に財源が措置され

ていると明らかに見込まれる将来の支出については、引当金を計上しない」とされてい

る。また、Ｑ８２－４のＡにおいて「退職給付引当金計上の要否については、国立大学

法人等にとって「客観的に財源が措置されていると明らかに見込まれる」かどうかを、

具体的な財源措置の手法に即して総合的に判断すべきである」とされている。したがっ

て、財源措置が補助金であれば直ちに退職給付引当金計上が強制されるものではなく、

財源措置の客観性・確実性を念頭に具体的な財源措置の手法に即して総合的に判断すべ

き問題である。 

 

Ｑ８２－１２ 退職給付に係る注記については、具体的にどのような内容を記載すること

となるのか。 

Ａ 

１ 会計基準においては、退職給付に係る具体的な注記内容を定めていない。このため、

企業会計基準適用指針第２５号「退職給付に関する会計基準の適用指針」（最終改正平

成２７年３月２６日 企業会計基準委員会）を参考とし、次の事項を注記する。 

(1) 法人の採用する退職給付制度の概要 

(2) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

(3) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表 

(4) 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

金費用の調整表 

(5) 退職給付に関連する損益 

(6) 年金資産に関する事項（年金資産の主な内訳を含む。） 

(7) 数理計算上の計算基礎に関する事項 

(8) その他の退職給付に関する事項 

２ なお、注記は、全ての財務諸表にそれぞれ記載することが必要である。 

【記載例１】全ての制度を原則法で会計処理している場合 

（退職給付に係る注記） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当法人は、職員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定

拠出制度並びに国家公務員共済組合法の退職等年金給付制度を採用している。確定給付

企業年金制度（積立型制度である。）では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金

を支給する。退職一時金制度（非積立型制度である。）では、退職給付として、給与と

勤務期間に基づいた一時金を支給する。 

 

２．確定給付制度 

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 
期首における退職給付債務 15,000 
 勤務費用 1,040 
 利息費用 700 
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 数理計算上の差異の当期発

生額 
1,700 

 退職給付の支払額 △400 
 過去勤務費用の当期発生額 300 
 制度加入者からの拠出額 160 

期末における退職給付債務 18,500 

 

(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表 
期首における年金資産 7,000 
 期待運用収益 350 
 数理計算上の差異の当期発生額 50 
 事業主からの拠出額 640 
 退職給付の支払額 △200 
 制度加入者からの拠出額 160 

期末における年金資産 8,000 

 

(3）退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

金費用の調整表 

積立型制度の退職給付債務 12,000 

年金資産 △8,000 

積立型制度の未積立退職給付債務 4,000 

非積立型制度の未積立退職給付債

務 
6,500 

小計 10,500 

未認識数理計算上の差異 △2,280 

未認識過去勤務費用 △270 

貸借対照表に計上された負債と資

産の純額 
7,950 

退職給付引当金 7,950 

前払年金費用 - 

貸借対照表に計上された負債と資

産の純額 
7,950 

 

(4）退職給付に関連する損益 

勤務費用 1,040 

利息費用 700 

期待運用収益 △350 

数理計算上の差異の当期の費用処理額 70 

過去勤務費用の当期の費用処理額 30 

臨時に支払った割増退職金 50 

 合 計  1,540 

 

(5）年金資産の主な内訳 

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりである。 



 

- 169 - 

 

債券 48％ 

株式 39％ 

現金及び預金 8％ 

その他 5％ 

 合 計  100％ 

 

(6）長期期待運用収益率の設定方法に関する記載 

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配

分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を

考慮している。 

 

(7）数理計算上の計算基礎に関する事項 

期末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表している。） 

割引率 5.0％ 

長期期待運用収益率 5.5％ 

 

３．確定拠出制度 

当法人の確定拠出制度への要拠出額は、3,000 であった。 

 

４．退職等年金給付制度 

当法人の退職等年金給付制度への要拠出額は、3,000 であった。 

 

【記載例２】退職一時金制度を簡便法で会計処理している場合（退職一時金制度のみの法

人） 

（退職給付に係る注記） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度及び国家公務

員共済組合法の退職等年金給付制度を採用している。非積立型の退職一時金制度で

は、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金

及び退職給付費用を計算している。 

２．確定給付制度 

(1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 
期首における退職給付引当金 3,000 
 退職給付費用 700 
 退職給付の支払額 △400 

期末における退職給付引当金 3,300 

 

(2）退職給付に関連する損益 

簡便法で計算した退職給付費用 700 

 

３．退職等年金給付制度 

当法人の退職等年金給付制度への要拠出額は、3,000 であった。 

 

【記載例３】退職一時金制度を簡便法で会計処理している場合 
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（退職給付に係る注記） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当法人は、職員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確

定拠出制度並びに国家公務員共済組合法の退職等年金給付制度を採用している。確定

給付企業年金制度（全て積立金制度である。）では、給与と勤務期間に基づいた一時

金又は年金を支給する。退職一時金制度（非積立型制度である。）では、退職給付と

して、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当

金及び退職給付費用を計算している。 

 

２．確定給付制度 

（１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（(3)に掲げられたものを除く） 

期首における退職給付債務 10,000 
 勤務費用 540 
 利息費用 500 

 数理計算上の差異の当期発

生額 
800 

 退職給付の支払額 △200 
 過去勤務費用の当期発生額 200 
 制度加入者からの拠出額 160 

期末における退職給付債務 12,000 

 

（２）年金資産の期首残高と期末残高の調整表 
期首における年金資産 7,000 
 期待運用収益 350 
 数理計算上の差異の当期発生額 50 
 事業主からの拠出額 640 
 退職給付の支払額 △200 
 制度加入者からの拠出額 160 

期末における年金資産 8,000 

 

（３）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 
期首における退職給付引当金 3,000 
 退職給付費用 700 
 退職給付への支払額 △400 

期末における退職給付引当金 3,300 

 

（４）退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

費用の調整表 
積立型制度の退職給付債務 12,000 

年金資産 △8,000 

積立型制度の未積立退職給付債務 4,000 

非積立型制度の未積立退職給付債務 3,300 

小計 7,300 

未認識数理計算上の差異 △1,110 
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未認識過去勤務費用 △180 

貸借対照表に計上された負債と資産の純

額 
6,010 

退職給付引当金 6,010 

前払年金費用 - 

貸借対照表に計上された負債と資産の純

額 
6,010 

 

（５）退職給付に関連する損益 
勤務費用 540 

利息費用 500 

期待運用収益 △350 

数理計算上の差異の当期の費用処理額 40 

過去勤務費用の当期の費用処理額 20 

簡便法で計算した退職給付費用 700 

 合 計  1,450 

 

（６）年金資産の主な内訳 

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりである。 
債券 48％ 

株式 39％ 

現金及び預金 8％ 

その他 5％ 

 合 計  100％ 

 

（７）長期期待運用収益率の設定方法に関する記載 

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配

分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を

考慮している。 

 

（８）数理計算上の計算基礎に関する事項 

期末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表している。） 

割引率 5.0％ 

長期期待運用収益率 5.5％ 

 

３. 確定拠出制度 

当法人の確定拠出制度への要拠出額は、3,000 であった。 

 

４．退職等年金給付制度 

当法人の退職等年金給付制度への要拠出額は、3,000 であった。 

 

Ｑ８２－１３ 企業会計では、企業会計基準第 26号「退職給付に関する会計基準」（最終

改正平成 28 年 12 月 16 日 企業会計基準委員会）第 35 項の適用に伴う会計方針の変更

の影響額については、期首の利益剰余金に加減することとなっている（「退職給付に関
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する会計基準」第 37 項）が、国立大学法人等においては、当該変更の影響額をどのよう

に会計処理するのか。 

Ａ 

国立大学法人等においては、準用通則法第 44条が定める「利益及び損失の処理」との

関係から、会計方針の変更の影響額を期首の利益剰余金に加減することは認められず、一

時の損益として損益計算書に計上する必要がある。 

この場合、当該会計方針の変更の影響額は、臨時損益の区分において「退職給付会計基

準改正に伴う調整額」の名称をもって掲記する。 

なお、割引率変更の要否を判定する際に、これまで重要性基準を考慮してきたが、平成

27事業年度の期首において重要性基準を考慮せずに企業会計基準適用指針第 25号「退職

給付に関する会計基準の適用指針」（最終改正平成 27 年 3 月 26 日 企業会計基準委員

会）第 24項に基づいて決定された割引率を使用する場合がある。割引率の変更により発

生した差異は、通常は、当該年度に発生する数理計算上の差異に含めて、法人の採用する

費用処理方法及び費用処理年数に従って処理されるが、この平成 27事業年度の期首にお

ける場合には、会計基準等の適用に伴う会計方針の変更の影響額に含めて臨時損益とす

る取り扱いも認められる。また、この場合でも、翌年度以後の割引率の決定において再度

重要性基準を考慮することも認められる。 

 

Ｑ８４－１ 債券を額面金額と異なる金額で発行した場合の会計処理はどうなるのか。 

Ａ 

１ 債券を額面金額と異なる金額で発行した場合、当該債券の額面金額は「国立大学法人

等債」として、額面金額と収入金額との差額は「債券発行差額」として負債の部に計上

する。債券発行差額は、債券を割引発行した場合にはマイナス残高として表示され、債

券を打歩発行(額面金額よりも高い金額で発行)した場合にはプラス残高として表示され

る。 

２ なお、「国立大学法人等債」と「債券発行差額」とは、国立大学法人等においては、企

業会計において一科目として計上される債務を情報開示に資するよう二つの科目に区分

したものであるから、貸借対照表上、両科目は列記し、ワン・イヤー・ルールの適用に

より「国立大学法人等債」が流動負債に振り替わった場合には、同時に対応する「債券

発行差額」も流動負債に振り替えることとする。 

 

Ｑ８４－２ 債券発行差額を償却する会計処理はどうなるのか。 

Ａ 

債券発行差額は、毎期一定の方法で償却し、償却額を支払利息に加減する必要がある。

なお、一定の方法とは、利息法（注１）が原則であるが、簡便的な方法である定額法（注

２）も継続適用を前提として、合理的な基準として認められる。 

（注１）利息法とは、債券のクーポン利率による債券利息の総額と金利調整差額の合

計額を債券の発行価額に対し一定率となるように、複利をもって各期の損益

に配分する方法をいい、当該配分額とクーポン利率による債券利息との差額

を債券発行差額の帳簿価額から減ずる。 

（注２）定額法とは、債券発行差額を取得日又は受渡日から償還日までの期間で除し

て各期の損益に配分する方法をいい、当該配分額を債券発行差額の帳簿価額

から減ずる。 

 

Ｑ８５－１ 基準第７８に定める特定の償却資産や運営費交付金により取得した償却資産
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に係る資産除去債務に対応する除去費用等は全て、基準第８５に定める資産除去債務に

係る特定の除去費用等に該当することになると考えてよいか。 

Ａ 

１ 基準第８５（資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理）が適用される資産除

去債務に係る除去費用等は、文部科学大臣が当該国立大学法人等の財務構造等を勘案し

て、当該除去費用等の発生期間において当該費用に対応すべき収益の獲得が予定されな

いものとして、個別に除去費用等を特定していることが必要である。したがって、基準

第７８に定める特定の償却資産及び運営費交付金により取得した償却資産に係る資産除

去債務に対応する除去費用等が直ちに基準第８５に定める特定の除去費用等に該当する

ということにはならない。 

２ 文部科学大臣においては、当該除去費用等に関連する償却資産の状況、当該除去費用

等の金額、除去債務が建物等の賃借契約に係る場合にあっては敷金計上の有無等を勘案

し、当該除去費用等の発生期間において当該費用に対応すべき収益を獲得することが可

能かどうかについて判断の上、特定することになると考えられる。 

３ なお、文部科学大臣による特定の手続等については、基準第７８（特定の償却資産の

減価に係る会計処理）が適用される資産の特定の手続に準ずることが適当と考えられる。 

 

Ｑ８５－２ 資産除去債務に係る特定の除去費用等に係る会計処理（仕訳）はどのように

行うのか。 

Ａ 

１ 国立大学法人等が保有する有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用等の

うち、当該費用に対応すべき収益の獲得が予定されていないものとして特定された除去

費用等については、損益計算上の費用には計上せず、資本剰余金を減額することとなる。 

２ 以下に、具体的な事例に即して、説明を加える。 

前提条件 

 Ｘ１年４月１日に設備Ａを取得し、使用を開始した。当該設備の取得原価は 10,000、

耐用年数は５年であり、法人には当該設備を使用後に除去する法的義務が発生してい

る。当該設備の除去時の支出見積額は 1,000。なお、当該資産除去債務に対応する除去

費用等は、当該費用に対応すべき収益の獲得が予定されていないものとして特定されて

いる。 

 Ｘ６年３月３１日に設備Ａを除去したが、実際の除去に係る支出額は 1,050 であった

（財源は施設費とする。）。 

 資産除去債務は取得時にのみ発生するものとし、法人は当該設備について残存価額ゼ

ロで定額法により減価償却を行っている。割引率は 3.0％とする。 

①設備Ａが特定の償却資産の場合（設備Ａの財源は施設費とする。） 

(1)Ｘ１年４月１日 

設備Ａの取得と関連する資産除去債務の計上 

（借）有形固定資産（設備Ａ）    10,863 （貸）現金預金        10,000 

                       資産除去債務(*1)      863 

(*1)将来キャッシュ・フロー見積額 1,000／（1.03）５＝863 

 

預り施設費の資本剰余金への振替 

（借）預り施設費       10,000 （貸）資本剰余金       10,000 

 

(2)Ｘ２年３月３１日 
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時の経過による資産除去債務の増加 

（借）利息費用相当累計額     26  （貸）資産除去債務(*2)      26 

（利息費用相当額） 

(*2)Ｘ１年４月１日における資産除去債務 863×3.0％＝26 

 

設備Ａと資産計上した除去費用の減価償却 

（借）減価償却相当累計額（*3）   2,173  （貸）減価償却累計額      2,173 

   （減価償却相当額） 

(*3)設備Ａの減価償却 10,000／５年＋除去費用資産計上額 863／５年＝2,173 

 

(3)Ｘ３年３月３１日 

時の経過による資産除去債務の増加 

（借）利息費用相当累計額      27  （貸）資産除去債務(*4)      27 

   （利息費用相当額） 

(*4)Ｘ２年３月３１日における資産除去債務（863＋26）×3.0％＝27 

 

設備Ａと資産計上した除去費用の減価償却 

（借）減価償却相当累計額(*5)     2,173  （貸）減価償却累計額      2,173 

   （減価償却相当額） 

(*5)設備Ａの減価償却費 10,000／５年＋除去費用資産計上額 863／５年＝2,173 

 

(4)Ｘ４年３月３１日 

時の経過による資産除去債務の増加 

（借）利息費用相当累計額      27  （貸）資産除去債務(*6)      27 

   （利息費用相当額） 

(*6)Ｘ３年３月３１日における資産除去債務（863＋26＋27）×3.0％＝27 

 

設備Ａと資産計上した除去費用の減価償却 

（借）減価償却相当累計額(*7)  2,173  （貸）減価償却累計額      2,173 

   （減価償却相当額） 

(*7)設備Ａの減価償却費 10,000／５年＋除去費用資産計上額 863／５年＝2,173 

 

(5)Ｘ５年３月３１日 

時の経過による資産除去債務の増加 

（借）利息費用相当累計額     28  （貸）資産除去債務(*8)      28 

   （利息費用相当額） 

(*8)Ｘ４年３月３１日における資産除去債務（863＋26＋27＋27）×3.0％＝28 

 

設備Ａと資産計上した除去費用の減価償却 

（借）減価償却相当累計額(*9)  2,173  （貸）減価償却累計額      2,173 

   （減価償却相当額） 

(*9)設備Ａの減価償却費 10,000／５年＋除去費用資産計上額 863／５年＝2,173 

 

(6)Ｘ６年３月３１日 

時の経過による資産除去債務の増加 
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（借）利息費用相当累計額     29 （貸）資産除去債務(*10)      29 

   （利息費用相当額） 

(*10)Ｘ５年３月３１日における資産除去債務（863＋26＋27＋27＋28）×3.0％＝29 

 

設備Ａと資産計上した除去費用の減価償却 

（借）減価償却相当累計額(*11)    2,171 （貸）減価償却累計額       2,171 

   （減価償却相当額） 

(*11)設備Ａの減価償却費10,000／５年＋除去費用資産計上863－173×4＝2,171 

 

設備Ａの除去及び資産除去債務の履行 

 設備Ａを使用終了に伴い除去することとする。特定された除去費用等については、資

産除去の実行時において、その実際の発生額を損益計算上の費用に計上するものとす

る。 

（借）減価償却累計額     10,863 （貸）有形固定資産（設備Ａ）  10,863 

   資産除去債務(*12)    1,000     現金預金          1,050 

   除去費用         1,050     利息費用相当累計額      137 

   資本剰余金(*13)     10,000     減価償却相当累計額    10,863 

(*12)Ｘ６年３月３１日における資産除去債務 863＋26＋27＋27＋28＋29＝1,000 

(*13)陳腐化等のために除却処分する場合を想定(関連Ｑ２６－５) 

 

財源として措置された預り施設費の振替（収益化） 

（借）預り施設費       1,050 （貸）施設費収益        1,050 

 

② 設備Ａが基準第７８の特定の償却資産以外の場合（設備Ａの財源は運営費交付金であ

った。） 

(1)Ｘ１年４月１日 

設備Ａの取得と関連する資産除去債務の計上 

（借）有形固定資産（設備Ａ） 10,863 （貸）現金預金          10,000 

                                       資産除去債務(*1)       863 

(*1)将来キャッシュ・フロー見積額 1,000／（1.03）５＝863 

 

運営費交付金債務を運営費交付金収益へ振替 

（借）運営費交付金債務     10,000  （貸）運営費交付金収益     10,000 

 

(2)Ｘ２年３月３１日 

時の経過による資産除去債務の増加 

（借）利息費用相当累計額      26  （貸）資産除去債務(*2)       26 

   （利息費用相当額） 

(*2)Ｘ１年４月１日における資産除去債務 863×3.0％＝26 

 

設備Ａと資産計上した除去費用の減価償却 

（借）減価償却費(*3-1)    2,000 （貸）減価償却累計額      2,173 

   減価償却相当累計額(*3-2)    173 

   （減価償却相当額） 

 (*3-1)設備Ａの減価償却費 10,000／５年＝2,000 
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(*3-2)除去費用資産計上額 863／５年＝173 

 

(3)Ｘ３年３月３１日 

時の経過による資産除去債務の増加 

（借）利息費用相当累計額     27 （貸）資産除去債務(*4)      27 

   （利息費用相当額） 

(*4)Ｘ２年３月３１日における資産除去債務（863＋26）×3.0％＝27 

 

設備Ａと資産計上した除去費用の減価償却 

（借）減価償却費(*5-1)    2,000 （貸）減価償却累計額      2,173 

   減価償却相当累計額(*5-2) 173 

   （減価償却相当額） 

(*5-1)設備Ａの減価償却費 10,000／５年＝2,000 

(*5-2)除去費用資産計上額 863／５年＝173 

 

(4)Ｘ４年３月３１日 

時の経過による資産除去債務の増加 

（借）利息費用相当累計額     27 （貸）資産除去債務(*6)      27 

   （利息費用相当額） 

(*6)Ｘ３年３月３１日における資産除去債務（863＋26＋27）×3.0％＝27 

 

設備Ａと資産計上した除去費用の減価償却 

（借）減価償却費(*7-1)    2,000 （貸）減価償却累計額      2,173 

   減価償却相当累計額(*7-2) 173 

   （減価償却相当額） 

(*7-1)設備Ａの減価償却費 10,000／５年＝2,000 

(*7-2)除去費用資産計上額 863／５年＝173 

 

(5)Ｘ５年３月３１日 

時の経過による資産除去債務の増加 

（借）利息費用相当累計額     28  （貸）資産除去債務(*8)       28 

   （利息費用相当額） 

(*8)Ｘ４年３月３１日における資産除去債務（863＋26＋27＋27）×3.0％＝28 

 

設備Ａと資産計上した除去費用の減価償却 

（貸）減価償却費(*9-1)    2,000 （貸）減価償却累計額      2,173 

   減価償却相当累計額(*9-2)   173 

   （減価償却相当額） 

(*9-1)設備Ａの減価償却費 10,000／５年＝2,000 

(*9-2)除去費用資産計上額 863／５年＝173 

 

(6)Ｘ６年３月３１日 

時の経過による資産除去債務の増加 

（借）利息費用相当累計額     29 （貸）資産除去債務(*10)      29 

(*10)Ｘ５年３月３１日における資産除去債務（863＋26＋27＋27＋28）×3.0％＝29 
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設備Ａと資産計上した除去費用の減価償却 

（借）減価償却費(*11-1)    2,000 （貸）減価償却累計額      2,171 

   減価償却相当累計額(*11-2) 171 

(*11-1)設備Ａの減価償却費 10,000／５年＝2,000 

(*11-2)除去費用資産計上額 863－173×4＝171 

 

設備Ａの除去及び資産除去債務の履行 

 設備Ａを使用終了に伴い除去することとする。特定された除去費用等については、資

産除去の実行時において、その実際の発生額を損益計算上の費用に計上するものとす

る。 

（借）減価償却累計額     10,863 （貸）有形固定資産（設備Ａ） 10,863 

      資産除去債務(*12)    1,000        現金預金         1,050 

      除去費用          1,050       利息費用相当累計額     137 

                                          減価償却相当累計額        863 

(*12)Ｘ６年３月３１日における資産除去債務 863＋26＋27＋27＋28＋29＝1,000 

 

財源として措置された預り施設費の振替（収益化） 

（借）預り施設費       1,050 （貸）施設費収益        1,050 

 

Ｑ８７－１ 「国庫納付金計算書」の様式はどのようになるか。 

Ａ 

中期目標期間の最終事業年度における「国庫納付金計算書」の様式は、次のとおりで

ある。 

 

国庫納付金計算書 

 Ⅰ 積立金                                  ××× 

 Ⅱ 次期中期目標期間繰越額                  ××× 

 Ⅲ 差引国庫納付金額              ××× 

 

 

Ｑ８７－２ 中期目標期間の最終年度においては目的積立金残額の積立金への振替が行わ

れ、積立金の国庫納付等が行われることになるが、これらの会計処理は具体的にはどの

ような処理となるのか。 

Ａ 

１ 中期目標期間最終年度における会計処理は次のようになる。 

(1) 中期目標期間最終年度に生じた当期未処分利益については、積立金に振り替える。

（基準第８７）この会計処理は、利益の処分に関する書類に表示され、翌事業年度

に振替処理が行われることになる。 

(2) 中期目標期間の最終年度に目的積立金及び国立大学法人法の規定による前中期目

標期間繰越積立金が残っている場合には、積立金に振り替える。（基準第８７）こ

の会計処理についても、利益の処分に関する書類に表示され、翌事業年度に振替処

理が行われることになる。 

(3) 上記(1)及び(2)の処理を行った後の積立金の残高については、国立大学法人法第３

２条の規定に従い、国庫納付又は次期中期目標期間に繰り越すことになる。 
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この会計処理は、翌事業年度に行われることになるが、国庫納付金計算書は、文

部科学大臣に提出する書類であり財務諸表ではないことから、国庫納付金額及び次

期中期目標期間への繰越額を明瞭に説明するための注記を行うことが必要である。 

 

２ 具体的な事例に基づき会計処理を説明すると、次のとおりである。 

＜前提＞ 

● 中期目標期間最終年度の前年度（Ｘ１年度） 

積立金期末残高 25,000 目的積立金期末残高 950 

前中期目標期間繰越積立金期末残高 0（第一期の中期目標期間のため該当なし。） 

当期利益 1,000（積立金への積み立て 650、目的積立金への積み立て 350） 

● 中期目標期間最終年度（Ｘ２年度） 

当期利益 500 目的積立金当期取崩し額 1,000 

国庫納付額 19,950 次期中期目標期間繰越額 6,500 

○ Ｘ２年度（中期目標期間最終年度） 

 （仕訳） 

● 前年度の当期利益の振替処理 

     （借）未処分利益      1,000 （貸）積立金             650 

                              目的積立金         350 

（利益の処分に関する書類） 
 
         利益の処分に関する書類 
 
   Ⅰ 当期未処分利益           500 
      当期総利益          500  
 
   Ⅱ 積立金振替額                        300 
      目的積立金                300 
 
   Ⅲ 利益処分額 
      積立金              800 

 

（純資産変動計算書(関連部分を抜粋)） 

 Ⅱ 資本剰余金 Ⅲ 利益剰余金（又は繰越欠損金） 

純資産合計 
資本剰余金 目的積立金 積立金 

当期未処分 

利益 

 
利益剰余金 

合計 
うち当期 

総利益 

当期首残高 － 950 25,000 1,000 － 26,950 26,950 

当期変動額        

Ⅲ 利益剰余金の当期変動額        

（１）利益の処分        

利益処分による積立  350 650 △1,000  － － 

（２）その他        

   当期純利益    500 500 500 500 

   目的積立金取崩額 1,000 △1,000    △1,000 － 

当期変動額合計 1,000 △650 650 △500 500 △500 500 

当期末残高 1,000 300 25,650 500 500 26,450 27,450 
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○ Ｘ３年度（次期中期目標期間の初年度） 

 （仕訳） 

●前年度の当期利益及び目的積立金残額の積立金への振替処理 

        未処分利益 500／積立金 800 

        目的積立金 300／      

●国庫納付金、次期中期目標期間繰越積立金の処理 

          積立金  26,450／未払国庫納付金          19,950 

                 ／前中期目標期間繰越積立金 6,500 

 

（純資産変動計算書(関連部分を抜粋)） 

 Ⅱ 資本剰余金 Ⅲ 利益剰余金（又は繰越欠損金） 

純資産合計 

資本剰余金 
前中期目標期間

繰越積立金 
目的積立金 積立金 

当期未処分 

利益 

 
利益剰余金 うち当期 

総利益 

当期首残高 1,000 － 300 25,650 500 － 26,450 27,450 

当期変動額         

Ⅲ 利益剰余金の当期変動額         

（１）利益の処分         

前中期目標期間からの

繰越し  6,500  △6,500    － 

積立金への振替   △300 800 △500  － － 

国庫納付金の納付    △19,950   △19,950 △19,950 

当期変動額合計 － 6,500 △300 △25,650 － － △19,950 △19,950 

当期末残高 1,000 6,500 － － － － 6,500 7,500 

（注記） 

 

○ 積立金の国庫納付等 

１ 前中期目標期間最終年度の積立金の期末残高は25,650であり、これに前中期目標期間

の最終年度の未処分利益500及び目的積立金の使用残額300を加えると、積立金は26,450

となる。 

２ この積立金26,450のうち、今中期目標期間の業務の財源及び固定資産の見合い等とし

て繰越の承認を受けた額は6,500であり、差し引き19,950 については国庫に納付した。 

 

 

Ｑ８８－１ 目的積立金を財源として固定資産を取得した場合に、取得原価を目的積立金

から資本剰余金に振り替えることになっているが、この場合利益処分に関する書類を通

さずに直接振替処理で行うのか。 

Ａ 

１ 利益の処分に関する書類は、会計年度終了時における国立大学法人等の当期未処分利

益を求め、その処分の内容を明らかにするものであるので、利益処分として目的積立金

を積み立てた旨を表示すれば書類として完結し、その後の目的積立金の取崩しについて

まで記載する必要はない。 

２ 目的積立金を財源として固定資産を取得した場合には、その取得時に当該資産の取得

価額と同額を目的積立金から資本剰余金へ振り替えることになるが、これは貸借対照表

の利益剰余金と資本剰余金との振替を意味する会計処理である。 
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Ｑ８８－２ 目的積立金を財源として中期計画に定める「剰余金の使途」に従って固定資

産を取得したときは、当該積立金は資本剰余金に振り替えることとなるが、その場合、

減価償却相当累計額は資本剰余金を減額することになるのか。 

Ａ 

目的積立金を基に「剰余金の使途」に従って取得した固定資産の減価償却についても、

他の資産の減価償却と同様である。すなわち、「その減価に対応すべき収益の獲得が予

定されないもの」であるかの判断が行われ、これに該当するものとして特定された場合

には、基準７８による会計処理が行われることになる。（Ｑ２６－５参照） 

 

Ｑ８８－３ 準用通則法第４４条第３項の剰余金の使途として機械装置のようなものも購

入可能か。（関連項目；基準第６８ 準用通則法第４４条第３項による承認の額） 

Ａ 

中期計画において当該装置を剰余金の使途として記載した上で、購入することは可能

である。この場合、機械装置購入額について目的積立金を取り崩して資本剰余金に振り

替えることとなる。 

 

Ｑ８８－４ 前中期目標期間繰越積立金を使用する際の会計処理はどうなるのか。 

Ａ 

前中期目標期間繰越積立金については、それが積み立てられている時点で効力を有し

ている中期計画において、その使途が定められているはずであるので、その使途に照ら

して目的積立金の会計処理（基準第８８）と同様の処理が行われることになる。 

 

Ｑ８９－１ 国が国立大学法人等に土地を出資する際には、その処分収入の一定部分を大

学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件が付されることとなるが、当該土地を

処分（売却）した場合にはどのような会計処理を行うのか。また、国立大学法人等から

納付金を受けた大学改革支援・学位授与機構における会計処理はどうなるのか。 

Ａ 

１ 国立大学法人等において土地処分収入があった場合、文部科学大臣の定める基準によ

り算定した額を大学改革支援・学位授与機構に納付することとなっており、その際、国

立大学法人等は、当該土地処分に関して、資本金を減少する手続を行うこととなる。 

また、国立大学法人等における土地処分収入から機構への納付額を差し引いた額は、

当該国立大学法人等に現金としてとどまる（以下「留保額」という。）こととなるが、 

① 当該留保額を資本的支出に充てる場合 

② 当該留保額を資本的支出に充てない場合 

に応じて、会計処理が異なる。 

２ 当該留保額を資本的支出に充てる場合とは、事務所等を集約化（高層化）すること及

びその財源に固定資産の処分収入を充てることなどが、中期計画の施設・設備に関する

計画において明らかにされている場合をいい、中期計画において明らかにされていない

場合であっても、重要財産の処分について文部科学大臣の承認を求める申請書の処分理

由で、当該留保額を資本的支出に充てるための処分であり、その資金計画等が明らかに

されている場合には、当該留保額を資本的支出に充てる場合に該当するものとして取り

扱うことが認められる。具体的な会計処理は（別表）のとおりとする。 

３ なお、土地の処分収入の一部納付は、当該年度における処分収入の合計額を基礎とし

てなされることから、大学改革支援・学位授与機構への納付は当該年度分を一括して行

うこととなる。また、資本金を減少する手続についても機構への納付時に行うこととす



 

- 181 - 

 

る。 

 

（別表） 

 前提条件 

 Ａ国立大学法人が、一又は複数の土地（合計簿価 100）を売却して、年度末に一括して

大学改革支援・学位授与機構に納付した場合とし、①土地の売却金額の合計、②大学改

革支援・学位授与機構への納付額、③資本金のうち当該納付に係る部分として文部科学

大臣が定める金額、④譲渡取引に要した費用の額及び⑤譲渡取引に要した費用のうち、

大学改革支援・学位授与機構が負担する金額は、それぞれ以下のとおりとする。 
 

  

① 土地の売却

金額合計 

 

② 大学改革支

援・学位授与

機構への納付

額 

 

③ 資本金のう

ち当該納付に

係る部分とし

て文部科学大

臣が定める金

額 

 

④ 譲渡取引に

要した費用の

額 

 

⑤ ④のう

ち、大学改

革支援・学

位授与機構

が負担する

金額 

a 売却合計額と簿
価が実質的同額 110 55 50 10 5 

b 簿価より実質的
に高い価額で売却 160 80 50 10 5 

c 簿価より実質的
に低い価額で売却 80 40 50 10 5 
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（別 表） 

 
 
          大学改革支援・学位授与機構                                       国立大学法人   
                                                                               
① 不用財産処分収入で法人に留まる額を資本的支出に充てる予定の場合 
 ａ 土地の売却合計額と簿価が実質的に同額の場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②処分収入の一部を受入れ（Ａ国立大学法人から55を受入れ。譲渡費用のう
ち機構負担分5の支払） 

 

 
 ①処分（Ａ国立大学法人が一又は複数の土地（合計簿価100）を合計110で売却
。譲渡費用10（うち機構負担分5）） 

 現金及び預金（Ｂ／Ｓ）       110 
 
 

資本剰余金（除売却差額相当累計額） 
                                                                              （Ｂ／Ｓ）  5 
立替金（Ｂ／Ｓ）                  5 

 土地（Ｂ／Ｓ）          100 
資本剰余金（除売却差額相当累計額） 
                                    （Ｂ／Ｓ） 10 
現金及び預金（Ｂ／Ｓ）       10 

 

 

 
 ②処分収入の一部納付（Ａ国立大学法人が55を機構へ納付。譲渡費用のうち機
構負担分5の受取り） 

 ②減資（Ａ国立大学法人が資本金を50を減資） 

 
 現金及び預金（Ｂ／Ｓ）      50 

諸経費（Ｐ／Ｌ）                5 
 施設費交付金収益（Ｐ／Ｌ）      55   

 
 

資本金（Ｂ／Ｓ）            50 
資本剰余金（納付差額） 
                   （Ｂ／Ｓ）     5 
現金及び預金（Ｂ／Ｓ）       5 

 現金及び預金（Ｂ／Ｓ）       55 
 
 立替金（Ｂ／Ｓ）                  5 

 

 
  
③施設費交付金の交付（施設費交付金純収益50のうちＢ国立大学法人へ30を
交付） 

※Ａ国立大学法人の当期損益は0 
  
③施設費交付金の受領（Ｂ国立大学法人が機構から30を受領） 

 施設費交付金（Ｐ／Ｌ）       30  現金及び預金（Ｂ／Ｓ）       30   現金及び預金（Ｂ／Ｓ）       30  預り施設費（Ｂ／Ｓ）       30  

  
 
 ｂ 土地を簿価より実質的に高い価額で売却した場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ②処分収入の一部を受入れ（Ａ国立大学法人から80を受入れ。譲渡費用のう

ち機構負担分5の支払） 

 
 ①処分（Ａ国立大学法人が一又は複数の土地（合計簿価100）を合計160で売却
。譲渡費用10（うち機構負担分5）） 

 現金及び預金（Ｂ／Ｓ）      160 
 
 
資本剰余金（除売却差額相当累計額） 
                                   （Ｂ／Ｓ）  

5               
立替金（Ｂ／Ｓ）               5 

 土地（Ｂ／Ｓ）           100 
資本剰余金（除売却差額相当累計額） 
                                       （Ｂ／Ｓ）  60 
                    
 現金及び預金（Ｂ／Ｓ）       10 

 

 
 ②処分収入の一部納付（Ａ国立大学法人が80を機構へ納付。譲渡費用のうち機
構負担分5の受取り） 

 ②減資（Ａ国立大学法人が資本金を50減資）                       
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 現金及び預金（Ｂ／Ｓ）      75 
諸経費（Ｐ／Ｌ）                 5 

 施設費交付金収益（Ｐ／Ｌ）     80 
 

 

 

 資本金（Ｂ／Ｓ）             50 
資本剰余金（納付差額）（Ｂ／Ｓ）   30 
現金及び預金（Ｂ／Ｓ）       5 

 現金及び預金（Ｂ／Ｓ）       80 
 
 立替金（Ｂ／Ｓ）                  5 

 

 
 
 
③施設費交付金の交付（施設費交付金純収益75のうちＢ国立大学法人へ50を交
付） 

 
 ※Ａ国立大学法人の当期損益は0 
 
 ③施設費交付金の受領（Ｂ国立大学法人が機構から50を受領） 

 施設費交付金（Ｐ／Ｌ）        50 現金及び預金（Ｂ／Ｓ）         50   現金及び預金（Ｂ／Ｓ）       50  預り施設費（Ｂ／Ｓ）         50  

  
  

ｃ 土地を簿価より実質的に低い価額で売却した場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ②処分収入の一部を受入れ（Ａ国立大学法人から40を受入れ。譲渡費用のう

ち機構負担分5の支払） 

 
 ①処分（Ａ国立大学法人が一又は複数の土地（合計簿価100）を合計80で売却。
譲渡費用10（うち機構負担分5）） 

 現金及び預金（Ｂ／Ｓ）        80 
資本剰余金（Ｂ／Ｓ）         20 
資本剰余金（除売却差額相当相当額） 
               （Ｂ／Ｓ） 5 
立替金（Ｂ／Ｓ）                   5 

 土地（Ｂ／Ｓ）              100 
  
 現金及び預金（Ｂ／Ｓ）         10 
 

 

 
 ②処分収入の一部納付（Ａ国立大学法人が40を機構へ納付。譲渡費用のうち機
構負担分5の受取り） 

 ②減資（Ａ国立大学法人が資本金を50減資）      
 現金及び預金（Ｂ／Ｓ）       40 

諸経費（Ｐ／Ｌ）                 5 
 施設費交付金収益（Ｐ／Ｌ）      40 
 現金及び預金（Ｂ／Ｓ）       5 

  資本金（Ｂ／Ｓ）            50 
 
現金及び預金（Ｂ／Ｓ）         5 

 現金及び預金（Ｂ／Ｓ）          40 
 資本剰余金（減資差益）（Ｂ／Ｓ）  10 
 立替金（Ｂ／Ｓ）                  5 

 

 
 
 
③施設費交付金の交付（施設費交付金純収益35のうちＢ国立大学法人へ30を
交付） 

 
※ Ａ国立大学法人の当期損益はゼロ 

 
 ③施設費交付金の受領（Ｂ国立大学法人が機構から30を受領） 

 施設費交付金（Ｐ／Ｌ）          30  現金及び預金（Ｂ／Ｓ）       30   現金及び預金（Ｂ／Ｓ）        30  預り施設費（Ｂ／Ｓ）        30  

  

 

② 不用財産処分収入で法人にとどまる額を資本的支出に充てない予定の場合 
 ａ 土地の売却合計額と簿価が実質的に同額の場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 ②処分収入の一部を受入れ（Ａ国立大学法人から55を受入れ。譲渡費用のう

ち機構負担分5の支払） 

 
 ①処分（Ａ国立大学法人が一又は複数の土地（合計簿価100）を合計110で売却
。譲渡費用10（うち機構負担分5）） 

 
 
 
 
 

現金及び預金（Ｂ／Ｓ）        110 

 

諸経費（Ｐ／Ｌ）            5 
立替金（Ｂ／Ｓ）                   5 

 土地（Ｂ／Ｓ）             100 
 土地売却益（Ｐ／Ｌ）         10 
 現金及び預金（Ｂ／Ｓ）        10 

 

  
②処分収入の一部納付（Ａ国立大学法人が55を機構へ納付。譲渡費用のうち機
構負担分5の受取り） 

 ②減資（Ａ国立大学法人が資本金を50減資） 
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 現金及び預金（Ｂ／Ｓ）       50 
諸経費（Ｐ／Ｌ）                 5 

 施設費交付金収益（Ｐ／Ｌ）      55   資本金（Ｂ／Ｓ）            50 
諸経費（Ｐ／Ｌ）             5 
現金及び預金（Ｂ／Ｓ）       5 

 現金及び預金（Ｂ／Ｓ）      55 
 
 立替金（Ｂ／Ｓ）                  5 

 

  
 
 
③施設費交付金の交付（施設費交付金純収益50のうちＢ国立大学法人へ30を
交付。） 

  
※Ａ国立大学法人の当期損益は0 
 
 ③施設費交付金の受領（Ｂ国立大学法人が機構から30を受領） 

 施設費交付金（Ｐ／Ｌ）          30  現金及び預金（Ｂ／Ｓ）        30   現金及び預金（Ｂ／Ｓ）        30  預り施設費（Ｂ／Ｓ）       30  

  
 
 ｂ 土地を簿価より実質的に高い価額で売却した場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ②処分収入の一部を受入れ（Ａ国立大学法人から80を受入。譲渡費用のうち
機構負担分5の支払） 

 
 ①処分（Ａ国立大学法人が一又は複数の土地（合計簿価100）を合計160で売却
。譲渡費用10（うち機構負担分5）） 

 現金及び預金（Ｂ／Ｓ）       160 
 
諸経費（Ｐ／Ｌ）             5 
立替金（Ｂ／Ｓ）                  5 

 土地（Ｂ／Ｓ）            100 
 土地売却益（Ｐ／Ｌ）           60 
 現金及び預金（Ｂ／Ｓ）       10 
                          

 

 
 ②処分収入の一部納付（Ａ国立大学法人が80を機構へ納付。譲渡費用のうち機
構負担分5の受取り） 

 ②減資（Ａ国立大学法人が資本金を50減資）                       
 現金及び預金（Ｂ／Ｓ）      75 

諸経費（Ｐ／Ｌ）           5 
 施設費交付金収益（Ｐ／Ｌ）       80 
 

  資本金（Ｂ／Ｓ）           50 
土地売却益（Ｐ／Ｌ）            30 
現金及び預金（Ｂ／Ｓ）         5 

 現金及び預金（Ｂ／Ｓ）       80 
 
 立替金（Ｂ／Ｓ）                  5 

 

 
 
 
 ③施設費交付金の交付（施設費交付金純収益75のうちＢ国立大学法人へ70を
交付） 

 
 ※Ａ国立大学法人の当期の損益は+25 
 
③施設費交付金の受領（Ｂ国立大学法人が機構から70を受領） 

 施設費交付金（Ｐ／Ｌ）          70  現金及び預金（Ｂ／Ｓ）        70   現金及び預金（Ｂ／Ｓ）       70  預り施設費（Ｂ／Ｓ）        70  

  
 
 ｃ 土地を簿価より実質的に低い価額で売却した場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ②処分収入の一部を受入れ（Ａ国立大学法人から40を受入れ。譲渡費用のう

ち機構負担分5の支払） 

 
 ①処分（Ａ国立大学法人が一又は複数の土地（合計簿価100）を合計80で売却（
うち機構負担分5）） 

 現金及び預金（Ｂ／Ｓ）        80 
土地売却損（Ｐ／Ｌ）         20 
諸経費（Ｐ／Ｌ）             5 
立替金（Ｂ／Ｓ）             5 

 土地（Ｂ／Ｓ）            100 
  
 現金及び預金（Ｂ／Ｓ）        10 

 

 
②処分収入の一部納付（Ａ国立大学法人が40を機構へ納付） 

 ②減資（Ａ国立大学法人が資本金を50減資。譲渡費用のうち機構負担分5の受取
り） 

 
 現金及び預金（Ｂ／Ｓ）      35 

諸経費（Ｐ／Ｌ）            5 
 施設費交付金収益（Ｐ／Ｌ）      40   資本金（Ｂ／Ｓ）           50 

 
現金及び預金（Ｂ／Ｓ）             5 

 現金及び預金（Ｂ／Ｓ）        40 
 土地売却損（Ｐ／Ｌ）       10 
 立替金（Ｂ／Ｓ）                 5 
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 ③施設費交付金の交付（施設費交付金純収益35のうちＢ国立大学法人へ30を
交付） 

 
 ※Ａ国立大学法人の当期の損益は△15 
 
 ③施設費交付金の受領（Ｂ国立大学法人が機構から30を受領） 

 施設費交付金（Ｐ／Ｌ）         30  現金及び預金（Ｂ／Ｓ）       30   現金及び預金（Ｂ／Ｓ）        30  預り施設費（Ｂ／Ｓ）         30  
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第１２章 連結財務諸表 

 

Ｑ９２－１ 「注解７５ 重要性の原則の適用について」により、連結財務諸表を作成する

に当たっては重要性の原則の適用があることを示しているが、連結の範囲、連結のため

の個別財務諸表の修正、特定関連会社の資産及び負債の評価、未実現利益の消去、連結

財務諸表の表示等に関する重要性の具体的な判断基準はどのようなものか。 

Ａ 

重要性の原則が適用されるのは、連結財務諸表の利用者の判断を誤らせることがない

程度であれば、ある程度簡便な方法で作成することができることを示すものであり、一

律に具体的な数値を用いて判断基準を制定することはできない。例えば連結対象会社が

多数存在する場合においては、連結対象会社間の少額の取引までを全て相殺することは

困難であり、そのような場合に重要性の原則を用いて処理することになる。重要性の原

則は、関係法人集団の財政状態、運営状況及び公的資金の使用状況等に関する合理的な

判断を妨げないかどうかという観点から、各法人の状況に応じて適切に適用されるべき

である。 

ただし、上記にかかわらず、産業競争力強化法第２１条に基づく出資事業における認

定特定研究成果活用支援事業者及び投資事業有限責任組合については、全て連結する。 

 

Ｑ９２－２ 産業競争力強化法第２１条に基づく出資事業において、認定特定研究成果活

用支援事業者又は投資事業有限責任組合が消費税等の会計処理に関して税抜方式を採用

している場合、重要性の原則を適用して、それぞれの個別財務諸表を税込方式に修正し

ないで連結することは許容されるか。 

Ａ 

注解７５に規定するとおり、連結のための個別財務諸表の修正に関して重要性の乏し

いものについては、本来の会計処理によらないで合理的な範囲で簡便な方法によること

も認められる。消費税等の会計処理については、その重要性は乏しいと考えられるため、

それぞれの個別財務諸表を税込方式に修正しないで連結することは許容される。 

 

Ｑ９３－１ 特定関連会社がなく関連会社がある場合、連結財務諸表を作成する必要はあ

るか。 

Ａ 

１ 企業会計では、財務諸表等規則第８条の９において、連結財務諸表を作成していない

会社にあっては持分法損益等の注記を行う旨の規定があるように、連結子会社がなく、

関連会社のみがある場合には連結財務諸表を作成する必要はない。国立大学法人等にお

いても特定関連会社がない場合には、連結財務諸表を作成しないことができると考えら

れる。ただしその場合においては、同規定を踏まえ、持分法損益等の注記を行うことが

必要である。 

２ 注記の内容としては監査・保証実務委員会実務指針第５８号「個別財務諸表における

関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等の注記に関する監査上の取扱い」（最終

改正平成２６年１月１４日 日本公認会計士協会）を準用し、(1)関連会社に対する投資

の金額、(2)持分法を適用した場合の投資の金額、及び(3)持分法を適用した場合の投資

利益（又は投資損失）の金額を記載する。 

 

Ｑ９３－２ 特定関連会社がなく、関連公益法人が該当する場合、基準第１１３による開

示は不要となると理解してよいか。 
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Ａ 

注解８３において、公的な会計主体である国立大学法人等は関連公益法人等との関係

を開示し説明する責任を有していると規定している。このため特定関連会社がなく連結

財務諸表を作成していない場合には、個別財務諸表の附属明細書として開示することが

求められる。 

 

Ｑ９３－３ 連結の範囲及び持分法の適用範囲の重要性の判定基準はあるのか。例えば資

産に占める割合を勘案する場合、特定関連会社に出資している勘定ごとにその勘定の総

資産額等により判断するのか、法人全体の総資産等により判断するのか。 

Ａ 

企業会計では、監査・保証実務委員会実務指針第５２号「連結の範囲及び持分法の適

用範囲に関する重要性の原則の適用等に係る監査上の取扱い（最終改正平成２６年１月

１４日 日本公認会計士協会）」において、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益

剰余金基準によって連結の範囲及び持分法の適用範囲を判断することが規定されてい

る。国立大学法人等においても同規程を適用することが合理的である。 

 

Ｑ９３－４ 連結財務諸表における特定関連会社及び関連会社の範囲の決定基準はあるの

か。 

Ａ 

基準第９３にあるとおり、連結財務諸表は全ての特定関連会社を連結の範囲に含める

ことが原則である。しかし、注解７６の重要性が乏しい場合には連結の範囲から除外す

ることが可能である。関連会社の持分法適用基準も同様である。 

 

Ｑ９３－５ 投資事業有限責任組合に国立大学法人が出資を行った場合、連結の範囲に含

まれるのか。 

Ａ 

１ 投資事業有限責任組合に対しても、通常の企業と同様に、支配力基準及び影響力基準

を適用することになる。 

２ しかし、投資事業有限責任組合の場合は、株式会社のように出資者が、業務執行社員

を選任するのではなく、意思決定を行う組合員たる出資者が、業務執行の決定を直接行

う。また、必ずしも全組合員が業務執行の決定を行うわけではなく、無限責任組合員な

どの一部の組合員が業務執行の決定を行うことも多く見られる。 

３ したがって、株式会社における株主の議決権行使と異なり、基本的には、業務の執行

の権限により、当該投資事業有限責任組合に対する支配力又は影響力の有無を判断する

ことになる。 

 

Ｑ９３－６ 次に挙げる企業は、特定関連会社となるのか。 

１ 国立大学法人等が、投資事業実施会社の議決権の３分の２以上を所有する場合で、当

該投資事業実施会社が無限責任組合員として出資した投資事業有限責任組合 

２ １の投資事業有限責任組合が投資する特定研究成果活用事業者 

Ａ 

１ 国立大学法人等が議決権の３分の２以上を保有する投資事業実施会社が無限責任組合

員となる場合、投資事業実施会社は当該投資事業有限責任組合の意思決定機関を支配し

ていると考えられるため、国立大学法人等の特定関連会社に該当すると考えられる。 

２ 投資事業有限責任組合は、支配を目的とせず、投資育成や事業再生によるキャピタル・
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ゲインの獲得を目的として他の企業の株式等を有している場合がある。また、支配を目

的とせずとも、議決権の過半数を保有するケースも生じ得る。そこで、企業集団の実態

を適切に表すため、次の全てを満たすような場合は、意思決定機関を支配していないも

のとして、特定関連会社に該当しないものとすることができる。(いわゆる VC条項(企業

会計基準適用指針第２２号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に

関する適用指針」（最終改正平成２３年３月２５日 企業会計基準委員会）第１６項(４)

参照))  

・ 売却等により当該他の企業の議決権の大部分を所有しないこととなる合理的な計画

があること。 

・ 当該他の企業との間で、当該営業取引として行っている投資又は融資以外の取引が

ほとんどないこと。 

・ 当該他の企業は、自己の事業を単に移転したり、自己に代わって行うものとはみな

せないこと。 

・ 当該他の企業との間にシナジー効果も連携関係も見込まれないこと。 

 

なお、産業競争力強化法第２１条に基づいて行われる事業の一環としての出資は、国

立大学法人等における技術に関する研究成果の活用と研究の進展に資するものである

ことが必要とされており、政策目的に沿って民間事業者等と協調して行われるものであ

るが、特定研究成果活用事業者の意思決定機関を支配することが本来の目的ではないこ

とが考えられる。このような場合には、２で示されるシナジー効果や連携関係について

必ずしも見込まれているとは限らないことに留意する。 

 

Ｑ９５－１ 国立大学法人等においては、会計方針の変更及び過去の誤謬の訂正に伴う過

年度の財務諸表の遡及修正は行わないこととされているが（Ｑ７１－９参照）、連結又

は持分法の対象となる関係会社の決算において、過年度の財務諸表の遡及修正が行われ

ている場合、連結財務諸表の作成に当たり、どのような処理を行うべきか。 

Ａ 

１ 同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、国立大学法人等及び関係会社が

採用する会計処理の原則及び手続は、基準の「第１１章 国立大学法人等固有の会計処

理」に定めるものを除き、原則として国立大学法人等の会計処理に統一しなければなら

ないものとされている。（基準第９５第１項参照） 

２ 過年度の財務諸表の遡及修正を行わないとする取扱いは、国立大学法人等固有の会計

処理に該当するため、国立大学法人等と会計処理を統一する必要はなく、当該関係会社

の決算数値をそのまま利用して、連結財務諸表を作成することとなる。 

 

Ｑ９５－２ 基準第７９「特定の有価証券の会計処理」が適用される有価証券を発行する

企業と国立大学法人等の連結決算をどのように考えればよいか。また、国立大学法人等

の連結財務諸表において、特定関連会社等の損益計算書に計上される損益や特定関連会

社の非支配株主損益についてはどのように処理されるのか。 

Ａ  

基準第７９「特定の有価証券の会計処理」が適用される有価証券を発行する企業の費

用及び収益については、基準第９５第２項の規定により連結財務諸表において費用及び

収益には計上しない。この場合、基準第７９「特定の有価証券の会計処理」が適用され

る有価証券を発行する企業の当期純利益を連結財務諸表において「特定関連会社損益相

当累計額」として取り込み、非支配株主に帰属する金額は非支配株主持分を加減し、国
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立大学法人等に帰属する金額は資本剰余金を加減するものとする。 

 

１．前提条件 

(1) Ａ国立大学法人は、Ⅹ１年度、Ｂ投資事業実施会社に 4,000を出資した。 

(2) Ｂ投資事業実施会社に対するＡ国立大学法人の持分比率は 80％である。 

(3) Ｂ投資事業実施会社は、Ａ国立大学法人から出資された 4,000と非支配株主からの出

資金 1,000を合わせた 5,000をＣ投資事業有限責任組合へ出資した。 

(4) Ａ国立大学法人は、Ⅹ１年度にＣ投資事業有限責任組合に 40,000を出資した。 

(5) Ｃ投資事業有限責任組合は、(3)(4)のほか、非支配株主から 5,000の出資を受け入れ

た。 

(6) Ｃ投資事業有限責任組合は、Ⅹ１年度に払込みを受けた 50,000 をベンチャー企業に

投資した。 

(7) Ｂ投資事業実施会社は、Ａ国立大学法人との間に財産貸付に係る支払が年間 240あっ

た(連結法人相互間取引の相殺消去)。 

(8) Ａ国立大学法人は、Ⅹ２年度にＢ投資事業実施会社から 160の配当金を受け取った。 

(9) Ｃ投資事業有限責任組合の当期純利益は、Ⅹ１年度、Ⅹ２年度ともに 3,000 であっ

た。 

(10) 投資事業実施会社に対するＣ投資事業有限責任組合の管理報酬は、設例の便宜のた

め考慮外としている。 

(11) Ｂ投資事業実施会社及びＣ投資事業有限責任組合の財務諸表における勘定科目は、

設例の便宜のため、Ａ国立大学法人に合わせている。 

(12) Ａ国立大学法人は、Ｃ投資事業有限責任組合の有限責任組合員で、Ｂ投資事業実施

会社は、同組合の無限責任組合員を想定しているが、Ｂ投資事業実施会社の財務諸表

は、設例の便宜のため、Ｃ投資事業有限責任組合の持分及び損益を純額方式で取り込

んでいる。 

(13) 当設例は、全ての会計処理等を網羅しているわけではなく、(1)から(12)まで及び３．

以降に置かれた前提条件に示された状況に適合するものである。また、設例で示され

た金額や比率などの数値は、説明の便宜のために用いられているにすぎない。 
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２ 関連図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．Ⅹ１年度 

(１)単体財務諸表(前提条件) 

Ａ国立大学法人の貸借対照表                        Ｂ投資事業実施会社の貸借対照表              Ｃ投資事業有限責任組合の貸借対照表 
固定資産 40,000 負債 8,000  現金及び預金 1,300 負債 1,300  投資有価証券 50,000 負債 1,000 

関係会社株式 4,000 資本金 45,000    資本金 5,000  現金及び預金 3.000 資本金 50,000 

その他の関係会

社有価証券 

42,400 

 

資本剰余金 15,000  その他の関係会

社有価証券 

5,300 

 

利益剰余金 300  その他資産 1,000 

 

利益剰余金 3,000 

現金及び預金 1,200 有価証券損益相当累

計額(その他) 

2,400           

  利益剰余金 17,200           

計 87,600  87,600  計 6,600  6,600  計 54,000  54,000 

80% 80% 

出資 

5,000 

損益分配 

300 

出資       配当      出資       損益分配 
4,000       160      40,000       2,400 

Ａ国立大学法人 
利益 500   

Ｂ投資事業実施会社 
（ＶＣ） 

売上  800 
原価  500 
利益  300 

Ｃ投資事業有限責任組合 

（ＶＦ） 
売上  8,000 
原価  5,000 
利益  3,000 

非
支
配
株 
主 

非
支
配 
株 
主 

 
 

 

ＶＢ ＶＢ ＶＢ 

20% 
10% 

10% 出資 

1,000 

配当 

40 

出資 

5,000 

損益分配 

300 

出資 
50,000 
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Ａ国立大学法人の損益計算書                       Ｂ投資事業実施会社の損益計算書               Ｃ投資事業有限責任組合の損益計算書 
費用 1,000 収益 1,500  費用 500 収益 800  費用 5,000 収益 8,000 

当期総利益 500    当期純利益 300    当期純利益 3,000   

計 1,500  1,500  計 800  800  計 8,000  8,000 

    

Ａ国立大学法人の利益剰余金の増減高                 Ｂ投資事業実施会社の利益剰余金の増減高         Ｃ投資事業有限責任組合の利益剰余金の増減高 

  利益剰余金(期首) 16,700    
利益剰余金

(期首) 
0    

利益剰余金

(期首) 
0 

利益剰余金 

(期末) 
17,200 当期純利益 500  

利益剰余金 

(期末) 
300 当期純利益 300  

利 益 剰 余 金

(期末) 
3,000 当期純利益 3,000 

計 17,200  17,200  計 300  300  計 3,000  3,000 

 

(２)単純合算財務諸表 

貸借対照表                                   損益計算書                             利益剰余金の増減高 

固定資産 40,000 負債 10,300  費用 6,500 収益 10,300  配当金 0 
利益剰余金

(期首) 
16,700 

投資有価証券 50,000 資本金 100,000  当期純利益 3,800    
利 益 剰 余 金

(期末) 
20,500 当期純利益 3,800 

関係会社株式 4,000 資本剰余金 15,000  計 10,300  10,300  計 20,500  20,500 

その他の関係

会社有価証券 

47,700 

 

有価証券損益相当累

計額(その他) 
2,400           

現金及び預金 5,500 利益剰余金 20,500           

その他資産 1,000             

計 148,200  148,200           

 

(３)連結修正仕訳 

① 出資と資本の相殺消去(Ａ国立大学法人(以下、Ａ)の出資勘定及びＢ投資事業実施会社(以下、Ｂ)の資本勘定) 

(借) 資本金(Ｂ)                          5,000 (貸) 関係会社株式(Ａ)               4,000 

                                                       (貸) 非支配株主持分(Ｂ)              1,000 

 

② Ｂ投資事業実施会社の(Ｃ投資事業有限責任組合に係る)損益取込仕訳の戻入 

(借) 収益(Ｂ)                               300 (貸) その他の関係会社有価証券(Ｂ)     300 
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③ Ｂ投資事業実施会社の収益費用を資本剰余金に振替(利益剰余金から資本剰余金への振替) 

(借) 収益(Ｂ)                                500  (貸) 特定関連会社損益相当累計額(Ｂ)     500(※) 

(借) 特定関連会社損益相当累計額(Ｂ)          500  (貸) 費用(Ｂ)                           500 

(※)Ｂ投資事業実施会社収益 800－300(②)＝500 

 

④ 非支配株主への按分 

(借) 特定関連会社損益相当累計額(Ｂ)            0  (貸) 非支配株主持分(Ｂ)                   0 

Ｂ投資事業実施会社の当期純利益相当額(第 1期は、②及び③を考慮した結果、ゼロとなる。)を非支配株主へ按分する。 

 

⑤ 連結法人相互間取引の相殺消去 

(借) 収益(Ａ)                               240  (貸) 特定関連会社損益相当累計額(Ｂ)    240 

企業会計基準においては、連結法人相互間取引が存在する場合、当該取引項目を相殺消去する(売買等を行って利益を上乗せして

いれば、いまだ連結グループ内にとどまっている場合には取引に付された損益を消去する。)。 

一方、国立大学法人会計基準第９５第２項に該当する場合には、国立大学法人施行規則第１４条の３第１項の指定を受けた有価

証券を発行する会社等に係る費用及び収益は連結損益計算書には計上せず、連結貸借対照表の資本剰余金を増減させているため(上

記③の連結修正仕訳)、上記⑤のとおり連結法人相互間取引の相殺消去を行った場合は、企業会計基準と比較して、連結損益計算書

上の損益及び連結貸借対照表における資本剰余金(特定関連会社損益相当累計額)は、当該相殺消去相当額だけ増減(本設例では減

少)した数値となる。 

 

⑥ 内部取引に関する調整仕訳 

(借) 特定関連会社損益相当累計額(Ｂ)           240  (貸) 経常-調整損益(Ａ)                240 

⑤のとおり、企業会計基準と比較して、連結損益計算書上の損益及び連結貸借対照表における資本剰余金(特定関連会社損益相当

累計額)は、相殺消去した額が減少した数値となっているため、調整損益勘定により調整する。 

当該調整損益勘定は、相殺消去される取引に着目することとし、本設例においては、財産貸付収益に係る調整のため、経常収益区

分に計上されることになる。 

 

⑦ Ａ国立大学法人の損益取込仕訳の戻入 

(借) 有価証券損益相当累計額(その他) (Ａ)   2,400  (貸) その他の関係会社有価証券(Ａ)    2,400 

 

⑧ 出資と資本の相殺消去(Ａの出資勘定及びＣ投資事業有限責任組合(以下、Ｃ)の資本勘定、Ｂの出資勘定及びＣの資本勘定) 

(借) 資本金(Ｃ)                           50,000  (貸) その他の関係会社有価証券(Ａ)   40,000 
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                                             (貸) その他の関係会社有価証券(Ｂ)    5,000 

                                            (貸) 非支配株主持分(Ｃ)              5,000 

 

⑨ Ｃ投資事業有限責任組合の収益費用を資本剰余金に振替(利益剰余金から資本剰余金への振替) 

(借) 収益(Ｃ)                             8,000  (貸) 特定関連会社損益相当累計額(Ｃ)   8,000 

(借) 特定関連会社損益相当累計額(Ｃ)       5,000 (貸) 費用(Ｃ)                       5,000 

 

⑩ 非支配株主への按分 

(借) 特定関連会社損益相当累計額(Ｃ)          360  (貸) 非支配株主持分(Ｃ)               360 

Ｃ投資事業有限責任組合の当期純利益相当額 3,000の 12％を非支配株主へ按分する。 

１－(Ｃの資本金にＡが占める割合) 

＝１－(40,000(Ａ)＋5,000(Ｂ)×80％(ＡのＢに対する持分比率))÷50,000 

＝１－88％ 

＝12％ 

 

(４)連結財務諸表 

貸借対照表                                   損益計算書                             利益剰余金の増減高 

固定資産 40,000 負債 10,300  費用 1,000 収益 1,260    
利益剰余金

(期首) 
16,700 

投資有価証券 50,000 非支配株主持分 6,360  当期純利益 500 経常-調整損益 240  
利 益 剰 余 金

(期末) 
17,200 当期純利益 500 

関係会社株式 0 資本金 45,000  計 1,500  1,500  計 17,200  17,200 

その他の関係

会社有価証券 

0 

 
資本剰余金 15,000           

現金及び預金 5,500 有価証券損益相当累

計額(その他) 
0 

          

その他資産 1,000 特定関連会社損益相

当累計額 

2,640           

  利益剰余金 17,200           

計 96,500  96,500           

参考：連結貸借対照表に係る検証式 

①利益剰余金(17,200円)＝Ａ国立大学法人に係る利益剰余金(17,200) 
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②特定関連会社損益相当累計額(2,640)＝Ｂ投資事業実施会社分(0)※1＋Ｃ投資事業有限責任組合分(2,640)※2 

 ※1(Ｂ投資事業実施会社に係る利益剰余金 300－Ｃ投資事業有限責任組合に係る損益 300)×Ａ直接持分比率 80％＝0 

 ※2Ｃ投資事業有限責任組合に係る利益剰余金 3,000×88％(＝Ａ直接持分比率 80％＋Ａ間接持分比率 8％)＝2,640 

③非支配株主持分(6,360)＝Ｂ投資事業実施会社分(1,000)※3＋Ｃ投資事業有限責任組合分(5,360)※4 

 ※3(Ｂ投資事業実施会社に係る(資本金 5,000＋利益剰余金 300)－Ｃ投資事業有限責任組合に係る損益 300)×20％(＝1－Ａ-直接

持分比率 80％)＝1,000 

※4Ｃ投資事業有限責任組合に係る(資本金 50,000×10％(＝1－Ａ-直接持分－Ｂ持分比率 10％)＋利益剰余金 3,000×12％(＝1－

Ａ-直接持分比率 80％－Ａ間接持分比率 8％、又は、(1－Ａ-直接持分比率 80％－Ｂ持分比率 10％)＋Ｂ持分比率 10％×(1－Ａ

-直接持分比率 80％))＝5,360 

 

４．Ⅹ２年度 

(１)単体財務諸表(前提条件) 

Ａ国立大学法人の貸借対照表                       Ｂ投資事業実施会社の貸借対照表               Ｃ投資事業有限責任組合の貸借対照表 

固定資産 40,000 負債 8,000  現金及び預金 1,500 負債 1,300  投資有価証券 50,000 負債 1,000 

関係会社株式 4,000 資本金 45,000    資本金 5,000  現金及び預金 6.000 資本金 50,000 

その他の関係会

社有価証券 

44,800 

 

資本剰余金 15,000  その他の関係会

社有価証券 

5,600 

 

利益剰余金 800  その他資産 1,000 

 

利益剰余金 6,000 

現金及び預金 1,860 

 

有価証券損益相当累

計額(確定) 

160           

  有価証券損益相当累

計額(その他) 

4,800           

  利益剰余金 17,700           

計 90,660  90,660  計 7,100  7,100  計 57,000  57,000 

 
Ａ国立大学法人の損益計算書                       Ｂ投資事業実施会社の損益計算書               Ｃ投資事業有限責任組合の損益計算書 
費用 1,000 収益 1,500  費用 500 収益 1,200  費用 5,000 収益 8,000 

当期総利益 500    当期純利益 700    当期純利益 3,000   

計 1,500  1,500  計 1,200  1,200  計 8,000  8,000 

    

 

Ａ国立大学法人の利益剰余金の増減高                  Ｂ投資事業実施会社の利益剰余金の増減高        Ｃ投資事業有限責任組合の利益剰余金の増減高 
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  利益剰余金(期首) 17,200  配当金 200 
利益剰余金

(期首) 
300    

利益剰余金

(期首) 
3,000 

利益剰余金 

(期末) 
17,700 当期純利益 500  

利益剰余金 

(期末) 
800 当期純利益 700  

利 益 剰 余 金

(期末) 
6,000 当期純利益 3,000 

計 17,700  17,700  計 1,000  1,000  計 6,000  6,000 

 

(２)単純合算財務諸表 

貸借対照表                                   損益計算書                             利益剰余金の増減高 

固定資産 40,000 負債 10,300  費用 6,500 収益 10,700  配当金 200 
利益剰余金

(期首) 
20,500 

投資有価証券 50,000 資本金 100,000  当期純利益 4,200    
利 益 剰 余 金

(期末) 
24,500 当期純利益 4,200 

関係会社株式 4,000 資本剰余金 15,000  計 10,700  10,700  計 24,700  24,700 

その他の関係

会社有価証券 

50,400 

 

有価証券損益相当累

計額(確定) 
160           

現金及び預金 9,360 有価証券損益相当累

計額(その他) 
4,800 

          

その他資産 1,000 利益剰余金 24,500           

計 154,760  154,760           

 

(３)連結修正仕訳 

① 出資と資本の相殺消去(Ａの出資勘定及びＢの資本勘定) 

(借) 資本金(Ｂ)                           5,000  (貸) 関係会社株式(Ａ)               4,000 

                                                           (貸) 非支配株主持分(Ｂ)             1,000 

 

② Ｂ投資事業実施会社の(Ｃ投資事業有限責任組合に係る)損益取込仕訳の戻入 

開始仕訳：(借) 利益剰余金期首残高(Ｂ)                 300 (貸) その他の関係会社有価証券(Ｂ)    300 

当期仕訳：(借) 収益(Ｂ)                               300 (貸) その他の関係会社有価証券(Ｂ)    300 

 

③ Ｂ投資事業実施会社の収益費用を資本剰余金に振替(利益剰余金から資本剰余金への振替) 

開始仕訳： 

(借) 利益剰余金期首残高(Ｂ)                 500  (貸) 特定関連会社損益相当累計額(Ｂ)  500 

(借) 特定関連会社損益相当累計額(Ｂ)         500  (貸) 利益剰余金期首残高(Ｂ)           500 

当期仕訳： 
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(借) 収益(Ｂ)                               900  (貸) 特定関連会社損益相当額(Ｂ)       900(※) 

(借) 特定関連会社損益相当累計額(Ｂ)         500 (貸)費用(Ｂ)                          500 

※Ｂ投資事業実施会社収益 1200－300(②)＝900 

 

④ 非支配株主への按分 

開始仕訳：(借) 特定関連会社損益相当累計額(Ｂ)           0  (貸) 非支配株主持分(Ｂ)                 0 

当期仕訳：(借) 特定関連会社損益相当累計額(Ｂ)          80  (貸) 非支配株主持分(Ｂ)                80 

Ｂ投資事業実施会社の当期純利益相当額 400×20％を非支配株主へ按分する。 

 

⑤ 連結法人相互間取引の相殺消去 

開始仕訳：(借) 利益剰余金期首残高(Ａ)                 240  (貸) 特定関連会社損益相当累計額(Ｂ)    240 

当期仕訳：(借) 収益(Ａ)                               240  (貸) 特定関連会社損益相当累計額(Ｂ)    240 

(３．Ⅹ１年度(3)⑤の解説参照) 

⑥ 内部取引に関する調整仕訳 

開始仕訳：(借) 特定関連会社損益相当累計額(Ｂ)         240  (貸) 利益剰余金期首残高(Ａ)            240 

当期仕訳：(借) 特定関連会社損益相当累計額(Ｂ)         240  (貸) 経常-調整損益(Ａ)               240 

(３．Ⅹ１年度(3)⑥の解説参照) 

 

⑦ Ａ国立大学法人の損益取込仕訳の戻入 

開始仕訳：(借) 有価証券損益相当累計額(その他) (Ａ)  2,400  (貸) その他の関係会社有価証券(Ａ)    2,400 

当期仕訳：(借) 有価証券損益相当累計額(その他) (Ａ)  2,400  (貸) その他の関係会社有価証券(Ａ)    2,400 

 

⑧ 配当金相殺 

(借) 有価証券損益相当累計額(確定) (Ａ)      160  (貸) 配当金(Ｂ)                        200 

(借) 非支配株主持分(Ｂ)                      40 

 

⑨ 出資と資本の相殺消去(Ａの出資勘定及びＣの資本勘定、Ｂの出資勘定及びＣの資本勘定) 

(借) 資本金(Ｃ)                          50,000   (貸) その他の関係会社有価証券(Ａ)  40,000 

                                                (貸) その他の関係会社有価証券(Ｂ)   5,000 

                                                (貸) 非支配株主持分 (Ｃ)      5,000 

 

⑩ Ｃ投資事業有限責任組合の収益費用を資本剰余金に振替(利益剰余金から資本剰余金への振替)  
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開始仕訳： 

 (借) 利益剰余金期首残高(Ｃ)              8,000  (貸) 特定関連会社損益相当累計額(Ｃ)  8,000 

(借) 特定関連会社損益相当累計額(Ｃ)      5,000  (貸) 利益剰余金期首残高(Ｃ)          5,000 

当期仕訳： 

(借) 収益(Ｃ)                             8,000 (貸) 特定関連会社損益相当累計額(Ｃ)  8,000 

(借) 特定関連会社損益相当累計額(Ｃ)       5,000  (貸) 費用(Ｃ)                        5,000 

 

⑪ 非支配株主への按分 

開始仕訳：(借) 特定関連会社損益相当累計額(Ｃ)         360  (貸) 非支配株主持分(Ｃ)                360 

当期仕訳：(借) 特定関連会社損益相当累計額(Ｃ)         360  (貸) 非支配株主持分(Ｃ)                360 

※Ｃ投資事業有限責任組合の当期純利益相当額 3,000の 12％ を非支配株主へ按分する。 

１－(Ｃの資本金にＡが占める割合) 

＝１－((40,000(Ａ)＋5,000(Ｂ)×80％(ＡのＢに対する持分比率))÷50,000 

＝１－88％ 

＝12％  

 

(４)連結財務諸表 

貸借対照表                                   損益計算書                             利益剰余金の増減高 

固定資産 40,000 負債 10,300  費用 1,000 収益 1,260    
利益剰余金

(期首) 
17,200 

投資有価証券 50,000 非支配株主持分 6,760  当期純利益 500 経常-調整損益 240  
利 益 剰 余 金

(期末) 
17,700 当期純利益 500 

関係会社株式 0 資本金 45,000  計 1,500  1,500  計 17,700  17,700 

その他の関係

会社有価証券 

0 

 
資本剰余金 15,000           

現金及び預金 9,360 有価証券損益相当累

計額(確定) 
0 

          

その他資産 1,000 有価証券損益相当累

計額(その他) 
0 

          

  特定関連会社損益相

当累計額 

5,600           

  利益剰余金 17,700           

計 100,360  100,360           

以上から、連結財務諸表上の利益剰余金は、Ａ国立大学法人単体の利益剰余金と合致することになる。 
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Ｑ９５－３ 会計処理の原則及び手続で国立大学法人等及び関係会社との間で特に異なる

ものがあるときは、その概要を注記することとされているが、産業競争力強化法第２１

条に基づく出資事業における認定特定研究成果活用支援事業者及び投資事業有限責任組

合を連結している場合において、重要性の観点から消費税等の会計処理や固定資産の減

価償却方法について注記しないとすることは許容されるか。 

Ａ 

消費税等の会計処理や固定資産の減価償却方法については、重要性が乏しいと考えら

れることから、その内容を注記しないこととする。 

 

Ｑ９６－１ 連結財務諸表の様式又は記載内容は、具体的にどのようなものか。 

Ａ 

連結財務諸表は、個別財務諸表の様式又は記載内容を基礎として作成することとする。 

 

Ｑ９８－１ 特定関連会社に該当することになった日が特定関連会社の決算日以外の日で

ある場合の取扱いについてはどうすべきか。 

Ａ 

企業会計においては、みなし取得日として、株式の取得日の前後いずれか近い決算日

に株式の取得が行われたものとして連結財務諸表を作成することが認められている。国

立大学法人等においても、原則としては特定関連会社に該当することになった日をもっ

て連結を行うことが望まれるが、みなし取得日として株式の取得日の前後いずれか近い

決算日に株式の取得が行われたものとして連結を行うことも妨げない。 

 

Ｑ１０３－１ ｢注解８１ 持分法適用の範囲からの除外について｣で、「重要な影響を与え

ない場合」の基準は必要ないか。 

Ａ 

１ 持分法の適用範囲から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えない特定関連会社及

び関連会社（以下「非特定関連会社等」という。）か否かは、関係法人集団における個々

の非特定関連会社等の特性並びに、少なくとも純損益及び連結剰余金に与える影響をも

って判断すべきものと考える。 

２ 国立大学法人等の公的性格に鑑みて統一的な数量基準を示すことも考えられるが、却

って形式的な持分法適用除外を助長するおそれもあるため、示さないこととした。 

 

Ｑ１０３－２ 国立大学法人等の特定関連会社に該当する投資事業有限責任組合が議決権

の１００分の２０以上実質的に所有している特定研究成果活用事業者は、関連会社とな

るのか。 

Ａ 

Ｑ９３－６のＡ２と同様に、いわゆる VC条項（企業会計基準適用指針第２２号「連結

財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」（最終改正平成

２３年３月２５日、企業会計基準委員会）第１６項（４）参照）を全て満たすような場

合は、意思決定機関を支配していないものとして、関連会社に該当しないものとするこ

とができる。 

なお、Ｑ９３－６のＡ２と同様、産業競争力強化法第２１条に基づいて行われる事業

の一環としての出資は、国立大学法人等における技術に関する研究成果の活用と研究の

進展に資するものであることが必要とされており、政策目的に沿って民間事業者等と協

調して行われるものであるが、特定研究成果活用事業者の意思決定機関を支配すること
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が本来の目的ではないことが考えられる。このような場合には、シナジー効果や連携関

係について必ずしも見込まれているとは限らないことに留意する。 

 

Ｑ１０４－１ 国立大学法人等において繰延資産を計上してはならないとされている一方

で連結貸借対照表には特定関連会社の繰延資産を計上することが認められていること

は、基準第９５の会計処理の統一と矛盾しないのか。 

Ａ 

注解７に記載のとおり、国立大学法人等において繰延資産の計上を認めていないのは、

企業会計において繰延資産に計上される取引が想定されないためである。すなわち、国

立大学法人等の特定関連会社において企業会計原則等に従って計上された繰延資産その

ものを否定するものではない。したがって、国立大学法人等における繰延資産計上禁止

と、特定関連会社における繰延資産計上は、組織形態の違いによるものであり、会計処

理の統一上の問題とはならない。 

 

Ｑ１０５－１ 連結損益計算書の資本剰余金を減額したコスト等の注記の様式はどうなる

か。 

Ａ  

連結損益計算書の資本剰余金を減額したコスト等の注記の様式は以下のとおりであ

り、連結損益計算書の直下に注記することとする。なお、Ｑ９５－２の設例を当てはめ

ると下記のとおりである。 

 

当期総利益 

減価償却相当額 

減損損失相当額 

利息費用相当額 

除売却差額相当額 

賞与引当増加相当額 

退職給付引当増加相当額 

特定関連会社損益相当額 

 小計 

施設費収益相当額 

資本剰余金を減額したコスト等を含めた損益相当額 

 

－××× 

－××× 

－××× 

－××× 

－××× 

－××× 

2,640 

××× 

 

 

 

 

 

 

 

－××× 

××× 

－××× 

 

※Ｑ９５－２ ３．(３)連結修正仕訳参照 

③(500－500)－④0＋⑤240－⑥240＋⑨(8000－5000)－⑩360＝2,640 

 

なお、Ｘ２年度(Ｘ２年４月１日～Ｘ３年３月３１日)の特定関連会社損益相当額につい

ては、Ｘ２年度の特定関連会社損益 5,600－Ｘ１年度の特定関連会社損益 2,640＝2,960

となる。 

 

Ｑ１０５－２ 重要性が乏しいことを理由に連結の範囲から除外された特定関連会社に係

るコストは、連結損益計算書に注記する資本剰余金を減額したコスト等の「特定関連会

社損益相当額」に含めて計上するのか。 

Ａ  

１ 連結損益計算書に注記する資本剰余金を減額したコスト等は、個別損益計算書の注記
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の考え方と同様に、連結損益計算から控除されているが、国立大学法人等の業務運営に

関して国民の負担に帰せられるコストを明らかにするために記載する。 

２ 産業競争力強化法第２１条の規定に基づき国立大学法人等が行う出資事業により取得

した有価証券が基準第７９に規定する特定の有価証券に該当する場合の当該有価証券に

係る費用及び収益は、基準第９３第２項にあるとおり連結の範囲に含まれるため、「特

定関連会社損益相当額」として資本剰余金を減額したコスト等に含まれる。 

３ 一方、基準第７９に規定する特定の有価証券に該当しない場合の当該有価証券に係る

費用及び収益について、注解７６を適用し、連結の範囲から除外された場合は、連結損

益計算書の費用に含まれているため、「特定関連会社損益相当額」には含まれない。 

 

Ｑ１１２－１ 基準「第１１２ 表示区分及び表示方法」により、連結キャッシュ・フロー

計算書の表示方法は直接法によるものと考えられるが、一般事業会社は間接法で作成し

ていることが多く、一般事業会社に過度の事務負担をかけることにならないか。 

Ａ 

連結キャッシュ・フロー計算書においては、多くの一般事業会社において間接法が採

用されている実務慣行と、直接法による連結キャッシュ・フロー計算書の作成負担に鑑

みて、間接法による開示も認められるものとする。 

ただし、産業競争力強化法第２１条に基づく出資事業における認定特定研究成果活用

支援事業者及び投資事業有限責任組合を連結している場合は、法人間の比較可能性の観

点から、連結キャッシュ・フロー計算書の表示方法は直接法によるものとする。 

 

Ｑ１１４－１ 基準第１１４第２項(1)における、国立大学法人等の役員又は教職員経験者

とは、過去に一度でも役員又は教職員を経験した者と解してよいか。また、過去のどの

時点までの役員又は教職員の経験を含めるのか。 

Ａ 

１ 基準第１１４第２項(1)に定める「国立大学法人等の役員又は教職員経験者」とは、国

立大学法人等設立に際し、権利義務を承継した国立大学等での役員又は教職員経験者を

含む概念である。 

２ 同基準は公益法人が国立大学法人等に対して重要な影響を受けるか否かの判断要素と

しての基準であるため、相当期間前に国立大学法人等に役員又は教職員であった以降役

員又は教職員でない場合には、該当しないとの解釈も妥当性があるものと考えるが、他

方、国民ニーズとは無関係な自己増殖を防止することや、徹底的な情報開示を行うこと

は、国立大学法人制度の基本的な枠組みの一つでありこれらの要請も考慮することが必

要となる。 

３ 具体的な運用基準としては、国、地方公共団体又は他の特殊法人等からの出向により

国立大学法人等での勤務経験がある者であって、当該国立大学法人等での役職が課長相

当職以下であった者については、国立大学法人等での役員又は教職員経験者には含めな

い取扱いとする。 

 

Ｑ１１４－２ 注解８４の「公益法人等とは、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法

人、公益財団法人のほか、社会福祉法人、特定非営利活動法人、技術研究組合等」にあ

る等にはほかにどのような法人が想定されているのか。 

Ａ 

１ 注解８４で列挙している以外では、例えば個別の法律により法人格を与えられた団体

が想定される。 
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２ なお、関連公益法人等に該当するかどうかについては、国立大学法人等の業務やその

関連組織等が国民ニーズとは無関係な自己増殖を防止する観点から、徹底的な情報開示

を行うことが求められていることを踏まえ、その判断を行うべきものと考える。 

 

Ｑ１１４－３ 基準第１１４における関連公益法人等に該当するか否かは、各年度末で判

断するのか。また、２(2)における「事業収入に占める国立大学法人等との取引に係る額

が３分の１以上」であるかどうかは公益法人等の決算が終了してからでなければ判断で

きず、６月末までに文部科学大臣に決算書類を提出することができなくなるが、どうす

るのか。 

Ａ 

１ 原則として、監査・保証実務委員会実務指針第５２号「連結の範囲及び持分法の適用

範囲に関する重要性の原則の適用等に係る監査上の取扱い」（最終改正平成２６年１月

１４日 日本公認会計士協会）を援用して判断することが適当である。すなわち、関連

公益法人等に該当するか否かの判断に当たって「事業収入に占める国立大学法人等との

取引に係る額が３分の１以上」であるかは、連結財務諸表作成会計期間と同時期の各公

益法人等の事業年度に係る正味財産増減計算書等によるものとする。ただし、公益法人

等の事業年度の末日が連結決算日と異なる場合においてその差異が３か月を超えないと

きは、当該公益法人等の事業収入の額は、当該事業年度に係るものによることができる。

仮に前事業年度の決算数値を用いた場合、当事業年度において取引額が増加した場合や

新規設立が反映されなくなり、適切ではないことになる。 

２ このように、関連公益法人等の判定に当たっては同時期の取引金額により行うことに

なるが、公益法人等側の決算完了時期との関係から、国立大学法人等の決算の文部科学

大臣提出に間に合わない場合には前事業年度の実績により判断することもやむを得ない

ものと考える。前事業年度の実績により判断した場合には、その旨を附属明細書に記載

することが必要である。 

３ なお、当該事業年度における公益法人等と国立大学法人等との取引額は国立大学法人

等において把握が可能であり、公益法人の事業収入について仮決算額等を入手する等の

方法により、関連公益法人等に該当するかどうかの判断も可能であり、公益法人等にも

協力を要請すること等により、できる限り当該年度の実績により判断することが要請さ

れる。 

 

Ｑ１１４－４ 関連公益法人等への該当を判断するに当たり、基準第１１４において「事

業収入」とあるが、その範囲はどこまでなのか。 

Ａ 

 原則として、基準第１１４にいう「事業収入」とは、判断される公益法人等に適用され

る会計基準により適正に作成された正味財産増減計算書等の財務諸表における事業収入

を指す。 

 

Ｑ１１５－１ 関連公益法人等のうち、公益法人会計基準の適用がない法人の開示内容は

どうすればよいか。 

Ａ 

公益法人会計基準の適用がない法人については、正味財産増減計算書の内容について

は、開示の必要はない。 

 

Ｑ１１５－２ 関連公益法人等の財務状況の附属明細書における開示様式はどのようにな
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るか。 

Ａ 

様式は下記を参考にされたい。 

（単位：千円） 

資産 負債 
正味

財産 

事業活動収支の部 投資活動収支の部 財務活動収支の部 
当期 
収支
差額 備

考 

事 業
活 動
収入 

事 業
活 動
支出 

事業活動
収支差額 

投 資
活 動
収入 

投 資
活 動
支出 

投資活
動収支
差額 

財 務
活 動
収入 

財務
活動
支出 

財務活
動収支
差額 

A B C=A-B D E F=D-E G H Ｉ=G-H 
J=C+F
+I 

              

 

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部 
 

                 正味財産 

期末残高 

収

益 
収益の内訳 

費

用 
費用の内訳 

当期増

減額 

一般

正味 

財産 

期首

残高 

一般

正味 

財産 

期末

残高 

収

益 
収益の内訳 

費

用

等 

当期増

減額 

指定

正味 

財産 

期首

残高 

指定

正味 

財産 

期末

残高 

 

                  

 受取 

補助

金等 

その

他の 

収益 

 事

業

費 

管

理

費 

その

他の 

費用 

    受取 

補助

金等 

その

他の 

収益 

     

A   B    C=A-B D E=C+D F   G H=F-G Ｉ J=H+I K=E+J 

                  

 

Ｑ１１５－３ 関連公益法人等が収支計算書を作成していない場合には、収支計算書に関

する附属明細書の記載はどのように行うか。 

Ａ 

適用している会計基準等により、関連公益法人等が収支計算書を作成していない場合

には、「事業活動収入、事業活動支出、事業活動収支差額、投資活動収入、投資活動支

出、投資活動収支差額、財務活動収入、財務活動支出、財務活動収支差額及び当期収支

差額」の記載を行う必要はないが、記載を行っていない旨及びその理由について、附属

明細書上で注記する必要がある。 

 

Ｑ１１５－４ 投資事業有限責任組合が保有している特定研究成果活用事業者の有価証券

（特定関連会社及び関連会社である事業者の有価証券を除く。）は、連結附属明細書の

有価証券の明細において、「売買目的有価証券」と「その他有価証券」のどちらの区分

に記載するのが適切か。 

Ａ 

「売買目的有価証券」は、基準第３０において「時価の変動により利益を得ることを

目的として保有する有価証券」と定義されており、これは、短期間の価格変動により利

益を得ることを目的として保有され、同一銘柄に対して相当程度の購入と売却が行われ

る、いわゆるトレーディング目的の有価証券を指している。（参考：会計制度委員会報

告第１４号「金融商品会計に関する実務指針」(最終改正令和元年７月４日、日本公認会

計士協会)) 

一方、産業競争力強化法第２１条に基づく出資事業における認定特定研究成果活用支
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援事業者である投資事業有限責任組合は、国立大学法人等の研究活動の活性化や研究成

果の促進を進めていくため、国立大学における研究成果を活用する大学発ベンチャーに

対し、経営上の助言や資金供給を行う事業（特定研究成果活用支援事業）を実施する目

的で設立されたものであり、投資事業有限責任組合が保有している特定研究成果活用事

業者の有価証券はこの資金提供により取得したものであることから、「時価の変動によ

り利益を得ることを目的として保有する」ことには当たらず、「その他有価証券」とし

て区分することが適当である。 

 

Ｑ１１６－１ 連結セグメント情報の開示に際しての重要性基準はあるのか。 

Ａ 

連結セグメント情報の開示に際しては、次の重要性の基準を設ける。 

① 次のいずれかの基準に該当するセグメントについては、他のセグメントと区別して記

載すること。 

ア 当該セグメントの事業収益（セグメント間の内部収益高又は振替高を含む。）が、

全セグメントの事業収益の合計の１０％以上であること。 

イ 当該セグメントの事業利益又は事業損失の絶対値が、次のうちいずれか大きい金額

の絶対値の１０％以上であること。 

  (ⅰ) 事業利益の生じているセグメントの事業利益の合計額の絶対値 

  (ⅱ) 事業損失の生じているセグメントの事業損失の合計額の絶対値 

ウ 当該セグメントの資産の金額が、全セグメントの資産の金額の合計額の１０％以上

であること。 

エ 産業競争力強化法第２１条の規定に基づく出資事業 

② 次の全てに該当する場合には、セグメント情報を開示しないことができるものとする。

ただし、その場合には、その旨及び理由を明らかにする必要がある。 

ア 特定のセグメントの事業収益が、全セグメントの事業収益の合計の９０％超である

とき。 

イ 特定のセグメントの事業利益又は事業損失の絶対値が、次のうちいずれか大きい絶

対値の９０％超であること。 

  (ⅰ) 事業利益の生じているセグメントの事業利益の合計額の絶対値 

  (ⅱ) 事業損失の生じているセグメントの事業損失の合計額の絶対値 

ウ 特定のセグメントの資産の金額が、全セグメントの資産の金額の合計額の９０％超

であること。 

エ 上記①のアからエまでの基準に該当するセグメントがないこと。 

 

Ｑ１１７－１ 産業競争力強化法第２１条に基づく出資事業に関して、投資事業有限責任

組合に対する新規出資については、重要な後発事象として注記するのか。また、注記す

る場合は、具体的にどのような内容を記載することとなるのか。 

Ａ 

産業競争力強化法第２１条に基づく出資事業における投資事業有限責任組合に対する

新規出資については、重要な後発事象として注記することとする。具体的な記載内容は

以下のとおりとする。 

(1) 組成事実及び目的 

(2) 組成する投資事業有限責任組合の名称、事業内容、規模 

(3) 組成の時期 

(4) 出資口数、出資金額及び出資後の持分比率 
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(5) その他重要な事項がある場合にはその内容 
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（別添） 

 

「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準」及び「固定資

産の減損に係る国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針 

 

Ｑ減損０－１ 企業会計における固定資産の減損会計基準を適用することが適切であると

は認められないとあるが、附属病院についてはどうか。また、国立大学法人法第３４条

の２の規定に基づく貸付についてはどうか。 

Ａ 

  国立大学法人等の固定資産の減損会計基準は、その前文において「国立大学法人等

が、・・・基本的には国からの財源措置に依存した業務運営を行っており、・・・企業会

計における固定資産の減損会計基準等を適用することが適切であるとは認められない。」

として、附属病院を含めて国立大学法人減損会計基準によることを明示している。 

  国立大学法人の附属病院における診療業務については、附属病院収入をもって診療機

器等の取替更新の財源に充ててはいるが、固定資産からキャッシュ・フローが生み出さ

れ、独立採算の業務が行われているとは言い難く、企業会計における固定資産の減損会

計基準が前提としている独立採算型の運営が予定されているとは言い難い。また、国立

大学法人法第３４条の２の規定に基づき、法人の業務の遂行に支障のない範囲で、文部

科学大臣の認可を受けて貸付を行う場合も、その対価を教育研究水準の一層の向上に充

てることを目的としているため、企業会計における固定資産の減損会計基準が前提とし

ている独立採算型の運営が予定されているとは言い難い。 

  なお、独立行政法人の減損会計基準において、企業会計における固定資産の減損会計

基準の適用については、「独立採算型の観点」及び「業務の性格及び環境等の観点」か

ら総合的に判断することが必要であるとされている。（「「独立行政法人会計基準」及

び「独立行政法人会計基準注解」に関するＱ＆Ａ」 Ｑ減損０－２） 

 

Ｑ減損１－１ 固定資産のサービス提供能力とは、具体的にどのようなものをいうのか。 

Ａ 

１ 固定資産のサービス提供能力とは、「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準の

設定及び国立大学法人会計基準の改訂について」において述べられているように、「固

定資産についてどの程度の使用が想定されているか、すなわち、固定資産をどの程度使

用する予定であるか」という観点からみた場合の固定資産の能力である。 

２ 具体的事例を用いて説明すれば、以下のとおり。 

(1) 教育の用に供する目的で取得した施設について、そのサービス提供能力は中期計画等

においてどういった使用が予定されているかの観点からサービス提供能力が測定され

る。例えば、講堂については、建物の収容者数の上限等ではなく、通常の教育の実施に

よる使用見込みによる。具体例としては、①１日当たりの使用見込時間数、②１日当た

り最大延べ 500人が利用可能であるが、延べ 400人が利用予定である場合はその利用予

定人数として測定される。また、コンピュータについては、通常の教育の実施による使

用見込みにより、１日当たりの使用見込時間数を基礎に測定される。 

(注) 取得時の使用見込時間数が、物理的な使用可能時間数を大きく下回る場合であ

って、合理的な理由がない場合には、取得計画の妥当性が問われ、減損の認識に

至ることもあり得る。 

(2) 研究用コンピュータシステムのサービス提供能力は、その計画処理量の観点からサー



 

- 206 - 

 

ビス提供能力が測定される。例えば、5,000件／日の処理が見込まれることから、バッ

ファー機能等を考慮して 7,000 件／日の処理能力を有するコンピュータシステムを取

得した場合の当該コンピュータシステムのサービス提供能力は、5,000件／日と測定さ

れる。 

 

Ｑ減損２－１ 固定資産の取得財源や取得方法によって、減損会計基準における取扱いが

異なるか。 

Ａ 

１ 国立大学法人等においては、運営費交付金、施設整備費補助金等の国からの措置財源

や、学生納付金収入、附属病院収入、外部資金その他の自己収入により固定資産を取得

することとなる。減損会計基準は、貸借対照表に計上される固定資産の帳簿価額を適正

な金額まで減額することを目的とするものである。したがって、重要性が乏しいなどの

一定の場合を除き、貸借対照表に計上されている全ての固定資産について、取得財源の

いかんにかかわらず、原則として減損会計基準の適用を受けることとなる。 

２ 同様に、貸借対照表に計上されている固定資産については、原則として取得方法のい

かんにかかわらず減損会計基準の適用を受けることとなる。例えば、リース物件につい

ては、減損会計基準の適用を受けることとなる。一方で、オペレーティング・リース契

約やレンタルによる物件については、貸借対照表に計上されないことから、減損会計基

準の適用を受けることはない。 

  なお、現物寄附により取得した固定資産についても、原則として減損会計基準の適用

を受けることとなる。 

 

Ｑ減損２－２ 減損会計基準を適用しないことができる重要性の乏しい固定資産とは、ど

のようなものが考えられるか。 

Ａ 

１ 減損会計基準を適用しないことができる重要性の乏しい固定資産とは、注解１に示さ

れているように、固定資産の金額的側面及び質的側面を勘案して国立大学法人等ごとに

判断する必要があるが、以下の全ての要件に該当するものは、全国立大学法人等に共通

して重要性が乏しいものとして減損会計基準を適用しないことができる。 

(1) 「機械及び装置並びにその他の附属設備」、「船舶及び水上運搬具」、「車両その

他の陸上運搬具」、「工具、器具及び備品」又は「無形固定資産」（償却資産に限る。）

であること。 

(2) 取得価額が 5,000万円未満であること。 

(3) 耐用年数が 10年未満であること。 

２ 上記１の要件は減損会計基準を適用すべき国立大学法人等の全てに当てはまるものと

して示しているものであり、この要件に該当しない固定資産であっても、重要性が乏し

いと認められる固定資産については減損会計基準を適用しないことができる。例えば、 

(1) 取得価額が少額の「器具及び備品」であって、耐用年数が 10 年以上である（金属

製の事務机、金庫等が該当する。）ものについては、上記１の要件に該当しないが、

国立大学法人等の資産総額に占める割合が極めて小さいことから重要性が低いと認

め、減損会計基準の適用対象としないこととする。 

(2) 他のものによる代替可能性のある収蔵品等については、資産総額に占める割合が極

めて小さいことから重要性が低いと認め、教育研究上の利用価値に変化が無い限り、

減損会計基準の適用対象としないこととする。（Ｑ減損３－６参照） 

(3)    教育研究用の図書については、国立大学法人等の業務である教育・研究の遂行に必
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須の基礎的資産であるとの質的側面に着目して、特に資産計上する取扱いとしている。

そのため、教育研究の用に供している間は利用価値の変化はみられないことから、減

損会計基準の適用対象としないこととする。 

３ なお、減損会計基準を適用しない固定資産の範囲について、上記の要件と異なる取扱

いとする場合には、会計処理の透明性を確保し恣意的な運用を避けるため、取扱いの基

準を内規等においてあらかじめ定めておく必要がある。 

 

Ｑ減損２－３ 電話加入権、敷金・保証金及びソフトウェア等の無形固定資産についても、

減損会計基準を適用する必要があるか。 

Ａ 

  電話加入権については、非償却資産であり、Ｑ減損２－２で示す要件に該当しないた

め減損会計基準を適用することになる。他方、敷金・保証金については、企業会計の金

融商品に関する会計基準が適用される資産（「金融商品会計に関する実務指針（最終改

正令和元年 7 月 4 日 会計制度委員会報告第 14 号）」第 133 項参照）であり、減損会計

基準の適用はない。また、ソフトウェアについては、償却資産たる無形固定資産である

ことから、その取得価額が 5,000万円未満であり、かつ、耐用年数が 10年未満である場

合には、減損会計基準を適用しないことが認められる。 

 

Ｑ減損３－１ 「固定資産が使用されている業務の実績が、中期計画の想定に照らし、著

しく低下したか、あるいは、低下する見込みであること」とは、どのような場合が考え

られるか。また、研究の遅延や中断が認められる場合、直ちに減損の兆候として判定す

る必要があるのか。 

Ａ 

１ 業務実績が以前に比べ低下した場合だけでなく、中期計画等に照らして当初から低い

場合も該当するものとする。また、授業料や附属病院収入及びその他の収入がある場合

には、業務活動から生ずる損益又は収入が中期計画等における想定に比し著しく悪化し

ている場合も該当する。 

２ また、研究の遅延や中断が生じた場合であっても、当該研究について実施又は再開が

なされ、研究の実績が相当程度まで回復することを客観的に説明できる場合には、直ち

に減損の兆候として判定する必要は無いが、当該資産の利用状況を注視する必要がある

と考えられる。 

 

Ｑ減損３－２ 「固定資産が使用されている範囲又は方法について、当該資産の使用可能

性を著しく低下させる変化が生じたか、あるいは、生ずる見込みであること」とは、具

体的にどのような場合が考えられるか。 

Ａ 

  例えば、以下のような場合が考えられる。 

 (1) 固定資産が使用されている業務を廃止又は再編成すること。業務の再編成には、業

務規模の大幅な縮小などが含まれる。 

 (2) 固定資産が遊休状態になっていること。 

 (3) 固定資産の稼働率が著しく低下した状態が続いていること。 

 (4) 固定資産に著しい機能的減価が観察できること。 

 (5) 建設仮勘定に計上している建設途中の固定資産について、建設の大幅な延期が決定

されたことや当初の計画に比べ著しく滞っていること。 
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Ｑ減損３－３ 「固定資産が使用されている業務に関連して、業務運営の環境が著しく悪

化したか、あるいは、悪化する見込みであること」とは、具体的にどのような場合が考

えられるか。 

Ａ 

 例えば、以下のような場合が考えられる。 

(1) 技術革新による著しい陳腐化や特許期間の終了による重要な関連技術の拡散など

の技術的環境が著しく悪化していること。 

 (2) 業務に関連する重要な法律改正、規制緩和や規制強化、重大な法令違反の発生など

の法律的環境が著しく悪化していること。 

 

Ｑ減損３－４ 減損会計基準「第３ 減損の兆候」第２項の(1)から(3)まででいう「著しく

低下」及び「著しい悪化」の「著しい」とは、具体的にどのような場合をいうのか。 

Ａ 

１ 「著しい」とは、固定資産が使用されている業務の実績、固定資産の使用可能性及び

業務運営の環境について数量化できる場合には、50％を基準として判断することになる。 

  固定資産が使用されている業務の実績について例示すれば、取得時（国立大学法人等

設立に伴う承継時）の想定が、年間 700 時間の利用を予定していた建物について、実績

稼動時間数が年間 280時間の場合は、280時間÷700時間＝40％となり、減損の兆候に該

当することになる。 

２ なお、直接的に数量化することが困難な場合であっても、関連する各種のデータ等を

参考にして、取得時の想定と比しておおむね 50％であるか否かで判断することになる。 

 

Ｑ減損３－５ 市場価格とは、何を指すのか。また、毎期末に固定資産の市場価格を調査

し、著しく下落しているかの判定を行う必要があるのか。 

Ａ 

１ 「市場価格」とは、市場性を有する資産について、現実の社会経済情勢の下で合理的

と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格を

いう。例えば、独立した第三者間において公正な取引条件下で成立し得る資産の売却価

額は、通常、市場価格であると言える。 

２ 固定資産の市場価格が帳簿価額に比して著しく下落しているかの判断については、次

に例示するように、毎期末、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられ

る指標を減損の兆候を把握するための市場価格とみなして使用することができる。 

(1) 固定資産が土地の場合 

  当該土地の相続税評価額（路線価）、近傍に所在する地価公示価格又は都道府県地

価調査における基準地価格のいずれかの指標を採用し、当該土地の取得時におけるこ

れらの価格と期末におけるこれらの価格とを比較し、減損の兆候の有無を判断する方

法 

(2) 固定資産が建物等の場合 

  国土交通省が公表している建設工事費デフレーターを採用し、当該建物の取得時に

おける指数と期末における指数を比較し、減損の兆候の有無を判断する方法 

(3) 固定資産が機械装置、器具備品等の場合 

  当該機械装置又は器具備品等の定価又はカタログ価格等（同じ製品の製造が行われ

ていない場合には同等の性能を有すると認められるものの定価又はカタログ価格等）

を指標として採用し、取得時におけるこれらの価格と期末におけるこれらの価格とを

比較し、減損の兆候の有無を判断する方法 
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Ｑ減損３－６ 資産等の市場価格がない場合にはどのような取扱いをするのか。 

Ａ 

１ 資産等の市場価格がない場合には、合理的と考えられる価額を算定する必要は必ずし

もないと考えられる。したがって、資産等の市場価格がない場合には、他の兆候がある

かどうかを判断することとなる。 

２ 収蔵品や美術品等のように、歴史的・美術的な価値を有し、他の物で代替することが

困難な固定資産については、その保有目的に鑑み、市場価格の変動がたとえあったとし

ても、それを考慮するべきではないことから、市場価格の著しい下落が見られるかどう

かを判断する必要はない。したがって、市場価格については変動がなかったものとみな

すのと同じ結果となる。 

 

Ｑ減損３－７ 複数の固定資産が一体となってそのサービスを提供するものと認められる

場合には、減損の兆候の有無について、これらの資産を一体として判定することができ

ることとされているが、一体となってサービスを提供する場合とはどのような場合をい

うのか。 

Ａ 

１ 固定資産の減損については、原則として個々の固定資産ごとに、兆候の有無の判定、

認識、測定を行うことになるが、減損の兆候の有無の判定については、複数の固定資産

が一体となってサービスの提供を行っていると認められる場合には、これらの資産を一

体のものとして判定することができることとされている。なお、一体となってサービス

の提供を行っていると認められる場合、重要性の判断に当たっては個々の資産に着目す

るのではなく、固定資産を一体として捉えて判断することとなる。 

２ 一体となってサービスを提供する場合とは、複数の固定資産が一体として使用される

ことが通常想定されているものであって、具体的には、次のような事例が考えられる。 

(1) 印刷機と、印刷物を自動的に帳合するソーターが一体として使用されている場合 

(2) 研修用の教室（建物）と、専ら当該教室で使用するために設置されている放送設備

（講師用のマイクロフォンと、アンプ、スピーカー等の音響機器） 

(3) コンピュータシステムと、当該コンピュータシステムのために設置されている無停

電電源装置 

(4) 研究用の船舶と、当該船舶に設置されている研究用機器類 

  なお、一体性の判断に当たっては、実態についても十分考慮する必要がある。 

 

Ｑ減損３－８ 減損の兆候の有無について、土地と建物を一体のものとして判定してよい

か。 

Ａ 

  土地と建物は、根源的なサービス提供の内容が異なることから、減損の兆候の有無に

ついて、これらを一体のものとして判定することは妥当ではない。 

  したがって、例えば、土地の上の建物について、その半分を使用しないという決定が

行われた場合、建物については使用しない部分につき減損の兆候が存在することとなる

が、土地については、必ずしも半分を使用しないこととなるわけではないため、別途、

どの程度使用しないという決定が行われたかにより判断することとなる。 

 

Ｑ減損３－９ 減損の兆候の判定に係る資産の稼働率等を把握する際、例えば建物の場合、

建物１棟単位で平均して行うのか。 
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Ａ 

１ 減損の兆候の判定に係る資産の稼働率等の把握に当たっては、建物の場合、通常は１

棟単位で行うことができる。また、その他の資産についても１台又は一式を単位として

判定することとなる。 

２ なお、建物に附帯し、建物と一体として使用される構築物については、減損の兆候の

判定に当たって、附帯する建物と一体として取り扱うことができる。受変電設備等の複

数の建物に受益がある構築物については、建物の受益の大きさなどの割合など合理的な

基準により按分することができる。また、囲障や舗床などについては、その受益を受け

る過半の建物について減損の兆候の判定がなされた時点をもって減損の兆候を判定する

ことができる。 

 

Ｑ減損３－１０ 使用しないという決定には、用途変更の決定も含まれるとのことである

が、例えば、教育・研究両者の用に供している建物等について、その使用割合が変更と

なった場合、減損の兆候を判定するのか。 

Ａ 

  教育・研究両者の用に供している建物等の固定資産については、その使用割合が変更

となった場合であっても、使用実態が大きく変更となるものではないことから、減損の

兆候の判定は行わない取扱いとする。これは、附属病院において使途を特段特定してい

ない機器についても同様である。 

 

Ｑ減損３－１１ 国立大学法人法第３４条の２の規定に基づき、文部科学大臣の認可を受

けて貸付を行っている資産について、減損の兆候の有無を判定する必要はあるのか。（関

連項目；減損注５ 使用しないという決定について） 

Ａ 

国立大学法人法第３４条の２の規定に基づき、文部科学大臣の認可を受けて土地等の

貸付を行う場合は、当該資産の貸付を行うことを決定するだけでは用途変更の決定には

当たらず、減損の兆候には該当しない。 

なお、貸付を開始した後についても、通常どおり減損会計基準第３の基準に基づき減

損の兆候の有無を判定することになる。 

 

Ｑ減損４－１ 資産の全部又は一部の使用が想定されないときと規定されているが、固定

資産の一部が減損する場合とはどのような場合を想定しているのか。また、機械装置や

器具備品等のようなものについても、一部減損があり得るのか。 

Ａ 

１ 固定資産の一部の減損とは、例えば、100人収容可能な研修宿泊施設について、ピーク

時の利用を見込んでも恒常的に 30 人収容施設で対応可能と認められるような場合であ

り、このような場合は利用が予定されない 70人分の施設について減損を認識することに

なる。 

２ 機械装置や器具備品等については、これらの固定資産は、印刷機であれば印刷のため、

測定機であれば、計測のために、通常一つの目的のために保有しており、このような場

合には一部が減損するという概念は存在し得ず、固定資産の全部について減損の有無を

判定することになる。 

  なお、複数の機能を有しており、複数の目的のために保有している機械装置や器具備

品がある場合には、一部減損ということもあり得る。 
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Ｑ減損４－２ 市場価格の回復の見込みがあると認められないときとは、例えばどのよう

な場合か。 

Ａ 

  価格設定主体による価格の引き下げ（例えば電話加入権）や技術進歩による旧式機器

の陳腐化によって市場価格が下落したような場合は、通常、回復可能性は認められない

と考えられる。 

 

Ｑ減損４－３ 固定資産の市場価格の回復の見込み並びに将来の使用見込み及び使用目的

に従った機能を現に有していることについては、誰が根拠を示すのか。また、どの程度

の合理性が必要か。 

Ａ 

  固定資産の市場価格の回復の見込み並びに将来の使用見込み及び使用目的に従った機

能を現に有していることについては、国立大学法人等がその根拠を示さなければならな

い。また、国立大学法人等が示す回復可能性が認められるとの根拠が明らかに合理性に

欠ける場合には、回復可能性がないものとする。 

 

Ｑ減損４－４ 注解６において、「相当の期間内」とは、どの程度の期間か。また、「相当

程度まで回復する」とは、どの程度をいうのか。 

Ａ 

１ 「相当の期間内」については、当該固定資産が国立大学法人等において使用されてい

るものであることから、その使用予定期間内に市場価格が回復することが必要である。

したがって、当該資産の残存耐用年数期間となる。 

  また、非減価償却資産や鉄筋コンクリート造の建物等のように耐用年数が永久又は長

期間に及ぶ固定資産については、国立大学法人制度の基本的枠組みである中期目標期間

を考慮すれば、次の中期目標期間までに回復しないような場合には、価格回復の見込み

がないと判断せざるを得ないことから、最大で１２年程度とするのが妥当である。 

２ 「相当程度まで回復する」とは、帳簿価額のおおむね８０％程度まで回復することが

見込まれることである。 

 

Ｑ減損５－１ 「減価償却後再調達価額を算出することが困難である場合」とは、どのよ

うな場合が考えられるか。 

Ａ 

１ 減損が認識された固定資産がもはや市場に存在しない場合や、再調達価額の算出に著

しく費用が係る場合などが考えられる。 

２ また、減損が認識された固定資産が建物等であって、国立大学法人等自らが再調達価

額を算定することが困難であって委託費等の外注経費が必要となるような場合にもこれ

に該当し、減損が認識された固定資産の帳簿価額に、当該資産につき使用が想定されて

いない部分（使用しないという決定を行った部分を含む。）以外の部分の割合を乗じて

算出した額を減価償却後再調達価額とする方法を用いることができる。 

 

Ｑ減損５－２ 市場価格の著しい下落があり、減損を認識した場合であって、次のような

ケースにおける減損後の帳簿価額は、減価償却後再調達価額とするのか。 

  また、この場合には、減損処理後の年度においても減損の兆候（市場価格の著しい下

落）に該当することになるが、財務諸表の注記が必要となるのか。 

帳簿価額     100,000       市場価格        30,000 
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正味売却価額   28,000       減価償却後再調達原価  70,000 

（売却に要する費用 2,000） 

Ａ 

１ 減損額の測定は、正味売却価額と使用価値（減価償却後再調達原価）のいずれか高い

額を基準として行うことから、質問のケースでは減損処理後の帳簿価額は 70,000 とな

り、減損前の帳簿価額との差額 30,000が減損額となる。 

２ 質問のようなケースには電話加入権が該当することになるが、電話加入権については、

減損処理後の会計年度の財務諸表において注記する必要はない。 

３ 電話加入権以外の固定資産については、減損処理後の年度においても財務諸表の注記

を行うことが必要である。これは、減価償却後再調達原価と市場価格との間に乖離があ

ることを国民、文部科学大臣、国立大学法人評価委員会の委員に開示することによって、

当該固定資産を使用した業務の必要性等の議論を喚起することにその目的がある。 

 

Ｑ減損６－１ 国立大学法人等の業務は教育、研究、診療と多岐にわたり、また、その業

務の性質上、運営方法について詳細に中期計画等に記載することが困難であるが、国立

大学法人等において、中期計画等で想定した業務運営を行わなかったこととしては、具

体的にどのような場合が想定されるのか。 

Ａ 

  国立大学法人等においては、設問のようなケースは通常想定され難いところであるが、

例えば、中期計画において記載された行うべき事項として、教育研究の用に供する建物

等の維持･管理を行う旨が当然想定されるにもかかわらず、当該建物等の維持・管理の懈

怠により、必要な管理がなされなかったことにより、資産価値が減耗した場合や、中期

計画に記載した以外の事業を行ったことにより減耗等が生じた場合に、減損を認識する

ことが想定され得る。 

 

Ｑ減損６－２ 「固定資産の利用計画等を定量的に設定する必要があることとなることに

留意する」としているが、具体的にはどのような意味か。 

Ａ 

１ 「固定資産の利用計画等を定量的に設定する必要があることとなることに留意する」

とは、中期計画、設備マスタープラン、又は各々の法人の財産管理規則等に基づく施設

ごとの財産管理計画等々において、固定資産の利用計画等について、対象資産が減損処

理すべきか否かについて判定が可能な程度に具体的な計画を設定する必要があることを

示している。 

なお、これら固定資産の利用計画等が記載された計画等は、少なくとも法人としての

意思決定がなされたものである必要がある。 

２ 「定量的に設定する」とは、例えば、当該施設の利用頻度を一定期間当たりの回数、

又は一定期間当たりの利用者数などにより設定することをいう。 

 

Ｑ減損６－３ 減損会計基準第６が改訂され基準第７８に規定する特定償却資産以外の償

却資産（非特定償却資産（長期繰延補助金等を計上している固定資産を除く。））につ

いて減損が発生した場合には、当該減損額を減損損失の科目により当期の臨時損失とし

て計上することとされたが、既往事業年度に非特定償却資産の減損額について「中期計

画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じたものである」として、減損損失

相当累計額の科目により資本剰余金の控除項目として計上し、かつ、既往事業年度に当

該非特定償却資産を除却していない場合において、改訂後の減損会計基準第６の適用関
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係はどのようになるのか。 

Ａ 

  平成２４年改訂後の減損会計基準第６の適用時において、設例のケースが存在する場

合には、改訂後の減損会計基準の適用初年度に、当該非特定償却資産に係る減損損失相

当累計額を減額し、相当額を臨時損失に計上することとなる。 

 

Ｑ減損９－１ 減損処理後の固定資産の減価償却は、減損処理前と同様に行うのか。 

Ａ 

  減損処理後の減価償却については、減損処理前の減価償却計算に適用されていた耐用

年数や残存価額を検証し、必要があれば見直しを行わなければならない。 

 なお、耐用年数や残存価額の見直しが必要な場合とは、例えば、 

① 固定資産の用途を変更した場合 

② 複数の用途に使用されている固定資産について、その主要な用途の部分について

減損を認識し、残存部分が減損後の主たる用途となった場合 

等が考えられる。 

 

Ｑ減損１０－１ 国立大学法人等が中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわら

ず生じた減損額は、資本剰余金を減額したコスト等に関する注記に記載するのか。 

Ａ 

 減損額を「資本剰余金を減額したコスト等に関する注記」に記載するかどうかについ

ては、下記のとおり整理される。 

 

１．中期計画等で想定された業務運営を行った場合 

対象資産 資本剰余金を減額したコスト等に関する注

記への記載 

第７８特定償却資産 当期減損額を「減損損失相当額」として注記 

非償却資産（運営費交付金、補助金等、目

的積立金、現物出資、国からの贈与を財源） 

当期減損額を「減損損失相当額」として注記 

非償却資産（自己収入等を財源） 注記しない 

上記以外 注記しない（減損額は「業務費用（臨時損失）」

として計上） 

 

なお、ここで言う自己収入等は授業料等の「運営費交付金に基づく収益及び国又は地

方公共団体からの補助金等に基づく収益以外の収益」を指し、具体的にはＱ７１－１３

に準じて判断する。 

２．中期計画等で想定された業務運営を行わなかった場合 

減損額は「業務費用（臨時損失）」として計上し、「資本剰余金を減額したコスト等に

関する注記」には記載しない。 
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（別紙） 

固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準の適用事例 

 

【事例１】 

 

 Ａ国立大学法人は、学生の福利厚生の用に供することを目的として、2005年に多目的

ホール（耐用年数50年、残存価額10％）を５億円で取得した。Ａ国立大学法人の中期計

画等では、年間3,000人が利用することが想定されていたが、2007年度の利用者数は1,0

00人であり、今後も利用者数の増加は見込めない状況であった。利用者数は低下してい

るものの、Ａ国立大学法人は年度計画において、引き続き建物全てを使用する計画を立

てており、経常的な保守管理を行うなど、建物としての機能を維持している。 

 

 

＜事例の検証＞ 

(1) 減損の兆候 

 中期計画において想定された業務実績（年間３千人）に比べ、約 66％低下している

ことから、減損会計基準「第３ 減損の兆候」第２項⑴に該当し、減損の兆候が認めら

れる。 

(2) 減損の認識 

 当該建物については、利用者数は減少しているものの、その全部について、使用す

る合理的な計画を有し、また、その使用目的に従った機能を現に有していることから、

当該資産の全部の使用が想定されていると認められるため、減損を認識しない。 

(3) 注記 

 減損の兆候が認められることから、減損会計基準「第１０ 注記」第２項に従い注記

する。 

 

【事例２】 

 

 Ｂ国立大学法人は、平成17事業年度末に運営費交付金を財源として75,000千円のソフ

トウェア（耐用年数5年、残存価額なし。）を取得した。当該ソフトウェアには機能Ｘ

と機能Ｙがあるが、技術革新により機能Ｘの部分が著しく陳腐化し、高性能な機能Ｘを

有するソフトウェアが廉価で販売された。平成19年にＢ国立大学法人はその高性能なソ

フトウェアを新たに取得したため、これまで有していたソフトウェアは機能Ｙのみを使

用することとした。ソフトウェアの陳腐化及び新たに高性能のソフトウェアを取得した

ことは、Ｂ国立大学法人が中期計画で想定した業務運営を行わなかったことによって生

じたものであることが明確であるとまでは言えないものであった。また、平成19年時点

において機能Ｙのみを有するソフトウェアは30,000千円で取得可能であり、これまで有

していたソフトウェアの正味売却価額は15,000千円である。 

 

 

＜事例の検証＞ 

(1) 減損の兆候 

当該ソフトウェアの機能Ｘの部分につき、著しい陳腐化が見られることから、減損

会計基準「第３減損の兆候」第２項⑶に該当し、減損の兆候が認められる。 



 

- 215 - 

 

(2) 減損の認識 

Ｂ国立大学法人は機能Ｘを有する高性能なソフトウェアを新たに取得し、従来使用

していたソフトウェアは機能Ｙのみを使用することとしていることから、機能Ｘの部

分につき、減損を認識することとなる。 

(3) 減損額の測定 

・平成 19事業年度末のソフトウェアの帳簿価額： 

   75,000千円 × 3/5＝45,000千円 

・機能Ｙのみのソフトウェアの減価償却後再調達価額： 

   30,000千円 ×  3/5＝18,000千円 

・当該資産の正味売却価額：15,000千円 

・したがって、回収可能サービス価額：18,000千円 

・減損額：45,000千円－18,000千円＝27,000千円 

(4) 減損額の会計処理 

 当該資産は、「第７８ 特定の償却資産の減価に係る会計処理」を行うこととされ

た償却資産以外の償却資産であることから、減損会計基準第 6(3)に従い、以下のよう

な処理を行う。 

減損損失 27,000千円 ／ ソフトウェア 27,000千円 

  

(5) 注記 

減損を認識したことから、減損会計基準「第１０ 注記」第１項に従い注記する。 

 

【事例３】 

 

 Ｃ国立大学法人では、教育研究の用に供することを目的とした実験施設をイ地区及び

ロ地区に所有しているが、中期計画では、当該実験施設の集約化による充実等を図るた

め、早期に実験施設をイ地区に集中することとし、ロ地区の施設については廃止するこ

とが決定されている。 

 Ｃ国立大学法人は、平成17事業年度末にロ地区の実験施設を廃止することを決定し、

当該施設については、倉庫に転用することを決定した。 

  ロ地区の実験施設の概要 
 構造 ＲＣ造 ５階建 数量 延2,800 ㎡  

耐用年数 20年（平成36年3月31日まで

） 

Ｃ国立大学法人の取得価

額 
2,450,000 千円 

取得事由 国立大学法人設立時 

（平成16年4月1日）に国から

承継 

当初の取得時期等 昭和49年4月1日 
（1974年4月1日） 
建設、耐用年数50

年 

平成17事業年度

末帳簿価額 
2,284,625千円 

平成17事業年度末 
減価償却累計額 

165,375 千円 

残存価額 １円 減価償却方法 定額法 
    

 

なお、実験施設は基準第７８の特定償却資産であり、同規模の倉庫の調達価格は3,00

0,000千円、その耐用年数は38年と見積もられる。また、実験施設の時価は1,000,000千

円、処分費用は20,000千円と見積もられる。 
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＜事例の検証＞ 

(1) 減損の兆候 

減損の兆候：国立大学法人自らが、ロ地区の施設について廃止することを決定した

ものであり、減損会計基準「第３ 減損の兆候」第２項(5)に該当し、減損の兆候が認

められる。 

(2) 減損の認識 

国立大学法人自らが施設の廃止及び倉庫に転用するという決定を行っており、減損

会計基準「第４ 減損の認識」第１項⑶に該当し、減損を認識することになる。 

(3) 減損額の測定 

・ 当該施設の使用価値相当額：倉庫としての減価償却後再調達価格は、 

3,000,000千円－（3,000,000千円×32/50）＝1,080,000千円となる（残存価額は１

円であるため、捨象）。 

・ 当該施設の正味売却価額：時価 1,000,000 千円－処分費用は 20,000 千円＝980,000

千円となる。 

・ したがって、回収可能サービス価額は 1,080,000 千円、減損額は 2,284,625 千円－

1,080,000千円＝1,204,625千円と測定される。 

(4) 会計処理 

 中期計画に従った施設の廃止であることから、減損会計基準「第６ 減損額の会計処

理」(2)に該当し、以下のような会計処理を行うことになる。 

 

       減損損失           減損損失 

      相当累計額 1,204,625千円   累計額 1,204,625千円 

 

なお、減損損失相当累計額 1,204,625 千円については、資本剰余金を減額したコス

ト等の注記に計上することになる。 

(5) 注記 

 減損を認識したことから、減損会計基準「第１０ 注記」第１項に従い注記する。 

(6) 減損後の会計処理 

施設の廃止が決定され、用途変更が行われていることから、減損後の帳簿価額：

1,080,000千円、減損後の耐用年数：6年（38年－経過年数 32年）を基礎として、減

価償却を実施することになる。 

 

【事例４】 

 

 Ｄ国立大学法人では、電話加入権を20回線所有しており、業務用に使用している。こ

の電話加入権については、市場価格が下落している状況にある。 

  電話加入権の概要 
                      数量 20回線 当初の取得時期 平成13年4月1日  

取得価格 
1,440千円 

（72千円×20回線） 
取得事由 

国立大学法人設立時

に国から承継 

平成17事業年度末

帳簿価額 
1,440千円 市場価格 

200千円 
(10千円×20回線) 
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＜事例の検証＞ 

(1) 減損の兆候 

 固定資産の使用状況等からの減損の兆候は見られないが、市場価格が帳簿価額の

50％以上下落しており、減損会計基準「第３ 減損の兆候」第２項に(4)該当し、減損

の兆候が認められる。 

(2) 減損の認識 

 電話加入権については、ＮＴＴの公定価格が 37,800円となっており、市場価格の回

復は見込まれないことから、減損会計基準「第４ 減損の認識」第１項(2)に該当し、

減損を認識することになる。 

(3) 減損額の測定 

・ 電話加入権の使用価値相当額：再調達価額の 756千円となる。 

  （36,000円×1.05×20 回線＝756,000円） 

・ 当該施設の正味売却価額：時価は 200千円であり、処分費用は特に生じないものと

見積もられることから、200千円となる。 

・ したがって、回収可能サービス価額は 756千円、減損額は 1,440千円－756千円＝

684千円と測定される。 

(4) 会計処理 

 電話加入権は取得時の想定どおりに使用されており、市場価格の下落による減損で

あることから、減損会計基準「第６ 減損額の会計処理」(2)に該当し、以下のような

会計処理を行うことになる。 

 

減損損失相当累計額 684千円 ／ 電話加入権 684千円 

（無形固定資産であるため、固定資産の帳簿価額からの減損額を直接控除する。） 

 

 なお、減損損失相当累計額 684 千円については、資本剰余金を減額したコスト等の

注記に計上することになる。 

(5) 注記 

減損を認識したことから、減損会計基準「第１０ 注記」第１項に従い注記する。 

 

以  上 


